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給付金等のお支払いについて

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ぜひ、ご一読ください。
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ぜひ、ご一読ください。
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説明事項ご確認のお願い

-約款-約款
ご契約のしおりご契約のしおり

®0120-08-7716 

なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が確認のため、電話や訪問をす
ることがあります。その際には、ご協力くださいますようお願いいたします。この確認制度は生
命保険会社各社が行っています。
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約　款 チェック
欄

ご契約の
しおり

約款・
特約

医療保険（無解約返戻金型）（2022）普通保険約款 8ページ 79ページ

特　約
入院一時金特約 18

18

22
23
27
30

ページ 118ページ
通院一時金特約（2022） ページ 127ページ

19がん治療特約（2022） ページ 137ページ
がん診断一時金特約 ページ 150ページ
3大疾病一時金特約 ページ 160ページ
先進医療・患者申出療養特約 ページ 174ページ
指定代理請求特約 ページ 184ページ

32乗換に関する特約 ページ 189ページ

ご契約のとりきめを記載しています。

お申し込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認する際に
ご活用ください。

ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、
知っておいていただきたい事項を記載しています。ご契約のしおり

約　　款

※各約款・特約の支払事由等の詳細については上記該当ページをご確認ください。
※お申込内容等については「保険証券」でもご確認いただけますので、もう一度よく
お確かめください。

この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一
読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
また、ご契約成立後にお送りする「保険証券」とともに大切に保管してご
活用ください。

～ は じ め に ～

本冊子の構成

指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。
●（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAX は不可）・来訪により生命
保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電
話にてお受けしています。　

　（ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
１か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関
として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。

○転居、町名変更、保険証券の紛失、その他ご契約に関する諸手続き（名義
変更、改姓など）の場合には、お手数ですが「お客様サービスセンター」
　　　　　　　　　　　まですみやかにお知らせください。

○ご契約に関するご照会やご通知の際には「保険証券」の証券番号、保険契
　約者と被保険者のお名前およびご住所をお知らせください。
　

○ご契約をお引き受けした際にお送りする「保険証券」およびお受け取りい
ただいた振込金受取書は大切に保管してください。

○諸手続きをされる場合には、お申し出された方が給付金等の受取人、また
は保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご
本人であることを証明する書類（運転免許証、健康保険証等）をご用意く
ださい。

○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、「お客様サービスセンター」
（ ®0120-08-7716）

（ ®0120-08-7716）

までご連絡ください。

なないろ生命からのお願い
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ご契約のしおり
ご契約のしおり は、ご契約についての大切な事項、
諸手続き、税制上の取り扱いなど、知っておいていた
だきたい事項を記載しています。
ご一読のうえ、ご契約内容を十分にご理解ください。
特にご確認いただきたい項目、約款等のページを「⇨」
で示しています。
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主な保険用語のご説明
保 険 用 語 ご　説　明

か 解 約 返 戻 金 保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払戻しするお金のことをいいます。

き 給 付 金 被保険者が入院したときなどにお支払いするお金のことをいいます。

給付金受取人 給付金等を受け取る人のことをいいます。

け 契 約 日 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、原則として責任開始日を含む月の翌月1日
とします。

契約日の応当日

契約後の保険期間中にむかえる契約日に対応する日をいいます。
○契約日の応当日（年単位）
　　毎年の契約日に対応する日をいいます。
○契約日の応当日（月単位）
　　毎月の契約日に対応する日をいいます。

契 約 年 齢

契約日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この保険契約は、被
保険者の契約年齢を満年齢で計算します。
契約後の年齢は、契約日の応当日（年単位）ごとに、契約年齢に1歳ずつ加えて計算します（「ご
契約のしおり一約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、契約時においては契
約年齢を、契約後においては契約日の応当日（年単位）ごとに契約年齢に1歳ずつ加えた年齢
を指します）。

こ

告 知 義 務 と
告知義務違反

保険契約者と被保険者には、ご契約のお申し込みの際に、現在の健康状態や過去の傷病歴など
なないろ生命がおたずねする重要なことがらについて書面（電磁的方法による場合を含みま
す。）でお知らせ（告知）していただきます。これを「告知義務」といいます。
なないろ生命がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意または重大な過
失によって事実と異なることを告知した場合などは、告知義務に違反したことになり、なない
ろ生命はご契約の効力を消滅（契約解除）させることができます。

し 指定代理請求人 給付金受取人が被保険者の場合で給付金等を請求できない事情があるときに、その給付金等を
被保険者に代わって請求することができる人のことをいいます。

支 払 事 由 給付金等が支払われる条件のことをいいます。

死 亡 給 付 金 被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

主契約と特約
普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさら
に充実させるためや、保険料の払込方法（経路）など主契約と異なる特別なお約束をする目的
で主契約に付加するものです。

せ 責 任 開 始 期
と責任開始日

なないろ生命が契約上の責任を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期を含む日を
責任開始日といいます。

責 任 準 備 金 将来の給付金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものを
いいます。

た 第１回保険料
相 当 額

「責任開始に関する特約」を付加していないご契約のお申込時にお払込みいただくお金のこと
をいい、契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。

て 電 磁 的 方 法 電子計算機を使用して通知、表示または意思表示を行う方法のことをいいます。

は
払 込 期 月

保険料の払込方法（回数）により、次のとおりとなります。
○年払契約の場合は、契約日の応当日（年単位）を含む月
○月払契約の場合は、毎月

ひ 被 保 険 者 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。
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この冊子をお読みいただくにあたって、ご確認ください。

保 険 用 語 ご　説　明

ほ 保 険 契 約 者 保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利（契約内容変更請求権など）と義務（保
険料支払義務など）を持つ人のことをいいます。

保 険 証 券 契約時の給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。

保 険 年 度 契約日または毎年の契約日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約日の応当日の前日ま
でをいいます。

保 険 料 保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。

保険料払込免除 特定疾病保険料払込免除特則を適用した場合の保険料払込免除をいいます。

み 未 払 消 滅 保険料のお払込みがないまま猶予期間（払込期月の翌月1日からその日を含めて3か月目の末
日）を過ぎた場合に、ご契約が消滅することをいいます。

や 約 款 ご契約のとりきめを記載したものをいいます。
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特徴としくみ
病気やケガによる入院や手術に対する保障をご準備いただけます。

●被保険者が1日以上の入院をしたときに入院給付金をお支払いします。入院給付金の型には「60日型」
と「120日型」の2つがあります。

●手術給付金の型には、「手術1型」「手術2型」「手術なし型」の3つがあります。
　契約時に「手術1型」または「手術2型」を選択した場合、被保険者が治療を目的とした手術を受けた
ときに手術給付金を、放射線治療を受けたときに放射線治療給付金をお支払いします。（「手術なし型」
を選択した場合、手術給付金・放射線治療給付金はありません）

［しくみ］

　　　　　医療保険（無解約返戻金型）（2022）
◇入院給付金（「60日型」・「120日型」）　
◇手術給付金（「手術 1型」・「手術 2型」・「手術なし型」）
◇放射線治療給付金

一生涯保障

保険期間：終身▲
ご契約

●医療保険（無解約返戻金型）（2022）には、3大疾病入院延長特則、8大疾病入院延長特則、特定疾病
保険料払込免除特則を適用することができます。また、入院一時金特約、通院一時金特約（2022）、
がん治療特約（2022）、がん診断一時金特約、3大疾病一時金特約、先進医療・患者申出療養特約を付
加することができます。

●この保険契約（付加特約を含みます）の各給付は、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因
として支払事由に該当した場合にお支払いします。

●「がん治療特約（2022）」「がん診断一時金特約」「3大疾病一時金特約」「特定疾病保険料払込免
除特則」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日
目となります。

●がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合（保険契約者、被保険
者がその事実を知らない場合も含みます）には、「がん治療特約（2022）」「がん診断一時金特約」「3
大疾病一時金特約」「特定疾病保険料払込免除特則」は無効となり、給付金等はお支払いしません。
また、保険料の払込みも免除しません。

●がんを原因とする保障の責任開始期前にがんと診断確定されていた場合でも、告知義務違反による
解除（⇨Ⅱ‒3項：P.37）または重大事由による解除（⇨Ⅲ‒1項：P.46）に該当する場合は、告知
義務違反または重大事由による解除の取り扱いとすることがあります。

ご留意ください

1
Ⅰ.	医療保険（無解約返戻金型）（2022）について
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支払事由
●以下の支払事由に該当した場合に給付金等をお支払いします。

給付金等 支払事由 支払金額 受取人

入院給付金

被保険者が、次のいずれかに該当したとき
①傷害（注1）による入院給付金
　被保険者が傷害（注1）を直接の原因とす
る入院日数が1日以上の入院をしたとき

②疾病（注2）による入院給付金
　被保険者が疾病（注2）を直接の原因とす
る入院日数が1日以上の入院をしたとき

1回の入院につき
入院給付金日額

×
入院日数

入院給付金
受取人手術給付金

（「手術なし型」を除く）

被保険者が次のいずれかの手術を受けたとき
①傷害（注1）または疾病（注2）を直接の
原因とする所定の手術

②責任開始期以後に生じた疾病を直接の原因
として、その疾病（注2）の治療を直接の
目的とし、かつ医科診療報酬点数表に輸血
料の算定対象として列挙されている造血幹
細胞移植術

③責任開始日の1年後の応当日以後に受けた
造血幹細胞採取手術

手術1回につき、
手術の種類に
応じた金額

放射線治療
給付金

（「手術なし型」を除く）

被保険者が傷害（注1）または疾病（注2）
を直接の原因とする所定の放射線治療を受け
たとき

放射線治療1回につき
入院給付金日額

×
10倍

死亡給付金
（注3）

被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間
中に死亡したとき

入院給付金日額
×
10倍

死亡給付金
受取人

（注1）責任開始期以後に生じた約款別表2に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
� 約款別表2⇨P.110
（注2）薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
（注3）保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。

●〈入院〉〈手術〉〈放射線治療〉は、「病院または診療所（注）」におけるものとします。
（注）�「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所（四肢における骨折、

脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合にはその施術
所を含みます）、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します（「介護保険法」に定める介護保険施 
設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設（養護老人ホーム）は含みません）。

（1）� 入院給付金�

●入院給付金の型には「60日型」と「120日型」の2つがあり、契約時にいずれか1つの型を選択い
ただきます（契約後の変更は取り扱いません）。

2
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入院給付金の型 1回の入院における支払限度日数 通算の支払限度日数

60日型 60日 1,000日

120日型 120日 1,000日

●入院給付金の支払事由に定める〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日である場合をい
い、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。

●入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期
間が、60日以下の場合には1回の入院とみなし、61日以上の場合には新たな入院とみなします。

●傷害による入院と疾病による入院はそれぞれ別の入院として入院給付金を支払います。
●手術給付金の型が「手術なし型」の場合、入院給付金の支払限度日数が通算して1,000日に達した
ときは、この保険契約は消滅します。ただし、3大疾病入院延長特則または8大疾病入院延長特則が
適用されている場合は除きます。

（2）� 手術給付金

●手術給付金の型には「手術1型」、「手術2型」、「手術なし型」の3つがあり、契約時にいずれか1つ
の型を選択いただきます（契約後の変更は取り扱いません）。

　なお、「手術なし型」を選択した場合は、手術給付金はありません。
【手術1型】

手術の種類 支払金額

入院中に受けた手術

がん（注1）、心疾患および
脳血管疾患（注2）の治療
を目的とする手術

開頭術、開胸術または開腹術
（注3）に該当する手術 入院給付金日額×60倍

開頭術、開胸術または開腹術
（注3）以外の手術

入院給付金日額×20倍

上記以外の手術

開頭術、開胸術または開腹術
（注3）に該当する手術

開頭術、開胸術または開腹術
（注3）以外の手術 入院給付金日額×10倍

入院中以外に受けた手術 入院給付金日額×5倍

造血幹細胞移植術 入院給付金日額×60倍

造血幹細胞採取手術 入院給付金日額×10倍

【手術2型】
手術の種類 支払金額

入院中に受けた手術 入院給付金日額×10倍

入院中以外に受けた手術 入院給付金日額×5倍

造血幹細胞移植術
入院給付金日額×10倍

造血幹細胞採取手術

（注1）�約款別表13‒1に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の性状コードが約款別表13‒4に定め
る悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。

 約款別表13⇨P.112
（注2）約款別表14に定める心疾患および脳血管疾患をいいます。
 約款別表14⇨P.113
（注3）約款別表15に定める次の手術をいいます。
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手術名 手術の定義

開頭術
脳に対する治療を直接の目的とした、開頭（穿頭を含みます。）を伴う手術（注）をいい
ます。
（注）生検、試験開頭術および血管カテーテルによる手術は除きます。

開胸術

胸腔を開く手術であって、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等胸
腔内に操作を加える際に行う手術（注）をいいます。
胸腔鏡下に行われる手術を含みます。
（注）生検、試験開胸術および血管カテーテルによる手術は除きます。

開腹術

腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓および胆道、
膵臓、脾臓、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行う手術（注）をいいます。
腹腔鏡下に行われる手術を含みます。
（注）生検、試験開腹術および血管カテーテルによる手術は除きます。

約款別表15⇨P.113
●手術給付金の支払事由に該当する手術は、次のとおりです。

・医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術（注）
・先進医療に該当する手術（注）
・医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植術（注）
・責任開始日の1年後の応当日以後に受けた造血幹細胞採取手術
（注） 2020年9月1日以降、手術を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象となります。

●「先進医療に該当する手術」は、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定
める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療（注）のうち、所定の
手術となります。
（注）�診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含みま

せん。
●「造血幹細胞移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対して組織の機能の回復または付与を目的
として造血幹細胞を輸注することをいいます。なお、異種移植は含みません。

●「造血幹細胞採取手術」とは、組織の機能に障害がある者に対して造血幹細胞を移植することを目的
として、造血幹細胞を採取（注）することをいいます。なお、自家移植は除きます。
（注）�骨髄または末梢血からの採取に限るものとし、臍帯血からの採取は除きます。
●「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」「先進医療に該当する
手術」は約款別表4に定める手術をいいます。なお、次の手術は支払対象外です。

 約款別表4⇨P.111

・処置（持続的胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法など）、検査、神経ブロック
・診断・検査（生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺など）のための手術（注）
・美容整形上の手術
・不妊を目的とする手術
・正常分娩における手術
・人工妊娠中絶手術（注）
・歯科治療に伴う歯科手術（歯肉切除手術、インプラントなど）（注）
・屈折異常に対する視力矯正手術（レーシック）
（注） 医科診療報酬点数表（手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります）で手術料が算定される

場合には、手術給付金の支払対象となる手術に該当します。
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●「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」であっても、次の手術
は支払対象外です。

支払事由に該当しない手術 傷病例 手術例

創傷処理（創傷処理に伴う縫合術を含
む）

創傷（切創、刺
傷、熱傷）

切創、刺傷、熱傷などに対し、壊死•汚染組織の洗浄 
や切除、出血部位の血管などを縛って、離断した皮膚 
の縫合を行う治療

切開術（皮膚、鼓膜） 皮下膿瘍 皮膚・皮下・鼓膜の内側などに溜まった膿瘍（うみ）
を体外に排出するために皮膚を切開する治療

デブリードマン 創傷による挫滅
（ざめつ）・壊死

感染•壊死組織を除去し、創傷を清浄化することで他 
の組織への影響を防ぐ治療

骨、軟骨、関節のいずれかに対する整
復術、整復固定術、授動術のうち非観
血的または徒手的なもの

関節拘縮、骨折、
関節脱臼など

切開等を行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状 
態に治したり、動きが悪くなった関節に力を加えて動 
かせるようにする治療（ボルトやネジ、針金等を体内 
に挿入して固定、牽引するものは給付対象となります）

外耳道異物除去術または鼻内異物摘出
術

耳・鼻の内部へ
の異物の混入

耳や鼻から異物を鉗子等でつまんで取り出す治療

鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜） アレルギー性鼻
炎など

レーザーを用いて鼻の粘膜を焼灼することで、粘膜の
腫れを抑え、鼻づまりなどの症状を和らげる治療

皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 皮膚腫瘍、皮下
腫瘍

皮膚や皮下に生じた腫瘍をメス等を使って摘出する治 
療

会陰（陰門）切開および縫合術（分娩
時）または胎児外回転術

出産 出産時に必要に応じてハサミで会陰を切る治療や、分 
娩時の縫合、逆子状態の胎児を正常にする治療

抜歯手術 虫歯・親しらず 歯を抜く手術

●手術給付金の支払事由に該当する手術を同時期に複数受けたときは、最も高い支払金額が適用される
いずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。

●医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸血料が1 
回のみ算定されるものとして定められている手術および同一の先進医療に該当する手術は、14日に
1回（非電離放射線による療法の場合は60日に1回）の給付を限度とします。

●2022年1月現在の医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料
が1回のみ算定されるものとして定められている手術は次のとおりです。（注）
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法＊
・自家培養軟骨組織採取術
・唾石摘出術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
・体外衝撃波胆石破砕術
・体外衝撃波膵石破砕術
・膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材によるもの）
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・胎児輸血術
・間葉系幹細胞採取

・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法＊
・網膜光凝固術＊
・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・下肢静脈瘤手術（硬化療法）
・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法＊
・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
・経尿道的前立腺高温度治療＊
・経皮的腎（腎盂）瘻拡張術
・副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法
・末梢血単核球採取

・難治性骨折電磁波電気治療法＊
・体外衝撃波疼痛治療術
・鼓膜穿孔閉鎖術
・食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡によるもの）
・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法＊
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・焦点式高エネルギー超音波療法＊
・無心体双胎焼灼術
・造血幹細胞採取
・CAR発現生T細胞投与

＊非電離放射線による療法となります。

（注） 医科診療報酬点数表の改定によって変更されることがあります。
●医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は、その手術を受けた1日目につ
いてのみ手術給付金をお支払いします。

●2022年1月現在の医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は次のとおり
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です。（注）

・大動脈バルーンパンピング法（IABP法）
・経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの）
・小児補助人工心臓

・人工心肺
・補助人工心臓

・経皮的心肺補助法
・植込型補助人工心臓（非拍動流型）

（注） 医科診療報酬点数表の改定によって変更されることがあります。

（3）� 放射線治療給付金�

●契約時に「手術1型」または「手術2型」を選択した場合で、被保険者が傷害（注1）または疾病（注2）
を直接の原因とする所定の放射線治療を受けたときには放射線治療給付金をお支払いします。

　なお、契約時に「手術なし型」を選択した場合は、放射線治療給付金はありません。
（注1）責任開始期以後に生じた約款別表2に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
 約款別表2⇨P.110
（注2）薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
●放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療は、次の診療行為をいいます。

・医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射または温熱療法
（注）
・先進医療に該当する放射線照射または温熱療法（注）
（注） 2020年9月1日以降、放射線治療を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象となり

ます。

●放射線治療給付金の支払事由に該当する〈診療行為〉は約款別表12に定めるものをいいます。なお、
次の診療行為は支払対象外です。 約款別表12⇨P.112

・処置（光線療法•皮膚レーザー照射療法など）
・検査（エックス線診断など）
・血液照射
・放射性化合物の投与による照射（内用療法など）（注）
・歯科治療に伴う放射線照射（注）
（注） 医科診療報酬点数表（診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります）で放射線治療料が算

定される場合には、放射線治療給付金の支払対象となる診療行為に該当します。

●「先進医療に該当する放射線照射または温熱療法」は、平成18年9月12日厚生労働省告示第495
号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療
（注）のうち、放射線照射•温熱療法による診療行為となります。
（注） 診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含みま

せん。
●放射線治療給付金のお支払いは、放射線照射または温熱療法による診療行為それぞれについて60日
に1回を限度とします。
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医療保険（無解約返戻金型）（2022）の特則・特約
（1）� 3大疾病入院延長特則・8大疾病入院延長特則

①3大疾病入院延長特則
3大疾病入院延長特則を適用したご契約は、3大疾病（がん（注1）、心・血管疾患および脳血管疾患 
（注2））の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払いについては、1回の入院およ
び通算の支払限度日数を適用せず、無制限で入院給付金をお支払いします。
なお、3大疾病の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払日数は、通算の支払限度
日数に含めません。

3大疾病 がん、心・血管疾患、脳血管疾患

②8大疾病入院延長特則
8大疾病入院延長特則を適用したご契約は、8大疾病（がん（注1）、心・血管疾患、脳血管疾患、腎
疾患、膵疾患、肝疾患、糖尿病および高血圧性疾患（注3））の治療を直接の目的とする入院日に対す
る入院給付金の支払いについては、1回の入院および通算の支払限度日数を適用せず、無制限で入院
給付金をお支払いします。
なお、8大疾病の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払日数は、通算の支払限度
日数に含めません。

8大疾病 がん、心・血管疾患、脳血管疾患、腎疾患、膵疾患、肝疾患、糖尿病、高血圧性疾患

（注1）�約款別表13‒1に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の性状コードが約款別表13‒4に定
める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。

 約款別表13⇨P.112

（注2）約款別表16に定める心・血管疾患および脳血管疾患をいいます。
 約款別表16⇨P.114

（注3）�約款別表17に定める心・血管疾患、脳血管疾患、腎疾患、膵疾患、肝疾患、糖尿病、および高血圧性疾患
をいいます。

 約款別表17⇨P.114

●3大疾病入院延長特則と8大疾病入院延長特則を同時に適用することはできません。

3
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（2）� 特定疾病保険料払込免除特則

①保険料払込免除
●特定疾病保険料払込免除特則を適用したご契約について、責任開始期（注1）以後保険期間中に以
下の保険料払込免除事由に該当した場合に、以後の保険料の払込みが免除となります。

保険料払込免除事由

○がん（悪性新生物・上皮内新生物）（注2）
がんと診断確定されたとき

○心疾患（注3）
心疾患を発病し、次のいずれかに該当したとき
●その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院（注4）をしたとき
●その疾病の治療を直接の目的として所定の手術（注5）を受けたとき

○脳血管疾患（注3）
脳血管疾患を発病し、次のいずれかに該当したとき
●その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院（注4）をしたとき
●その疾病の治療を直接の目的として所定の手術（注5）を受けたとき

○疾病により20日を超える継続入院かつその入院中の傷害または疾病による手術
次のすべてに該当したとき
ア．疾病（注6）を直接の原因とする入院日数が継続20日を超える入院（注4）をしたとき
イ．アの入院中に次のすべてを満たす手術を受けたとき
・傷害（注7）または疾病（注6）を直接の原因とする所定の手術
・公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術または先
進医療に該当する手術

（注1）がんによる保険料払込免除の責任開始期は、本則の責任開始日からその日を含めて91日目となります。
（注2）�約款別表13‒1に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コードが約款別表13‒4

に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。 約款別表13⇨P.112
（注3）約款別表14に定める心疾患および脳血管疾患をいいます。 約款別表14⇨P.113
（注4）約款別表20に定める入院をいいます。 約款別表20⇨P.115
（注5）約款別表19に定める手術をいいます。 約款別表19⇨P.115
（注6）薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
（注7）責任開始期以後に生じた約款別表2に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
 約款別表2⇨P.110
●この特則による保険料払込免除は、責任開始期以後に発病した疾病を原因とする場合に限ります。
そのため、責任開始期より前にすでに医師の治療、投薬を受けていた場合や診療、検査で異常を指
摘された場合で、その疾病により保険料払込免除事由に該当したときは、責任開始期からの経過期
間にかかわらず、保険料の払込みは免除しません。（注）
（注） 次のいずれかの場合には、この特則の「がん以外の疾病による保険料の払込免除」の責任開始期以後の疾病

によるものとみなします。
 ア． この特則の締結の際に、なないろ生命が、告知等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承

諾した場合。
 　　 ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実をなないろ生命が正確に

知ることができなかった場合には、この特則の責任開始期以後の疾病によるものとみなしません。
 イ． その原因について、この特則の「がん以外の疾病による保険料の払込免除」の責任開始期前に、被保険

者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。
 　　 ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、

この特則「がん以外の疾病による保険料の払込免除」の責任開始期以後の疾病によるものとみなしませ
ん。

●悪性新生物および上皮内新生物の診断確定は、次のいずれかによる必要があります。
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○悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。ただし、
病理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見な
ど他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定。
○上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。

●保険料払込免除事由に該当する〈入院〉は、「病院または診療所（注）」におけるものとします。
（注） 「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと

同等の日本国外にある医療施設を指します（「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定め
る老人福祉施設（養護老人ホーム）は含みません）。

●保険料払込免除事由に定める〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日である場合をい
い、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。
●「入院日数が継続20日を超える入院」につき、退院日の当日または翌日の入院は、継続した入院
とみなします。
●「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」「先進医療に該当す
る手術」は約款別表4に定める手術をいいます。なお、次の手術は支払対象外です。

 約款別表4⇒P.111

・処置（持続的胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法など）、検査、神経ブロック
・診断・検査（生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺など）のための手術
・美容整形上の手術
・不妊を目的とする手術
・正常分娩における手術
・人工妊娠中絶手術（注）
・歯科治療に伴う歯科手術（歯肉切除手術、インプラントなど）（注）
・屈折異常に対する視力矯正手術（レーシック）
（注） 医科診療報酬点数表（手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります）で手術料が算定され

る場合には、保険料払込免除事由の対象となる手術に該当します。

●「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」であっても、次の手
術は支払対象外です。
支払事由に該当しない手術 傷病例 手術例

創傷処理（創傷処理に伴う縫合術を含
む）

創傷（切創、刺
傷、熱傷）

切創、刺傷、熱傷などに対し、壊死•汚染組織の洗浄
や切除、出血部位の血管などを縛って、離断した皮膚
の縫合を行う治療

切開術（皮膚、鼓膜） 皮下膿瘍 皮膚・皮下・鼓膜の内側などに溜まった膿瘍（うみ）
を体外に排出するために皮膚を切開する治療

デブリードマン 創傷による挫滅
（ざめつ）・壊死

感染・壊死組織を除去し、創傷を清浄化することで他
の組織への影響を防ぐ治療

骨、軟骨、関節のいずれかに対する整
復術、整復固定術、授動術のうち非観
血的または徒手的なもの

関節拘縮、骨折、
関節脱臼など

切開等を行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状
態に治したり、動きが悪くなった関節に力を加えて動
かせるようにする治療（ボルトやネジ、針金等を体内
に挿入して固定、牽引するものは給付対象となります）

外耳道異物除去術または鼻内異物摘出
術

耳・鼻の内部へ
の異物の混入

耳や鼻から異物を鉗子等でつまんで取り出す治療

鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜） アレルギー性鼻
炎など

レーザーを用いて鼻の粘膜を焼灼することで、粘膜の
腫れを抑え、鼻づまりなどの症状を和らげる治療
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支払事由に該当しない手術 傷病例 手術例

皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 皮膚腫瘍、皮下
腫瘍

皮膚や皮下に生じた腫瘍をメス等を使って摘出する治
療

会陰（陰門）切開および縫合術（分娩
時）または胎児外回転術

出産 出産時に必要に応じてハサミで会陰を切る治療や、分 
娩時の縫合、逆子状態の胎児を正常にする治療

抜歯手術 虫歯・親しらず 歯を抜く手術

●「先進医療に該当する手術」は、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の
定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療（注）のうち、所
定の手術となります。
（注） 診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含み

ません。
●特定疾病保険料払込免除特則の適用後に、この特則のみを取り消すことはできません。

②がん診断確定の場合の特別取り扱い
●がんによる保険料払込免除の責任開始期（注1）前にがんと診断確定されていた場合（注2）、この
特則は無効となり、保険料の払込みは免除となりません。
（注1）がんを原因とする保障の責任開始期は、本則の責任開始日からその日を含めて91日目となります。
（注2）保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます。
●ただし、保険契約者、被保険者が告知の時前にその事実を知らなかった場合で、保険契約者から請
求があったときは以下の特別取り扱いを適用し、この特則を無効としません。

【がん診断確定の場合の特別取り扱い】
○契約日からその日を含めて5年を経過するまでの期間（がん不担保期間）中に診断確定された
がんについては、保険料の払込みは免除となりません。
○がんによる保険料払込免除の責任開始期前に診断確定されたがんが生じた臓器と同一種類の臓
器（注）に生じたがんについては、がん不担保期間経過後でも保険料の払込みは免除となりま
せん。
（注） 約款別表22に定めています。 約款別表22⇒P.116

●がん診断確定の場合の特別取り扱いを適用せず、この特則が無効となった場合、すでに払い込まれ
たこの特則の保険料（注）は次のとおり取り扱います。

○告知の時前に被保険者ががんと診断確定された事実を、保険契約者および被保険者のすべてが
知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
○告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいず
れか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
○告知の時前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、がんによる保険料払込免除の責任
開始期の前日までにがんと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。

（注） すでに払い込まれた保険料から、すでに払い込まれた保険料にこの特則を適用しなかった場合の保険料率を
適用して計算した金額を差し引いた金額。

がんによる保険料払込免除の責任開始期前にがんと診断確定されていた場合でも、告知義務違反によ
る解除（⇨Ⅱ‒3項：P.37）または重大事由による解除（⇨Ⅲ‒1項：P.46）に該当する場合は、告知
義務違反または重大事由による解除の取り扱いとすることがあります。

ご留意ください
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（3）� 入院一時金特約

給付金等 支払事由 支払金額 受取人

入院一時金

被保険者が、次のいずれかを満たす入院を開始したとき
①傷害（注1）を直接の原因として主契約の入院給付金
が支払われる入院

②疾病（注2）を直接の原因として主契約の入院給付金
が支払われる入院

1回の入院につき、
入院一時金額

主契約の
入院給付金
受取人

（注1）責任開始期以後に生じた特約別表2に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
 特約別表2⇨P.125
（注2）薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
●入院一時金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1回の入院につき1回限りとし、通算し
て50回とします。

●入院一時金のお支払回数が通算して50回に達したときは、この特約は消滅します。
●主契約の入院給付金が通算の支払限度日数に達したときは、この特約は消滅します。ただし、主契約
に3大疾病入院延長特則または8大疾病入院延長特則が適用されている場合を除きます。

（4）� 通院一時金特約（2022）

給付金等 支払事由 支払金額 受取人

通院一時金

被保険者が、次のいずれかに該当したとき
①傷害（注1）による通院一時金
傷害（注1）を直接の原因として主契約の入院給付金
が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日以後
180日の期間内に、その入院の直接の原因となった傷
害の治療を目的とする通院を開始したとき

②疾病（注2）による通院一時金
疾病（注2）を直接の原因として主契約の入院給付金
が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日以後
180日の期間内に、その入院の直接の原因となった疾
病の治療を目的とする通院を開始したとき

通院一時金額
主契約の
入院給付金
受取人

（注1）責任開始期以後に生じた特約別表2に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。
 特約別表2⇨P.135
（注2）薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
●通院一時金のお支払いは、1回の入院に対する通院に対して1回を限度とし、通算して50回を限度
とします。

●〈通院〉は、「病院または診療所（注）」におけるものとします。
（注） 「医療法」に定める日本国内にある病院または診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関しては、

柔道整復師法に定める施術所を含みます）、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します。
●主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。
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（事例）

Ｃ型肝炎で入院 交通事故で入院
5/1 5/30

入院 退院

6/15

C型肝炎で通院
交通事故で入院

C型肝炎で通院

7/1

Ｃ型肝炎での通院（6/15、7/1）は、交通事故での入院期間中の通院です。通院一時金の支払事由に該当する
通院であっても、主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院のため、通院一時金はお支払いし
ません。

●同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対し
てのみ通院一時金をお支払いします。

●通院一時金のお支払回数が通算して50回に達したときは、この特約は消滅します。
●主契約の入院給付金が通算の支払限度日数に達したときは、この特約は消滅します。ただし、主契約
に3大疾病入院延長特則または8大疾病入院延長特則が適用されている場合を除きます。

（5）� がん治療特約（2022）

支払事由 支払金額 受取人

がん治療給付金

被保険者が、がんの治療を目的として、
以下のいずれかの治療を受けたとき
①抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）
②放射線治療
③ 自由診療抗がん剤治療（ホルモン剤治
療を含む）

〈①または②のとき〉
がん治療給付金が支払われる治療
を受けた日の属する月ごとに、

がん治療給付金月額
〈③のとき〉

がん治療給付金が支払われる治療
を受けた日の属する月ごとに、 
がん治療給付金月額×2の金額

主契約の
入院給付金
受取人

●がん治療給付金の支払限度は、通算して2,000万円を限度とします。ただし、自由診療抗がん剤（ホ
ルモン剤を含む）によるがん治療給付金の支払回数の限度は通算して24回とします。がん治療給付
金を通算して2,000万円お支払いしたときは、この特約は消滅します。

●同一の月に抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）、放射線治療、および自由診療抗がん剤治療（ホ
ルモン剤治療を含む）を受けたときは、それぞれの治療に対してがん治療給付金を支払います。

●この特約の支払事由に該当する「がん」とは、特約別表1‒1に定める悪性新生物および上皮内新生物
のうち、新生物の形態の性状コードが特約別表1‒4に定める悪性または上皮内癌に該当するものをい
います。 特約別表1⇨P.146

●悪性新生物および上皮内新生物の診断確定は、次のいずれかによる必要があります。なお、入院によ
り診断確定された場合、通院により診断確定された場合のいずれにおいても対象となります。

○悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。ただし、病
理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他
の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定。
○上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。
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〈抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）〉
●がん治療給付金の支払事由に該当する〈抗がん剤治療〉は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬
点数表または歯科診療報酬点数表に薬剤料または処方せん料の算定対象として列挙されているもの
で、次のすべてを満たす医薬品の投与または処方（注）をいいます。

・投与または処方を受けた時点において、がんに対する効能または効果が厚生労働大臣により認め
られた医薬品
・がん細胞の消滅、破壊または発育もしくは増殖の抑制を目的として使用された医薬品（症状緩和
を目的とした抗腫瘍効果のない医薬品は含みません。）
・世界保健機関（WHO）の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、下表に分類される医薬
品（ただし、下表に分類されない医薬品でも、下表に分類される医薬品と同等の効能または効果
を有する場合で、なないろ生命が認めるときは、下表に分類される医薬品として取り扱います。）
解剖治療化学分類法による医薬品分類

L01．抗悪性腫瘍薬

L02．内分泌療法（ホルモン療法）

L03．免疫賦活薬

L04．免疫抑制薬

V10．治療用放射性医薬品

（注） 処方は、処方せんの交付を受け、その処方せんに基づく医薬品の支給を受けている場合に限ります。
●処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せんの交付を受けた
日のみが、がん治療給付金の支払事由に該当する抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）を受けた日
となります。

●同一の月に複数の抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）を受けた場合でも、その月の最初に受けた
抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）に対してのみがん治療給付金を支払い、重複して支払いませ
ん。

〈放射線治療〉
●がん治療給付金の支払事由に該当する〈放射線治療〉は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点
数表で放射線治療料の算定対象として列挙されているもので、特約別表3に定める放射線治療としま
す（2020年9月1日以降、放射線治療を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば対象
となります）。なお、次の診療行為は支払対象外です。

・処置（光線療法・皮膚レーザー照射療法など）
・検査（エックス線診断など）
・血液照射
・歯科治療に伴う放射線照射（注）
（注） 医科診療報酬点数表（診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります）で放射線治療料が算

定される場合には、がん治療給付金の支払対象となる診療行為に該当します。

 特約別表3⇨P.147
●がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療は、「病院または診療所（注）」におけるものとします。
（注） 「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと同等

の日本国外にある医療施設を指します（「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福
祉施設（養護老人ホーム）は含みません）。

●医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算
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定されるものとして定められている放射線治療は、放射線治療を開始した日のみが、がん治療給付金
の支払事由に該当する放射線治療を受けた日となります。

●同一の月に複数の放射線治療を受けた場合でも、その月の最初に受けた放射線治療に対してのみがん
治療給付金を支払い、重複して支払いません。

〈自由診療抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）〉
●がん治療給付金の支払事由に該当する〈自由診療抗がん剤治療〉は、次のすべてを満たす医薬品の投
与または処方（注）をいいます。

・がん細胞の消滅、破壊または発育もしくは増殖の抑制を目的として使用された医薬品（症状緩和
を目的とした抗腫瘍効果のない医薬品は含みません。）
・世界保健機関（WHO）の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、下表に分類される医薬
品（ただし、下表に分類されない医薬品でも、下表に分類される医薬品と同等の効能または効果
を有する場合で、なないろ生命が認めるときは、下表に分類される医薬品として取り扱います。）
解剖治療化学分類法による医薬品分類

L01．抗悪性腫瘍薬

L02．内分泌療法（ホルモン療法）

L03．免疫賦活薬

L04．免疫抑制薬

V10．治療用放射性医薬品

・医薬品を用いた抗がん剤治療の投与または処方を受けた時点において、以下のいずれかを満たす
医薬品。ただし、公的医療保険制度における評価療養の対象となる治験（病院または診療所によっ
て定められた当該治験にかかる被保険者の負担額が0となる場合に限ります。）において使用さ
れた医薬品を除きます。
①公的医療保険制度における先進医療による療養として使用された医薬品
②公的医療保険制度における患者申出療養制度による療養として使用された医薬品
③欧米で承認された医薬品（※）のうち、当該承認において被保険者が診断確定されたがんの治
療に対する効能または効果が認められた医薬品

※欧米で承認された医薬品
「欧米で承認された医薬品」とは、以下のいずれかの医薬品のことをいいます。
ア． 米国食品医薬品局（FDA）がNew Molecular Entity（NME）Drug and New Biologic Approvals

またはNew Molecular Entity and New Therapeutic Biological Product Approvalsの各年の
リストに掲載した医薬品

イ． 欧州医薬品庁（EMA）がNew Active Substanceとして承認した医薬品

（注） 処方は、処方せんの交付を受け、その処方せんに基づく医薬品の支給を受けている場合に限ります。
●同一の月に複数の自由診療抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）を受けた場合でも、その月の最初
に受けた自由診療抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）に対してのみがん治療給付金を支払い、重
複して支払いません。

●処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せんの交付を受けた
日のみが、がん治療給付金の支払事由に該当する自由診療抗がん剤治療（ホルモン剤治療を含む）を
受けた日となります。
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（6）� がん診断一時金特約

給付金等 支払事由 支払金額 受取人

がん診断一時金 被保険者ががんと診断確定されたとき がん診断一時金額
主契約の
入院給付金
受取人

●がん診断一時金は、支払事由に該当する限り、1年に1回を限度とし、何度でも給付金をお受け取り
頂けます。

●がん診断一時金の支払事由は以下のとおりです。
がん診断一時金の支払事由に該当する所定の状態

がん
（悪性新生物・
上皮内新生物）

初回
がんと診断確定されたとき

2回目以後
がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんと診断確
定されたとき。
なお、この特約の保険期間中に診断確定されたがんが治癒または寛解状態になく、かつ、次の
いずれかに該当した場合、がんと診断確定されたものとします。
ア． がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」に、がんの治療

を直接の目的とする継続入院中のとき。この場合、その応当日にがんと診断確定されたも
のとします。

イ． がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治
療を直接の目的とする入院を開始したとき。この場合、「入院を開始した日」にがんと診
断確定されたものとします。

ウ． がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治
療を直接の目的とする通院をしたとき。この場合、その応当日以後、最初に「通院をした日」
にがんと診断確定されたものとします。

●この特約の支払事由に該当する「がん」とは、特約別表1‒1に定める悪性新生物および上皮内新生物
のうち、新生物の形態の性状コードが特約別表1‒4に定める悪性または上皮内癌に該当するものをい
います。

 特約別表1⇨P.158
●悪性新生物および上皮内新生物の診断確定は、次のいずれかによる必要があります。なお、入院によ
り診断確定された場合、通院により診断確定された場合のいずれにおいても対象となります。

○悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。ただし、病
理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他
の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定。
○上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。

●同時にがん診断一時金の支払事由に複数該当した場合でも、がん診断一時金を重複してお支払いしま
せん。
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（7）� 3大疾病一時金特約

給付金等 支払事由 支払金額 受取人

3大疾病一時金 被保険者が3大疾病一時金の支払事由のいずれか
に該当したとき 3大疾病一時金額

主契約の
入院給付金
受取人

●3大疾病一時金は、支払事由に該当する限り、それぞれの疾患ごとに1年に1回を限度とし、何度で
も給付金をお受け取り頂けます。

●3大疾病一時金の支払事由は以下のとおりです。
3大疾病一時金の支払事由に該当する所定の状態・入院・手術

がん
（悪性新生物・
上皮内新生物）
（注1）

初回
がんと診断確定されたとき

2回目以後
がんによる3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、
がんと診断確定されたとき。
なお、この特約の保険期間中に診断確定されたがんが治癒または寛解状態になく、かつ、
次のいずれかに該当した場合、がんと診断確定されたものとします。
ア． がんによる3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」に、

がんの治療を直接の目的とする継続入院中のとき。この場合、その応当日にがんと診
断確定されたものとします。

イ． がんによる3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」
以後、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したとき。この場合、「入院を開始
した日」にがんと診断確定されたものとします。

ウ． がんによる3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」
以後、がんの治療を直接の目的とする通院をしたとき。この場合、その応当日以後、
最初に「通院をした日」にがんと診断確定されたものとします。

心疾患
（注2）

初回
心疾患を発病し次のいずれかに該当したとき
・その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき
・その疾病の治療を直接の目的として所定の手術（注3）を受けたとき

2回目以後
次のいずれかに該当したとき
○心疾患による3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以
後、次のいずれかに該当したとき。
・その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき
・その疾病の治療を直接の目的として所定の手術（注3）を受けたとき

○心疾患による3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日に心
疾患の治療を直接の目的とする継続入院中のとき。

脳血管疾患
（注2）

初回
脳血管疾患を発病し次のいずれかに該当したとき
・その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき
・その疾病の治療を直接の目的として所定の手術（注3）を受けたとき

2回目以後
次のいずれかに該当したとき
○脳血管疾患による3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日
以後、次のいずれかに該当したとき。
・その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき
・その疾病の治療を直接の目的として所定の手術（注3）を受けたとき

○脳血管疾患による3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日
に脳血管疾患の治療を直接の目的とする継続入院中のとき。
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（注1）�特約別表1‒1に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コードが特約別表1‒4に定
める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。 特約別表1⇨P.171

（注2）特約別表2に定める心疾患および脳血管疾患をいいます。 特約別表2⇨P.172
（注3） 特約別表3に定める手術をいいます。 特約別表3⇨P.172
●3大疾病一時金のお支払いは、責任開始期以後に発病した疾病を原因とする場合に限ります。そのた
め、責任開始期前にすでに医師の治療、投薬を受けていた場合や診察、検査で異常を指摘された場合
で、その疾病により支払事由に該当したときは、責任開始期からの経過期間にかかわらず、3大疾病
一時金はお支払いしません。（注）
（注） ただし、心疾患・脳血管疾患による3大疾病一時金については、契約締結時に責任開始期前の診察、治療など

の事実につき正確かつ十分な告知があったうえでなないろ生命がご契約をお引き受けしたときには支払対象と
なります。

●悪性新生物および上皮内新生物の診断確定は、次のいずれかによる必要があります。なお、入院によ
り診断確定された場合、通院により診断確定された場合のいずれにおいても対象となります。

○悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。ただし、病
理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他
の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定。
○上皮内新生物の診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます。）による診断確定。

●3大疾病一時金の支払事由に該当する〈入院〉は、「病院または診療所（注）」におけるものとします。
（注） 「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと同等

の日本国外にある医療施設を指します（「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福
祉施設（養護老人ホーム）は含みません）。

●3大疾病一時金の支払事由に定める〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日である場合
をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。

●同時に3大疾病一時金の支払事由に複数該当した場合のお支払いは以下のとおりです。
がん、心疾患または脳血管疾患の
支払事由に複数該当

がん、心疾患または脳血管疾患のそれぞれについて3大疾病一時金をお支払
いします。

がんの支払事由に複数該当

3大疾病一時金を重複してお支払いしません。心疾患の支払事由に複数該当

脳血管疾患の支払事由に複数該当

がんによる3大疾病一時金の支払事由に複数回該当した場合のお支払い例

①がんによる3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以後、がんと
診断確定されたとき

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします。

　　　▲
がんと診断確定
（最終の支払事由該当日）

　　　▲
がんと診断確定

1年間
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②がんによる3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以後、がんの
治療を直接の目的とする入院をしたとき

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

　　　▲
がんと診断確定
（最終の支払事由該当日）

1年間

がΜで入院

③がんによる3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日に、がんの治
療を直接の目的とする継続入院中のとき

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

　　　▲
がんと診断確定
（最終の支払事由該当日）

1年間

がΜで入院

④がんによる3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以後、がんの
治療を直接の目的とする通院をしたとき

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

　　　▲
がんと診断確定
（最終の支払事由該当日）

　　▲
がんで通院

1年間

3大疾病一時金の支払事由に複数回該当した場合のお支払い例

3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応当日以後、3大疾病一時金の支
払事由に該当したとき

�େ࣬病Ұ時金をお支払いします �େ࣬病Ұ時金をお支払いします

　　　▲
急性心筋梗塞で手術
（最終の支払事由該当日）

　　　▲
急性心筋梗塞で手術

1年間
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1年以内にがんおよび心疾患・脳血管疾患による3大疾病一時金の支払事由に該当
した場合のお支払い例

心疾患または脳血管疾患による3大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日の1年後の応
当日に到達する前にがんによる3大疾病一時金の支払事由に該当したとき

৺࣬ױまたは݂ױ࣬による�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

がΜによる�େ࣬病Ұ時金を
お支払いします

　　　▲
心疾患または脳血管疾患で
入院

　　　　▲
肝臓がんと診断確定

1年間

●がんを原因とする保障の責任開始期（注1）前にがんと診断確定されていた場合（注2）は、この特約
は無効となり、3大疾病一時金はお支払いしません。
（注1）がんを原因とする保障の責任開始期は、この特約の保険期間開始日からその日を含めて91日目となります。
（注2）保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます。
●ただし、保険契約者、被保険者が告知の時前にその事実を知らなかった場合で、保険契約者から請求
があったときは以下の特別取り扱いを適用し、保険契約を無効としません。

【がん診断確定の場合の特別取り扱い】
○契約日からその日を含めて5年を経過する日までの期間（がん不担保期間）中に診断確定された
がんについては、3大疾病一時金をお支払いしません。
○がんを原因とする保障の責任開始期前に診断確定されたがんが生じた臓器と同一種類の臓器（注1）
に生じたがんについては、がん不担保期間経過後でも3大疾病一時金をお支払いしません。

（注1）特約別表4に定めています。 特約別表4⇨P.173
●がん診断確定の場合の特別取り扱いを適用せず、保険契約が無効となった場合、すでに払い込まれた
保険料は次のとおり取り扱います。

○告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべて
が知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
○告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれ
か1人でも知っていたときは、払い戻しません。
○告知の時前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、がんを原因とする保障の責任開始期
の前日までにがんと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。

がんを原因とする保障の責任開始期前にがんと診断確定されていた場合でも、告知義務違反による解
除（⇨Ⅱ‒3項：P.37）または重大事由による解除（⇨Ⅲ‒1項：P.46）に該当する場合は、告知義務
違反または重大事由による解除の取り扱いとすることがあります。

ご留意ください
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（8）� 先進医療・患者申出療養特約

給付金等 支払事由 支払金額 受取人

先進医療・患者申
出療養給付金

被保険者が次のすべてを満たす療養を受けたとき
①この特約の責任開始期以後に生じた傷害または
疾病（注1）を直接の原因とする療養

②公的医療保険制度における以下のいずれかの療
養（歯科（注2）のみで実施することが定めら
れているものを除く）
・先進医療による療養
・患者申出療養制度による療養

1回の療養につき、
先進医療の技術にかかる
費用

または
患者申出療養の技術にか
かる費用と同額

主契約の
入院給付金
受取人

先進医療・患者申
出療養見舞金

先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養
を受けたとき

1回の療養につき、
先進医療・患者申出療養
給付金の支払金額の10％
相当額

（注1） 疾病には薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害については疾病と
みなします。

（注2） 「歯科」「歯科口腔外科」「矯正歯科」「小児歯科」をいいます。
●先進医療・患者申出療養給付金のお支払いは、通算して2,000万円を限度とします。先進医療・患
者申出療養給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、この特約は消滅します。

●この特約の支払事由に該当する先進医療とは、療養を受けた時点において健康保険法等に定める公的
医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療として行われる療養で、先進
医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われるものに限ります。

●この特約の支払事由に該当する患者申出療養とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定め
る医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医
療機関にて行われるものに限ります。

●厚生労働省が定める先進医療または患者申出療養はその医療技術ごとに適応症（対象となる疾患・症
状等）が決められています。また、医療技術や適応症、実施している病院等は変更されることがあり
ます（注）。最新の情報は厚生労働省のホームページで確認できます。
（注） ご加入時点では厚生労働大臣が定める先進医療または患者申出療養であっても、療養を受けた時点では一般の

保険診療に導入されている（公的医療保険制度の給付対象となっている）場合や、承認取り消し等の理由で厚
生労働大臣が定める先進医療または患者申出療養ではなくなっている場合などがあります。

●厚生労働省が定める医療技術と名称が同一でも、その治療方法や症例等によっては先進医療または患
者申出療養に該当しない場合（注）もあります。治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
（注） 例えば、医療技術の名称が同一であっても、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院等で療養を受け

た場合や、適応症に合致しない場合（美容整形など）は非該当となります。
●先進医療や患者申出療養の技術にかかる費用とは、先進医療や患者申出療養に対する被保険者の負担
額として、病院または診療所によって定められた金額をいいます。

●同一の傷害または疾病を直接の原因として、同一の先進医療または患者申出療養による療養を複数回
にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療
養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなします。

●同一の被保険者において、先進医療給付（お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付）のある
なないろ生命の特約を重複して付加することはできません。



28

法令改正等による支払事由の変更について
●法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「医療保険（無解
約返戻金型）（2022）」「がん治療特約（2022）」「先進医療・患者申出療養特約」の支払事由に影響
を及ぼす場合には、なないろ生命は主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更すること
があります。この場合、支払事由を変更する2か月前までに保険契約者へご連絡します。

4
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解約返戻金について
●この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。

主契約
解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期
間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金
があります。

特　約 解約返戻金はありません。

5
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指定代理請求人による請求制度について
（1）� 指定代理請求特約

●「指定代理請求特約」を付加することで、給付金等の受取人である被保険者に次のいずれかの事情が
あるため、給付金等を請求できないとなないろ生命が認めたときに、指定代理請求人が被保険者に代
わって、その給付金等を請求できます。

・傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない場合
・その他上記に準じる事情がある場合

●保険契約者が法人の場合、「指定代理請求特約」を付加できません。

（2）� 指定代理請求人

●指定代理請求人は1名とし、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定する必要があります。
●指定代理請求人が給付金等を請求する場合は、その請求時に次のいずれかに該当する必要があります。

⑴次の範囲の者
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の3親等内の血族
④被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑵次の範囲の者のうち、なないろ生命所定の書類等によりその事実が確認でき、被保険者のために
給付金等を請求する理由があるとなないろ生命が認める者
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている⑴以外の者
②被保険者と財産管理契約により財産管理を行っている者

●保険契約者は、被保険者の同意となないろ生命の承諾を得て、指定代理請求人を変更できます。

（3）� 代理請求の対象となる給付金等

●被保険者が受取人となる次の給付金等、および被保険者と保険契約者が同一の場合の保険料払込免除

・入院給付金
・入院一時金
・がん診断一時金
・先進医療・患者申出療養見舞金

・手術給付金
・通院一時金
・3大疾病一時金

・放射線治療給付金
・がん治療給付金
・先進医療・患者申出療養給付金

6
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（4）� その他留意事項

●指定代理請求人に給付金等をお支払いした場合、その後重複して給付金等の請求を受けてもお支払い
しません。

●指定代理請求人が給付金等を請求する場合は、その方がなないろ生命の定める指定代理請求人に該当
することが確認できる書類を提出いただきます。その書類等でなないろ生命の定める指定代理請求人
に該当すること、または給付金等を請求する適当な理由が確認できない場合は、給付金等をお支払い
できないことがあります。

●指定代理請求人が親族以外の場合にお支払いする給付金等は、原則、給付金等の受取人様ご本人の口
座へ振込みます。

●次の場合には、指定代理請求人は給付金等を請求できません。

・被保険者の法令に定める代理人に給付金等の請求の代理権等が付与されている登記がある場合
・指定代理請求人が故意に給付金等の支払事由を生じさせた場合
・指定代理請求人が故意に被保険者が給付金等を請求できない状態に該当させた場合

●「指定代理請求特約」を付加したときは、指定代理請求人に支払事由および代理請求できる旨をお
伝えください。

●指定代理請求人に給付金等をお支払いしても、保険契約者・被保険者にその旨をご連絡しません。
そのため、保険契約者・被保険者が認識しないまま、保険契約の全部または一部が消滅する場合が
あります。

●保険契約者または被保険者から契約内容について照会を受けたときは、給付金等をお支払いしてい
ること、保険契約の全部または一部が消滅していることを回答せざるを得ない場合があります。そ
のため、被保険者がご自身の健康状態（被保険者の病名ががんであることなど）について知る可能
性があります。

ご留意ください
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乗換制度について
現在のご契約を解約して医療保険（無解約返戻金型）（2022）を申し込む場合、「乗換に関する特約」を
付加することで、保障を乗り換える際に契約者が不利益を被る可能性がある「無保険期間の発生」および
「保険料の二重収入」を回避することができます。（以下、乗換制度といいます。）
乗換制度を利用した場合、解約する契約（以下、乗換前契約といいます）の解約日は新たに申し込む医療
保険（無解約返戻金型）（2022）（以下、乗換後契約といいます）の責任開始日の前日となり、乗換後契
約の承諾後に乗換前契約の解約が有効となります。
なお、乗換後契約が不成立となった場合、乗換前契約の解約の効力は発生せず、解約のご請求はなかった
ものとなります。

〈乗換制度の仕組図〉

乗換申し出 乗換後契約の
責任開始日

乗換前契約の解約日（乗換後
契約の責任開始日の前日）

乗換前契約の解約
が有効となる日

乗換後契約
の承諾日

લ契約

後契約

解約のḪؒظٴ
そ	きΎう

●乗換制度を利用するためには次の要件があります。

・乗換前契約と乗換後契約の契約者・被保険者は同一であること。
・乗換前契約と乗換後契約が同じ商品でないこと。（医療保険（無解約返戻金型）（2022）から医
療保険（無解約返戻金型）（2022）への乗換制度の利用は不可）

●乗換制度を利用することで保険契約者にとって不利益となる場合があります。
　詳しくは（⇨Ⅱ‒8項：P.44）をご確認ください。

7
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その他の留意事項について
●この保険契約には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付の取り扱いもありま
せん。

8
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保険契約の締結および生命保険募集人について

	1� なないろ生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「株式会社」です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者
のように、「社員」（構成員）として会社の運営に参加することはできません。

	2� 保険契約の締結および生命保険募集人について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承
諾したときに保険契約は有効に成立します。

●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対
して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。

●募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、
保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対
してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。

　また、ご契約の成立後に保険契約者の変更といったご契約内容の変更をする場合にも、原則としてご契
約内容の変更等に対するなないろ生命の承諾が必要になります。

募集代理店の担当者（生命保険募集人）には告知をお受けできる権利（告知受領権）がないため、募
集代理店の担当者に口頭でお話ししても告知いただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご本人
が「告知書」（電磁的方法による場合を含みます。）へご記入ください。

ご留意ください

1
Ⅱ.	ご契約に際して
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お申込手続きについて

	1� 申込書、告知書の記入について
●申込書、告知書（電磁的方法による場合を含みます）は、お申し込み、ご記入内容を十分お確かめのう
え、保険契約者および被保険者ご自身が正確に記入してください。

●「告知」について、詳しくはⅡ‒3項（⇨p.37）をご確認ください。

	2� 第1回保険料（相当額）のお払込みについて
（1）� 口座振替扱によるお払込み

●「責任開始に関する特約」を付加した場合には、保険契約者が指定した口座から振り替えます。
●保険料領収証は発行しません。

（2）� 金融機関口座へのお振込み

●なないろ生命所定の金融機関口座へお振込みいただきます。
●振込金受取書を第1回保険料相当額のお払込みの証とさせていただきますので、大切に保管してくだ
さい。

●第1回保険料相当額の領収日は、なないろ生命所定の金融機関口座に着金した日となります。

（3）� クレジットカード扱によるお払込み

●なないろ生命が提携しているカード会社を経由してお払込みいただきます。
●保険料領収証は発行しません。
●第1回保険料相当額の領収日は、取扱クレジットカード会社による利用承認日となります。

	3� 責任開始に関する特約について
●この特約を付加したご契約の第1回保険料の払込期間（注1）中の振替日に保険契約者が指定した口座
から振り替えます。

●振替日に振り替えできなかったときは、翌月の振替日に再度振り替えます（保険料の払込方法が月払の
場合は、第2回保険料とともに振り替えます）。

●第1回保険料の猶予期間（注2）満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は消滅し
ます。この場合、以後、新たに「責任開始に関する特約」を付加したご契約のお申し込みがあってもお

2
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取り扱いできない場合があります。
●第1回保険料をお払込みいただく前は、主契約の減額、特約のみの解約をすることはできないなど、な
ないろ生命所定の条件があります。

（注1）責任開始日からその翌月末日までをいいます。
（注2）払込期間の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日までをいいます。

	4� 契約日指定について
●契約日は、原則、責任開始日を含む月の翌月1日としますが、責任開始日を含む月が被保険者の誕生月
等で、その誕生日の前日までの日を契約日とすることで契約年齢が上がらないときは、次の要件を満た
すことで、契約日を指定することができます。

・保険契約者からの申出があること
・なないろ生命がその申出を承諾すること

●契約日を指定する場合は、お申し込み、告知（診査）ならびに第1回保険料相当額のお払込みを誕生日
の前日までの日にすべて完了する必要があります。

●契約日を指定した場合の契約日は、責任開始日となります。

	5� お申込内容の確認について
ご契約をお引き受けしますと、なないろ生命は、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申
し込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料と相違ないか、もう一度よくお確かめください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに「ご契約のしおり－約款」裏表紙に記載のお客様サー
ビスセンターにご連絡ください｡
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告知について
ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについて
おたずねします。

	1� 告知義務について
保険契約者および被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります｡ これを告知義
務といいます。
●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の
悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険
料負担の公平性が保たれません。

●ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名、治療期間等）、現在の健康状態、身体の障がい状態等に
ついて「告知書」（電磁的方法による場合を含みます。以下、「告知書等」といいます）でなないろ生命
がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ（告知）ください。

●告知をお受けできる権利（告知受領権）は、なないろ生命（告知書等に記入いただく場合）が有してい
ます。募集代理店の担当者（生命保険募集人）には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の
担当者（生命保険募集人）に口頭でお話ししても告知いただいたことにはなりません。

●募集代理店の担当者（生命保険募集人）が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよ
う誘導することはありません。

「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことに
ご留意ください。
●一般のご契約と同様に告知義務があります。そのため「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たな
ご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始期」から告知義務違反による解除の規定が適
用されます。また、詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐
欺の行為が適用の対象となります。そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお
引き受けができなかったり、その告知をしなかったために解除または取り消しとなることもあります。

	2� 告知義務違反について
事実を告知しなかったり事実と違うことを告知した場合には、給付金等をお支払いできないことがありま
す。
●告知いただくことがらは、告知書等に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によっ
て、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始期から2年以内（注1）で
あれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。

●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません（注2）。
また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません（注2）。
●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。

3
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●告知にあたり、募集代理店の担当者（生命保険募集人）が、告知をすることを妨げた場合、または告知
をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、なないろ生命はご契約を解除すること
はできません。ただし、募集代理店の担当者（生命保険募集人）のこうした行為がなかったとしても、
保険契約者または被保険者が、なないろ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまた
は事実でないことを告げたと認められる場合には、なないろ生命はご契約を解除することができます。

●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により給付金などをお支払いできないこと、または保険料
のお払込みを免除できないことがあります。

（例） 現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴・現病歴について故
意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを
理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解
除の対象外となる責任開始期から2年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すで
にお払込みいただいた保険料は返金しません。

（注1） 責任開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生
していた場合は、ご契約を解除することがあります。

（注2） 「給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっ
ては、給付金などのお支払いをすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。

	3� 傷病歴・通院事実等を告知された場合
●傷病歴がある場合でも、その内容によってはご契約をお引き受けさせていただくことがあります。（ご
契約をお引き受けできないこと（注）や「特定部位・指定疾病についての不担保」などの特別条件をつ
けてお引き受けさせていただくこともあります。）
（注） この場合、保険契約者から特にお申し出がない限り、領収金額をあらかじめご指定いただいた保険料の振替口座

に返金します。返金できる口座をあらかじめご指定いただいていない場合は、返金口座をご指定いただきます。

●なないろ生命では、健康上の理由で、通常の保険に加入できない方向けの医療保険 (注)も取り扱ってい
ます。健康に不安のある方はご検討ください。
（注） 健康に不安のある方向けの医療保険のため、なないろ生命で取り扱っているその他の医療保険と比べて保険料が

割高となっています。ご契約に際しては、なないろ生命所定の条件があります。詳しくは募集代理店の担当者に
お問い合わせください。
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保障の責任開始期について
●保険契約は、保険契約者からのお申し込みをなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。承諾し
た場合、保障は以下の時から開始します。
「責任開始に関する特約」を付加した場合
（第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合） お申し込みと告知（診査）がともに完了した時

上記以外の場合 お申し込み、告知（診査）ならびに第1回保険料相当額のお
払込みが完了した時（注）

（注）第1回保険料相当額のお払込みが完了した時は次のとおりです。なお、お申込内容等の変更に伴い、後日追加で
保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初のお払込みの時とします。

口座振込みでお払込みの場合 なないろ生命所定の金融機関口座に着金した日

クレジットカードでお払込みの場合 取扱クレジットカード会社による利用承認日

「がん治療特約（2022）」「がん診断一時金特約」「3大疾病一時金特約」「特定疾病保険料払込免除特則」
のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。

ご留意ください

［例］「責任開始に関する特約」を付加した場合

　　։　࢝

		։	࢝

申込日 契約日告知日 なないろ生命が
承諾した日

保険期間開始時から
その日を含めて91日目

第１回保険料
口座振替日

���0

※上段の矢印：がんを原因とする保障以外の保障の責任開始期　　下段の矢印：がんを原因とする保障の責任開始期

��2� ���������20����

主契約の
責任開始日

90日

［例］第1回保険料相当額を口座振込みでお払込みの場合

　　։　࢝

		։	࢝

申込日 契約日告知日 なないろ生命が
承諾した日

第１回保険料相当額
がなないろ生命所定
の金融機関口座に
着金した日

保険期間開始時から
その日を含めて91日目

主契約の
責任開始日

���0

※上段の矢印：がんを原因とする保障以外の保障の責任開始期　　下段の矢印：がんを原因とする保障の責任開始期

��� ������2���20����

90日
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特別条件について
被保険者の健康状態などによってはご契約をお断りしたり、条件をつけて
ご契約をお引き受けする場合があります。

被保険者の健康状態、職業などによっては、他のご契約との公平性を保つために、ご契約をお断りしたり、
「特定部位・指定疾病についての不担保」などの特別条件をつけてご契約をお引き受けする場合がありま
す。
特別条件をつけてご契約をお引き受けする場合には、特別条件の内容を記載した「承諾書」に署名してい
ただきます。

5
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クーリング・オフ制度
（ご契約のお申込みの撤回等）について

（1）� 適用期間

保険契約の申込日もしくは保障内容の訂正手続日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書
面（注意喚起情報）の交付日（書面の交付に代替する電磁的方法による提供日を含みます）のいずれか遅
い日から、その日を含めて20日以内（非営業日を含みます）。

（2）� お申出方法

〈書面によるお申込みの撤回〉
書面によるお申出の場合、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力が生じるので、郵便によりなないろ
生命宛に発送してください（店頭へ持参はせず郵送にてお申出ください。また、保険契約者様からの口
頭のみのお申出はお受けできませんのでご留意ください）。
〈記入例〉 書面には、保険契約者様ご本人が、次の①～③の内容をご記入ください（口座振替扱とク

レジットカード扱では、記入項目が異なりますので、記入例を参照願います）。
　①　お申込みの撤回等をする旨の文言
　②　申込者氏名（自署）、住所、電話番号
　③　申込番号（契約申込書の上部10桁の数字）、保険料、取扱代理店、申込日、申出日、
　　　ご返金先口座（銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人フリガナ、口座名義人）
【口座振替扱のお申込み】 【クレジットカード扱のお申込み】
なないろ生命保険株式会社　行

今回の契約申込みを撤回します。
申込者氏名：○　○　○　○　
申込者住所：○○○○○○○○○
電話番号　：＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊

申込番号　：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
保険料　　：＊＊＊＊＊円
取扱代理店：○○○会社○○店
申込日：２０○○年○○月○○日
申出日：２０○○年○○月○○日

なないろ生命保険株式会社　行

今回の契約申込みを撤回します。
申込者氏名：○　○　○　○　
申込者住所：○○○○○○○○○
電話番号　：＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊

申込番号　：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
保険料　　：＊＊＊＊＊円
取扱代理店：○○○会社○○店
申込日：２０○○年○○月○○日
申出日：２０○○年○○月○○日
ご返金先口座：○○銀行○○支店（店番）
　　　普通（口座番号）＊＊＊＊＊＊＊
　　　口座名義人フリガナ　　○○　○○
　　　口座名義人　　　○○　○○

【送付先】〒206-8611　東京都多摩市鶴牧1－23　なないろ生命　クーリング・オフ担当

※個人情報保護の観点から、封書によりお申出いただきますようお願いします。

6
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〈電磁的方法によるお申込みの撤回〉
なないろ生命では、電磁的方法によるお申込みの撤回等の窓口として、なないろ生命ホームページ上に
お問い合わせ受付フォームを設置しています。お申込みの撤回等は電磁的方法による発信時（申出日）
に効力を生じますので、入力画面に必要事項を入力し、発信ください。
（なないろ生命ホームページ：https://www.nanairolife.co.jp/）

（3）� 第1回保険料充当金のご返金について

お申込みの撤回等がありクーリング・オフ制度が適用された場合、ご入金済の第1回保険料充当金は申込
者様（保険契約者様）に全額ご返金します。申込者様等から特にお申出のない場合は、申込時に登録いた
だいた保険料振替口座へご返金します。申込時に保険料振替口座を登録いただいていない場合は、撤回お
申出時にご返金する口座をご指定ください。

●保険契約者様が法人または個人事業主（雇用主）の場合は、クーリング・オフ制度の適用対象外となり
ます。
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ご契約内容等の確認制度について
なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者がご契約内
容等の確認のため、電話や訪問をすることがあります。この確認制度は生
命保険会社各社が行っています。

（1）� お申込時の契約確認について

　ご契約のお申し込みにあたり、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、
お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただ
く場合があります。

　お申込時に告知した内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、給付金等をお支払いでき
ない場合があります。

（2）� 給付金等のご請求時の確認・照会について

　給付金等のお支払いおよび保険料払込免除等のご請求に際して、なないろ生命の職員またはなないろ生
命から委託された担当者が、給付金等をお支払いするための確認・照会（以下、「支払確認・照会」と
いいます）に、保険契約者、被保険者または医療機関・公的機関等を訪問させていただく場合がありま
す。

　支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取り扱い
させていただきます。
（注） 支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人がなないろ生命からの支払確認・照会について正当

な理由がなく回答または同意を拒んだときは、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その
回答または同意を得て支払確認・照会が終わるまで給付金等をお支払いしません。

7
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現在のご契約を解約、減額することを前提に、 
新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ

一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
　特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合には、給付金等を
お支払いできないことがあります。

●新たにお申し込みのがん治療特約（2022）、がん診断一時金特約、3大疾病一時金特約については主契
約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合（注）には、がん治療給付金、
がん診断一時金、3大疾病一時金はお支払いしません。また、主契約の責任開始日からその日を含めて
90日以内にがんと診断確定された場合（注）には、特定疾病保険料払込免除特則による保険料の払込免
除も行いません。
（注） 保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます。
●保険料は、保険料算出用利率（予定利率）のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保
険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契
約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が
下がった場合には、保険種類（終身保険等）によっては保険料が引き上げられることがあります。

●なないろ生命には「乗換制度」があります。詳しくはⅠ‒7項（⇒p.32）をご確認ください。

8
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給付金等をお支払いできない場合等について
給付金等をお支払いできない場合等について記載しています。
「給付金等をお支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例に
ついて」⇨p.49もあわせてご確認ください。

	1� 免責事由に該当した場合
（1）� 死亡給付金

●被保険者が次のいずれかによって死亡したとき
●保険契約者または死亡給付金等受取人の故意
●戦争その他の変乱（注1）

（2）� 入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、入院一時金、通院一時金、先進
医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養見舞金、保険料払込免除

●被保険者が次のいずれかによって支払事由または保険料の払込免除事由に該当したとき
●保険契約者の故意または重大な過失
●被保険者の故意または重大な過失
●被保険者の犯罪行為
●被保険者の精神障害を原因とする事故
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛でいずれも他覚所見のないもの（注2）（原因の
如何を問いません。）
●地震、噴火または津波（注1）
●戦争その他の変乱（注1）

（注1） 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、給付金等の金額の一部
または全部をお支払いします。

（注2）他覚所見のないもの
医師が、視診、触診や画像診断などにより症状を裏付けることができないものをいいます。

1
Ⅲ.	給付金等について
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	2� 告知義務違反によりご契約が解除された場合
●告知（注）していただいた内容が事実と相違し、ご契約を解除したとき
（注）詳しくはⅡ‒3項（⇒p.37）をご確認ください。

	3� 重大事由によりご契約が解除された場合
●次のいずれかの重大事由が生じたとき　
●保険契約者、被保険者（注1）または給付金等の受取人が、給付金等を詐取する目的もしくは他人に
詐取させる目的で事故招致（注2）をしたとき
●給付金等の請求に関して、給付金等の受取人に詐欺行為（注2）があったとき
●他のご契約との重複により、給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状
態がもたらされるおそれがあるとき

●保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、次のいずれかに該当するとき

・暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます）、暴力団準構
成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます）に該当すると
認められること
・反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または給付金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、ま
たはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

●次の事由などにより、保険契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼が損なわれ、かつ、
ご契約を継続することを期待しえない上記重大事由のいずれかと同等の事由があるとき

・ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結したご
契約または共済契約が重大事由により解除されたとき

（注1）死亡給付金の場合は、被保険者を除きます。
（注2）未遂を含みます。

●重大事由が生じた場合、なないろ生命はご契約を解除します。
●重大事由が生じた時からご契約の解除までの間に、給付金等の支払事由または保険料の払込免除事
由が生じていても、なないろ生命は給付金等のお支払いおよび保険料の払込免除を行いません。す
でに給付金等をお支払いしていた場合は、その返還を請求します。また、すでに保険料の払込を免
除していた場合は、その保険料のお払込みを請求します。

●重大事由によりご契約が解除された場合で、解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約
者にお支払いします。

ご留意ください
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	4� 詐欺による取り消しの場合
●保険契約者または被保険者の詐欺によってなないろ生命がご契約のお申し込みを承諾したとき

● 詐欺によりご契約のお申し込みを承諾した場合は、なないろ生命はご契約を取り消し、お払込みい
ただいた保険料は返還しません。

ご留意ください

	5� 不法取得目的による無効の場合
●ご契約の加入状況、ご契約成立後の給付金等の請求状況などから判断して、保険契約者が給付金等を不
法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結したものと認められる
とき

● 不法取得目的により締結されたご契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は返還しません。

ご留意ください

	6� ご契約が消滅（未払消滅）した場合
●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過し、ご契約が消滅（未払消滅）（注）したとき
（注）�詳しくはⅣ‒3項（⇒p.58）をご確認ください。

	7� 支払事由に該当しないその他の場合
（1）� 入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、入院一時金、通院一時金、先進

医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養見舞金

●責任開始期（注1）前の傷害または疾病を原因とするとき（注2）
●被保険者の薬物依存によるとき
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（2）� がん治療給付金、がん診断一時金、3大疾病一時金

●がんを原因とする保障について、がんを原因とする保障の責任開始期（注1）前にがんと診断確定さ
れていたとき

●がんを原因とする保障以外の保障について、がんを原因とする保障以外の保障の責任開始期（注1）
前の疾病を原因とするとき

（注1）詳しくはⅡ‒4項（⇒p.39）をご確認ください。
（注2）以下のような場合、責任開始期以後の疾病とみなします。

・責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に療養等を受けたとき
・告知等によりなないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき（事実の
一部について告知いただいていない等の理由により、その原因に関する事実をなないろ生命が正
確に知ることができなかった場合を除きます。）
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自
覚もなかったとき
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給付金等をお支払いできる場合、お支払い
できない場合の具体的事例について

以下の各事例は、給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の代表例をご参考としてあ
げたものです。
ご契約の保険種類・ご加入の時期によってはお取り扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約での
お取り扱いに関しては、ご契約内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係
等によってもお取り扱いに違いが生じることがあります。

【事例1】入院給付金のお支払い〈責任開始期前の発病〉

責任開始期前の発病で入院給付金をお支払いできる場合とお支払いできない場合の事例
＜入院給付金をお支払いできる場合＞

＜入院給付金をお支払いできない場合＞

加入前の治療歴なし

腰椎椎間板ヘルニアによる入院

（加入前）腰椎椎間板ヘルニアの治療で通院 腰椎椎間板ヘルニアによる入院

退院日入院開始日

退院日入院開始日

責任開始日

責任開始日 責任開始日から２年

お支払いできる場合 お支払いできない場合
ご加入後に発病した腰椎椎間板ヘルニアにより入院した
とき、入院給付金をお支払いします。

ご加入前より治療を受けていた腰椎椎間板ヘルニアが、
ご加入後に悪化して入院したとき、入院給付金をお支払
いできません。

解　　説

入院給付金は、ご契約の責任開始期以後に発病した疾病、または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合を
支払対象としています。そのため責任開始期前に発病した疾病や、責任開始期前の不慮の事故を原因とする場合には、
お支払いできません。なお、ご契約により、以下のような場合、責任開始期以後の疾病によるものとみなすお取り扱
いがあります。
〈例：入院給付金や手術給付金〉
・責任開始日からその日を含めて2年を経過した後の入院や手術
・告知等により、なないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき（事実の一部について告
知をいただいていないこと等により、その原因に関する事実をなないろ生命が正確に知ることができなかった場合
を除きます）

・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき

2
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【事例2】入院給付金のお支払い〈1回の入院の支払いについて〉

肺炎で 50日間入院し、退院日から 50日後に虫垂炎で 20日間入院した事例（契約内容：【入院給付金の型】60日型を選択）

50日間
〇：お支払いします

10日間
〇：お支払いします50日間

10日間
×：お支払いしません

虫垂炎による入院（20日間）肺炎による入院（50日間）

入院開始日 退院日 入院開始日 退院日

お支払いできる場合 お支払いできない場合
この事例において、肺炎による入院50日分および虫垂炎
による入院10日分をお支払いします。

この事例において、虫垂炎による11日目からの入院は、
肺炎による入院50日分に虫垂炎による入院10日分が加
わり「1回の入院60日」に達するため、お支払いできま
せん。

解　　説

直前の「疾病による入院給付金が支払われる入院」の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に開始した入院が、
「疾病による入院給付金の支払われる入院」であるケースにおいては、これらの入院は「1回の入院」となります。
この事例において、「肺炎による入院」と「虫垂炎による入院」はともに「疾病による入院」となるため、それぞれの
入院の間が50日間あいているものの（60日以内のため）「1回の入院」となり、入院日数を通算します。この事例の
契約内容は、「1回の入院」の支払限度日数が60日であるため、20日間にわたる「虫垂炎による入院」については、
入院開始日からの10日分（合計60日分）の入院給付金をお支払いしますが、11日目からの入院に対する入院給付
金はお支払いできません。

【事例3】入院給付金のお支払い〈1回の入院の支払いについて〉

事故による骨折で 30日間入院し、退院日から 20日後に糖尿病の治療のために 60日間入院した。退院したものの、その 10日後に腎不全で 20日間

30日間
〇：お支払いします

60日間
〇：お支払いします

10日間20日間
×：お支払いしません

糖尿病による入院（60日間） 腎不全による入院
（20日間）

事故による骨折のため入院
（30日間）

入院開始日 退院日 入院開始日 退院日 入院開始日 退院日

再度入院した事例（契約内容：【入院給付金の型】60日型を選択）
※なお、入院給付金の請求は時系列＜事故による骨折⇒糖尿病⇒腎不全＞どおりの順番で当社に到着

お支払いできる場合 お支払いできない場合
この事例において、事故による骨折で入院（30日間）の
退院後、糖尿病による入院（60日間）をしたとき、「1回
の入院」は「傷害による入院」、「疾病による入院」それ
ぞれ別に判定するので、骨折による入院30日分と糖尿病
による入院60日分をお支払いします。

この事例において、糖尿病による入院（60日）の退院後、
10日たってから開始した腎不全による入院（20日）に
ついて、「疾病による入院」の「1回の入院」が、直前の「糖
尿病による入院（60日）」で60日に達してしまい、加え
て「糖尿病による入院」の退院日の翌日から61日以上経
過していないので、「腎不全による入院」については入院
給付金をお支払いできません。

解　　説

「1回の入院」は、「傷害による入院」と「疾病による入院」について、それぞれ60日に1回となるため、仮に「傷害
による入院給付金が支払われる入院」の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に開始した入院が「疾病による
入院給付金の支払われる入院」のときには、それぞれ異なる「1回の入院」として取り扱います。
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【事例4】入院給付金のお支払い（告知義務違反による解除）

C型肝炎による加入前の通院について、正しく告知をしなかった場合の事例

・腰椎椎間板ヘルニアで入院（〇：お支払いします）
・肝がんで入院（×：お支払いしません）

（加入前）C型肝炎による通院
（告知なし）

責任開始日 １年経過 ２年経過

お支払いできる場合 お支払いできない場合
ご加入前のC型肝炎での通院について、告知書で正しく
告知せず加入しているものの、ご加入後C型肝炎とは因
果関係がない腰椎椎間板ヘルニアで入院したとき、入院
給付金はお支払いすることがあります。

ご加入前のC型肝炎での通院について、告知書で正しく
告知せず加入しており、ご加入から1年経過してC型肝
炎を原因とする肝がんで入院したとき、入院給付金はお
支払いできません。

解　　説

ご契約の際には、被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態、身体障がい状態などについて正確にもれなく告知いた
だく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合
には、ご契約は解除となり、入院給付金はお支払しません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、請求の原
因となる傷病との間に、全く因果関係が認められない場合には、入院給付金をお支払いすることがあります。

【事例5】手術給付金のお支払い（除外手術）

手術給付金をお支払いできる場合とお支払いできない場合の事例

鼓膜を切開する手術
（×：お支払いできません）

虫垂炎の手術
（〇：お支払いします）

責任開始日

お支払いできる場合 お支払いできない場合
虫垂炎の治療のため、虫垂を切除する手術を行ったとき、
手術給付金をお支払いします。

中耳炎の治療のため、鼓膜を切開する手術を行ったとき、
手術給付金をお支払いできません。

解　　説

医療保険（無解約返戻金型）（2022）の「手術給付金」は、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」にお
いて、手術料の算定対象として列挙されている手術が支払対象となります。ただし、公的医療保険制度における「医
科診療報酬点数表」において手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、創傷処理、皮膚切開術、鼓膜
切開術、鼻焼灼術など支払対象外となる手術があります。
医療保険（無解約返戻金型）（2022）の支払事由の詳細はⅠ-2項（⇒p.9）をご確認ください。
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【事例6】特定疾病保険料払込免除（保険料払込免除事由の該当）

保険料払込免除事由に該当する場合と該当しない場合の事例

A病院の退院後、その翌日から
Ｂ病院に転院

Ｂ病院に入院後６日目に手術
（例：内シャント造設術）

Ｂ病院に入院後６日目に手術
（例：内シャント造設術）
（〇：保険料払込免除に該当）

５日間

（A病院）糖尿病性腎症より継続して15日間入院 （Ｂ病院）慢性腎臓病により継続して 15日間入院

責任開始日
入院開始日 転院 退院日

（A病院）糖尿病性腎症により継続して15日間入院 （Ｂ病院）慢性腎臓病により継続して 15日間入院

責任開始日
入院開始日 退院日 入院開始日 退院日

＜保険料払込免除事由に該当する場合＞

＜保険料払込免除事由に該当しない場合＞

保険料払込免除事由に該当する場合 保険料払込免除事由に該当しない場合
疾病の治療を目的とした入院において、当日または翌日
の転入院・再入院は継続した入院（例：30日間入院）と
みなしますので、この継続入院中に手術（例：内シャン
ト造設術）を行ったときには、保険料払込免除に該当し
ます。

この事例において、疾病の治療を目的とした入院であっ
ても、継続した20日を超える入院でないとき、入院中に
手術を行っていても、保険料払込免除に該当しません。

解　　説

疾病の治療を目的として継続20日を超える入院をし、かつその継続入院中に手術（保険料払込免除事由に該当する
手術であれば、傷害・疾病の原因は問いません）を行ったとき、特定疾病保険料払込免除事由に該当します。なお、
継続20日を超える入院のカウントについて、当日または翌日の転入院・再入院は継続した入院とみなします。

【事例7】入院一時金のお支払い（1回の入院と入院一時金の関係）

肺炎で 50日間入院し、退院日から 50日後に虫垂炎で 20日間入院した場合の事例

入院一時金
〇：お支払いします

肺炎による入院（50日間） 虫垂炎による入院（20日間）

入院開始日 退院日 入院開始日 退院日

入院一時金
×：お支払いしません

50日間

お支払いできる場合 お支払いできない場合
この事例において、肺炎による入院を開始したとき、入
院一時金をお支払いします。

この事例において、虫垂炎による入院を開始したとき、
入院一時金をお支払いしません。

解　　説

直近の「疾病による入院給付金が支払われる入院」の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に開始した入院が、
「疾病による入院給付金の支払われる入院」である場合には、これらの入院は「1回の入院」となります。
本件事例のケースについて、「肺炎による入院」と「虫垂炎による入院」は「1回の入院」として取り扱います。した
がいまして、「肺炎による入院」を開始したときは入院一時金をお支払いしますが、一方で「虫垂炎による入院」を開
始したときには、入院一時金をお支払いしません。
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【事例8】通院一時金のお支払い（入院期間中の通院）

通院一時金をお支払いできる場合とお支払いできない場合の事例
腰椎椎間板ヘルニアに
よる通院
（〇：お支払いします）

10日間
腰椎椎間板ヘルニアによる入院

責任開始日
入院開始日 退院日

＜通院一時金をお支払いできる場合＞

＜通院一時金をお支払いできない場合＞
腰椎椎間板ヘルニアに
よる通院
（×：お支払いしません）

腰椎椎間板ヘルニアに
よる通院
（×：お支払いしません）

10日間

腰椎椎間板ヘルニアによる入院 交通事故による入院

責任開始日
入院開始日 退院日 入院開始日 退院日

お支払いできる場合 お支払いできない場合
腰椎椎間板ヘルニアにより入院し、その退院後10日目に
治療のための通院をしたとき、通院一時金をお支払いし
ます。

腰椎椎間板ヘルニアにより入院し、その退院後10日目に
その治療のための通院を行ったが、その通院日と同日に
交通事故で入院をしたとき、通院一時金をお支払いでき
ません。また、交通事故による入院中に腰椎椎間板ヘル
ニアの治療のための通院を行ったときも、通院一時金を
お支払いできません。

解　　説

通院一時金の支払事由に該当する入院であっても、主契約の入院給付金が支払われる場合、その入院期間中の通院に
対しては、通院一時金をお支払いしません。

【事例9】3大疾病一時金のお支払い（支払事由非該当）

保険期間中に、狭心症による入院、胃がん（診断）、急性心筋梗塞による手術を行った場合の事例

３大疾病一時金
〇：お支払いします

狭心症による
入院

胃がんと
診断確定

急性心筋梗塞
による手術

主契約の責任開始日 がんの責任開始日

３大疾病一時金
〇：お支払いします

３大疾病一時金
×：お支払いしません

90日

１年

狭心症の支払事由
該当日の１年後の
応当日

お支払いできる場合 お支払いできない場合
この事例において、狭心症による入院をしたとき、3大疾
病一時金をお支払いし、また胃がんと診断確定されたと
きも、3大疾病一時金をお支払いします。

この事例において、狭心症による入院開始日から1年経
過する前に急性心筋梗塞による手術を受けているので、3
大疾病一時金をお支払いしません。

解　　説

被保険者が主契約の責任開始日以後、保険期間中に「心疾患（事例：狭心症）」により、その治療を目的として1日以
上の入院をしたとき、3大疾病一時金をお支払いします。
がんと診断確定されたことのない被保険者が、がんの責任開始日以後保険期間中に、「がん（事例：胃がん）」と診断
確定されたとき、3大疾病一時金をお支払いします。なお、この事例においては「心疾患（事例：狭心症）」と「がん（事
例：胃がん）」それぞれについて3大疾病一時金をお支払いすることになります。
この事例は、「心疾患（事例：狭心症）」の入院により支払われた3大疾病一時金の該当日の「1年後の応当日」に達
する前に「心疾患（事例：急性心筋梗塞）」による手術を受けているため、「心疾患（例：急性心筋梗塞）」に対して3
大疾病一時金はお支払いしません。
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【事例10】がん診断一時金のお支払い（がんの責任開始日前のがん診断確定による無効）

がんの責任開始日とがん無効の事例

主契約の責任開始日 がんの責任開始日

主契約の責任開始日から120日目に
胃がんと診断確定
　　　　　〇：お支払いします

90日

＜がん診断一時金をお支払いできる場合＞

＜がん診断一時金をお支払いできない場合＞
主契約の責任開始日から80日目に
胃がんと診断確定
　　　　×：お支払いしません

主契約の責任開始日 がんの責任開始日
90日

お支払いできる場合 お支払いできない場合
主契約の責任開始日から120日を経過した日に胃がんと
診断確定されたとき、がん診断一時金をお支払いします。

主契約の責任開始日から80日を経過した日に胃がんと診
断確定されたとき、がん診断一時金をお支払いできませ
ん。

解　　説

がんを原因とする保障の責任開始期（主契約の責任開始日からその日を含めて91日目）より前に、がんと診断確定
されていた場合（保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます）には、がん診断一時金特約は無効と
なり、がん診断一時金をお支払いしません。

【事例11】がん治療給付金（同一月のがん治療給付金）

同一の月に、がんの治療を目的とする治療を受けたとき

８月

（８月１日）がんの治療を目的とした
放射線治療を受けたとき
〇：お支払いします

（８月15日）がんの治療を目的とした
抗がん剤治療を受けたとき
〇：お支払いします

（8月20日）がんの治療を目的とした
自由診療抗がん剤治療を受けたとき

〇：お支払いします

（８月31日）がんの治療を目的とした
抗がん剤（ホルモン剤）の内服治療を
受けたとき×：お支払いできません

お支払いできる場合 お支払いできない場合
この事例において、がんの治療を目的とした放射線治療
を受けたときに加えて、がんの治療を目的とした抗がん
剤治療を受けたときおよびがんの治療を目的とした自由
診療抗がん剤治療を受けたときにも、がん治療給付金を
お支払いします。

この事例において、同一の月に2回目のがんの治療を目
的とした抗がん剤（ホルモン剤）治療を受けたとき、が
ん治療給付金をお支払いしません。

解　　説

被保険者が、同一の月に、がん治療給付金の支払事由に該当する抗がん剤治療、放射線治療および自由診療抗がん剤
治療を受けたとき、抗がん剤治療、放射線治療、自由診療抗がん剤治療それぞれに対して、がん治療給付金を支払い
ますので、この事例の8月1日の放射線治療、8月15日の抗がん剤治療および8月20日の自由診療抗がん剤治療は
それぞれがん治療給付金をお支払いします。
この事例においては、同一の月に、がん治療給付金の支払事由に該当する複数回（2回）の抗がん剤（ホルモン剤）
治療を受けていますので、その月の最初に受けた抗がん剤治療に対してのみがん治療給付金を支払い、重複して支払
いません。よって8月31日の抗がん剤（ホルモン剤）治療については、がん治療給付金をお支払いできません。
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給付金等のご請求に関する訴訟について
給付金等のご請求に関する訴訟については、なないろ生命の本社の所在地または給付金の受取人の所在地
を管轄する高等裁判所（本庁とします。）の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。

3
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保険料の払込方法（回数）について
保険料の払込方法（回数）には次のような方法があります。
払込回数 内容

月払 毎月、保険料をお払い込みいただく方法です。

年払 毎年1回、1年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。

1
Ⅳ.	保険料のお払込み
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保険料の払込方法（経路）について
払込方法（経路）には次のような方法があります。

（1）� 口座振替扱によるお払込みについて�

なないろ生命が提携している金融機関等で保険契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振り替えら
れる方法です。お払込みいただいた保険料について、保険料領収証は発行しません。

（2）� クレジットカード扱によるお払込みについて

なないろ生命が提携しているカード会社を経由して、保険料をお払込みいただく方法です。お払込みいた
だいた保険料について、保険料領収証は発行しません。
クレジットカード扱には、なないろ生命所定の要件があります。

保険料の前納および予納は取り扱いません。

ご留意ください

2
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保険料払込みの猶予期間と消滅について
保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月１日からそ
の日を含めて３か月目の末日までを保険料のお払込みの猶予期間とします。
お払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅（未払消滅）となり、効力がなくなります。
その場合、消滅した契約を元に戻すことはできません（ご契約の復活は取り扱いません）。

［しくみ］

払込期月

猶予期間

猶予期間1か月目 猶予期間2か月目 猶予期間3か月目 未払消滅

3
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保険料のお払込みが困難になられたときについて
保険料のお払込みが困難になられたときには、なないろ生命所定の範囲内で給付金額等を減額して、保険
料の負担を軽減することができます。

4
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保険料のお払込みが不要となった場合の 
お取り扱いについて

●保険料の払込方法（回数）が年払のご契約（以下「年払契約」といいます）が消滅（注1）した場合、
または保険料のお払込みが免除された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その
返還金をお支払いします。

●保険料の未経過分に相当する返還金は、すでに払い込まれた保険料（注2）のうち、保険料のお払込み
が不要となった日の翌日以後最初に到来する契約日の応当日（月単位）から、保険料のお払込みが不要
となった日の翌日以後最初に到来する契約日の応当日（年単位）の前日までの月数に対応する保険料相
当額となります。
（注1）ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
（注2）保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、その不要となった部分の保険料に限ります。

（例） 契約日の応当日（年単位）が1月1日の年払契約について、1月20日に年払保険料のお払込み、
5月25日に解約した場合

［保険料の未経過分に相当する返還金］
保険料のお払込みが不要となった日はご契約を解約した5月25日のため、その翌日以後最初に到
来する契約日の応当日（月単位）は6月1日となります。そのため、6月1日から契約日の応当日（年
単位）の前日となる12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額を保険料の未経過分に相当
する返還金としてお支払いします。

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

７か月分に対応する保険料相当額をお支払いします

契約日
の応当日
（月単位）
6/1
▼ 

解約
5/25
▼▼

契約日
の応当日
（年単位）
1/1

保険料の
お払込み
1/20
▼ ▼

契約日
の応当日
（年単位）
1/1

保険料の払込方法（回数）が月払のご契約については、保険料の未経過分に相当する返還金のお支払
いはありません。

ご留意ください

5
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給付金等の支払事由または保険料の払込
免除事由が発生したときの保険料について

●保険料は、払込期月ごとの契約日の応当日から次の払込期月の契約日の応当日の前日までの期間に充当
され、払込期月中の契約日の応当日に払込まれるものとして計算されています。

●保険料のお払込みがないまま、払込期月の契約日の応当日以後に給付金等の支払事由または保険料の払
込免除事由が発生したときには、給付金等のお支払いの場合は給付金等からその未払込保険料を差し引
き、保険料の払込免除の場合はその未払込保険料をお払込みいただきます。

［例］月払（契約日の応当日（月単位）が1日）のご契約の場合

（４月分の保険料のお払込みがないまま、4月1日～ 4月30日に給付金等の支払事由または保険料の
払込免除事由が発生したとき

［給付金等の支払事由が発生したとき］
　4月分の未払込保険料を給付金等から差し引いて、給付金等をお支払いします。
［保険料の払込免除事由が発生したとき］
　4月分の未払込保険料をお払込みいただきます。

5／1 6／15／31

5月分の保険料の払込期月4月分の保険料の払込期月

4月分の保険料が充当される期間（4/1～4/30） 5月分の保険料が充当される期間（5/1～5/31）

契約日の
応当日（月単位）

◀

契約日の
応当日（月単位）

◀

契約日の
応当日（月単位）

◀

4／1 4／30

6
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諸請求に必要な書類について

	1� 給付金等のご請求について
●給付金等をご請求いただく場合は以下のような流れとなります。

1
Ⅴ.	ご契約後について

1．発生

〔お支払いする可能性がある事由の発生〕
以下のような事由が発生したとき、すみやかになないろ生命お客様サービスセン
ターまでご連絡ください。
※保障内容によっては、支払事由に該当しない場合があります。
・病気やケガで入院・手術・通院をした場合
・亡くなった場合
・がんと診断された場合
・入院しないで抗がん剤治療を受けている場合
・その他の支払事由に該当するかどうかご不明の場合

2．連絡

〔なないろ生命お客様サービスセンターへのご連絡〕
お手元に、ご契約の証券番号がわかる書類（保険証券等）をご用意ください。
給付金等をもれなくご請求いただくために、以下の内容をお伺いします。
・証券番号、お電話をいただいた方のお名前・被保険者名
・入退院日、事故日、病名、手術名、手術日、通院の有無など
※ 病名等は、必要書類をご案内するためにお伺いするものですので、差支えのない範囲で
お申出願います。

3．提出 〔請求書類のご提出〕
ご案内した必要書類をお取りそろえのうえ、ご提出ください。

4．受取 〔お支払明細書をご確認ください〕
お支払金額などを記載したお支払明細書をご郵送しますので、ご確認ください。

〔請求のご案内〕
ご連絡いただいた内容に基づき、ご請求の詳しいご案内と請
求書類をお届けします。

なないろ生命

〔給付金等のお支払い〕
給付金等をお支払いします。または、保険料のお払込みを免
除します。

なないろ生命



63

医
療
保
険（
無
解
約
返
戻
金
型
）

（
２
０
２
２
）に
つ
い
て

ご
契
約
に
際
し
て

給
付
金
等
に
つ
い
て

保
険
料
の
お
払
込
み

そ
の
他
ご
契
約
に
関
す
る

お
知
ら
せ

ご
契
約
後
に
つ
い
て

●なないろ生命は、約款・特約の別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または約
款・特約の別表に記載された書類の一部のご提出を省略して取り扱うことがあります。

●給付金等のご請求に際し、なないろ生命にご提出いただく書類（診断書等）の手配に関する諸費用
は、お客様の負担となります。

●代理人によるご請求の場合、約款・特約の別表に記載の書類の他に、受取人が給付金等をご請求で
きない事情を証明する書類があわせて必要となります。

●給付金等のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることやなないろ生命の指定した医
師の診断をお受けいただく場合があります。

●給付金等は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3年間を過ぎると、ご請求の権利が
なくなります。

●成年後見（補助、保佐、後見）開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされ
ている場合は、なないろ生命にその登記事項証明書をご提出ください。

ご留意ください

	2� その他のご請求について
●保険契約に関する諸請求の際には、次の書類をご提出いただきます。

請求に必要な書類

請求する事項

なないろ生命所定の
請　求　書

保険契約者の
印鑑証明書

給付金額等の減額（⇨Ⅴ‒4項：p.66） ● ●

解約（⇨Ⅴ‒4項：p.66） ● ●

保険契約者の変更（⇨Ⅴ‒3項：p.65） ● ●

給付金等の受取人の変更（⇨Ⅴ‒3項：p.65） ● ●

●お手続きについてはお客様サービスセンターまでご連絡ください。

● なないろ生命は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部のご提出を省略し
て取り扱うことがあります。

● ご契約に関する諸請求に際し、なないろ生命にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険
契約者の負担となります。

● 成年後見（補助、保佐、後見）開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされ
ている場合は、なないろ生命にその登記事項証明書をご提出ください。

ご留意ください
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給付金等のお支払期限について
●給付金等のご請求があった場合、なないろ生命は、必要書類がなないろ生命に到着した日（注）の翌日
からその日を含めて5営業日以内に給付金等をお支払いします。ただし、給付金等をお支払いするため
の確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。

給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 支払期限

1

給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合
⑴　給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
⑵　給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合
⑶　告知義務違反に該当する可能性がある場合
⑷　重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

必要書類がなないろ生命に到
着した日（注）の翌日からそ
の日を含めて45日以内にお
支払いします。

2

上記1の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合
⑴　弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合
⑵　 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の

調査、分析または鑑定が必要な場合
⑶　 保険契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、

起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合
における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検
察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合

⑷　日本国外における調査が必要な場合

必要書類がなないろ生命に到
着した日（注）の翌日からそ
の日を含めて180日以内に
お支払いします。

（注）�必要書類がなないろ生命に到着した日とは、完備された必要書類がなないろ生命に到着した日をいいます。

●やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いします。
●給付金等をお支払いするための上記1・2の確認に際し、保険契約者・被保険者または給付金等の受取
人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、なないろ生命はこれによりそ
の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いしません。

2
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保険契約者、給付金等の受取人の変更について

	1� 保険契約者の変更について
●保険契約者は、被保険者の同意となないろ生命の承諾を得て、保険契約者を変更できます。
●保険契約上の権利義務（死亡給付金の受取人を変更する権利、保険料のお支払い義務など）はすべて新
しい保険契約者に引き継がれます。

	2� 給付金等の受取人の変更について
●保険契約者は支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更できます。
●死亡給付金受取人を変更する場合は、すみやかになないろ生命へ通知ください。新しい死亡給付金受取
人への変更手続きをしていただきます。

●保険契約者は支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により死亡給付金受取人を変更することも
できます。この場合、保険契約者がお亡くなりになった後、保険契約者の相続人からなないろ生命へ通
知ください。

●死亡給付金を除く給付金等の受取人は被保険者となります。
ただし、保険契約者が法人の場合には被保険者の同意を得て、被保険者に代えて保険契約者とすること
ができます。なお、死亡給付金受取人が指定され死亡給付金受取人が保険契約者であるときは、保険契
約者に限ります。

●給付金等の受取人がお亡くなりになった場合は、すみやかになないろ生命へ通知ください。

●給付金等の受取人の変更に関する通知をなないろ生命が受ける前に変更前の給付金等の受取人に給
付金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の給付金等の受取人から給付金等の請求を
受けても、なないろ生命は給付金等をお支払いしません。

ご留意ください

3
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解約・減額と解約返戻金について

	1� 解約・減額について
●ご契約の解約・減額＊はいつでもできますが、以後の保障はなくなります。
●ご継続を迷われたときはお気軽にご相談ください。
＊〈責任開始に関する特約〉が付加されている契約は、第1回保険料の払込み前の減額はお取り扱いでき
ません。

	2� 解約返戻金について
●この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。

主契約 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了
日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。

特　約 解約返戻金はありません。

	3� 被保険者による保険契約者への解約の請求について
●被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次の事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対
し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があ
ります。

①保険契約者または給付金等の受取人がなないろ生命に保険給付を行わせることを目的として給付金
等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②給付金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行お
うとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存
続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込
みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合

	4� 契約当事者以外の者による解約について
●保険契約者の差押債権者、破産管財人等（以下「債権者等」といいます）によるご契約の解約は、解約
の通知がなないろ生命に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。

●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約がなないろ生命に通知された時において、以下のすべて
を満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。

4
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①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと

●給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がなないろ生命に到達した日の翌日から
その日を含めて1か月を経過する日までの間に以下のすべての手続きを行う必要があります。

①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知がなないろ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればなないろ生命が債権者等に
支払うべき金額を債権者等に支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をなないろ生命に対して通知すること（なないろ生命への
通知についても期間内に行うこと）
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生命保険と税金について
生命保険には税制上の特典があります。

以降の記載は2022年1月現在の税制に基づいています。将来的に税制が変更され、取り扱いが変わる場
合があります。詳しくは、所轄の税務署等にご確認ください。

	1� 「生命保険料控除制度」について
●「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額を保険契約者のその年
の所得から控除し、所得税と住民税の負担を軽減する制度です。

●「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内
容に応じて、「控除証明区分」ごと（「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他
保険料」）に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します（「その他保険料」
については、「生命保険料控除」の対象外となります）。

①所得税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額

20,000円以下 年間正味払込保険料の全額

20,000円超40,000円以下 （年間正味払込保険料×1/2）＋10,000円
40,000円超80,000円以下 （年間正味払込保険料×1/4）＋20,000円

80,000円超 一律40,000円

（注） 控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000円が上限となります。

②住民税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額

12,000円以下 年間正味払込保険料の全額

12,000円超32,000円以下 （年間正味払込保険料×1/2）＋6,000円　
32,000円超56,000円以下 （年間正味払込保険料×1/4）＋14,000円

56,000円超 一律28,000円

（注） 控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000円が上限となります。

5
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③「控除証明区分」について

●「ご契約のしおり」に掲載の各主契約・特約の「控除証明区分」は下表のとおりです。
介護医療保険料

・医療保険（無解約返戻金型）（2022）
・通院一時金特約（2022）
・がん診断一時金特約
・先進医療・患者申出療養特約

・入院一時金特約
・がん治療特約（2022）
・３大疾病一時金特約

④「生命保険料控除証明書」について

●毎年10月頃に「生命保険料控除証明書」を郵送にてお届けしますので、申告のときまで大切に保管
してください。
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	2� 給付金等の税制上のお取り扱いについて
給付金等にかかる税金は保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。

（1）� 死亡給付金をお受け取りの場合�

①死亡給付金の税制上のお取り扱いについて

契約内容
契　約　例

税 の 種 類
保険契約者 被保険者 受取人

保険契約者と被保険者が同一の場合
夫 夫 妻

相　　　続　　　税
夫 夫 子

受取人が保険契約者自身の場合
夫 妻 夫 所得税（一時所得）

住　　民　　税夫 子 夫

保険契約者、被保険者、受取人が
それぞれ異なる場合

夫 妻 子
贈　　　与　　　税

夫 子 妻

②相続税に関する死亡給付金の非課税金額について

保険契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合には、死亡給付金（ご契約が2件以上のとき
は合計します）に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受けることができます。

（2）� 入院給付金等をお受け取りの場合�

受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を同一にするその他の親族
に該当する場合、次の給付金等は全額非課税となります。

・入院給付金
・入院一時金
・がん診断一時金
・先進医療・患者申出療養見舞金

・手術給付金
・通院一時金
・3大疾病一時金

・放射線治療給付金
・がん治療給付金
・先進医療・患者申出療養給付金
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Ⅵ.	その他ご契約に関するお知らせ

お客様に関する個人情報のお取り扱いについて

（1）� なないろ生命における個人情報の利用目的について�

保険契約等申し込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●なないろ生命の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●なないろ生命または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供（注）、
ご契約の維持管理

●なないろ生命の業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究（注）
（注） お客様のウェブサイトの閲覧履歴等の情報を分析し、商品・サービスのご案内・提供、広告の配信等を行うこと

を含みます。
※なないろ生命の個人情報のお取り扱いにつきましては、なないろ生命ホームページ（https://www.
nanairolife.co.jp/）にも掲載しておりますので併せてご確認ください。

（2）� なないろ生命における機微（センシティブ）情報の取り扱いについて�

被保険者等の身体、健康情報に関する保健医療等の情報は、保険業法施行規則により利用目的が限定され
ており、なないろ生命業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的のために取得、利用させてい
ただきます。

（3）� 再保険会社への個人情報の提供について�

なないろ生命は、なないろ生命と保険契約者様との間の保険契約について、引受リスクを適切に分散する
ために再保険（再々保険を含みます）を行うことがあります。また、再保険会社における当該保険契約の
お引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに関する利用のために、再保険の対象となる
保険契約の特定に必要な保険契約者様の個人情報のほか、被保険者様の氏名、性別、生年月日、保険金額
等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会
社（外国にある再保険会社を含みます）に提供することがあります。

1
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契約内容登録制度・契約内容照会制度・
支払査定時照会制度について

なないろ生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付
金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契
約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記の通り、
なないろ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用
しております。

	1� 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
●なないろ生命は、（一社）生命保険協会、（一社）生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共
済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といいます）とともに、保険契約もしくは共済契約
または特約付加（以下「保険契約等」といいます）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは
共済金等（以下「保険金等」といいます）のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内
容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます）に基づき、
なないろ生命の保険契約等に関する次の登録事項を共同して利用しております。

●保険契約等のお申込みがあった場合、なないろ生命は、（一社）生命保険協会に、保険契約等に関する
次の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去
されます。

　（一社）生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合
または保険金等のご請求があった場合、（一社）生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生
命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせ
ていただくために利用されることがあります。

　なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活の日、
復旧の日、増額の日または特約の中途付加の日から5年間（被保険者が15歳未満の保険契約等につい
ては、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長
い期間）とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよび
これらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。

　また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●なないろ生命の保険契約等に関する登録事項については、なないろ生命（なないろ生命（株）東京都新
宿区四谷1‒6‒1 代表取締役社長：石島 健一郎）が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、
なないろ生命の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、
訂正を申し出ることができます。また、次の（ア）～（オ）に記載の事由を理由とする場合、なないろ
生命の定める手続に従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細について
は、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
（ア） なないろ生命があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

り扱っている場合
（イ）なないろ生命が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合

2
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（ウ）本人が識別される保有個人データをなないろ生命が利用する必要がなくなった場合
（エ） なないろ生命が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係

る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
（オ） 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそ

れがある場合
【登録事項】
次の事項が登録されます。
（1）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・郡までとします）
（2）死亡保険金額（死亡給付金額）および災害死亡保険金額
（3）入院給付金の種類および日額
（4）契約日（復活の日、復旧の日、増額の日および特約の中途付加の日）
（5）取扱会社名

その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあり
ます。

●「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、（一社）
生命保険協会ホームページ（https://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

	2� 支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●なないろ生命は、（一社）生命保険協会、（一社）生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協
同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各
生命保険会社等」といいます）とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等（以下「保
険契約等」といいます）の解除、取消しもしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます）
の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、なないろ生命を含む各生命保険会
社等の保有する保険契約等に関する次の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

●保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます）のご請求があった場合や、これらに係る保
険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または
一部について、（一社）生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険
会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること（以
下「相互照会」といいます）があります。相互照会される情報は次のものに限定され、ご請求に係る傷
病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提
供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用さ
れることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険
会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

●なないろ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、なないろ生命（なないろ生命（株）東京
都新宿区四谷1‒6‒1 代表取締役社長：石島 健一郎）が管理責任を負います。保険契約者、被保険者ま
たは保険金等受取人は、なないろ生命の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、
その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の（ア）～（オ）
に記載の事由を理由とする場合、なないろ生命の定める手続に従い、利用停止または消去を求めること
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ができます。上記各手続きの詳細については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
（ア） なないろ生命があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

り扱っている場合
（イ）なないろ生命が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
（ウ）本人が識別される保有個人データをなないろ生命が利用する必要がなくなった場合
（エ） なないろ生命が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係

る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
（オ） 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそ

れがある場合

【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
（1） 被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・郡までとします。）
（2） 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故（左記の事項は、照会を

受けた日から5年以内のものとします。）
（3） 保険種類、契約日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険

金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料
および払込方法

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、
保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死
亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、（一社）生命保険協会ホー
ムページ（https://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。
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生命保険契約者保護機構について
なないろ生命は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契
約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護
機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、
年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い
合わせください。

「生命保険契約者保護機構」（以下「保護機構」といいます）の概要は以下のとおりです。

●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥っ
た場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約
の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに
係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命
保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。

●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入すること
が困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資
金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定（注1）に係る部
分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約（注2）を除き、責任準備
金等（注3）の90%とすることが、保険業法等で定められています（保険金、年金等の90％が補償さ
れるものではありません。（注4））。

●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持
するために、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）の変更が行
われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解
約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特
別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

（注1） 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない
保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計
画を作成することが可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。）。

（注2） 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（＊1）を超えていた契約を指します（＊2）。当該契約については、
責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率
が下限となります。
 高予定利率契約の補償率　＝　90％　－　{（過去5年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷2}
（＊1） 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっ

ております。現在の基準利率については、なないろ生命または保護機構のホームページで確認できます。
（＊2） 一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごと

に独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企
業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保
険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をする

3
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ことになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かに
かかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

（注3） 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てて
いる準備金等をいいます。

（注4） 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90％が補償されるものではありません。

【仕組みの概略図】

○救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社 保　護　機　構 会員保険会社

民間金融機関等

国救済保険会社保険契約者等

補償対象保険金の支払い
（2）

補償対象保険金の支払い
（2）

保険金請求権等の買取り

補償対象保険金支払い
に係る資金援助

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

負担金の拠出

保険金等の支払い

資金援助
資金貸出

○救済保険会社が現れない場合

破綻保険会社 保　護　機　構
承継保険会社

会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出

保険金等の支払い

保険契約の承継
保険契約の引受け

資金貸出

財政措置（�）

財政措置（�）

（2）

保険金請求権等の買取り
（2）

（注1） 上記の「財政措置」は、令和9年（2027年）3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員
保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に
行われるものです。

（注2） 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等
を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率と
なります（高予定利率契約については、前ページ（注2）に記載の率となります。）。

●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたもの
であり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
　生命保険契約者保護機構　TEL　03－3286－2820
　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～ 12：00、13：00～ 17：00
　　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
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　■ 約款のレイアウトについて

「約款」をお読みになる際は、以下を参考にしてください。

〈脚注〉
「別表」や「ご契約のしおり」などを参照にしている部分について、
その参照先のページを記載しています。
※脚注は約款ではありません。

〈本文〉
この約款の「本文」です。

〈補足説明〉
・「本文」に記載した用語について、説明しています。
（例：＊ 1、＊ 2…）
・補足説明の中でさらに補足を加えている場合もあります。
（例：A、B…）
※補足説明も約款の一部ですので、本文とあわせてお読みください。

【記載例】医療保険（無解約返戻金型）普通保険約款

※約款中の文言の後ろの条文の番号は、その文言について規定されている箇所を表しています。
　　　 〔例〕免責事由（第６条）
なお、同じ条文中にその文言が２回以上ある場合は、２回目以降の記載は省略します。
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ผද14� ৺͓࣬ױΑͼ݂ױ࣬ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද15� ։಄ज़ɺ։ڳज़ɺ։ෲज़ͷఆٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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医療保険（無解約返戻金型）（2022）普通保険約款目次
この保険の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 給付金の型について
� ୈ̍� ೖӃڅۚͷܕʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̎� खज़څۚͷܕʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 保障の開始について
� ୈ̏� ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 給付金の支払いについて
� ୈ̐� ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢧۚͷڅ
� ୈ̑� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 給付金の支払請求手続について
� ୈ̒� खଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜٻࢧۚͷڅ
� ୈ̓� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜظ࣌ࢧۚͷڅ

	５	 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
� ୈ̔� อݥྉؒظࠐதͷඃอऀݥͷࢮʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みについて
� ୈ̕� อݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈø÷� อݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøø� ݄ظࠐத·ͨ༛༧ؒظதʹࢧࣄ༝�

͕ੜͨ͡߹ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøù� อݥྉͷલೲʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈøú� อܖݥͷอݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑ�

Δফ໓ʢະফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 取消しと無効について
� ୈøû� ΑΔऔফ͠ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʹٗ
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� ୈøĀ� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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� ୈùú� อܖݥͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈùû� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜߋ
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ͷදऀʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	13	 契約年齢の計算等について
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	14	 その他
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� ୈû÷� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜޮ࣌
� ୈûø� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ

	15	 特則について
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� ୈûû� ຊଇͷಡସ͑ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈûü� ຊଇͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈûý� ̏େ࣬පೖӃԆಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈûþ� ຊଇͷಡସ͑ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈûÿ� ͜ͷಛଇͷऔফ͠ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈûĀ� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈü÷� ຊଇͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüø� ̔େ࣬පೖӃԆಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüù� ຊଇͷಡସ͑ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüú� ͜ͷಛଇͷऔফ͠ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüû� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüü� ຊଇͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüý� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüþ� ͜ͷಛଇͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüÿ� อݥྉͷࠐ໔আʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈüĀ� ͜ͷಛଇͷอݥྉͷࠐ໔আͷٻखଓʜʜʜ
� ୈý÷� ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ�

ͷ։ظ࢝લͷ͕Μͷஅ֬ఆʹΑΔແ�
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� ୈýø� ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ�
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医療保険（無解約返戻金型）（2022）普通保険約款
ʢ࣮ࢪɹ2022�5�2ʣ

͜ͷอݥͷಛ৭�

తɾ༰ පؾɾ͚͕ʹΑΔॴఆͷೖӃखज़ʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ᾇ� ೖӃڅۚ

ᾈ� खज़څۚ
ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ
ᾊ� Γ·͢ɻʣݶʹ߹தͷؒظݥͷอޙຬྃؒظࠐྉݥۚʢอڅࢮ

λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷอܖݥʹɺղฦۚʢୈ24ʣ͋Γ·ͤΜɻͨͩ͠ɺอݥྉؒظࠐຬྃޙͷอ

தͷ߹ʹղฦۚʢୈ24ʣ͕͋Γ·͢ɻؒظݥ

	１	 給付金の型について

	 第１条	 	 入院給付金の型

̍ɽೖӃڅۚͷܕʹɺ࣍ͷ͕̎ͭ͋Γ·͢ɻอܖݥऀɺ͜ͷอܖݥక݁ͷ
ɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ͍ࡍ ͣΕ͔̍ͭͷܕΛબ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ೖӃڅۚͷܕ
̍ճͷೖӃʹ͓͚Δ�
ݶࢧ

௨ࢉͷࢧݶ

60ܕ 60 1000
120ܕ 120 1000

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞ΕͨೖӃڅۚͷܕͷมߋऔΓѻ͍·ͤΜɻ

	 第２条	 	 手術給付金の型

̍ɽखज़څۚͷܕʹɺ࣍ͷ͕̏ͭ͋Γ·͢ɻอܖݥऀɺ͜ͷอܖݥక݁ͷ
ɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ͍ࡍ ͣΕ͔̍ͭͷܕΛબ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

खज़څۚͷܕ खज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷֹۚ

खज़̍ܕ
ୈ̐ʢڅۚͷࢧ͍ʣʹ ఆΊΔͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

खज़̎ܕ
खज़ͳ͠ܕ खज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ͋Γ·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞Εͨखज़څۚͷܕͷมߋऔΓѻ͍·ͤΜɻ

	２	 保障の開始について

	 第３条	 	 責任開始期

̍ɽ͜ͷอܖݥͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺ͜ͷอܖݥͷਃࠐΈΛ
ঝͨ͠ޙʹୈ̍ճอݥྉΛड͚
औͬͨ߹

ୈ̍ճอݥྉΛड͚औͬͨ࣌

ᾈ� ͕ࣾɺୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛड
͚औͬͨޙʹ͜ͷอܖݥͷਃࠐ
ΈΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ16ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛड͚औͬͨ
࣌
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ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ16ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ୈ̍ճอݥྉ૬ֹΛड͚औͬͨ
࣌

	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ই
։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙ
ʹੜͨ͡ෆྀͷނࣄʢผද̎˒ʣ
ΛͷݪҼͱ͢ΔইΛ͍͍
·͢ɻ

ˎ２	 開始期（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣͷنఆʹ
ΑΓɺ͕ࣾ͜ͷอܖݥ্ͷ
Λ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·͢ɻ

ˎ３	 ೖӃが１
ೖӃͱୀӃ͕ಉҰͷͰ͋
Δ߹Λ͍͍ɺೖӃجຊྉͷࢧ
͍ͷ༗ແͳͲΛߟࢀʹͯ͠
͕ࣾஅ͠·͢ɻ

ˎ４	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
ҟৗสΛؚΈɺༀґଘ̖
ؚΈ·ͤΜɻͳ͓ɺ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ʮෆ
ྀͷނࣄʢผද̎˒ʣҎ֎ͷ֎
ҼʯΛͷݪҼͱ͢Δইʹ
͍ͭͯɺ࣬පͱΈͳͯ͠औΓ
ѻ͍·͢ɻ
̖ɿฏ27݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸

� ̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ։͓࢝Αͼܖ˒ͱ͠·͢ɻ
Αͼ͓ؒظݥ४ͱ͠ɺอجΛܖɺͯͬͨ͋ʹࢉܭྸʢୈ32ʣͷܖ
อݥྉؒظࠐͷࢉܭʹ͋ͨͬͯɺܖΛࢉೖ͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷอܖݥͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠ঝͨ͠ͱ͖ɺ࣍ͷ߲ࣄΛͨ͠ࡌهอݥ
ূ݊Λൃ͠ߦ·͢ɻ

ᾇ� ໊ࣾ
ᾈ� อܖݥऀͷ໊ࢯ·໊ͨশ
ᾉ� ඃอऀݥͷ໊ͦࢯͷଞͷඃอऀݥΛಛఆ͢ΔͨΊʹඞཁͳ߲ࣄ
ᾊ� डऔਓͷ໊ࢯ·໊ͨশ
ᾋ� อؒظݥ
ᾌ� อڅݥͷֹ
ᾍ� อݥྉ͓Αͼͦͷํࠐ๏
ᾎ� ܖ
ᾏ� อ݊ূݥΛ࡞݄ͨ͠

ʮ˒ܖʯ˰ ʮ͝ܖͷ͓͠Γʯͷʮओͳอޠ༺ݥͷ͝આ໌ʯʹ͍ͯ͠ࡌܝ·͢ʢ1�6ࢀরʣɻ

	̏ 	 給付金の支払いについて

	 第̐条	 	 給付金のࢧ͍

̍ɽࣾɺ࣍ͷදɺຊͷ̎ɽ͓Αͼຊͷ̏ɽͷنఆͷͱ͓Γɺڅۚͷࢧࣄ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷࢧࣄ༝ʹରԠͯ͠څۚΛͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ
ͨͩ͠ɺ໔ࣄ༝ʢୈ̑ʣʹ֘͢Δͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻͳ͓ɺखज़څۚ
ͷܕʢୈ̎ʣ͕खज़ͳ͠ܕͷ߹ʹɺखज़څ͓ۚΑͼ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷ
͍͋Γ·ͤΜɻࢧ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

入
院
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᾇ� ই １ˎʹ ΑΔೖӃڅۚ
ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹ࣍ͷͯ͢Λ
ຬͨ͢ೖӃʢผද̍˒ʣΛͨ͠ͱ͖
ᶃ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜ͡

ͨই １ˎΛͷݪҼͱ͢ΔೖӃ
ᶄ� ᶃͷই １ˎͷྍ࣏Λͷతͱ͢

ΔೖӃ
ᶅ� පӃ·ͨྍॴʢผද̏˒ʣͷೖ

Ӄ
ᶆ� ೖӃ͕̍ ３ˎҎ্ͷೖӃ

ᾈ� ࣬ප ４ˎʹΑΔೖӃڅۚ
ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹ࣍ͷͯ͢Λ
ຬͨ͢ೖӃʢผද̍˒ʣΛͨ͠ͱ͖
ᶃ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜ͡

ͨ࣬ප ４ˎΛͷݪҼͱ͢ΔೖӃ
ᶄ� ᶃͷ࣬පˎ４ͷྍ࣏Λͷతͱ͢

ΔೖӃ
ᶅ� පӃ·ͨྍॴʢผද̏˒ʣͷೖ
Ӄ

ᶆ� ೖӃ͕̍ ３ˎҎ্ͷೖӃ

̍ճͷೖӃʹ͖ͭɺ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
ʢೖӃʣ

入
院
給
付
金
受
取
人

約

款
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	 ୈ４	 � ิઆ໌

ˎ５	 医Պ療ใुදに手ज़
料の算ఆରとしてྻ͞ڍ
Εている手ज़

ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
Պྍใुදࣃͮ͘جʹ
ʢผද̓˒ʣʹखज़ྉͷࢉఆର
ͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़ͷ
͏ͪɺҩՊྍใुදʢख
ज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊ
ྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣʹ
͓͍ͯखज़ྉͷࢉఆରͱ͠
·Ε͍ͯΔखज़ΛؚΈ͞ڍྻͯ
͢ɻ

ˎ６	 ઌਐ医療に֘͢る手ज़
์ࣹઢরࣹ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
Δྍߦҝؚ·Ε·ͤΜɻ

ˎ７	 開始（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣʹنఆ͢
Δ։࢝Λ͍͍·͢ɻ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

ख
ज़
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹපӃ·ͨྍॴ
ʢผද̏˒ʣʹ͓͍ͯɺ࣍ͷᾇɺᾈɺᾉͷ͍ͣ
Ε͔ͷखज़Λड͚ͨͱ͖
ᾇ� ͷͯ͢Λຬͨ͢खज़ʢผද̐˒ʣ࣍

ᶃ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜ͡
ͨই １ˎ·ͨ࣬පˎ４ΛͷݪҼ
ͱ͢Δखज़

ᶄ� ᶃͷই １ˎ·ͨ࣬පˎ４ͷྍ࣏Λ
ͷతͱ͢Δखज़

ᶅ� ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δखज़࣍
Ξɽެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣʹ

ҩՊྍใुදʢผͮ͘ج
ද̒˒ʣʢҎԼʮҩՊྍใु
දʯͱ͍͍·͢ɻʣʹखज़ྉͷ
Ε͍ͯΔ͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉ
खज़ ５ˎ

ͨͩ͠ɺ࣍ʹఆΊΔखज़আ͖
·͢ɻ
❞� ইॲཧʢইॲཧʹ͏
๓߹ज़ΛؚΈ·͢ɻʣ

❟� ։ज़ʢൽෘɺޑບʣ
❠� σϒϦʔυϚϯ
❡� ɺؔઅͷ͍ͣΕ͔ࠎɺೈࠎ
ʹର͢Δ෮ज़ɺ෮ݻఆ
ज़ɺतಈज़ͷ͏ͪඇ݂؍త
·ͨెखతͳͷ

❢� ֎ࣖಓҟআڈज़·ͨඓ
ҟఠग़ज़

❣� ඓমऊज़ʢඓ೪ບɺԼߕհ
೪ບʣ

❤� ൽෘजᙾ·ͨൽԼजᙾͷ
ఠग़ज़

❥� ձӄʢӄʣ։͓Αͼ๓
߹ज़ʢส࣌ʣ·ͨࣇ
֎ճసज़

❦� ൈࣃखज़
Πɽઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δ

खज़ ６ˎ

ຊͷ̎ɽͷنఆʹ
ΑΓ·͢ɻ 入

院
給
付
金
受
取
人

ᾈ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ࣬͡
පˎ４ΛͷݪҼͱͯ͠ɺͦͷ࣬පͷ࣏
ྍΛͷతͱ͠ɺ͔ͭҩՊྍใु
දʹ༌݂ྉͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍ
Ε͍ͯΔ݂ࡉװ๔Ҡ২ज़ʢผද̕˒ʣ

ᾉ� ։࢝ʢୈ̏ʣˎ７ͷ̍ޙͷԠ
Ҏޙʹड͚݂ͨࡉװ๔࠾औखज़ʢผ
ද10˒ʣ

ʢʣ�ҩՊྍใुදʹ͓͍ͯҰ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚ͨ
߹Ͱखज़ྉ·ͨ༌݂ྉ͕̍ճͷΈࢉఆ͞ΕΔͷͱͯ͠
ఆΊΒΕ͍ͯΔखज़͓ΑͼಉҰͷઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δखज़ˎ６ɺຊͷ̏ɽʵᾉʵᶆ͓ΑͼᶈͷنఆʹΑΓɺ
14ʢผද11˒ʹఆΊΔඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ߹ʹ
60ʣʹ̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ
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	 ୈ４	 � ิઆ໌

ˎ５	 医Պ療ใुදに手ज़
料の算ఆରとしてྻ͞ڍ
Εている手ज़

ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
Պྍใुදࣃͮ͘جʹ
ʢผද̓˒ʣʹखज़ྉͷࢉఆର
ͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़ͷ
͏ͪɺҩՊྍใुදʢख
ज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊ
ྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣʹ
͓͍ͯखज़ྉͷࢉఆରͱ͠
·Ε͍ͯΔखज़ΛؚΈ͞ڍྻͯ
͢ɻ

ˎ６	 ઌਐ医療に֘͢る手ज़
์ࣹઢরࣹ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
Δྍߦҝؚ·Ε·ͤΜɻ

ˎ７	 開始（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣʹنఆ͢
Δ։࢝Λ͍͍·͢ɻ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

ख
ज़
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹපӃ·ͨྍॴ
ʢผද̏˒ʣʹ͓͍ͯɺ࣍ͷᾇɺᾈɺᾉͷ͍ͣ
Ε͔ͷखज़Λड͚ͨͱ͖
ᾇ� ͷͯ͢Λຬͨ͢खज़ʢผද̐˒ʣ࣍

ᶃ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜ͡
ͨই １ˎ·ͨ࣬පˎ４ΛͷݪҼ
ͱ͢Δखज़

ᶄ� ᶃͷই １ˎ·ͨ࣬පˎ４ͷྍ࣏Λ
ͷతͱ͢Δखज़

ᶅ� ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δखज़࣍
Ξɽެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣʹ

ҩՊྍใुදʢผͮ͘ج
ද̒˒ʣʢҎԼʮҩՊྍใु
දʯͱ͍͍·͢ɻʣʹखज़ྉͷ
Ε͍ͯΔ͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉ
खज़ ５ˎ

ͨͩ͠ɺ࣍ʹఆΊΔखज़আ͖
·͢ɻ
❞� ইॲཧʢইॲཧʹ͏
๓߹ज़ΛؚΈ·͢ɻʣ

❟� ։ज़ʢൽෘɺޑບʣ
❠� σϒϦʔυϚϯ
❡� ɺؔઅͷ͍ͣΕ͔ࠎɺೈࠎ
ʹର͢Δ෮ज़ɺ෮ݻఆ
ज़ɺतಈज़ͷ͏ͪඇ݂؍త
·ͨెखతͳͷ

❢� ֎ࣖಓҟআڈज़·ͨඓ
ҟఠग़ज़

❣� ඓমऊज़ʢඓ೪ບɺԼߕհ
೪ບʣ

❤� ൽෘजᙾ·ͨൽԼजᙾͷ
ఠग़ज़

❥� ձӄʢӄʣ։͓Αͼ๓
߹ज़ʢส࣌ʣ·ͨࣇ
֎ճసज़

❦� ൈࣃखज़
Πɽઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δ

खज़ ６ˎ

ຊͷ̎ɽͷنఆʹ
ΑΓ·͢ɻ 入

院
給
付
金
受
取
人

ᾈ� ։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ࣬͡
පˎ４ΛͷݪҼͱͯ͠ɺͦͷ࣬පͷ࣏
ྍΛͷతͱ͠ɺ͔ͭҩՊྍใु
දʹ༌݂ྉͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍ
Ε͍ͯΔ݂ࡉװ๔Ҡ২ज़ʢผද̕˒ʣ

ᾉ� ։࢝ʢୈ̏ʣˎ７ͷ̍ޙͷԠ
Ҏޙʹड͚݂ͨࡉװ๔࠾औखज़ʢผ
ද10˒ʣ

ʢʣ�ҩՊྍใुදʹ͓͍ͯҰ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚ͨ
߹Ͱखज़ྉ·ͨ༌݂ྉ͕̍ճͷΈࢉఆ͞ΕΔͷͱͯ͠
ఆΊΒΕ͍ͯΔखज़͓ΑͼಉҰͷઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δखज़ˎ６ɺຊͷ̏ɽʵᾉʵᶆ͓ΑͼᶈͷنఆʹΑΓɺ
14ʢผද11˒ʹఆΊΔඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ߹ʹ
60ʣʹ̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ

	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ８	 医Պ療ใुදに์ࣹ
ઢ࣏療料の算ఆରとして
Εている์ࣹઢরࣹ͞ڍྻ
·ͨԹ療๏による療
ҝߦ

ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
Պྍใुදࣃͮ͘جʹ
ʢผද̓˒ʣʹ์ࣹઢྍ࣏ྉͷ
Ε͍ͯΔ͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉ
ྍߦҝͷ͏ͪɺҩՊྍใु
දʢྍߦҝΛड͚ͨ࣌
ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹ
Γ·͢ɻʣʹ͓͍ͯ์ࣹઢݶ
͞ڍఆରͱͯ͠ྻࢉྉͷྍ࣏
Ε͍ͯΔྍߦҝΛؚΈ·͢ɻ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

์
ࣹ
ઢ
࣏
ྍ
給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอؒظݥதʹɺ࣍ͷͯ͢Λຬ
ͨ͢ྍߦҝʢผද12˒ʣʢҎԼʮ์ࣹઢྍ࣏ʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣΛड͚ͨͱ͖
ᾇɹ։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ই

 １ˎ·ͨ࣬පˎ４ΛͷݪҼͱ͢Δ
ҝߦྍ

ᾈɹᾇͷই １ˎ·ͨ࣬පˎ４ͷྍ࣏Λͷ
తͱ͢Δྍߦҝ

ᾉɹපӃ·ͨྍॴʢผද̏˒ʣʹ͓͚Δ
ҝߦྍ

ᾊɹ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δྍߦҝ
ᶃ� ҩՊྍใुදʹ์ࣹઢྍ࣏ྉ
ͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔ์
ࣹઢরࣹ·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍ
ҝߦ ８ˎ

ᶄ� ઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δ์ࣹ
ઢরࣹ·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍߦ
ҝ

์ࣹઢྍ࣏
̍ճʹ͖ͭɺ

ʢೖӃڅֹۚʣ
ʷ
10

入
院
給
付
金
受
取
人

ʢʣ� ຊͷ̏ɽʵᾊʵᶄͷنఆʹΑΓɺʮ์ࣹઢরࣹʯ·ͨʮԹ
ྍ๏ʯʹΑΔྍߦҝͦΕͧΕʹ͖ͭɺ60ʹ̍ճͷڅ
Λݶͱ͠·͢ɻ

ࢮ

給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺอݥྉؒظࠐຬྃޙͷอظݥ
ؒதʹࢮͨ͠ͱ͖
ʢʣ�อݥྉ͕ؒظࠐऴͷอܖݥͷ߹

ʹɺࢮڅۚ͋Γ·ͤΜɻ

ʢೖӃڅֹۚʣ
ʷ
10

ࢮ

給
付
金
受
取
人

̎ɽखज़څۚͷܕʢୈ̎ʣʹԠͯ͡ɺຊͷ̍ɽͷखज़څۚʹ͍ͭͯࢧ͏ۚ
ֹɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ᾇɹखज़څۚͷܕʢୈ̎ʣ͕खज़̍ܕͷ߹
ᶃɹຊͷ̍ɽͷखज़څۚͷᾇʹఆΊΔखज़̍ճʹ͖ͭࢧ͏ֹۚ

खज़ͷछྨ ֹۚ

入
院
த
ʹ
受
͚
ͨ
ख
ज़

Ξɽ͕Μʢผද13˒ʣɺ৺
Αͼ݂͓࣬ױ࣬
ʢผද14˒ʣʢʮ̏ױ
େ࣬පʯͱ͍͍·͢ɻʣ
ͷྍ࣏Λతͱ͢Δ
खज़

։಄ज़ɺ։ڳज़·ͨ։
ෲज़ʢผද15˒ʣʹ֘
͢Δखज़

ʢೖӃڅֹۚʣ
ʷ
60

։಄ज़ɺ։ڳज़·ͨ։
ෲज़ʢผද15˒ʣҎ֎ͷ
खज़ ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
20

Πɽ্هΞɽҎ֎ͷखज़

։಄ज़ɺ։ڳज़·ͨ։
ෲज़ʢผද15˒ʣʹ֘
͢Δखज़
։಄ज़ɺ։ڳज़·ͨ։
ෲज़ʢผද15˒ʣҎ֎ͷ
खज़

ʢೖӃڅֹۚʣ
ʷ
10

ೖӃதҎ֎ʹड͚ͨखज़
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
̑

ᶄɹຊͷ̍ɽखज़څۚͷᾈ͓ΑͼᾉʹఆΊΔखज़̍ճʹ͖ͭࢧ͏ֹۚ

खज़ͷछྨ ֹۚ

݂ࡉװ๔Ҡ২ज़ʢผද̕˒ʣ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
60

݂ࡉװ๔࠾औखज़ʢผද10˒ʣ
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
10
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ９	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾉΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� खज़څۚ
ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

ˎ10	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ᾈɹखज़څۚͷܕʢୈ̎ʣ͕खज़̎ܕͷ߹
ᶃɹຊͷ̍ɽͷखज़څۚͷᾇʹఆΊΔखज़̍ճʹ͖ͭࢧ͏ֹۚ

खज़ͷछྨ ֹۚ

ೖӃதʹड͚ͨखज़
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
10

ೖӃதҎ֎ʹड͚ͨखज़
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
̑

ᶄɹຊͷ̍ɽखज़څۚͷᾈ͓ΑͼᾉʹఆΊΔखज़̍ճʹ͖ͭࢧ͏ֹۚ

खज़ͷछྨ ֹۚ

݂ࡉװ๔Ҡ২ज़ʢผද̕˒ʣ ʢೖӃڅֹۚʣ
ʷ
10݂ࡉװ๔࠾औखज़ʢผද10˒ʣ

̏ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇɹશൠʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ೖӃڅۚडऔਓ ඃอऀݥͱ͠·͢ɻ
ᶄ� ೖӃڅۚˎ９ͷࢧ

͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖ೖӃڅۚˎ９͕͋
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ɺ࣍ͷͱ͓Γऔ
Γѻ͍·͢ɻ
Ξɽࢮڅ͕ۚࢧΘΕΔͱ͖ɺࢧ͏͖ೖ
Ӄڅۚˎ９Λࢮڅۚडऔਓʹࢧ͍·
͢ɻ

Πɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͖ɺ
ࢧʹऀܖݥۚˎ９Λอڅ͏͖ೖӃࢧ
͍·͢ɻ

ɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε͓ͯΒͣɺඃอݥ
ऀͱอܖݥऀ͕ಉҰͷͱ͖ɺࢧ͏͖ೖ
Ӄڅۚˎ９Λඃอ͓ऀݥΑͼอܖݥऀͷ
ͨ·ऀۮ੶্ͷށʢࢠͨ·ऀۮ੶্ͷށ
͍͕ࢠͳ͍ͱ͖ɺ๏ఆ૬ଓਓͷٞڠʹΑΓ
ఆΊͨදऀ̍ਓʣʹࢧ͍·͢ɻ

ᾈɹೖӃڅۚʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ２લʹੜظ
ҼʹΑΓೖӃΛݪͨ͡
ͨ͠ͱ͖

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ ２ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ７͔ΒͦͷΛؚΊͯ

̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠߹
Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ ２ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ９	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾉΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� खज़څۚ
ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

ˎ10	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ᾈɹखज़څۚͷܕʢୈ̎ʣ͕खज़̎ܕͷ߹
ᶃɹຊͷ̍ɽͷखज़څۚͷᾇʹఆΊΔखज़̍ճʹ͖ͭࢧ͏ֹۚ

खज़ͷछྨ ֹۚ

ೖӃதʹड͚ͨखज़
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
10

ೖӃதҎ֎ʹड͚ͨखज़
ʢೖӃڅֹۚʣ

ʷ
̑

ᶄɹຊͷ̍ɽखज़څۚͷᾈ͓ΑͼᾉʹఆΊΔखज़̍ճʹ͖ͭࢧ͏ֹۚ

खज़ͷछྨ ֹۚ

݂ࡉװ๔Ҡ২ज़ʢผද̕˒ʣ ʢೖӃڅֹۚʣ
ʷ
10݂ࡉװ๔࠾औखज़ʢผද10˒ʣ

̏ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇɹશൠʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ೖӃڅۚडऔਓ ඃอऀݥͱ͠·͢ɻ
ᶄ� ೖӃڅۚˎ９ͷࢧ

͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖ೖӃڅۚˎ９͕͋
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ɺ࣍ͷͱ͓Γऔ
Γѻ͍·͢ɻ
Ξɽࢮڅ͕ۚࢧΘΕΔͱ͖ɺࢧ͏͖ೖ
Ӄڅۚˎ９Λࢮڅۚडऔਓʹࢧ͍·
͢ɻ

Πɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͖ɺ
ࢧʹऀܖݥۚˎ９Λอڅ͏͖ೖӃࢧ
͍·͢ɻ

ɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε͓ͯΒͣɺඃอݥ
ऀͱอܖݥऀ͕ಉҰͷͱ͖ɺࢧ͏͖ೖ
Ӄڅۚˎ９Λඃอ͓ऀݥΑͼอܖݥऀͷ
ͨ·ऀۮ੶্ͷށʢࢠͨ·ऀۮ੶্ͷށ
͍͕ࢠͳ͍ͱ͖ɺ๏ఆ૬ଓਓͷٞڠʹΑΓ
ఆΊͨදऀ̍ਓʣʹࢧ͍·͢ɻ

ᾈɹೖӃڅۚʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ２લʹੜظ
ҼʹΑΓೖӃΛݪͨ͡
ͨ͠ͱ͖

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ ２ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ７͔ΒͦͷΛؚΊͯ

̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠߹
Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ ２ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

߲ ༰

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺই１ˎΛ
ͷݪҼͱͯ͠ɺೖ
Ӄڅۚͷࢧࣄ༝ʹ
֘͢ΔೖӃΛ̎ճҎ
্ͨ͠ͱ͖

̍ճͷೖӃͱΈͳ͠·͢ɻͨͩ͠ɺই １ˎʹ ΑΔೖ
Ӄڅ͕ۚࢧΘΕΔ࠷ऴͷೖӃͷୀӃͷཌ͔
ΒɺͦͷΛؚΊͯ60Λܦաͯ͠ই １ˎΛ
ͷݪҼͱ͢ΔೖӃΛ։ͨ࢝͠ͱ͖৽ͨͳೖӃͱΈ
ͳ͠·͢ɻ

ᶅ� ඃอ͕ऀݥɺ࣬පˎ４Λ
ͷݪҼͱͯ͠ɺೖ
Ӄڅۚͷࢧࣄ༝ʹ
֘͢ΔೖӃΛ̎ճҎ
্ͨ͠ͱ͖

̍ճͷೖӃͱΈͳ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣬පˎ４ʹΑΔ
ೖӃڅ͕ۚࢧΘΕΔ࠷ऴͷೖӃͷୀӃͷཌ
͔ΒɺͦͷΛؚΊͯ60Λܦաͯ࣬͠ප ４ˎΛ
ͷݪҼͱ͢ΔೖӃΛ։ͨ࢝͠ͱ͖৽ͨͳೖӃͱ
Έͳ͠·͢ɻ

ᶆ� ̍ճͷೖӃʹ͓͚Δࢧ
ݶ

ୈ̍ʢೖӃڅۚͷܕʣʹఆΊΔͱ͓ΓऔΓѻ͍
·͢ɻ

ᶇ� ௨ࢉͷࢧݶ
ᶈ� ই１ˎʹΑΔೖӃڅ
ۚͱ࣬පˎ４ʹΑΔೖӃ
༝͕ॏࣄࢧۚͷڅ
ෳͯ͠ੜͨ͡ͱ͖

ͦͷॏෳͯ͠ੜͨ͡ೖӃͷೖӃڅۚॏෳͯ͠
ۚͷڅ͍·ͤΜɻ·ͨɺ࣬පˎ４ʹΑΔೖӃࢧ
༝͕ੜͨ͡߹Ͱɺইࣄࢧ １ˎʹ ΑΔೖӃڅ
ΘΕΔೖӃͷ෦ʹରͯ࣬͠පˎ４ʹΑࢧ͕ۚ
ΔೖӃڅۚࢧ͍·ͤΜɻ

ᶉ� ই１ˎʹΑΔೖӃڅ
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͢
ΔೖӃͷ։࣌࢝·ͨ
ೖӃதʹɺͦͷೖӃ։
Ҽͱͳͬݪͷͷ࢝
ͨই１ˎҎ֎ʹ࣬පˎ４

͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖

ೖӃ։࢝ͷͷݪҼͱͳͬͨই １ˎʹΑΓܧଓ
ͯ͠ೖӃͨ͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᶊ� ࣬පˎ４ʹΑΔೖӃڅ
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͢
ΔೖӃͷ։࣌࢝·ͨ
ೖӃதʹɺͦͷೖӃ։
Ҽͱͳͬݪͷͷ࢝
ͨ࣬පˎ４Ҏ֎ʹই１ˎ

͕ੜͨ͡ͱ͖

ೖӃ։࢝ͷͷݪҼͱͳͬͨ࣬පˎ４ʹΑΓܧଓ
ͯ͠ೖӃͨ͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᶋ� ೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
Δ͖ೖӃதʹɺೖӃ
ʢୈֹݮֹ͕ۚڅ
21ʣ͞Εͨͱ͖

ೖӃڅֹֹ͕ۚݮʢୈ21ʣ͞ΕͨҎޙͷ
ೖӃʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧֹۚɺֹݮʢୈ
21ʣޙͷೖӃڅֹۚʹ͠ࢉܭ͍ͯͮج·͢ɻ
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ11	 手ज़
ҩՊྍใुදʢखज़Λड
ʹ͓͚ΔҩՊྍใु͚࣌ͨ
දʹݶΓ·͢ɻʣʹ͓͍ͯ
Ұ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚
ͨ߹Ͱखज़ྉ·ͨ༌݂ྉ
͕̍ճͷΈࢉఆ͞ΕΔͷͱ͠
ͯఆΊΒΕ͍ͯΔखज़͓Αͼઌ
ਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δ
खज़ ６ˎΛআ͖·͢ɻ

ˎ12	 医Պ療ใुද（手ज़
Λ受͚ͨ࣌にお͚る医Պ
療ใुදにݶΓ·
͢ɻ）においてҰ࿈の࣏療
աఔに࿈続して受͚ͨ߹
Ͱ手ज़料·ͨ༌݂料が
１ճのみ算ఆ͞Εるのと
してఆΊΒΕている手ज़

ຊͷ̏ɽʵᾉʵᶆ͓Αͼᶈʹ
͓͍ͯʮҰ࿈ͷखज़ʯͱ͍͍·
͢ɻ

ᾉɹखज़څۚʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ２લʹੜظ
ҼʹΑΓखज़Λݪͨ͡
ड͚ͨͱ͖

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ ２ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ７͔ΒͦͷΛؚΊͯ

̎Λܦաͨ͠ޙʹखज़Λड͚ͨ߹
Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ ２ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺಉظ࣌ʹ
̎छྨҎ্ͷखज़څ
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͢
Δखज़ˎ11Λड͚ͨͱ͖

Ξɽ͍ͣΕ͔̍छྨͷखज़ˎ11ʹ͍ͭͯͷΈखज़څ
ۚΛࢧ͍·͢ɻ

ΠɽΞɽͷ߹ɺͦΕͧΕͷखज़ˎ11ͷछྨʹԠ͡
ͨखज़څۚͷֹۚͷ͏ͪɺͬͱֹ͍ۚߴ
Λࢧ͍·͢ɻ

ᶅ� खज़̍ܕͷ߹Ͱɺඃ
อ͕ऀݥड͚ͨ̍छྨ
ͷखज़͕ɺखज़څۚ
ͷࢧࣄ༝ʹ֘͠ɺ
ຊͷ̎ɽʹఆΊΔख
ज़ͷछྨͷ߲̎Ҏ্
ʹ֘͢Δͱ͖

खज़ͷछྨʹԠͨ͡खज़څۚͷֹۚͷ͏ͪɺͬ
ͱֹ͍ۚߴΛࢧ͍·͢ɻ

ᶆ� ඃอ͕ऀݥɺखज़څ
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͢
ΔಉҰͷखज़Λෳճ
ड͚ͨ߹Ͱɺ͔ͭɺ
ͦΕΒͷखज़͕ҩՊ
ྍใुදʢखज़Λ
ड͚ͨ࣌ʹ͓͚Δҩ
Պྍใुදʹݶ
Γ·͢ɻʣʹ͓͍ͯҰ࿈
ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠
ड͚ͨ߹Ͱखज़ྉ
·ͨ༌݂ྉ͕̍ճͷ
Έࢉఆ͞ΕΔͷͱ͠
ͯఆΊΒΕ͍ͯΔख
ज़ˎ12ʹ֘͢Δͱ͖

ΞɽҰ࿈ͷखज़ˎ12ͷ͏ͪ࠷ॳͷखज़Λड͚͔ͨ
ΒͦͷΛؚΊͯ14ؒʢผද11˒ʹఆΊΔ
ඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ߹ʹ60ؒʣ
ΛಉҰखज़ؒظͱ͠·͢ɻ

ΠɽಉҰखज़ܦؒظաޙʹҰ࿈ͷखज़ˎ12Λड͚ͨ
߹ʹɺલͷಉҰखज़ܦؒظա࠷ޙॳʹͦ
ͷखज़Λड͚͔ͨΒͦͷΛؚΊͯ14ؒ
ʢผද11˒ʹఆΊΔඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ
߹ʹ60ؒʣΛ৽ͨͳಉҰखज़ؒظͱ͠
·͢ɻͦΕҎޙɺಉҰखज़ܦؒظաޙʹҰ࿈ͷ
खज़ˎ12Λड͚ͨ߹ʹ͍ͭͯಉ༷ͱ͠·͢ɻ

ɽಉҰखज़ؒظதɺ࠷ॳʹड͚ͨखज़ʹର͠ɺຊ
ͷ̍ɽͷنఆʹ͖ͮجखज़څۚΛࢧ͍ɺ
ಉҰखज़ؒظத̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ

ᶇ� ඃอ͕ऀݥड͚ͨखज़
͕ҩՊྍใुද
ʢखज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓
͚ΔҩՊྍใु
දʹݶΓ·͢ɻʣʹ͓͍
ͯɺखज़ྉ͕ʮ̍ʹ
͖ͭʯࢉఆ͞ΕΔͷ
ͱͯ͠ఆΊΒΕ͍ͯΔ
ͱ͖

ͦͷखज़ͷ։࢝ʹ͍ͭͯͷΈखज़څۚΛࢧ͍
·͢ɻ
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	 ୈ４	 	 ิઆ໌

ˎ11	 手ज़
ҩՊྍใुදʢखज़Λड
ʹ͓͚ΔҩՊྍใु͚࣌ͨ
දʹݶΓ·͢ɻʣʹ͓͍ͯ
Ұ࿈ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚
ͨ߹Ͱखज़ྉ·ͨ༌݂ྉ
͕̍ճͷΈࢉఆ͞ΕΔͷͱ͠
ͯఆΊΒΕ͍ͯΔखज़͓Αͼઌ
ਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δ
खज़ ６ˎΛআ͖·͢ɻ

ˎ12	 医Պ療ใुද（手ज़
Λ受͚ͨ࣌にお͚る医Պ
療ใुදにݶΓ·
͢ɻ）においてҰ࿈の࣏療
աఔに࿈続して受͚ͨ߹
Ͱ手ज़料·ͨ༌݂料が
１ճのみ算ఆ͞Εるのと
してఆΊΒΕている手ज़

ຊͷ̏ɽʵᾉʵᶆ͓Αͼᶈʹ
͓͍ͯʮҰ࿈ͷखज़ʯͱ͍͍·
͢ɻ

ᾉɹखज़څۚʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ２લʹੜظ
ҼʹΑΓखज़Λݪͨ͡
ड͚ͨͱ͖

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ ２ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ７͔ΒͦͷΛؚΊͯ

̎Λܦաͨ͠ޙʹखज़Λड͚ͨ߹
Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ ２ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺಉظ࣌ʹ
̎छྨҎ্ͷखज़څ
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͢
Δखज़ˎ11Λड͚ͨͱ͖

Ξɽ͍ͣΕ͔̍छྨͷखज़ˎ11ʹ͍ͭͯͷΈखज़څ
ۚΛࢧ͍·͢ɻ

ΠɽΞɽͷ߹ɺͦΕͧΕͷखज़ˎ11ͷछྨʹԠ͡
ͨखज़څۚͷֹۚͷ͏ͪɺͬͱֹ͍ۚߴ
Λࢧ͍·͢ɻ

ᶅ� खज़̍ܕͷ߹Ͱɺඃ
อ͕ऀݥड͚ͨ̍छྨ
ͷखज़͕ɺखज़څۚ
ͷࢧࣄ༝ʹ֘͠ɺ
ຊͷ̎ɽʹఆΊΔख
ज़ͷछྨͷ߲̎Ҏ্
ʹ֘͢Δͱ͖

खज़ͷछྨʹԠͨ͡खज़څۚͷֹۚͷ͏ͪɺͬ
ͱֹ͍ۚߴΛࢧ͍·͢ɻ

ᶆ� ඃอ͕ऀݥɺखज़څ
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͢
ΔಉҰͷखज़Λෳճ
ड͚ͨ߹Ͱɺ͔ͭɺ
ͦΕΒͷखज़͕ҩՊ
ྍใुදʢखज़Λ
ड͚ͨ࣌ʹ͓͚Δҩ
Պྍใुදʹݶ
Γ·͢ɻʣʹ͓͍ͯҰ࿈
ͷྍ࣏աఔʹ࿈ଓͯ͠
ड͚ͨ߹Ͱखज़ྉ
·ͨ༌݂ྉ͕̍ճͷ
Έࢉఆ͞ΕΔͷͱ͠
ͯఆΊΒΕ͍ͯΔख
ज़ˎ12ʹ֘͢Δͱ͖

ΞɽҰ࿈ͷखज़ˎ12ͷ͏ͪ࠷ॳͷखज़Λड͚͔ͨ
ΒͦͷΛؚΊͯ14ؒʢผද11˒ʹఆΊΔ
ඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ߹ʹ60ؒʣ
ΛಉҰखज़ؒظͱ͠·͢ɻ

ΠɽಉҰखज़ܦؒظաޙʹҰ࿈ͷखज़ˎ12Λड͚ͨ
߹ʹɺલͷಉҰखज़ܦؒظա࠷ޙॳʹͦ
ͷखज़Λड͚͔ͨΒͦͷΛؚΊͯ14ؒ
ʢผද11˒ʹఆΊΔඇి์ࣹઢʹΑΔྍ๏ͷ
߹ʹ60ؒʣΛ৽ͨͳಉҰखज़ؒظͱ͠
·͢ɻͦΕҎޙɺಉҰखज़ܦؒظաޙʹҰ࿈ͷ
खज़ˎ12Λड͚ͨ߹ʹ͍ͭͯಉ༷ͱ͠·͢ɻ

ɽಉҰखज़ؒظதɺ࠷ॳʹड͚ͨखज़ʹର͠ɺຊ
ͷ̍ɽͷنఆʹ͖ͮجखज़څۚΛࢧ͍ɺ
ಉҰखज़ؒظத̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ

ᶇ� ඃอ͕ऀݥड͚ͨखज़
͕ҩՊྍใुද
ʢखज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓
͚ΔҩՊྍใु
දʹݶΓ·͢ɻʣʹ͓͍
ͯɺखज़ྉ͕ʮ̍ʹ
͖ͭʯࢉఆ͞ΕΔͷ
ͱͯ͠ఆΊΒΕ͍ͯΔ
ͱ͖

ͦͷखज़ͷ։࢝ʹ͍ͭͯͷΈखज़څۚΛࢧ͍
·͢ɻ

߲ ༰

ᶈ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷઌ
ਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘
͢Δखज़ˎ６Λෳճ
ड͚ͨͱ͖

ͦΕΒͷखज़ʹ͍ͭͯɺҰ࿈ͷखज़ˎ12ͱΈͳ͠
ͯᶆͷنఆΛద༻͠·͢ɻ

ᾊɹ์ࣹઢڅྍ࣏ۚʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ඃอ͕ऀݥɺ։࢝
ʢୈ̏ʣˎ２લʹੜظ
ҼʹΑΓ์ࣹઢݪͨ͡
Λड͚ͨͱ͖ྍ࣏

ʢୈ̏ʣظ࢝ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ։࣍ ２ˎ

Ҏޙͷ࣬ප ４ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ։࢝ʢୈ̏ʣˎ７͔ΒͦͷΛؚΊͯ

̎Λܦաͨ͠ޙʹ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ߹
Πɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ։ظ࢝ʢୈ
̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷอܖݥͷ։ظ࢝
ʢୈ̏ʣ ２ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड
͚ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍
ͯҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨ ͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
։ظ࢝ʢୈ̏ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ４ʹΑΔ
ͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥɺ์ࣹઢ࣏
ྍΛෳճड͚ͨͱ͖

Ξɽ࠷ॳͷ์ࣹઢྍ࣏Λड͚͔ͨΒͦͷΛؚΊ
ͯ60ؒ͝ͱΛಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏ͷࢉܭʹ͋ͨͬͯɺ
์ࣹઢরࣹʹΑΔྍߦҝ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
ΔྍߦҝɺͦΕͧΕผʹ͠ࢉܭ·͢ɻ

ΠɽಉҰ์ࣹઢؒظྍ࣏தʹड͚ͨ์ࣹઢྍ࣏ʹͭ
͍ͯɺ̍ճͷڅΛݶͱ͠·͢ɻ

ᾋɹࢮڅۚʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ඃอऀݥͷੜ͕ࢮෆ໌ͷͱ
͖ɹ

͕ࣾࢮͨ͠ͷͱೝΊͨ߹ʹɺඃอ͕ऀݥ
ͨ͠߹ʹ४ͯ͡औΓѻ͍·͢ɻࢮ

˒ผද̍ʢ1�110ࢀরʣɺผද̎ʢ1�110ࢀরʣɺผද̏ʢ1�110ࢀরʣɺผද̐ʢ1�111ࢀরʣɺ
ผද̑ʢ1�111ࢀরʣɺผද̒ʢ1�111ࢀরʣɺผද̓ʢ1�111ࢀরʣɺผද̔ʢ1�111ࢀরʣɺ�
ผද̕ʢ1�111ࢀরʣɺผද10ʢ1�111ࢀরʣɺผද11ʢ1�111ࢀরʣɺผද12ʢ1�112ࢀরʣɺ
ผද13ʢ1�112ࢀরʣɺผද14ʢ1�113ࢀরʣɺผද15ʢ1�113ࢀরʣ

	 第̑条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺڅ
ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ
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	 ୈ５	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾉΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� खज़څۚ
ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

ˎ３	 ४උ金
ೖӃڅֹۚͷ10ഒͷֹۚ
Λݶͱ͠·͢ɻ

	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡ୀ৬金等
Ҩิঈنఔʹࢮͮ͘جୀ
৬ۚ·ͨீҚۚΛ͍͍·
͢ɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡څۚΛࢧΘͳ͍߹ʣ

入
院
給
付
金
ɾ
ख
ज़
給
付
金
ɾ
์
ࣹ
ઢ
࣏
ྍ
給
付
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜ
ނࣄͨ͡

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛ
͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴ
ͷͳ͍ͷݟ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

ࢮ

給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑͬͯࢮͨ͠ͱ͖
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ
ᾈ� ҙނۚडऔਓͷڅࢮ
ᾉ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ�ʮɺՐ·ͨʯ
·ͨʮઓ૪ͦͷଞͷ
มཚʯʹΑͬͯೖӃڅ
ۚˎ２ͷࢧࣄ༝͕
ੜͨ͡ͱ͖

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺೖӃڅۚˎ２ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ
෦Λࢧ͍·͢ɻ

ᾈ� ۚडऔਓ͕̎څࢮ
ਓҎ্͍Δ߹ͰɺҰ
෦ͷडऔਓ͕ނҙʹඃ
อऀݥΛࢮͤͨ͞ͱ
͖

ᶃ� ͤͨ͞डऔਓ͕ड͚औΔࢮΛऀݥҙʹඃอނ
͖ࢮڅֹۚࢧ͍·ͤΜɻ

ᶄ� ֹۚڅࢮۚͷશֹ͔ΒᶃʹఆΊΔڅࢮ
Λࠩ͠Ҿֹ͍ͨɺଞͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

ᾉ�ʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯʹ
Αͬͯࢮڅۚͷࢧ
ࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺࢮڅۚͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ
͍·͢ɻ

ᾊ� ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ࢮ
څۚΛࢧΘͳ͍
ͱ͖

ᶃ� อܖݥऀʹ४උۚˎ３Λࢧ͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺอܖݥऀ͕ނҙʹඃอऀݥΛࢮͤ͞
ͨͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻ

ᶄ� ͜ͷอܖݥɺඃอࢮ͕ऀݥͨ࣌͠ʹফ໓
͠·͢ɻ

	̐ 	 給付金の支払請求手続について

	 第̒条	 	 給付金のࢧٻ手ଓ

̍ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨͦͷडऔਓɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผද
23˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷอܖݥ͕࣍ͷܖܗଶͷ߹Ͱɺࢮڅۚͷશ෦·ͨͦͷ૬෦Λ
ୀ৬ۚࢮ １ˎͱͯ͠ࢮୀ৬ۚ １ˎͷडऀڅͷࢧ͍ʹॆ͢Δ͜ͱ͕֬
ೝ͞Ε͍ͯΔͱ͖ɺࢮڅۚडऔਓࢮڅۚͷࢧ͍Λ͢ٻΔࡍɺ࣍
ͷᾇ͔Βᾉͷͯ͢ͷඞཁॻྨΛఏग़͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࢮୀ
৬ۚ １ˎͷड͕̎ऀڅਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷ͏ͪͷ̍ਓ͔Βͷఏग़ͰऔΓѻ͍
·͢ɻ
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	 ୈ５	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾉΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� खज़څۚ
ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

ˎ３	 ४උ金
ೖӃڅֹۚͷ10ഒͷֹۚ
Λݶͱ͠·͢ɻ

	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡ୀ৬金等
Ҩิঈنఔʹࢮͮ͘جୀ
৬ۚ·ͨீҚۚΛ͍͍·
͢ɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡څۚΛࢧΘͳ͍߹ʣ

入
院
給
付
金
ɾ
ख
ज़
給
付
金
ɾ
์
ࣹ
ઢ
࣏
ྍ
給
付
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜ
ނࣄͨ͡

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛ
͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴ
ͷͳ͍ͷݟ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

ࢮ

給
付
金

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑͬͯࢮͨ͠ͱ͖
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ
ᾈ� ҙނۚडऔਓͷڅࢮ
ᾉ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ�ʮɺՐ·ͨʯ
·ͨʮઓ૪ͦͷଞͷ
มཚʯʹΑͬͯೖӃڅ
ۚˎ２ͷࢧࣄ༝͕
ੜͨ͡ͱ͖

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺೖӃڅۚˎ２ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ
෦Λࢧ͍·͢ɻ

ᾈ� ۚडऔਓ͕̎څࢮ
ਓҎ্͍Δ߹ͰɺҰ
෦ͷडऔਓ͕ނҙʹඃ
อऀݥΛࢮͤͨ͞ͱ
͖

ᶃ� ͤͨ͞डऔਓ͕ड͚औΔࢮΛऀݥҙʹඃอނ
͖ࢮڅֹۚࢧ͍·ͤΜɻ

ᶄ� ֹۚڅࢮۚͷશֹ͔ΒᶃʹఆΊΔڅࢮ
Λࠩ͠Ҿֹ͍ͨɺଞͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

ᾉ�ʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯʹ
Αͬͯࢮڅۚͷࢧ
ࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺࢮڅۚͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ
͍·͢ɻ

ᾊ� ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ࢮ
څۚΛࢧΘͳ͍
ͱ͖

ᶃ� อܖݥऀʹ४උۚˎ３Λࢧ͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺอܖݥऀ͕ނҙʹඃอऀݥΛࢮͤ͞
ͨͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻ

ᶄ� ͜ͷอܖݥɺඃอࢮ͕ऀݥͨ࣌͠ʹফ໓
͠·͢ɻ

	̐ 	 給付金の支払請求手続について

	 第̒条	 	 給付金のࢧٻ手ଓ

̍ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨͦͷडऔਓɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผද
23˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷอܖݥ͕࣍ͷܖܗଶͷ߹Ͱɺࢮڅۚͷશ෦·ͨͦͷ૬෦Λ
ୀ৬ۚࢮ １ˎͱͯ͠ࢮୀ৬ۚ １ˎͷडऀڅͷࢧ͍ʹॆ͢Δ͜ͱ͕֬
ೝ͞Ε͍ͯΔͱ͖ɺࢮڅۚडऔਓࢮڅۚͷࢧ͍Λ͢ٻΔࡍɺ࣍
ͷᾇ͔Βᾉͷͯ͢ͷඞཁॻྨΛఏग़͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࢮୀ
৬ۚ １ˎͷड͕̎ऀڅਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷ͏ͪͷ̍ਓ͔Βͷఏग़ͰऔΓѻ͍
·͢ɻ

	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ２	 ߹ɾॺɾձࣾɾެ
等のஂମ

ஂମͷදऀΛؚΈ·͢ɻຊ
ͷ̏ɽʹ͓͍ͯʮ֘ஂମʯͱ
͍͍·͢ɻ

	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ᾇ͔ΒᾊにఆΊる߲ࣄの֬
ೝ

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔஅ
ΛؚΈ·͢ɻ

ˎ２	 ᾇ͔ΒᾊにఆΊる
ᾇ͔Βᾊͷ͏ͪෳʹ֘͢Δ
߹Ͱ͋ͬͯɺ180ͱ͠·
͢ɻ

ଶܗܖ

อܖݥऀ ɾ߹ͷஂମॺɾձࣾɾެ ２ˎ

ۚडऔਓڅࢮ ֘ஂମ ２ˎ

ඃอऀݥ ֘ஂମ ２ˎ͔Βڅ༩ͷࢧ͍Λड͚Δैۀһ

ඞཁॻྨ

ᾇ� ඞཁͳॻྨʢผද23˒ʣʹٻࢧۚͷڅࢮ
ᾈ� ͷ͍ͣΕ͔ͷॻྨ࣍
ᶃ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडऀڅͷٻ༰֬ೝॻ
ᶄ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडࢮʹऀڅୀ৬ۚ １ˎΛࢧͬͨ͜ͱΛূ໌͢Δॻ

ྨ
ᾉ� ୀ৬ۚࢮ １ˎͷडऀڅຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֘ஂମ ２ˎ͕֬ೝͨ͠ॻྨ

˒ผද23ʢ1�117ࢀরʣ

	 第̓条	 	 給付金のࢧ࣌期

̍ɽࣾɺඞཁॻྨʢผද23˒ʣ͕ձࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊ
ͯ̑ӦۀҎʹɺࣾͷຊࣾͰڅۚΛࢧ͍·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚΛࢧ͏ͨΊʹ֬ೝ͕ඞཁͳ࣍ͷᾇ͔Βᾊͷ߹ʹ͓͍ͯɺอݥ
Ͱʹࣾʹఏग़͞Εͨॻྨ͚ͩͰ֬ೝ͕Ͱ͖·࣌ٻۚڅΒ͔࣌ͷక݁ܖ
ͳ͍ͱ͖ɺͦΕͧΕᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄͷ֬ೝ １ˎΛ͍ߦ·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊ
ͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚΛࢧ͏͖ݶظɺඞཁॻྨʢผද23˒ʣ
͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊͯ45Λܦա͢Δͱ͠·͢ɻ

֬ೝ͕ඞཁͳ߹ ֬ೝ߲ࣄ

ᾇ� ༝ʢୈ̐ʣൃੜࣄࢧۚͷڅ
ͷ༗ແͷ֬ೝ͕ඞཁͳ߹

ͷ࣮ࣄ༝ʢୈ̐ʣʹ֘͢Δࣄࢧ
༗ແ

ᾈ� ༝ʢୈ̑ʣࣄ͍ͷ໔ࢧۚڅ
ʹ֘͢ΔՄੑ͕͋Δ߹

༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜ͠ࣄࢧۚͷڅ
Ҽݪͨ

ᾉ� ٛҧʢୈ17ʣʹ֘͢ࠂ
ΔՄੑ͕͋Δ߹

ͷ༗ແ࣮ࣄٛҧʢୈ17ʣͷࠂ
͓Αͼࠂٛҧʢୈ17ʣʹͬࢸ
Ҽݪͨ

ᾊ� ͜ͷʹఆΊΔॏେࣄ༝ʢୈ19
ʣɺٗʢୈ14ʣ·ͨෆ๏
औಘతʢୈ15ʣʹ֘͢ΔՄ
ੑ͕͋Δ߹

ᾈɺᾉʹఆΊΔ߲ࣄɺୈ19ʢॏେࣄ
༝ʹΑΔղআʣͷ̍ɽʵᾊʵᶃ͔Βᶇ
·Ͱʹ֘͢Δ࣮ࣄͷ༗ແ·ͨอݥ
ۚͷडڅ͘͠ऀݥऀɺඃอܖ
औਓͷอܖݥక݁ͷత͘͠څ
ۚٻͷҙਤʹؔ͢Δอܖݥͷక
ࣄͰʹ͓͚Δ·࣌ٻۚڅΒ͔࣌݁
࣮

̏ɽຊͷ̎ɽͷ֬ೝΛ͢ΔͨΊɺ࣍ͷᾇ͔Βᾊͷ߲ࣄʹ͍ͭͯͷಛผͳরձௐࠪ
͕ෆՄܽͳͱ͖ɺຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚΛࢧ͏͖ظ
ɺඞཁॻྨʢผද23˒ʣ͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊͯݶ
ͦΕͧΕ࣍ͷᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ ２ˎΛܦա͢Δͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹ͍ͭͯͷห࢜ޢ๏ʢত24๏ୈ
205߸ʣʹͱͮ͘রձͦͷଞͷ๏ྩʹͱͮ͘রձɹ180

ᾈ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹ͍ͭͯͷؔػڀݚͷઐؔػʹΑΔ
ҩֶ·ֶͨͷՊֶٕज़తͳಛผͷௐࠪɺੳ·ͨؑఆɹ180

ᾉ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹؔ͠ɺอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅ
ۚͷडऔਓΛඃٙऀͱͯ͠ɺࠪɺىૌͦͷଞͷࣄܐखଓ͕։࢝͞Εͨ͜
ͱ͕ใಓ͔Β໌Β͔Ͱ͋Δ߹ʹ͓͚Δɺຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ
ݕɺܯखଓͷ݁Ռʹ͍ͭͯͷࣄܐૌɺܾͷىΔɺૹகɺؔ͢ʹ߲ࣄ
ͷࠪؔػ·ͨࡋॴʹର͢Δরձɹ180

ᾊ� ຊͷ̎ɽʵᾇ͔ΒᾊʹఆΊΔ߲ࣄʹ͍ͭͯͷຊࠃ֎ʹ͓͚Δௐࠪɹ180


̐ɽຊͷ̎ɽ͓Αͼ̏ɽͷ֬ೝΛ͏ߦͱ͖ɺࣾɺڅۚͷडऔਓʢڅۚͷ

約

款
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	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ３	 ਖ਼なཧ༝な͘その֬ೝΛ
͛ɺ·ͨこΕにԠ͡な
͔ͬͨと͖

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔඞཁ
ͳஅʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖Λؚ
Έ·͢ɻ

	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
อؒظݥதͷܖʢୈ̏ʣ
ʹରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ
ʢୈ̏ʣͷԠ͕ͳܖ
͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ10	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ॴଐஂମ·ͨूஂΛ通͡
払い込Ήํ๏

ॴଐஂମ·ͨूஂͱࣾͱͷ
ؒʹஂମڠɺूஂڠ͕క
݁͞Ε͍ͯΔ߹ʹݶΓબ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

डऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷදऀʣʹ௨͠·͢ɻ
̑ɽຊͷ̎ɽ͓Αͼ̏ɽͷ֬ೝʹ͠ࡍɺอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓ͕ɺਖ਼ͳཧ༝ͳͦ͘ͷ֬ೝΛ͛ɺ·ͨ͜ΕʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖ˎ３ɺ
ࣾɺ͜ΕʹΑΓͦͷ֬ೝ͕Ԇͨؒ͠ظͷͷΛෛΘͣɺͦͷؒڅ
ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

˒ผද23ʢ1�117ࢀরʣ

	̑ 	 保険料払込期間中の被保険者の死亡について

	 第̔条	 	 อݥྉࠐ期ؒதのඃอऀݥのࢮ

̍ɽอݥྉؒظࠐதɺඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥফ໓͠·͢ɻ
̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺอܖݥऀ·ͨࢮڅۚडऔਓɺඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
͜ͱΛ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͠ɺඃอऀݥͷॅຽථɺށ੶౽ຊɺށ੶ঞຊͷ͍ͣ
Ε͔ͷॻྨΛࣾʹఏग़͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	̒ 	 保険料の払込みについて

	 第̕条	 	 อݥྉのࠐΈ

̍ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ͱ͠ɺୈ̎ճҎޙͷอ
ͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ࣍ؒظΑͼ༛༧͓݄ظࠐྉͷݥ

อݥྉͷࠐ
ํ๏ʢճʣ

݄ظࠐ ༛༧ؒظ

ᾇ�  ʢୈ̏ʣͷԠܖ １ˎʢ୯ҐʣΛ
ؚΉ݄ͷ͔̍Β·Ͱͷؒظ

݄ظࠐͷཌ݄͔̍
ΒͦͷΛؚΊ͔ͯ̏
݄ͷ·Ͱᾈ� ݄ ʢୈ̏ʣͷԠܖ １ˎʢ݄୯ҐʣΛ

ؚΉ݄ͷ͔̍Β·Ͱͷؒظ

̎ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺอݥྉؒظࠐதɺຖճୈ10ʢอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ
࿏ʣʣͷ̍ɽʹఆΊΔํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʹै͍ɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔ݄ظࠐத
ʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͳ͓ɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔ༛༧͕͋ؒظΓ·͢ɻ

̏ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉ͕ຊͷ̍ɽʹ ఆΊΔ݄ظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ߹ɺ
ࣾอܖݥऀʹ࣍ͷ߲ࣄΛ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠ ·͢ɻ

ᾇ� อݥྉ͕݄ظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ͜ͱ
ᾈ� ༛༧ؒظ
ᾉ� ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖อܖݥ͕ফ໓͢Δ͜
ͱʢୈ13ʣ

	第��条	 	 อݥྉのํࠐ๏ʢܦ࿏ʣ

̍ɽอܖݥऀɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ
࿏ʣΛબ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� ࣾͷࢦఆͨۚ͠༥ؔػͷ࠲ޱৼସʹΑΓ͍ࠐΉํ๏
ᾈ� ࣾͷࢦఆͨ͠ΫϨδοτΧʔυൃߦձࣾͷΫϨδοτΧʔυʹΑΓ͍ࠐ
Ήํ๏

ᾉ� ॴଐஂମ·ͨूஂΛ௨͍͡ࠐΉํ๏ １ˎ

ᾊ� ࣾͷࢦఆͨ͠ৼସ࠲ޱ·ͨ༬ۚ࠲ޱʹૹۚ͢Δ͜ͱʹΑΓ͍ࠐΉํ๏

̎ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
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	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ３	 ਖ਼なཧ༝な͘その֬ೝΛ
͛ɺ·ͨこΕにԠ͡な
͔ͬͨと͖

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔඞཁ
ͳஅʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖Λؚ
Έ·͢ɻ

	 ୈ�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
อؒظݥதͷܖʢୈ̏ʣ
ʹରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ
ʢୈ̏ʣͷԠ͕ͳܖ
͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ10	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ॴଐஂମ·ͨूஂΛ通͡
払い込Ήํ๏

ॴଐஂମ·ͨूஂͱࣾͱͷ
ؒʹஂମڠɺूஂڠ͕క
݁͞Ε͍ͯΔ߹ʹݶΓબ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

डऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷදऀʣʹ௨͠·͢ɻ
̑ɽຊͷ̎ɽ͓Αͼ̏ɽͷ֬ೝʹ͠ࡍɺอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓ͕ɺਖ਼ͳཧ༝ͳͦ͘ͷ֬ೝΛ͛ɺ·ͨ͜ΕʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖ˎ３ɺ
ࣾɺ͜ΕʹΑΓͦͷ֬ೝ͕Ԇͨؒ͠ظͷͷΛෛΘͣɺͦͷؒڅ
ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

˒ผද23ʢ1�117ࢀরʣ

	̑ 	 保険料払込期間中の被保険者の死亡について

	 第̔条	 	 อݥྉࠐ期ؒதのඃอऀݥのࢮ

̍ɽอݥྉؒظࠐதɺඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥফ໓͠·͢ɻ
̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺอܖݥऀ·ͨࢮڅۚडऔਓɺඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
͜ͱΛ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͠ɺඃอऀݥͷॅຽථɺށ੶౽ຊɺށ੶ঞຊͷ͍ͣ
Ε͔ͷॻྨΛࣾʹఏग़͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	̒ 	 保険料の払込みについて

	 第̕条	 	 อݥྉのࠐΈ

̍ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ͱ͠ɺୈ̎ճҎޙͷอ
ͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ࣍ؒظΑͼ༛༧͓݄ظࠐྉͷݥ

อݥྉͷࠐ
ํ๏ʢճʣ

݄ظࠐ ༛༧ؒظ

ᾇ�  ʢୈ̏ʣͷԠܖ １ˎʢ୯ҐʣΛ
ؚΉ݄ͷ͔̍Β·Ͱͷؒظ

݄ظࠐͷཌ݄͔̍
ΒͦͷΛؚΊ͔ͯ̏
݄ͷ·Ͱᾈ� ݄ ʢୈ̏ʣͷԠܖ １ˎʢ݄୯ҐʣΛ

ؚΉ݄ͷ͔̍Β·Ͱͷؒظ

̎ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉɺอݥྉؒظࠐதɺຖճୈ10ʢอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ
࿏ʣʣͷ̍ɽʹఆΊΔํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʹै͍ɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔ݄ظࠐத
ʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͳ͓ɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔ༛༧͕͋ؒظΓ·͢ɻ

̏ɽୈ̎ճҎޙͷอݥྉ͕ຊͷ̍ɽʹ ఆΊΔ݄ظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ߹ɺ
ࣾอܖݥऀʹ࣍ͷ߲ࣄΛ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠ ·͢ɻ

ᾇ� อݥྉ͕݄ظࠐதʹ͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨ͜ͱ
ᾈ� ༛༧ؒظ
ᾉ� ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖อܖݥ͕ফ໓͢Δ͜
ͱʢୈ13ʣ

	第��条	 	 อݥྉのํࠐ๏ʢܦ࿏ʣ

̍ɽอܖݥऀɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ
࿏ʣΛબ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� ࣾͷࢦఆͨۚ͠༥ؔػͷ࠲ޱৼସʹΑΓ͍ࠐΉํ๏
ᾈ� ࣾͷࢦఆͨ͠ΫϨδοτΧʔυൃߦձࣾͷΫϨδοτΧʔυʹΑΓ͍ࠐ
Ήํ๏

ᾉ� ॴଐஂମ·ͨूஂΛ௨͍͡ࠐΉํ๏ １ˎ

ᾊ� ࣾͷࢦఆͨ͠ৼସ࠲ޱ·ͨ༬ۚ࠲ޱʹૹۚ͢Δ͜ͱʹΑΓ͍ࠐΉํ๏

̎ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
อؒظݥதͷܖʢୈ̏ʣ
ʹରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ
ʢୈ̏ʣͷԠ͕ͳܖ
͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ12	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
（年୯Ґ）

લೲؒظதͷຖͷܖʢୈ
̏ʣʹ ରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻ
ͳ͓ɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
͕ͳ͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄
ͷͱ͠·͢ɻ

߲ ༰

ຊͷ̍ɽʵᾇ͔Βᾉͷํ
๏ʹ͓͍ͯɺ͜ͷอܖݥ
͕ࣾͷఆΊΔอݥྉͷ
࿏ʣʹؔ͢Δऔܦ๏ʢํࠐ
ѻ͍ͷൣғ֎ͱͳͬͨͱ͖

ᶃ� อܖݥऀɺอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣΛଞ
ͷํ๏ʹม͢ߋΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᶄ� มߋΛ͏ߦ·Ͱͷؒͷอݥྉɺࣾͷຊࣾ·
ͨࣾͷࢦఆͨ͠ॴʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁ
ͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ࠐ期݄த·ͨ༛༧期ؒதʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻ͍

̍ɽอݥྉ͕݄ظࠐʢୈ̕ʣͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎͷલ·Ͱʹ͍ࠐ
·Εɺ͔ͭɺͦͷ·Ͱʹ͜ͷอܖݥ͕ফ໓ͨ͜͠ͱʹΑΓอݥྉͷࠐΈΛ
ཁ͠ͳ͘ͳͬͨͱ͖ɺࣾɺͦͷ͍ࠐ·ΕͨอݥྉΛอܖݥऀʢڅۚ
Λࢧ͏ͱ͖ͦͷडऔਓʣʹ͍͠·͢ɻ

̎ɽอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎҎޙ༛༧
࣍༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺࣄࢧۚͷڅຬྃʢୈ̕ʣ·Ͱʹɺؒظ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

͏ͱ͖ࢧۚΛڅ

ະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ
ࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹ
ෆ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦ
ͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ
ࣾɺࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏͖
ֹۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	第��条	 	 อݥྉのલೲ

̍ɽอܖݥऀɺୈ̎ճҎޙͷอݥྉʹ͍ͭͯɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ࣍ͷͱ
͓ΓɺকདྷͷอݥྉΛલೲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺ݄ܖʹ͓͍ͯอݥ
ྉΛલೲ͢Δͱ͖ɺอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ̕ʣΛʹม͢ߋΔ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

߲ ༰

ܖʹ͓͚Δલೲ

อݥྉͷલೲʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� อݥྉͷલೲɺ̎ Ҏ্ͷอݥྉͱ͠·͢ɻ
ᶄ� લೲ͢ΔอݥྉɺࣾͷఆΊΔͰׂΓҾ͖
·͢ɻ

ᶅ� อݥྉͷલೲۚʹରͯࣾ͠ͷఆΊΔརʹΑ
ΔརଉΛ͚ͭͯɺ͜ ΕΛલೲۚʹ܁ΓೖΕ·͢ɻ

ᶆ� อݥྉͷલೲۚɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
ʢ୯Ґʣ １ˎ͝ ͱʹอݥྉʹॆ͠·͢ɻ

̎ɽલೲ͕ؒظຬྃͨ͠߹ɺ·ͨอݥྉͷࠐΈ͕ෆཁͱͳͬͨ߹Ͱɺอݥྉ
ͷલೲۚͷֹ͕͋Δͱ͖ɺͦͷֹΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	̓ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	第��条	 	 อܖݥのอݥྉのࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະফ໓ʣ

อݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͔ͬͨͱ͖ɺ͜ ͷอܖݥɺୈ̕ʢอݥྉͷࠐΈʣ
ͷ̍ɽʹنఆ͢Δ༛༧ؒظͷຬྃΛͬͯফ໓͠·͢ɻ

	̔ 	 取消しと無効について

	第��条	 	 ΑΔऔফ͠ʹٗ

อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷٗʹΑͬͯɺ͕ࣾ͜ͷอܖݥͷਃࠐΈΛঝ

約

款
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ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷอܖݥΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺͦΕ
·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ͍͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ෆ๏औಘతʹΑΔແޮ

อܖݥऀ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷతΛͬͯ͜ͷอܖݥΛక݁ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷ
อܖݥແޮͱ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ
͍͠·ͤΜɻ

ᾇ� ۚΛෆ๏ʹऔಘ͢Δతڅ
ᾈ� ଞਓʹڅۚΛෆ๏ʹऔಘͤ͞Δత

	̕ 	 告知義務と解除について

	第��条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹ
ؔ͢ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰ
ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻٻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷ
ൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ಄Ͱ
࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷอܖݥͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେ
ͳաࣦʹΑͬͯɺୈ16ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ
͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛͨ͛ࠂͱ͖ɺࣾɺ
͜ͷอܖݥΛকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ͜ͷ
อܖݥΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷڅ
ᾈ� ͢ͰʹڅۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜ͕ղআͷݪ
Ҽͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓ͕ূ໌ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹର͠
ͯ௨͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

̑ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷอܖݥ͕ղআ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ24ʣ
͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦۚʢୈ24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ
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ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷอܖݥΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺͦΕ
·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ͍͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ෆ๏औಘతʹΑΔແޮ

อܖݥऀ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷతΛͬͯ͜ͷอܖݥΛక݁ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷ
อܖݥແޮͱ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ
͍͠·ͤΜɻ

ᾇ� ۚΛෆ๏ʹऔಘ͢Δతڅ
ᾈ� ଞਓʹڅۚΛෆ๏ʹऔಘͤ͞Δత

	̕ 	 告知義務と解除について

	第��条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹ
ؔ͢ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰ
ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻٻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷ
ൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ಄Ͱ
࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷอܖݥͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେ
ͳաࣦʹΑͬͯɺୈ16ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ
͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛͨ͛ࠂͱ͖ɺࣾɺ
͜ͷอܖݥΛকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ͜ͷ
อܖݥΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷڅ
ᾈ� ͢ͰʹڅۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜ͕ղআͷݪ
Ҽͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓ͕ূ໌ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹର͠
ͯ௨͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔ
ਓʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

̑ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷอܖݥ͕ղআ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ24ʣ
͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦۚʢୈ24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհ者
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 開始（ୈ３）
ୈ̏ʢ։ظ࢝ʣʹنఆ͢
Δ։࢝Λ͍͍·͢ɻ

	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金
ຊͷ̍ɽʵᾊͷΈʹ֘ͨ͠
߹Ͱɺຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃ͔
Βᶇ·Ͱʹ֘ͨ͠ͷ͕څۚ
ͷडऔਓͷΈͰ͋Γɺͦͷڅ
ۚͷडऔਓ͕څۚͷҰ෦ͷड
औਓͰ͋Δͱ͖ɺڅۚͷ͏
ͪɺͦͷडऔਓʹࢧΘΕΔ
ۚΛ͍͍·͢ɻڅ͖

ᾇ� ͜ͷอܖݥͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղ
আͷݪҼͱͳΔ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ
͖

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ16ʢࠂٛʣͷࠂ
Λ͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ16ʢࠂٛʣ
ͷࠂΛ͠ͳ͍͜ͱΛקΊͨͱ͖ɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛ͛ࠂΔ͜ͱΛק
Ίͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ։࢝ʢୈ̏ʣˎ ２͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̐ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ16ʢࠂٛʣͷنఆʹ
ΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍
͜ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥΛকདྷʹ͔ͬ
ͯղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀɺඃอऀݥʢࢮڅۚͷ߹ඃอऀݥΛআ͖·͢ɻʣ·ͨ
औͤ͞ΔۚΛڅʹऔ͢Δత͘͠ଞਓۚΛڅۚͷडऔਓ͕څ
తͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖

ᾈ� ҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬߦٗʹۚͷडऔਓڅɺؔ͠ʹٻۚͷڅ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓ͕ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ
͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ·ͨڅۚͷडऔਓ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏
ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠Δͱೝ
ΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ۚͷڅͨ·ऀݥऀɺඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
डऔਓʹର͢Δ৴པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷอܖݥΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͠
͑ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ͜ͷอܖݥʹՃ͞Ε͍ͯΔಛ·ͨଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑ
Γղআ͞Εͨͱ͖

ᶄ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱ
ͷؒͰక݁ͨ͠อܖݥ·ͨܖࡁڞ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ
͖

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอݥ
༝͕ੜࣄఆ͢ΔॏେنʹΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽܖ
༝ʢୈ̐ʣ͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺࣄࢧۚͷڅΒղআ·Ͱͷؒʹɺ͔࣌ͨ͡
ͦͷڅۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ۚڅ １ˎͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹڅۚ １ˎΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
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ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
̐ɽॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอܖݥ͕ղআ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ24ʣ͕͋
Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦۚʢୈ24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

̑ɽຊͷ̐ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺຊͷ̍ɽʵᾊͷنఆʹΑͬͯ͜ͷอܖݥΛ
ղআͨ͠߹ͰɺڅۚͷҰ෦ͷडऔਓʹରͯ͠ຊͷ̎ɽʵᾇ·ͨᾈͷنఆ
Λద༻͠څۚΛࢧΘͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥͷ͏ͪࢧΘΕͳ͍څۚʹ
ରԠ͢Δ෦ʹ͍ͭͯຊͷ̐ɽͷنఆΛద༻͠ɺͦͷ෦ͷղฦۚʢୈ
24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	��	 契約内容の変更等について

	第��条	 	 อݥྉํࠐ๏のมߋ

̍ɽอܖݥऀɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺୈ̎ճҎޙͷอݥྉͷํࠐ๏ʹ͍ͭ
ͯɺୈ̕ʢอݥྉͷࠐΈʣ͓Αͼୈ10ʢอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʣʹن
ఆ͢ΔൣғͰม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ̕ʣΛ݄͔Βʹม͢ߋΔͱ͖ɺ࣍ͷอ
๏ʢճʣΛͱ͠·͢ɻํࠐ͔Βݥ

	第��条	 	 入院給付金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺকདྷʹ͔ͯͬೖӃڅֹۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ
͠ɺࣾɺޙֹݮͷೖӃڅֹ͕ۚࣾͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ
͍·ͤΜɻ

̎ɽೖӃڅֹֹ͕ۚ͞ݮΕͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ22ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� কདྷ͍ࠐΉ͖อݥྉ͕͋Δͱ͖ɺ͜ͷอݥྉΛม͠ߋ·͢ɻ
ᾉ� ೖӃڅֹֹ͕ۚ͞ݮΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹
ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	��	 解約等について

	第��条	 	 อܖݥのղ

̍ɽอܖݥऀɺ͍ͭͰকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷอܖݥͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕
Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷอܖݥ͕ղ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ24ʣ͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ
͜ͷอܖݥͷղͷٻʹඞཁͳॻྨ͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔Βɺͦͷ
ΛؚΊͯ̑ӦۀҎʹࣾͷຊࣾͰ͜ͷղฦۚʢୈ24ʣΛࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥのফ໓

̍ɽ͜ͷอܖݥͷखज़څۚͷܕʢୈ̎ʣ͕खज़ͳ͠ܕͷ߹ɺೖӃڅۚͷࢧ
ݶʢୈ̍ʣ͕௨1ͯ͠ࢉ000ʹୡͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥফ໓
͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺղฦۚʢୈ24ʣ͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦ
ۚʢୈ24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 ղฦ金

̍ɽ͜ͷอܖݥʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͜ͷอܖݥ͕࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ͱ͖ɺղ
ฦ͕ۚ͋Γ·͢ɻ͜ͷ߹ɺղฦֹۚࢮڅۚͷֹۚʢೖӃڅۚ
ֹͷ10ഒͷֹۚʣͱಉֹͱ͠·͢ɻ

ᾇ� อݥྉؒظࠐຬྃޙͷอؒظݥதͰ͋Δ͜ͱ
ᾈ� อݥྉؒظࠐຬྃ·Ͱͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͍ͯΔ͜ͱ
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ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
̐ɽॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอܖݥ͕ղআ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ24ʣ͕͋
Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦۚʢୈ24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

̑ɽຊͷ̐ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺຊͷ̍ɽʵᾊͷنఆʹΑͬͯ͜ͷอܖݥΛ
ղআͨ͠߹ͰɺڅۚͷҰ෦ͷडऔਓʹରͯ͠ຊͷ̎ɽʵᾇ·ͨᾈͷنఆ
Λద༻͠څۚΛࢧΘͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥͷ͏ͪࢧΘΕͳ͍څۚʹ
ରԠ͢Δ෦ʹ͍ͭͯຊͷ̐ɽͷنఆΛద༻͠ɺͦͷ෦ͷղฦۚʢୈ
24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	��	 契約内容の変更等について

	第��条	 	 อݥྉํࠐ๏のมߋ

̍ɽอܖݥऀɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺୈ̎ճҎޙͷอݥྉͷํࠐ๏ʹ͍ͭ
ͯɺୈ̕ʢอݥྉͷࠐΈʣ͓Αͼୈ10ʢอݥྉͷํࠐ๏ʢܦ࿏ʣʣʹن
ఆ͢ΔൣғͰม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽอݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ̕ʣΛ݄͔Βʹม͢ߋΔͱ͖ɺ࣍ͷอ
๏ʢճʣΛͱ͠·͢ɻํࠐ͔Βݥ

	第��条	 	 入院給付金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺকདྷʹ͔ͯͬೖӃڅֹۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ
͠ɺࣾɺޙֹݮͷೖӃڅֹ͕ۚࣾͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ
͍·ͤΜɻ

̎ɽೖӃڅֹֹ͕ۚ͞ݮΕͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ22ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� কདྷ͍ࠐΉ͖อݥྉ͕͋Δͱ͖ɺ͜ͷอݥྉΛม͠ߋ·͢ɻ
ᾉ� ೖӃڅֹֹ͕ۚ͞ݮΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹
ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	��	 解約等について

	第��条	 	 อܖݥのղ

̍ɽอܖݥऀɺ͍ͭͰকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷอܖݥͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕
Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷอܖݥ͕ղ͞Εͨ߹Ͱɺղฦۚʢୈ24ʣ͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ
͜ͷอܖݥͷղͷٻʹඞཁͳॻྨ͕ࣾʹ౸ணͨ͠ͷཌ͔Βɺͦͷ
ΛؚΊͯ̑ӦۀҎʹࣾͷຊࣾͰ͜ͷղฦۚʢୈ24ʣΛࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥのফ໓

̍ɽ͜ͷอܖݥͷखज़څۚͷܕʢୈ̎ʣ͕खज़ͳ͠ܕͷ߹ɺೖӃڅۚͷࢧ
ݶʢୈ̍ʣ͕௨1ͯ͠ࢉ000ʹୡͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥফ໓
͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ɺղฦۚʢୈ24ʣ͕͋Δͱ͖ɺࣾɺ͜ͷղฦ
ۚʢୈ24ʣΛอܖݥऀʹࢧ͍·͢ɻ

	第��条	 	 ղฦ金

̍ɽ͜ͷอܖݥʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͜ͷอܖݥ͕࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ͱ͖ɺղ
ฦ͕ۚ͋Γ·͢ɻ͜ͷ߹ɺղฦֹۚࢮڅۚͷֹۚʢೖӃڅۚ
ֹͷ10ഒͷֹۚʣͱಉֹͱ͠·͢ɻ

ᾇ� อݥྉؒظࠐຬྃޙͷอؒظݥதͰ͋Δ͜ͱ
ᾈ� อݥྉؒظࠐຬྃ·Ͱͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͍ͯΔ͜ͱ

	 ୈ25	 	 ิઆ໌

ˎ１	 消滅
อܖݥͷҰ෦͕ফ໓͢Δͱ͖
ɺͦ ͷফ໓͢Δ෦ͱ͠·͢ɻ

ˎ２	 保険料の未ܦաに૬͢
る返ؐ金

อݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ
̕ʣ͕ͷ߹Ͱɺࣾͷ
ఆΊΔํ๏ʹΑΓͨ͠ࢉܭอݥ
ྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ
Λ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺ͔݄̍ະ
ຬͷΓࣺͯ·͢ɻ

	 ୈ2�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ࣾがݖ࠴者等に支払͏
͖金ֹ

ͦͷղͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͠
ͨʹղͷޮྗ͕ੜͨ͡ͱ͢
Ε͕ࣾऀݖ࠴ʹࢧ͏
ֹ͖ۚͱ͠·͢ɻ

	 ୈ2�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡給付金受取人
ۚडऔਓҎ֎ͷडऔਓڅࢮ
Λม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	 ୈ2�	 	 ิઆ໌

ˎ１ɹ死亡給付金受取人
ۚडऔਓҎ֎ͷडऔਓڅࢮ
Λม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̏ɽղฦֹۚɺ͜ͷอܖݥͷక݁ͷ࡞ʹࡍ͢Δอ݊ূݥʢୈ̏ʣΛൃߦ
͢Δͱ͖ʹɺอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อݥྉのະܦաʹ૬͢Δฦؐ金

͜ͷอܖݥ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͯ͠ফ໓ １ˎ͠ ͨ߹Ͱɺอݥྉͷະܦաʹ
૬͢Δฦؐۚ ２ˎ͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀʹ͜ΕΛࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺࢮ
څۚΛࢧ͏ͱ͖ͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

ᾇ� ʹதؒظࠐྉݥ༝ʢୈ̐ʣʹ֘ͨ͠ͱ͖·ͨอࣄࢧۚͷڅࢮ
ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖ʢอܖݥऀ͕ނҙʹඃอऀݥΛࢮͤͨ͞߹
আ͖·͢ɻʣ

ᾈ� ͕ܖݥ༝ʢୈ19ʣʹΑΓ͜ͷอࣄٛҧʢୈ17ʣ·ͨॏେࠂ
ղআ͞Εͨͱ͖

ᾉ� ʢୈ21ʣ·ͨղʢୈ22ʣ͞Εͨͱֹ͖ݮ

	第��条	 	 給付金のडऔਓʹΑΔอܖݥのଘଓ

̍ɽ�อܖݥऀҎ֎ͷऀͰอܖݥͷղʢֹݮΛؚΈ·͢ɻຊʹ͓͍ͯҎԼಉ͡ɻʣ
Λ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔऀʢҎԼʮऀݖ࠴ʯͱ͍͍·͢ɻʣʹΑΔ͜ͷอܖݥͷ
ղɺղͷ௨͕ࣾʹ౸ୡͨ͠ͷཌ͔ΒɺͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Λܦ
աͨ͠ʹޮྗΛੜ͡·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷղ͕௨͞Εͨ߹Ͱɺͦͷ௨ͷ͍͓࣍ͯʹ࣌ͷͯ͢Λຬ
ա͢Δܦ͕ؒظऀͷಉҙΛಘͯɺຊͷ̍ɽͷܖݥۚͷडऔਓɺอڅͨ͢
·Ͱͷؒʹɺ͕ࣾऀݖ࠴ʹࢧ͏ֹ͖ۚ １ˎΛऀݖ࠴ʹࢧ͍ɺ͔ͭࣾ
ʹͦͷࢫΛ௨ͨ͠ͱ͖ɺຊͷ̍ɽͷղͦͷޮྗΛੜ͡·ͤΜɻ

ᾇ� อܖݥऀ͘͠ඃอऀݥͷ·ͨඃอऀݥຊਓͰ͋Δ͜ͱ
ᾈ� อܖݥऀͱҟͳΔऀͰ͋Δ͜ͱ

̏ɽຊͷ̍ɽͷղͷ௨͕ࣾʹ౸ୡͨ͠Ҏޙɺͦͷղͷޮྗ͕ੜ͡·ͨ
ຊͷ̎ɽͷنఆʹΑΓޮྗ͕ੜ͡ͳ͘ͳΔ·Ͱʹɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ
͕ੜ͡ɺ͕ࣾڅۚΛࢧ͏͖߹ʹ͓͍ͯɺͦͷࢧ͍ʹΑΓ͜ͷอܖݥ
͕ফ໓͢Δ͜ͱͱͳΔͱ͖ɺͦͷࢧ͏ֹ͖ۚͷݶͰɺຊͷ̎ɽͷۚ
ֹΛऀݖ࠴ʹࢧ͍·͢ɻ͜ ͷ߹ɺͦ ͷࢧ͏ֹ͖͔ۚΒऀݖ࠴ʹࢧͬ
ֹͨۚΛࠩ͠Ҿֹ͍ͨΛɺڅۚͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

	��	 給付金の受取人および保険契約者について

	第��条	 	 ࣾの௨ʹΑΔࢮ給付金डऔਓのมߋ

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱɺࣾʹର͢Δ௨ʹΑΓɺࢮڅ
ۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐
ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹͭ
͍ͯɺࢮڅۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͢Δલʹมߋલͷࢮڅۚडऔਓ １ˎʹ څࢮ
ۚΛࢧͬͨͱ͖ɺͦͷࢧ͍ޙʹมޙߋͷࢮڅۚडऔਓ １ˎ͔ Βࢮڅ
ۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·ͤΜɻ

	第��条	 	 ҨݴʹΑΔࢮ給付金डऔਓのมߋ

̍ɽୈ27ʢࣾͷ௨ʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣʹఆΊΔ΄͔ɺอܖݥ
ऀɺ๏্༗ޮͳҨݴʹΑΓɺࢮڅۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋΔ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻͨͩ͠ɺࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ
༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹ͍ͭͯɺࢮڅۚडऔਓ １ˎΛม͢ߋ
Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷࢮڅۚडऔਓ １ˎͷมߋɺඃอऀݥͷಉҙ͕ͳ͚Εɺͦͷޮ
ྗΛੜ͡·ͤΜɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹΑΔࢮڅۚडऔਓ １ˎͷมߋɺอܖݥऀ͕ࢮ͠
Δ͜ͱ͢߅ऀͷ૬ଓਓ͕ࣾʹ௨͠ͳ͚Εɺ͜ΕΛࣾʹରܖݥɺอޙͨ
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	 ୈ31	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾉΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� खज़څۚ
ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

	 ୈ32	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
（年୯Ґ）

อؒظݥதͷຖͷܖʢୈ
̏ʣʹ ରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻ
ͳ͓ɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
͕ͳ͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄
ͷͱ͠·͢ɻ

͕Ͱ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ࢮ給付金डऔਓのࢮ

̍ɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜҎલʹࢮͨ͠ͱ͖
ɺͦͷ๏ఆ૬ଓਓΛࢮڅۚडऔਓͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬͨऀ͕ࢮͨ͠߹Ͱɺ͜ͷऀ
ʹ๏ఆ૬ଓਓ͕͍ͳ͍ͱ͖ɺຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬ
ͨऀͷ͏ͪੜଘ͍ͯ͠ΔଞͷࢮڅۚडऔਓΛࢮڅۚडऔਓͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓ Αͼ̎ɽʹ ΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬͨऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺ
ͦͷडऔׂ߹ۉͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのݖརٛのঝܧ

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙͱࣾͷঝΛಘͯͦͷͯ͢ͷݖརٛΛୈࡾ
ऀʹঝͤ͞ܧΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓอܖݥऀͷݖརٛΛୈऀࡾʹঝͨͤ͞ܧͱ͖ɺ
ࣾɺͦͷࢫΛݖརٛΛܧঝͨ͠ୈऀࡾʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ
·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのදऀ͓Αͼ給付金のडऔਓのදऀ

̍ɽอܖݥऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺදऀ̍ਓΛఆΊΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜
ͷ߹ɺͦͷදऀɺଞͷอܖݥऀΛཧ͢Δͷͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷදऀ͕ఆ·Βͳ͍߹ɺ·ͨͦͷॴ͕ࡏෆ໌ͷ߹ʹɺࣾ
͕อܖݥऀͷ̍ਓʹରͯͨ͠͠ߦҝɺଞͷอܖݥऀʹରͯ͠ޮྗΛੜ͡
·͢ɻ

̏ɽอܖݥऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷ࿈ଳͱ͠·͢ɻ
̐ɽࢮڅۚʹ͍ͭͯɺडऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹ४
ͯ͡औΓѻ͍·͢ɻೖӃڅۚ １ˎʹ ͍ͭͯಉ༷ͱ͠·͢ɻ

	��	 契約年齢の計算等について

	第��条	 	 ࢉܭྸのܖ

̍ɽඃอऀݥͷܖྸຬͰ͠ࢉܭɺ̍ະຬͷʹ͍ͭͯΓࣺͯ·͢ɻ
̎ɽඃอऀݥͷܖޙͷྸɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δܖྸʹܖʢୈ̏ʣ
ͷԠʢ୯Ґʣ １ˎ͝ ͱʹ̍ࡀՃ͑ͯ͠ࢉܭ·͢ɻ

	第��条	 	 Γのॲཧޡྸのܖ

ඃอऀݥͷܖྸʢୈ32ʣʹޡΓ͕͋ͬͨ߹Ͱɺܖʢୈ̏ʣ͓Α
ͼޡΓͷ͞ݟൃ͕࣮ࣄΕͨʹ͓͚Δ࣮ࡍͷྸ͕ɺ͕ࣾ͜ͷอܖݥͷక݁
ΛऔΓѻ͏ྸͷൣғ֎ͷͱ͖ɺࣾ͜ͷอܖݥΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ͷͱ͠ɺ͢Ͱʹ͍ࠐ·ΕͨอݥྉΛอܖݥऀʹ͍͠·͢ɻͦͷଞͷͱ
͖ɺ࣮ࡍͷྸʹ͖ͮجɺࣾͷఆΊΔํ๏ʹΑΓɺอݥྉͷաෆΛௐͷ
͏͑อݥྉΛมͯ͠ߋॲཧ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ੑผのޡΓのॲཧ

ඃอऀݥͷੑผʹޡΓ͕͋ͬͨͱ͖ɺ࣮ࡍͷੑผʹ͖ͮجɺࣾͷఆΊΔํ๏
ʹΑΓɺอݥྉͷաෆΛௐͷ͏͑อݥྉΛมͯ͠ߋॲཧ͠·͢ɻ

	��	 その他

	第��条	 	 ऀ金ܖ

͜ͷอܖݥʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ
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	 ୈ31	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ೖӃ給付金等
ͷᾇ͔ΒᾉΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ೖӃڅۚ
ᾈ� खज़څۚ
ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚ

	 ୈ32	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
（年୯Ґ）

อؒظݥதͷຖͷܖʢୈ
̏ʣʹ ରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻ
ͳ͓ɺܖʢୈ̏ʣͷԠ
͕ͳ͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄
ͷͱ͠·͢ɻ

͕Ͱ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ࢮ給付金डऔਓのࢮ

̍ɽࢮڅۚडऔਓ͕ࢮڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷൃੜҎલʹࢮͨ͠ͱ͖
ɺͦͷ๏ఆ૬ଓਓΛࢮڅۚडऔਓͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬͨऀ͕ࢮͨ͠߹Ͱɺ͜ͷऀ
ʹ๏ఆ૬ଓਓ͕͍ͳ͍ͱ͖ɺຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬ
ͨऀͷ͏ͪੜଘ͍ͯ͠ΔଞͷࢮڅۚडऔਓΛࢮڅۚडऔਓͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓ Αͼ̎ɽʹ ΑΓࢮڅۚडऔਓͱͳͬͨऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺ
ͦͷडऔׂ߹ۉͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのݖརٛのঝܧ

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙͱࣾͷঝΛಘͯͦͷͯ͢ͷݖརٛΛୈࡾ
ऀʹঝͤ͞ܧΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓอܖݥऀͷݖརٛΛୈऀࡾʹঝͨͤ͞ܧͱ͖ɺ
ࣾɺͦͷࢫΛݖརٛΛܧঝͨ͠ୈऀࡾʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ
·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのදऀ͓Αͼ給付金のडऔਓのදऀ

̍ɽอܖݥऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺදऀ̍ਓΛఆΊΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜
ͷ߹ɺͦͷදऀɺଞͷอܖݥऀΛཧ͢Δͷͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷදऀ͕ఆ·Βͳ͍߹ɺ·ͨͦͷॴ͕ࡏෆ໌ͷ߹ʹɺࣾ
͕อܖݥऀͷ̍ਓʹରͯͨ͠͠ߦҝɺଞͷอܖݥऀʹରͯ͠ޮྗΛੜ͡
·͢ɻ

̏ɽอܖݥऀ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺͦͷ࿈ଳͱ͠·͢ɻ
̐ɽࢮڅۚʹ͍ͭͯɺडऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δͱ͖ɺຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹ४
ͯ͡औΓѻ͍·͢ɻೖӃڅۚ １ˎʹ ͍ͭͯಉ༷ͱ͠·͢ɻ

	��	 契約年齢の計算等について

	第��条	 	 ࢉܭྸのܖ

̍ɽඃอऀݥͷܖྸຬͰ͠ࢉܭɺ̍ະຬͷʹ͍ͭͯΓࣺͯ·͢ɻ
̎ɽඃอऀݥͷܖޙͷྸɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δܖྸʹܖʢୈ̏ʣ
ͷԠʢ୯Ґʣ １ˎ͝ ͱʹ̍ࡀՃ͑ͯ͠ࢉܭ·͢ɻ

	第��条	 	 Γのॲཧޡྸのܖ

ඃอऀݥͷܖྸʢୈ32ʣʹޡΓ͕͋ͬͨ߹Ͱɺܖʢୈ̏ʣ͓Α
ͼޡΓͷ͞ݟൃ͕࣮ࣄΕͨʹ͓͚Δ࣮ࡍͷྸ͕ɺ͕ࣾ͜ͷอܖݥͷక݁
ΛऔΓѻ͏ྸͷൣғ֎ͷͱ͖ɺࣾ͜ͷอܖݥΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ͷͱ͠ɺ͢Ͱʹ͍ࠐ·ΕͨอݥྉΛอܖݥऀʹ͍͠·͢ɻͦͷଞͷͱ
͖ɺ࣮ࡍͷྸʹ͖ͮجɺࣾͷఆΊΔํ๏ʹΑΓɺอݥྉͷաෆΛௐͷ
͏͑อݥྉΛมͯ͠ߋॲཧ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ੑผのޡΓのॲཧ

ඃอऀݥͷੑผʹޡΓ͕͋ͬͨͱ͖ɺ࣮ࡍͷੑผʹ͖ͮجɺࣾͷఆΊΔํ๏
ʹΑΓɺอݥྉͷաෆΛௐͷ͏͑อݥྉΛมͯ͠ߋॲཧ͠·͢ɻ

	��	 その他

	第��条	 	 ऀ金ܖ

͜ͷอܖݥʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 務ۀ
ୈ19ʢॏେࣄ༝ʹΑΔղআʣ
ͷ̍ɽʵᾊʹ֘͢Δ߹Λআ
͖·͢ɻ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 変更
͔ʹߋ༝ʢୈ̐ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δܖʢୈ
̏ʣͷԠʢ୯ҐʣΛ͍
͍·͢ɻͳ͓ɺܖʢୈ̏ʣ
ͷԠ͕ͳ͍݄ͷ߹ʹɺ
ͦͷ݄ͷͱ͠·͢ɻ

ˎ２	 医療ٕज़·ͨ医療ڥの
変Խ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	 ୈ3�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）͔Β５年
ʢୈ̏ʣʹ͓͍ͯඃอܖ
ະຬͷ߹ʹɺࡀຬ15͕ऀݥ
ͨ·ʢୈ̏ʣ͔Β̑ܖ
ඃอ͕ऀݥຬ15ࡀʹୡ͢Δ
·Ͱͷؒظͷ͏͍ͪͣΕ͔
ͱ͠·͢ɻؒظ͍

ˎ２	 ਃ込み
෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷֹ
ͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճͷ
ਃࠐΈΛؚΈ·͢ɻ

ˎ３	 ঝ
෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷֹ
ͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճͷ
ঝΛؚΈ·͢ɻ

ˎ４	 契約
෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷֹ
ͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճ͕
ऴ࠷ΘΕͨͱ͖ɺͦΕͧΕߦ
ͷ෮׆ɺ෮چɺೖӃڅۚͷ
ֹͷ૿ֹ·ͨಛͷத్Ճ
ͷͱ͠·͢ɻ

ˎ５	 契約͔Β５年
͕ऀݥˎ４ʹ͓͍ͯඃอܖ
ຬ15ࡀະຬͷ߹ʹɺܖ
ˎ４͔Β̑·ͨඃอऀݥ
͕ຬ15ࡀʹୡ͢Δ·Ͱͷظ
ؒͷ͏͍ͪͣΕ͔͍ؒظͱ͠
·͢ɻ

	第��条	 	 ඃอऀݥのۀのมߋɺస͓ډΑͼཱྀߦ

͜ͷอܖݥͷܧଓதɺඃอ͕ऀݥͲͷΑ͏ͳۀ １ˎʹ ɺ·ͨͲͷͯ͠ࣄै
Α͏ͳॴʹస͠ډཱྀͯ͘͠͠ߦɺࣾɺ͜ͷอܖݥͷղআอݥྉ
ͷมߋ͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 อܖݥऀのॅॴのมߋ

̍ɽอܖݥऀɺॅॴ·ͨ௨ઌΛมͨ͠ߋͱ͖ɺ͢Έ͔ʹࣾͷຊࣾ·ͨ
ࣾͷࢦఆͨ͠ॴ˒ʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽอܖݥऀ͕ຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ௨Λ͠ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺอܖݥऀͷॅॴ
·ͨ௨ઌΛ͕ࣾ֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨͱ͖ɺࣾͷͬͨ࠷ऴͷॅॴ·ͨ
௨ઌʹൃͨ͠௨ɺ௨ৗඞཁͱ͢ΔؒظΛܦաͨ࣌͠ʹอܖݥऀʹண͍ͨ
ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

˒ʮձࣾͷࢦఆͨ͠ॴʯ˰͓٬༷αʔϏεηϯλʔʢϑϦʔμΠϠϧ0120�08�7716ʣͱͳ
Γ·͢ɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷอܖݥͷڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ
ிͷͱ͖ɺओ͢΅ٴΛڹ༝ʢୈ̐ʣʹӨࣄࢧͷܖݥ༝͕ɺ͜ͷอࣄ
ೝՄΛಘͯɺมߋ １ˎ͔Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ
Λม͢ߋΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱ
ʹอܖݥऀʹͦͷࢫΛ௨͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷอܖݥͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷอܖݥΛղʢୈ22ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ༰のొܖ

̍ɽࣾɺอܖݥऀ͓ΑͼඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ࣍ͷ߲ࣄΛҰൠࣾஂ๏ਓੜ໋
อڠݥձʢҎԼʮڠձʯͱ͍͍·͢ɻʣʹొ͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀͳΒͼʹඃอऀݥͷ໊ࢯɺੜ݄ɺੑผ͓Αͼॅॴʢࢢɺ۠ɺ
Ͱͱ͠·͢ɻʣ·܊

ᾈ� ೖӃڅۚͷछྨ
ᾉ� ೖӃڅۚͷֹ
ᾊ� ʢୈ̏ʣܖ
ᾋ� ໊ࣾ

̎ɽຊͷ̍ɽͷొͷؒظɺܖʢୈ̏ʣ͔Β̑ １ˎҎͱ͠·͢ɻ
̏ɽڠձՃໍͷ֤ੜ໋อݥձ͓ࣾΑͼશࡁڞࠃڠۀಉ߹࿈߹ձʢҎԼʮ֤ੜ໋อ
ͭʹऀݥఆʹΑΓొ͞Εͨඃอنձࣾʯͱ͍͍·͢ɻʣɺຊͷ̍ɽͷݥ
͍ͯɺೖӃڅۚͷ͋Δอܖݥ·ͨಛͷਃࠐΈ ２ˎΛड͚ͨͱ͖ɺڠձ
ʹରͯ͠ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓొ͞Εͨ༰ʹ͍ͭͯরձ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻ͜ͷ߹ɺڠձ͔Βͦͷ݁Ռͷ࿈བྷΛड͚·͢ɻ

̐ɽ֤ੜ໋อݥձࣾɺຊͷ̎ɽͷొͷؒظதʹೖӃڅۚͷ͋Δอܖݥ·
ͨಛͷਃࠐΈ ２ˎ͕͋ͬͨͱ͖ɺຊͷ̏ɽʹΑͬͯ࿈བྷ͞Εͨ༰Λೖ
Ӄڅۚͷ͋Δอܖݥ·ͨಛͷঝ ３ˎͷஅͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻ

̑ɽ֤ੜ໋อݥձࣾɺܖ ４ˎ͔Β̑ ５ˎҎʹೖӃڅۚͷٻΛड͚ͨͱ
͖ɺڠձʹରͯ͠ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓొ͞Εͨ༰ʹ͍ͭͯরձ͠ɺͦ
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	 ୈ41	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金の受取人
ۚͷडऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δڅ
ͱ͖ɺͦͷදऀͱ͠·͢ɻ

	 ୈ42	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ই
։ظ࢝Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷ
Ҽݪʢผද̎˒ʣΛͷނࣄ
ͱ͢ΔইΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
ҟৗสΛؚΈɺༀґଘ̖
ؚΈ·ͤΜɻͳ͓ɺ։ظ࢝
Ҏޙʹੜͨ͡ʮෆྀͷނࣄʢผ
ද̎˒ʣҎ֎ͷ֎ҼʯΛͷ
ɺ͍࣬ͯͭʹҼͱ͢Δইݪ
පͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
̖ɿฏ27݄̎13૯ল
ୈ75߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸

� ̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

	 ୈ4	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡給付金受取人
ۚͷҰ෦ͷडऔਓͰ͋څࢮ
Δ߹ΛؚΈ·͢ɻ

ͷ݁ՌΛೖӃڅۚͷࢧ͍ͷஅͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
̒ɽ֤ੜ໋อݥձࣾɺ࿈བྷ͞Εͨ༰Λঝ ３ˎͷஅ·ͨࢧ͍ͷஅͷࢀ

ͱ͢ΔҎ֎ʹ༻͍·ͤΜɻߟ
̓ɽڠձ͓Αͼ֤ੜ໋อݥձࣾɺొ ·ͨ࿈བྷ͞Εͨ༰Λଞʹެ։͠·ͤΜɻ
̔ɽอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺొ·ͨ࿈བྷ͞Εͨ༰ʹ͍ͭͯɺࣾ·ͨ
ձʹরձ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺͦڠ ͷ༰͕࣮ࣄͱ૬ҧ͍ͯ͠Δ͜ͱΛͬ
ͨͱ͖ɺͦͷగਖ਼Λ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̕ɽຊதɺඃอऀݥɺೖӃڅۚɺอܖݥͱ͋Δͷɺڠۀಉ߹๏ʹͮ͘ج
·ͱಡΈସ͑ܖࡁڞɺۚࡁڞɺೖӃऀࡁڞʹ͓͍ͯɺͦΕͧΕɺඃܖࡁڞ
͢ɻ

	第��条	 	 ޮ࣌

ݖٻརɺͦͷݖΔ͢ٻۚʢୈ̐ʣ·ͨղฦۚʢୈ24ʣΛڅ
ऀ͕ɺͦͷݖརΛߦͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͔ͬͨ࣌Β̏Ҏʹ͕ٻͳ͍߹ʹ
ফ໓͠·͢ɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷอܖݥʹ͓͚Δڅۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺࣾͷຊࣾͷॴࡏ
·ͨڅۚͷडऔਓ １ˎͷॅॴΛ͢Δߴࡋॴʢຊிͱ͠·͢ɻʣͷ
ॴࡏΛ͢ΔํࡋॴΛ߹ҙʹΑΔࡋॴͱ͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ಛผ条݅ಛΛ付Ճ͢Δ߹のಛଇ

͜ͷอܖݥʹಛผ݅ಛʹఆΊΔಛఆ෦Ґɾࢦఆ࣬පʹ͍ͭͯͷෆ୲อΛద
༻͢Δ߹ɺୈ̐ʢڅۚͷࢧ͍ʣͷ̏ɽʵᾈʵᶉ͓Αͼᶊͷنఆʹ͔͔Θ
ΒͣɺೖӃڅ͕ۚࢧΘΕͳ͍ೖӃͷ։࣌࢝ʹҟͳΔʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯ
Λซൃ͍ͯͨ͠ͱ͖ɺ·ͨೖӃதʹҟͳΔʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯΛซൃ͠
ͨͱ͖ɺซൃͨ͠ʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯͷྍ࣏Λతͱ͢ΔೖӃͷ͕ؒظ
։ͨ࢝͠Λͬͯɺͦͷʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯͷྍ࣏Λతͱ͢ΔೖӃΛ
։ͨ࢝͠ͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

˒ผද2ʢ1�110ࢀরʣɺผද5ʢ1�111ࢀরʣ

	第��条	 	 อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δ߹のಛଇ

อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δ߹ͷಛଇʢຊ͔Β45ʹ͓͍ͯʮ͜ͷಛଇʯͱ͍
͍·͢ɻʣͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯɺຊ͔Β45ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢ΔਃࠐΈΛ͏ߦอܖݥͷ߹ʹɺ࣍ͷͱ͓Γຊଇʢ͜
ͷී௨อݥதɺ͜ͷಛଇɺ̏େ࣬පೖӃԆಛଇɺ̔େ࣬පೖӃԆಛଇ͓
Αͼಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛআ͍ͨ෦Λ͍͍·͢ɻҎԼಉ͡ɻʣΛಡΈ
ସ͑ͯऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� ୈ̐ʢڅۚͷࢧ͍ʣ̏ɽʵᾇʵᶃΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
̏ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� શൠʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ೖӃڅۚडऔਓ

ඃอऀݥͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺอܖݥऀɺඃ
อऀݥͷಉҙΛಘͯɺඃอऀݥʹ͑ͯอܖݥ
ऀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ͳ͓ɺࢮڅۚडऔਓ １ˎ͕ څࢮఆ͞Εࢦ
ۚडऔਓ １ˎ͕ อܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥ
ऀʹݶΓ·͢ɻ
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	 ୈ41	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金の受取人
ۚͷडऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δڅ
ͱ͖ɺͦͷදऀͱ͠·͢ɻ

	 ୈ42	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ই
։ظ࢝Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷ
Ҽݪʢผද̎˒ʣΛͷނࣄ
ͱ͢ΔইΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
ҟৗสΛؚΈɺༀґଘ̖
ؚΈ·ͤΜɻͳ͓ɺ։ظ࢝
Ҏޙʹੜͨ͡ʮෆྀͷނࣄʢผ
ද̎˒ʣҎ֎ͷ֎ҼʯΛͷ
ɺ͍࣬ͯͭʹҼͱ͢Δইݪ
පͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
̖ɿฏ27݄̎13૯ল
ୈ75߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸

� ̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

	 ୈ4	 	 ิઆ໌

ˎ１	 死亡給付金受取人
ۚͷҰ෦ͷडऔਓͰ͋څࢮ
Δ߹ΛؚΈ·͢ɻ

ͷ݁ՌΛೖӃڅۚͷࢧ͍ͷஅͷߟࢀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
̒ɽ֤ੜ໋อݥձࣾɺ࿈བྷ͞Εͨ༰Λঝ ３ˎͷஅ·ͨࢧ͍ͷஅͷࢀ

ͱ͢ΔҎ֎ʹ༻͍·ͤΜɻߟ
̓ɽڠձ͓Αͼ֤ੜ໋อݥձࣾɺొ ·ͨ࿈བྷ͞Εͨ༰Λଞʹެ։͠·ͤΜɻ
̔ɽอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺొ·ͨ࿈བྷ͞Εͨ༰ʹ͍ͭͯɺࣾ·ͨ
ձʹরձ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺͦڠ ͷ༰͕࣮ࣄͱ૬ҧ͍ͯ͠Δ͜ͱΛͬ
ͨͱ͖ɺͦͷగਖ਼Λ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̕ɽຊதɺඃอऀݥɺೖӃڅۚɺอܖݥͱ͋Δͷɺڠۀಉ߹๏ʹͮ͘ج
·ͱಡΈସ͑ܖࡁڞɺۚࡁڞɺೖӃऀࡁڞʹ͓͍ͯɺͦΕͧΕɺඃܖࡁڞ
͢ɻ

	第��条	 	 ޮ࣌

ݖٻརɺͦͷݖΔ͢ٻۚʢୈ̐ʣ·ͨղฦۚʢୈ24ʣΛڅ
ऀ͕ɺͦͷݖརΛߦͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͔ͬͨ࣌Β̏Ҏʹ͕ٻͳ͍߹ʹ
ফ໓͠·͢ɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷอܖݥʹ͓͚Δڅۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺࣾͷຊࣾͷॴࡏ
·ͨڅۚͷडऔਓ １ˎͷॅॴΛ͢Δߴࡋॴʢຊிͱ͠·͢ɻʣͷ
ॴࡏΛ͢ΔํࡋॴΛ߹ҙʹΑΔࡋॴͱ͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ಛผ条݅ಛΛ付Ճ͢Δ߹のಛଇ

͜ͷอܖݥʹಛผ݅ಛʹఆΊΔಛఆ෦Ґɾࢦఆ࣬පʹ͍ͭͯͷෆ୲อΛద
༻͢Δ߹ɺୈ̐ʢڅۚͷࢧ͍ʣͷ̏ɽʵᾈʵᶉ͓Αͼᶊͷنఆʹ͔͔Θ
ΒͣɺೖӃڅ͕ۚࢧΘΕͳ͍ೖӃͷ։࣌࢝ʹҟͳΔʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯ
Λซൃ͍ͯͨ͠ͱ͖ɺ·ͨೖӃதʹҟͳΔʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯΛซൃ͠
ͨͱ͖ɺซൃͨ͠ʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯͷྍ࣏Λతͱ͢ΔೖӃͷ͕ؒظ
։ͨ࢝͠Λͬͯɺͦͷʮই １ˎ·ͨ࣬ප ２ˎʯͷྍ࣏Λతͱ͢ΔೖӃΛ
։ͨ࢝͠ͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

˒ผද2ʢ1�110ࢀরʣɺผද5ʢ1�111ࢀরʣ

	第��条	 	 อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δ߹のಛଇ

อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢Δ߹ͷಛଇʢຊ͔Β45ʹ͓͍ͯʮ͜ͷಛଇʯͱ͍
͍·͢ɻʣͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯɺຊ͔Β45ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

อܖݥऀΛ๏ਓͱ͢ΔਃࠐΈΛ͏ߦอܖݥͷ߹ʹɺ࣍ͷͱ͓Γຊଇʢ͜
ͷී௨อݥதɺ͜ͷಛଇɺ̏େ࣬පೖӃԆಛଇɺ̔େ࣬පೖӃԆಛଇ͓
Αͼಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛআ͍ͨ෦Λ͍͍·͢ɻҎԼಉ͡ɻʣΛಡΈ
ସ͑ͯऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� ୈ̐ʢڅۚͷࢧ͍ʣ̏ɽʵᾇʵᶃΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
̏ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᾇ� શൠʹ͍ͭͯ

߲ ༰

ᶃ� ೖӃڅۚडऔਓ

ඃอऀݥͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺอܖݥऀɺඃ
อऀݥͷಉҙΛಘͯɺඃอऀݥʹ͑ͯอܖݥ
ऀͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ͳ͓ɺࢮڅۚडऔਓ １ˎ͕ څࢮఆ͞Εࢦ
ۚडऔਓ １ˎ͕ อܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥ
ऀʹݶΓ·͢ɻ

ᾈ� ୈ27ʢࣾͷ௨ʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈ
ସ͑·͢ɻ
ୈ27ɹࣾͷ௨ʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋ
̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱɺࣾʹର͢Δ௨ʹΑΓɺ
ۚडऔਓڅΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ͢ߋۚͷडऔਓΛมڅ
ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥͱ͠·͢ʢࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Ε
Γ·͢ʣɻݶʹऀܖݥऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥۚडऔਓ͕อڅࢮ
·ͨɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝
ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕΔ෦ʹ͍ͭͯɺڅۚͷडऔਓΛมߋ
͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ௨͕ࣾʹ౸ୡ͢Δલʹมߋલͷڅۚͷडऔਓʹڅ
ۚΛࢧͬͨͱ͖ɺͦͷࢧ͍ޙʹมޙߋͷڅۚͷडऔਓ͔Βڅ
ۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·ͤΜɻ

ᾉ� ୈ28ʢҨݴʹΑΔࢮڅۚडऔਓͷมߋʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ28ɹҨݴʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋ
̍ɽୈ27ʢࣾͷ௨ʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋʣʹఆΊΔ΄͔ɺ
อܖݥऀɺ๏্༗ޮͳҨݴʹΑΓɺڅۚͷडऔਓΛม͢ߋΔ͜
ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃڅۚडऔਓɺอܖݥऀ·ͨඃอݥ
ऀͱ͠·͢ʢࢮڅۚडऔਓ͕ࢦఆ͞Εࢮڅۚडऔਓ͕อܖݥ
ऀͰ͋Δͱ͖ɺอܖݥऀʹݶΓ·͢ʣɻ·ͨɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̐ʣ͕ൃੜͨ͠߹ʹɺͦͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣʹࢧ͖ͮجΘΕ
Δ෦ʹ͍ͭͯɺڅۚͷडऔਓΛม͢ߋΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷڅۚͷडऔਓͷมߋɺඃอऀݥͷಉҙ͕ͳ͚Εɺͦ
ͷޮྗΛੜ͡·ͤΜɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽʹΑΔڅۚͷडऔਓͷมߋɺอܖݥऀ͕ࢮ
ͨ͠ޙɺอܖݥऀͷ૬ଓਓ͕ࣾʹ௨͠ͳ͚Εɺ͜ΕΛࣾʹ
ର͢߅Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ຊଇのنఆの४༻

͜ͷಛଇʹಛผͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺຊଇͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ３େ࣬ප入院Ԇಛଇ

̍ɽ�̏ େ࣬පೖӃԆಛଇʢຊ͔Βୈ50ʹ͓͍ͯʮ͜ͷಛଇʯͱ͍͍·͢ɻʣͷ
औѻ͍ʹ͍ͭͯɺຊ͔Βୈ50ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛଇɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺຊଇͷక݁ͷࡍɺ
͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹอܖݥʹద༻͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺอܖݥʹɺ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉ
Λద༻͠·͢ɻ

̐ɽຊଇͷక݁ͷࡍɺ͜ͷಛଇͱ̔େ࣬පೖӃԆಛଇΛಉ࣌ʹద༻͢Δऔѻ͍Λߦ
͍·ͤΜɻ

̑ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺୈ23ʢอܖݥͷফ໓ʣΛద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺୈ̍ʢೖӃڅۚͷܕʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·
͢ɻ
ୈ̍ɹೖӃڅۚͷܕ
̍ɽೖӃڅۚͷܕʹɺ࣍ͷ͕̎ͭ͋Γ·͢ɻอܖݥऀɺ͜ͷอܖݥ
క݁ͷࡍɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ͍ͣΕ͔̍ͭͷܕΛબ͢Δ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ
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ೖӃڅۚͷܕ ༰

60ܕ

ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻͨͩ͠ɺʮ͕Μʢผ࣍
ද13˒ʣɺ৺ɾ݂͓ױ࣬Αͼ݂ױ࣬ʢผ
ද16˒ʣʯʢҎԼʮ̏େ࣬පʯͱ͍͍·͢ɻʣͷ
څΛͷతͱ͢ΔೖӃʹର͢ΔೖӃྍ࣏
ۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺᾇ͓Αͼᾈͷࢧݶ
Λద༻͠·ͤΜɻ
ᾇ� ̍ճͷೖӃʹ͓͚Δࢧݶ60
ͱ͠·͢ɻ

ᾈ� ௨ࢉͷࢧݶ1000ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺ̏େ࣬පͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧʹ͍ͭͯɺ
ͷʹؚΊ·ͤΜɻݶࢧ

120ܕ

ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ̏େ࣬පͷ࣍
څΛͷతͱ͢ΔೖӃʹର͢ΔೖӃྍ࣏
ۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺᾇ͓Αͼᾈͷࢧݶ
Λద༻͠·ͤΜɻ
ᾇ� ̍ճͷೖӃʹ͓͚Δࢧݶ120
ͱ͠·͢ɻ

ᾈ� ௨ࢉͷࢧݶ1000ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺ̏େ࣬පͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧʹ͍ͭͯɺ
ͷʹؚΊ·ͤΜɻݶࢧ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞ΕͨೖӃڅۚͷܕͷมߋऔΓѻ͍·ͤΜɻ

˒ผද13ʢ1�112ࢀরʣɺผද16ʢ1�114ࢀরʣ

	第��条	 	 ͜のಛଇのऔফ͠

อܖݥऀɺୈ46ʹΑΔ͜ͷಛଇͷద༻ޙɺ͜ͷಛଇͷద༻ΛऔΓফ͢
͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ղฦ金

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอܖݥͷղฦֹۚɺ͜ͷಛଇΛద༻͠ͳ͍ͱ
͖ͷղฦۚʢୈ24ʣֹͱಉֹͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのنఆの४༻

͜ͷಛଇʹಛผͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺຊଇͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ̔େ࣬ප入院Ԇಛଇ

̍ɽ�̔ େ࣬පೖӃԆಛଇʢຊ͔Βୈ55ʹ͓͍ͯʮ͜ͷಛଇʯͱ͍͍·͢ɻʣͷ
औѻ͍ʹ͍ͭͯɺຊ͔Βୈ55ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛଇɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺຊଇͷక݁ͷࡍɺ
͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹอܖݥʹద༻͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺอܖݥʹɺ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉ
Λద༻͠·͢ɻ

̐ɽຊଇͷక݁ͷࡍɺ͜ͷಛଇͱ̏େ࣬පೖӃԆಛଇΛಉ࣌ʹద༻͢Δऔѻ͍Λߦ
͍·ͤΜɻ

̑ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺୈ23ʢอܖݥͷফ໓ʣΛద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺୈ̍ʢೖӃڅۚͷܕʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·
͢ɻ
ୈ̍ɹೖӃڅۚͷܕ
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ೖӃڅۚͷܕ ༰

60ܕ

ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻͨͩ͠ɺʮ͕Μʢผ࣍
ද13˒ʣɺ৺ɾ݂͓ױ࣬Αͼ݂ױ࣬ʢผ
ද16˒ʣʯʢҎԼʮ̏େ࣬පʯͱ͍͍·͢ɻʣͷ
څΛͷతͱ͢ΔೖӃʹର͢ΔೖӃྍ࣏
ۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺᾇ͓Αͼᾈͷࢧݶ
Λద༻͠·ͤΜɻ
ᾇ� ̍ճͷೖӃʹ͓͚Δࢧݶ60
ͱ͠·͢ɻ

ᾈ� ௨ࢉͷࢧݶ1000ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺ̏େ࣬පͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧʹ͍ͭͯɺ
ͷʹؚΊ·ͤΜɻݶࢧ

120ܕ

ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ̏େ࣬පͷ࣍
څΛͷతͱ͢ΔೖӃʹର͢ΔೖӃྍ࣏
ۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺᾇ͓Αͼᾈͷࢧݶ
Λద༻͠·ͤΜɻ
ᾇ� ̍ճͷೖӃʹ͓͚Δࢧݶ120
ͱ͠·͢ɻ

ᾈ� ௨ࢉͷࢧݶ1000ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺ̏େ࣬පͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧʹ͍ͭͯɺ
ͷʹؚΊ·ͤΜɻݶࢧ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞ΕͨೖӃڅۚͷܕͷมߋऔΓѻ͍·ͤΜɻ

˒ผද13ʢ1�112ࢀরʣɺผද16ʢ1�114ࢀরʣ

	第��条	 	 ͜のಛଇのऔফ͠

อܖݥऀɺୈ46ʹΑΔ͜ͷಛଇͷద༻ޙɺ͜ͷಛଇͷద༻ΛऔΓফ͢
͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ղฦ金

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอܖݥͷղฦֹۚɺ͜ͷಛଇΛద༻͠ͳ͍ͱ
͖ͷղฦۚʢୈ24ʣֹͱಉֹͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのنఆの४༻

͜ͷಛଇʹಛผͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺຊଇͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ̔େ࣬ප入院Ԇಛଇ

̍ɽ�̔ େ࣬පೖӃԆಛଇʢຊ͔Βୈ55ʹ͓͍ͯʮ͜ͷಛଇʯͱ͍͍·͢ɻʣͷ
औѻ͍ʹ͍ͭͯɺຊ͔Βୈ55ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛଇɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺຊଇͷక݁ͷࡍɺ
͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹอܖݥʹద༻͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺอܖݥʹɺ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉ
Λద༻͠·͢ɻ

̐ɽຊଇͷక݁ͷࡍɺ͜ͷಛଇͱ̏େ࣬පೖӃԆಛଇΛಉ࣌ʹద༻͢Δऔѻ͍Λߦ
͍·ͤΜɻ

̑ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺୈ23ʢอܖݥͷফ໓ʣΛద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺୈ̍ʢೖӃڅۚͷܕʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·
͢ɻ
ୈ̍ɹೖӃڅۚͷܕ

̍ɽೖӃڅۚͷܕʹɺ࣍ͷ͕̎ͭ͋Γ·͢ɻอܖݥऀɺ͜ͷอܖݥ
క݁ͷࡍɺࣾͷऔѻ͍ͷൣғͰɺ͍ͣΕ͔̍ͭͷܕΛબ͢Δ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ೖӃڅۚͷܕ ༰

60ܕ

ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻͨͩ͠ɺʮ͕Μʢผ࣍
ද13˒ʣɺ৺ɾ݂ױ࣬ɺ݂ױ࣬ɺਛ࣬ױɺ
ᢄ࣬ױɺ؊࣬ױɺපɺ͓Αͼ݂ߴѹੑ࣬ױ
ʢผද17˒ʣʯʢҎԼʮ̔େ࣬පʯͱ͍͍·͢ɻʣ
ͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃʹର͢ΔೖӃ
ࢧ͍ʹ͍ͭͯɺᾇ͓Αͼᾈͷࢧۚͷڅ
Λద༻͠·ͤΜɻݶ
ᾇ� ̍ճͷೖӃʹ͓͚Δࢧݶ60
ͱ͠·͢ɻ

ᾈ� ௨ࢉͷࢧݶ1000ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺ̔େ࣬පͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧʹ͍ͭͯɺ
௨ࢉͷࢧݶʹؚΊ·ͤΜɻ

120ܕ

ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ̔େ࣬පͷ࣍
څΛͷతͱ͢ΔೖӃʹର͢ΔೖӃྍ࣏
ۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺᾇ͓Αͼᾈͷࢧݶ
Λద༻͠·ͤΜɻ
ᾇ� ̍ճͷೖӃʹ͓͚Δࢧݶ120
ͱ͠·͢ɻ

ᾈ� ௨ࢉͷࢧݶ1000ͱ͠·͢ɻ
ͳ͓ɺ̔େ࣬පͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ʹର͢ΔೖӃڅۚͷࢧʹ͍ͭͯɺ
௨ࢉͷࢧݶʹؚΊ·ͤΜɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹΑΓબ͞ΕͨೖӃڅۚͷܕͷมߋऔΓѻ͍·ͤΜɻ

˒ผද13ʢ1�112ࢀরʣɺผද17ʢ1�114ࢀরʣ

	第��条	 	 ͜のಛଇのऔফ͠

อܖݥऀɺୈ51ʹΑΔ͜ͷಛଇͷద༻ޙɺ͜ͷಛଇͷద༻ΛऔΓফ͢
͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ղฦ金

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอܖݥͷղฦֹۚɺ͜ͷಛଇΛద༻͠ͳ͍ͱ
͖ͷղฦۚʢୈ24ʣֹͱಉֹͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのنఆの४༻

͜ͷಛଇʹಛผͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺຊଇͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ

̍ɽಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇʢຊ͔Βୈ65ʹ͓͍ ʮͯ͜ͷಛଇʯͱ͍͍·͢ɻʣ
ͷऔѻ͍ʹ͍ͭͯɺຊ͔Βୈ65ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛଇɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺຊଇͷక݁ͷࡍɺ
͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹอܖݥʹద༻͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺอܖݥ͓ΑͼอܖݥʹՃ͞Ε͍ͯΔಛʹɺ
͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻͠·͢ɻ

̐ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺຊଇͷక݁ޙʹอܖݥʹ̏େ࣬පೖӃԆಛଇ͓
Αͼ̔େ࣬පೖӃԆಛଇΛద༻͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ

̑ɽ͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺຊଇͷక݁ޙʹอܖݥʹઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆ
ಛɺೖӃҰۚ࣌ಛɺ௨ӃҰۚ࣌ಛʢ2022ʣɺ͕Μྍ࣏ಛʢ2022ʣɺ͕Μ
அҰۚ࣌ಛɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ

約

款
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	 ୈ5�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ຊ則の開始（ୈ３）
͔ΒそのΛؚΊて�1
目

͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉ
ͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ͱ͍
͍·͢ɻ

ˎ２	 ຊ則の開始期（ୈ３）
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹ
ΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ
։ظ࢝ͱ͍͍·͢ɻ

	 ୈ5�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特則のʮがΜによる保
険料の払込໔除ʯの開
始期（ୈ5�）

ୈ57ʢ͜ͷಛଇͷ։࢝
ఆʹΑΓɺʮ͕ΜʹΑنʣͷظ
Δอݥྉͷࠐ໔আʯʹ͍ͭͯ
͕ࣾ͜ͷಛଇ্ͷΛ։࢝
͢Δ࣌ʢຊଇͷ։͔࢝Β
ͦͷΛؚΊͯ91ʣΛ͍
͍·͢ɻ

ˎ２	 この特則のʮがΜҎ֎の࣬
පによる保険料の払込໔
除ʯの開始期（ୈ5�）

ୈ57ʢ͜ͷಛଇͷ։࢝
֎ఆʹΑΓɺʮ͕ΜҎنʣͷظ
ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔
আʯʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛଇ্
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ３	 ೖӃ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ
͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨ
ΊɺපӃ·ͨྍॴʹೖΓɺ
ৗʹҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯྍ࣏
ʹઐ೦͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ४ɺҩ
ֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬తɺ߹
ཧతͳೖӃʹݶΓ·͢ɻ

ˎ４	 ೖӃが１
ೖӃͱୀӃ͕ಉҰͷͰ͋
Δ߹Λ͍͍ɺೖӃجຊྉͷࢧ
͍ͷ༗ແͳͲΛߟࢀʹͯ͠
͕ࣾஅ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ͜のಛଇの責任開始期

͜ͷಛଇʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

อݥྉͷࠐ໔আͷछྨ ͜ͷಛଇͷ։ظ࢝

ᾇ� ͕ΜΛͷݪҼͱ͢Δอݥྉͷ
ࠐ໔আ�ʢҎԼʮ͕ΜʹΑΔอݥྉ
ͷࠐ໔আʯͱ͍͍·͢ɻʣ

ຊଇͷ։࢝ʢୈ̏ʣ͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ91 １ˎ

ᾈ� ͕ΜҎ֎ͷ࣬පΛͷݪҼͱ͢
Δอݥྉͷࠐ໔আʢҎԼʮ͕Μ
Ҏ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔
আʯͱ͍͍·͢ɻʣ

ຊଇͷ։ظ࢝ ２ˎʢୈ̏ʣ

	第��条	 	 อݥྉのࠐ໔আ

̍ɽࣾɺ࣍ͷදɺຊͷ̎ɽ͓Αͼຊͷ̏ɽͷنఆͷͱ͓Γɺอݥྉͷࠐ໔
আࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦ ͷࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ݄ظࠐʢୈ̕ʣ
͔ΒɺอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͠·͢ɻ

อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͢Δ߹ʣ

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᾇ� ͕Μ
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57ʣ １ˎલ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆʢผද13˒ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻҎԼಉ͡ɻʣ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ
։ظ࢝ʢୈ57ʣ １ˎҎޙอݥྉؒظࠐதʹɺ͕Μͱஅ֬ఆ͞Εͨͱ
͖

ᾈ� ৺࣬ױ
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣ ２ˎҎޙอݥྉؒظࠐதʹɺ৺࣬ױʢผද14˒ʣʢҎԼʮ৺࣬ױʯͱ͍
͍·͢ɻʣΛൃපͨ͠߹Ͱɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᶃ� ͷͯ͢Λຬͨ͢ೖӃ࣍ ３ˎΛ։ͨ࢝͠ͱ͖
Ξɽ৺࣬ױͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ΠɽපӃ·ͨྍॴʢผද18˒ʣͷೖӃ
ɽೖӃ͕̍ ４ˎҎ্ͷೖӃ

ᶄ� ৺࣬ױͷྍ࣏Λͷతͱͯ͠खज़ʢผද19˒ʣΛड͚ͨͱ͖
ᾉ� ݂ױ࣬
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣ ２ˎҎޙอݥྉؒظࠐதʹɺ݂ױ࣬ʢผද14˒ʣʢҎԼʮ݂ױ࣬ʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣΛൃපͨ͠߹Ͱɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᶃ� ͷͯ͢Λຬͨ͢ೖӃ࣍ ３ˎΛ։ͨ࢝͠ͱ͖

Ξɽ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ΠɽපӃ·ͨྍॴʢผද18˒ʣͷೖӃ
ɽೖӃ͕̍ ４ˎҎ্ͷೖӃ

ᶄ� ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷతͱͯ͠खज़ʢผද19˒ʣΛड͚ͨͱ͖
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	 ୈ5�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ຊ則の開始（ୈ３）
͔ΒそのΛؚΊて�1
目

͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉ
ͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ͱ͍
͍·͢ɻ

ˎ２	 ຊ則の開始期（ୈ３）
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹ
ΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ
։ظ࢝ͱ͍͍·͢ɻ

	 ୈ5�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特則のʮがΜによる保
険料の払込໔除ʯの開
始期（ୈ5�）

ୈ57ʢ͜ͷಛଇͷ։࢝
ఆʹΑΓɺʮ͕ΜʹΑنʣͷظ
Δอݥྉͷࠐ໔আʯʹ͍ͭͯ
͕ࣾ͜ͷಛଇ্ͷΛ։࢝
͢Δ࣌ʢຊଇͷ։͔࢝Β
ͦͷΛؚΊͯ91ʣΛ͍
͍·͢ɻ

ˎ２	 この特則のʮがΜҎ֎の࣬
පによる保険料の払込໔
除ʯの開始期（ୈ5�）

ୈ57ʢ͜ͷಛଇͷ։࢝
֎ఆʹΑΓɺʮ͕ΜҎنʣͷظ
ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔
আʯʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛଇ্
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ３	 ೖӃ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ
͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨ
ΊɺපӃ·ͨྍॴʹೖΓɺ
ৗʹҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯྍ࣏
ʹઐ೦͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ४ɺҩ
ֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬తɺ߹
ཧతͳೖӃʹݶΓ·͢ɻ

ˎ４	 ೖӃが１
ೖӃͱୀӃ͕ಉҰͷͰ͋
Δ߹Λ͍͍ɺೖӃجຊྉͷࢧ
͍ͷ༗ແͳͲΛߟࢀʹͯ͠
͕ࣾஅ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ͜のಛଇの責任開始期

͜ͷಛଇʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

อݥྉͷࠐ໔আͷछྨ ͜ͷಛଇͷ։ظ࢝

ᾇ� ͕ΜΛͷݪҼͱ͢Δอݥྉͷ
ࠐ໔আ�ʢҎԼʮ͕ΜʹΑΔอݥྉ
ͷࠐ໔আʯͱ͍͍·͢ɻʣ

ຊଇͷ։࢝ʢୈ̏ʣ͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ91 １ˎ

ᾈ� ͕ΜҎ֎ͷ࣬පΛͷݪҼͱ͢
Δอݥྉͷࠐ໔আʢҎԼʮ͕Μ
Ҏ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔
আʯͱ͍͍·͢ɻʣ

ຊଇͷ։ظ࢝ ２ˎʢୈ̏ʣ

	第��条	 	 อݥྉのࠐ໔আ

̍ɽࣾɺ࣍ͷදɺຊͷ̎ɽ͓Αͼຊͷ̏ɽͷنఆͷͱ͓Γɺอݥྉͷࠐ໔
আࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦ ͷࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ݄ظࠐʢୈ̕ʣ
͔ΒɺอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͠·͢ɻ

อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͢Δ߹ʣ

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᾇ� ͕Μ
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57ʣ １ˎલ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆʢผද13˒ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻҎԼಉ͡ɻʣ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ
։ظ࢝ʢୈ57ʣ １ˎҎޙอݥྉؒظࠐதʹɺ͕Μͱஅ֬ఆ͞Εͨͱ
͖

ᾈ� ৺࣬ױ
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣ ２ˎҎޙอݥྉؒظࠐதʹɺ৺࣬ױʢผද14˒ʣʢҎԼʮ৺࣬ױʯͱ͍
͍·͢ɻʣΛൃපͨ͠߹Ͱɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᶃ� ͷͯ͢Λຬͨ͢ೖӃ࣍ ３ˎΛ։ͨ࢝͠ͱ͖
Ξɽ৺࣬ױͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ΠɽපӃ·ͨྍॴʢผද18˒ʣͷೖӃ
ɽೖӃ͕̍ ４ˎҎ্ͷೖӃ

ᶄ� ৺࣬ױͷྍ࣏Λͷతͱͯ͠खज़ʢผද19˒ʣΛड͚ͨͱ͖
ᾉ� ݂ױ࣬
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣ ２ˎҎޙอݥྉؒظࠐதʹɺ݂ױ࣬ʢผද14˒ʣʢҎԼʮ݂ױ࣬ʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣΛൃපͨ͠߹Ͱɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᶃ� ͷͯ͢Λຬͨ͢ೖӃ࣍ ３ˎΛ։ͨ࢝͠ͱ͖

Ξɽ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ΠɽපӃ·ͨྍॴʢผද18˒ʣͷೖӃ
ɽೖӃ͕̍ ４ˎҎ্ͷೖӃ

ᶄ� ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷతͱͯ͠खज़ʢผද19˒ʣΛड͚ͨͱ͖

	 ୈ5�	 	 ิઆ໌

ˎ５	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
৷͓Αͼสʢผද21˒ʣ
·ͨༀґଘؚ̖Έ·ͤ
Μɻͳ͓ɺ͜ͷಛଇͷ։࢝
ੜ͡ʹޙʢୈ57ʣˎ１Ҏظ ʮͨෆ
ྀͷނࣄʢผද̎˒ʣҎ֎ͷ֎
ҼʯΛͷݪҼͱ͢Δইʹ
͍ͭͯɺ࣬පͱΈͳͯ͠औΓ
ѻ͍·͢ɻ
̖ɿฏ27݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸

� ̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

ˎ６	 ই
ෆྀͷނࣄʢผද̎˒ʣΛ
ͷݪҼͱ͢ΔইΛ͍͍·͢ɻ

ˎ７	 医Պ療ใुද（ผද
６˒）の算ఆରとしてྻ
Εている手ज़͞ڍ

ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣ
Պྍใुදࣃͮ͘جʹ
ʢผද̓˒ʣʹखज़ྉͷࢉఆର
ͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़ͷ
͏ͪɺҩՊྍใुදʢख
ज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊ
ྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣʹ
͓͍ͯखज़ྉͷࢉఆରͱ͠
·Ε͍ͯΔखज़ΛؚΈ͞ڍྻͯ
͢ɻ

ˎ８	 ઌਐ医療に֘͢る手ज़
์ࣹઢরࣹ͓ΑͼԹྍ๏ʹΑ
Δྍߦҝؚ·Ε·ͤΜɻ

ˎ９	 ೖӃのඞཁੑが͋る߹
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ
͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨ
ΊɺපӃ·ͨྍॴʢผද
18˒ʣʹೖΓɺৗʹҩࢣͷཧ
Լʹ͓͍ͯྍ࣏ʹઐ೦͢Δ߹
Λ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷ
ҩֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ
͠ɺ؍٬తɺ߹ཧతͳ߹ʹݶ
Γ·͢ɻ

อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͢Δ߹ʣ

ᾊ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ
։ظ࢝ʢୈ57ʣ ２ˎҎޙอݥྉؒظࠐதʹɺ࣍ͷᶃ͓Αͼᶄͷͯ͢ʹ
֘ͨ͠ͱ͖
ᶃ� ඃอ͕࣍ऀݥͷͯ͢Λຬͨ͢ೖӃʢผද20˒ʣΛͨ͠ͱ͖

Ξɽ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։࢝
ʢୈ57ʣظ ２ˎҎޙʹੜͨ࣬͡ප ５ˎΛͷݪҼͱ͢ΔೖӃ

ΠɽΞɽͷ࣬ප ５ˎͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃ
ɽපӃ·ͨྍॴʢผද18˒ʣͷೖӃ
ΤɽೖӃ͕ܧଓͯ͠20Λ͑ΔೖӃ

ᶄ� ඃอ͕ऀݥຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃͷೖӃதʹපӃ·ͨྍॴʢผද18˒ʣ
ʹ͓͍ͯɺ࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢खज़ʢผද̐˒ʣΛड͚ͨͱ͖
Ξɽ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։࢝
ʢୈ57ʣظ ２ˎҎޙʹੜͨ͡ই ６ˎ·ͨ࣬ප ５ˎΛݪҼͱ͢Δख
ज़

ΠɽΞɽͷই ６ˎ·ͨ࣬ප ５ˎͷྍ࣏Λͷతͱ͢Δखज़
ɽ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δखज़
❞� ެతҩྍอ੍ݥʢผද̑˒ʣʹͮ͘جҩՊྍใुදʢผ
ද̒˒ʣʢҎԼʮҩՊྍใुදʯͱ͍͍·͢ɻʣʹखज़ྉ
ͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़ ７ˎ

ͨͩ͠ɺ࣍ʹఆΊΔखज़আ͖·͢ɻ
̖� ইॲཧʢইॲཧʹ͏๓߹ज़ΛؚΈ·͢ɻʣ
̗� ։ज़ʢൽෘɺޑບʣ
̘� σϒϦʔυϚϯ
̙� ఆज़ɺݻɺؔઅͷ͍ͣΕ͔ʹର͢Δ෮ज़ɺ෮ࠎɺೈࠎ
तಈज़ͷ͏ͪඇ݂؍త·ͨెखతͳͷ

̚� ֎ࣖಓҟআڈज़·ͨඓҟఠग़ज़
̛� ඓমऊज़ʢඓ೪ບɺԼߕհ೪ບʣ
̜� ൽෘजᙾ·ͨൽԼजᙾͷఠग़ज़
̝� ձӄʢӄʣ։͓Αͼ๓߹ज़ʢส࣌ʣ·ͨࣇ֎ճ
సज़

̞� ൈࣃखज़
❟� ઌਐҩྍʢผද̔˒ʣʹ֘͢Δखज़ ８ˎ

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓ΑͼᾉʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍
·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ৺࣬ױ·
݂ͨױ࣬Ҏ֎ͷ
࣬ප·ͨইͷྍ࣏
ΛͷݪҼͱ͢Δೖ
Ӄதʹɺ৺࣬ױ·ͨ
݂ױ࣬ͷྍ࣏Λ։
ͱ͖ͨ࢝͠

৺࣬ױ·݂ͨױ࣬ʹ͍ͭͯೖӃͷඞཁੑ͕͋
Δ߹ˎ�ʹɺͦͷྍ࣏Λ։ͨ࢝͠ʹɺ৺࣬ױ
·݂ͨױ࣬ͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃΛ
։ͨ࢝͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛଇ
ͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹ
ΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ
ͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣˎ２લʹൃපͨ͠৺
ױ݂࣬ͨ·ױ࣬
ΛݪҼͱͯ͠ɺ͜ͷಛ
ଇͷอݥྉͷࠐ໔আ
༝ʹ֘ͨ͠ͱ͖ࣄ

͜ͷಛଇͷద༻ͷࡍʹࣾͷঝͨ͠ൣғͰอݥ
ྉͷࠐΈΛ໔আ͠·͢ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ
17ʣ͕͋ͬͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·ͤΜɻ

約

款
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ˎ10	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

̏ɽຊͷ̍ɽʵᾊʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛଇ
ͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹ
ΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ
ͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΓɺೖӃΛͨ͠ͱ
͖·ͨखज़Λड͚ͨ
ͱ͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣍
࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ
57ʣ ２ˎҎޙͷ࣬ප ５ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛଇͷʮ͕
ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ
։ظ࢝ʢୈ57ʣ ２ˎҎޙͷ࣬ප ５ˎʹΑΔͷ
ͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ΠɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛଇʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬ප
ʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ
57ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷ
ʢୈ57ʣظ࢝໔আʯͷ։ࠐ ２ˎҎޙͷ࣬
ප ５ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺ࣬පˎ５ʹ
ΑΔೖӃΛ։ͨ࢝͠
߹ͰɺͦͷೖӃͷୀӃ
ݪපˎ５Λͷ࣬ʹޙ
Ҽͱͯ͠ೖӃͨ͠ͱ͖

ୀӃͷ·ͨཌ͔Β։࢝͢ΔೖӃɺܧଓ
ͨ͠ೖӃͱΈͳͯ͠ɺຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃͷنఆΛ
ద༻͠·͢ɻ

ᾉ� ࣬පˎ５ΛͷݪҼͱ
͢ΔೖӃͷ։࣌࢝·ͨ
ೖӃதʹɺͦͷೖӃ
ͷͷݪҼͱͳͬͨ
࣬පˎ５Ҏ֎ͷই６͕ˎ
ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖

ೖӃ։࢝ͷͷݪҼͱͳͬͨ࣬පˎ５ʹΑΓܧଓ
ͯ͠ೖӃͨ͠ͷͱΈͳ͠ɺ࣬පˎ５ͷྍ࣏Λͬߦ
ͨೖӃʹ͍ͭͯຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃͷنఆΛద༻
͠·͢ɻ

ᾊ� ඃอ͕ऀݥɺই６ˎΛ
ͷݪҼͱ͢ΔೖӃ
தʹɺ࣬පˎ５ͷྍ࣏Λ
։ͨ࢝͠ͱ͖

࣬පˎ５ʹ͍ͭͯೖӃͷඞཁੑ͕͋Δ߹ˎ�ʹɺ
ͦͷྍ࣏Λ։ͨ࢝͠ʹɺ࣬පˎ５ͷྍ࣏Λͷ
తͱ͢ΔೖӃΛ։ͨ࢝͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾋ� ຊͷ̍ɽᾊʹఆΊΔ
อݥྉࠐ໔আࣄ༝ʹ
֘͠ɺอݥྉͷࠐ
໔আ͕͞ΕΔͱ͖

ೖӃ͕ܧଓͯ͠21ʹ౸ୡͨ͠·ͨͦͷ
ଓͨ͠ೖӃதʹखज़Λड͚ͨͷ͍ͣΕ͔͍ܧ
ʹอݥྉࠐ໔আࣄ༝ʹ֘ͨ͠ͷͱ͠·͢ɻ
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ˎ10	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

̏ɽຊͷ̍ɽʵᾊʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛଇ
ͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹ
ΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ
ͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΓɺೖӃΛͨ͠ͱ
͖·ͨखज़Λड͚ͨ
ͱ͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣍
࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ
57ʣ ２ˎҎޙͷ࣬ප ５ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ͜ͷอܖݥͷక݁ͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ
16ʣʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δ
ͷ࣮ࣄঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ͍ͯͮجʹ࣮ࣄ
Ұ෦͕ࠂʢୈ16ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹ
ΑΓɺͦͷݪҼʹؔ͢Δ࣮ࣄΛ͕ࣾਖ਼֬ʹ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛଇͷʮ͕
ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ
։ظ࢝ʢୈ57ʣ ２ˎҎޙͷ࣬ප ５ˎʹΑΔͷ
ͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ΠɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛଇʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬ප
ʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ
57ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛଇͷʮ͕ΜҎ֎ͷ࣬පʹΑΔอݥྉͷ
ʢୈ57ʣظ࢝໔আʯͷ։ࠐ ２ˎҎޙͷ࣬
ප ５ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺ࣬පˎ５ʹ
ΑΔೖӃΛ։ͨ࢝͠
߹ͰɺͦͷೖӃͷୀӃ
ݪපˎ５Λͷ࣬ʹޙ
Ҽͱͯ͠ೖӃͨ͠ͱ͖

ୀӃͷ·ͨཌ͔Β։࢝͢ΔೖӃɺܧଓ
ͨ͠ೖӃͱΈͳͯ͠ɺຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃͷنఆΛ
ద༻͠·͢ɻ

ᾉ� ࣬පˎ５ΛͷݪҼͱ
͢ΔೖӃͷ։࣌࢝·ͨ
ೖӃதʹɺͦͷೖӃ
ͷͷݪҼͱͳͬͨ
࣬පˎ５Ҏ֎ͷই６͕ˎ
ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖

ೖӃ։࢝ͷͷݪҼͱͳͬͨ࣬පˎ５ʹΑΓܧଓ
ͯ͠ೖӃͨ͠ͷͱΈͳ͠ɺ࣬පˎ５ͷྍ࣏Λͬߦ
ͨೖӃʹ͍ͭͯຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃͷنఆΛద༻
͠·͢ɻ

ᾊ� ඃอ͕ऀݥɺই６ˎΛ
ͷݪҼͱ͢ΔೖӃ
தʹɺ࣬පˎ５ͷྍ࣏Λ
։ͨ࢝͠ͱ͖

࣬පˎ５ʹ͍ͭͯೖӃͷඞཁੑ͕͋Δ߹ˎ�ʹɺ
ͦͷྍ࣏Λ։ͨ࢝͠ʹɺ࣬පˎ５ͷྍ࣏Λͷ
తͱ͢ΔೖӃΛ։ͨ࢝͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾋ� ຊͷ̍ɽᾊʹఆΊΔ
อݥྉࠐ໔আࣄ༝ʹ
֘͠ɺอݥྉͷࠐ
໔আ͕͞ΕΔͱ͖

ೖӃ͕ܧଓͯ͠21ʹ౸ୡͨ͠·ͨͦͷ
ଓͨ͠ೖӃதʹखज़Λड͚ͨͷ͍ͣΕ͔͍ܧ
ʹอݥྉࠐ໔আࣄ༝ʹ֘ͨ͠ͷͱ͠·͢ɻ

	 ୈ5�	 	 ิઆ໌

ˎ11	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

	 ୈ�0	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特則のʮがΜによる保
険料の払込໔除ʯの開
始期（ୈ5�）

ୈ57ʢ͜ͷಛଇͷ։࢝
ఆʹΑΓɺ͜ͷಛଇͷنʣͷظ
ʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ
ʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛଇ্ͷ
Λ։࢝͢Δ࣌ʢຊଇͷ։
͔ΒͦͷΛؚΊͯ91࢝
ʣΛ͍͍·͢ɻ

̐ɽຊͷ̍ɽᾊʹΑΔೖӃ·ͨखज़ʹؔͯ͠ɺอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ58ʣ
͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺอݥྉͷࠐ໔আΛ͍ߦ
·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͯ͡อݥྉͷࠐ໔আΛߦΘͳ͍߹ʣ

อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡ނࣄ
ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛ͍ͯ͠Δ
ؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟͷͳ
͍ͷˎ11ʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̑ɽຊͷ̍ɽʵᾊʹΑΔೖӃ·ͨखज़ʹର͢Δอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ58ʣ
ͷ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯอݥྉͷࠐ໔আ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʹ֘ͨ͠ඃอऀݥͷ૿Ճ
͕อݥͷࢉܭͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺ
ͦͷӨڹͷఔʹԠ͡ɺอݥྉͷࠐ໔আΛ͍ߦ·
͢ɻ

˒ผද2ʢ1�110ࢀরʣɺผද4ʢ1�111ࢀরʣɺผද5ʢ1�111ࢀরʣɺผද6ʢ1�111ࢀরʣɺผ
ද7ʢ1�111ࢀরʣɺผද8ʢ1�111ࢀরʣɺผද13ʢ1�112ࢀরʣɺผද14ʢ1�113ࢀরʣɺผ
ද18ʢ1�115ࢀরʣɺผද19ʢ1�115ࢀরʣɺผද20ʢ1�115ࢀরʣɺผද21ʢ1�115ࢀরʣ

	第��条	 	 ͜のಛଇのอݥྉのࠐ໔আのٻ手ଓ

̍ɽ͜ͷಛଇͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ58ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨ
ඃอऀݥɺ͢Έ͔ʹձࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀɺඞཁॻྨʢผද23˒ʣ
Λ͢Έ͔ʹձࣾʹఏग़ͯ͠อݥྉͷࠐ໔আΛ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽอݥྉͷࠐ໔আʹ͍ͭͯɺຊͷنఆͷ΄͔ɺୈ̓ʢڅۚͷࢧظ࣌ʣ
ͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

˒ผද23ʢ1�117ࢀরʣ

	第��条	 	 ͜のಛଇのʮ͕ΜʹΑΔอݥྉのࠐ໔আʯの責任開始期લの
͕Μのஅ֬ఆʹΑΔແޮ

̍ɽඃอ͕ऀݥຊଇͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ16ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ16ʣͷ࣌
͔Β͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57ʣ １ˎલ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε͍ͯͨ߹ʹɺอܖݥऀ͓Αͼඃอ͕ऀݥɺͦͷ࣮ࣄ
Λ͍ͬͯͨ߹ɺΒͳ͔ͬͨ߹ͷ͍ͣΕʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛଇແޮͱ͠
·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ʹɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨ͜ͷಛଇͷอݥྉ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� લ࣌ʢୈ16ʣͷࠂ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᶃ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷͯ͢
͕Βͳ͔ͬͨͱ͖ɺอܖݥऀʹ͍͠
·͢ɻ

ᶄ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷ͍ͣΕ
͔̍ਓͰ͍ͬͯͨͱ͖ɺ͍͠·ͤΜɻ

約

款
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	 ୈ�1	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特則のʮがΜによる保
険料の払込໔除ʯの開
始期（ୈ5�）

ୈ57ʢ͜ͷಛଇͷ։࢝
ఆʹΑΓɺ͜ͷಛଇͷنʣͷظ
ʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ
ʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛଇ্ͷ
Λ։࢝͢Δ࣌ʢຊଇͷ։
͔ΒͦͷΛؚΊͯ91࢝
ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 がΜෆ୲保期間
ʢୈ̏ʣ͔ΒͦͷΛܖ
ؚΊͯ̑Λܦա͢Δ·Ͱͷ
Λ͍͍·͢ɻؒظ

߲ ༰

ᾈ� લ࣌ʢୈ16ʣͷࠂ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
࣌ʢୈ16ʣͷࠂ͕
͔Β͜ͷಛଇͷʮ͕Μ
ʹΑΔอݥྉͷࠐ໔
আʯͷ։ظ࢝ʢୈ
57ʣ １ˎͷલ·Ͱʹ
͕Μͱஅ֬ఆ͞Εͯ
͍ͨͱ͖

อܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷಛଇͷอݥྉʹ͍ͭͯɺ࣍ͷᾇʹఆΊΔֹ͔ۚΒᾈʹఆΊΔֹۚΛࠩ͠Ҿ͍
ֹͨۚΛอܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

ᾇ� ͢Ͱʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉͷֹ
ᾈ� ͢Ͱʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛଇΛద༻͠ͳ͔ͬͨ߹ͷอݥ
ྉΛద༻ֹͯۚͨ͠͠ࢉܭ

̐ɽຊͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ·ͨୈ19ʢॏ
େࣄ༝ʹΑΔղআʣʹఆΊΔ͜ͷอܖݥͷղআͷཁ݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺࣾɺ
ͦͷنఆʹΑΓ͜ͷಛଇΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	第��条	 	 ͜のಛଇのʮ͕ΜʹΑΔอݥྉのࠐ໔আʯの責任開始期લの
͕Μஅ֬ఆの߹のಛผऔѻ͍

̍ɽୈ60ʢ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝લͷ͕Μͷ
அ֬ఆʹΑΔແޮʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷͯ͢ʹ֘͢Δ߹Ͱɺอݥ
ఆ͢Δಛผऔѻ͍Λద༻͠ɺ͜نʹͱ͖ɺຊͷ̎ɽ͕ͨͬ͋ٻऀ͔Βܖ
ͷಛଇΛແޮͱ͠·ͤΜɻ

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺຊଇͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ16ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ16ʣ
ͷ͔࣌Β͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣ １ˎલʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᾈ� ݥΛอ࣮ࣄΜͱஅ֬ఆ͞Ε͍͕͕ͯͨऀݥલʹඃอ࣌ʢୈ16ʣͷࠂ
ͷ͕ͯ͢Βͳ͔ͬͨͱ͖ऀݥऀ͓Αͼඃอܖ

̎ɽಛผऔѻ͍ͷ༰ɺ࣍ͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ58ʢอݥྉͷࠐ໔আʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͕Μෆ୲อؒظ ２ˎதʹ
அ֬ఆ͞Ε͕ͨΜʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛଇΛద༻͠·ͤΜɻ

ᾈ� ୈ58ʢอݥྉͷࠐ໔আʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺຊଇͷܖక݁ͷࡍͷ
ʹΒ͜ͷಛଇͷʮ͕Μ͔࣌ʢୈ16ʣͷࠂલ·ͨ࣌ʢୈ16ʣͷࠂ
ΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57ʣ １ˎલʹஅ֬ఆ͞Ε͍ͯ
͕ͨΜ͕ੜͨ͡ଁثͱಉҰछྨͷଁثʢผද22˒ʣʹੜ͕ͨ͡Μʹ͍ͭͯɺ
͕Μෆ୲อؒظ Ͱ͜ͷಛଇΛద༻͠·ͤΜɻޙաܦˎ２

˒ผද22ʢ1�116ࢀরʣ

	第��条	 	 ͜のಛଇのऔফ͠

อܖݥऀɺୈ56ʹΑΔ͜ͷಛଇͷద༻ޙɺ͜ͷಛଇͷద༻ΛऔΓফ͢
͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ղฦ金

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอܖݥͷղฦֹۚɺ͜ͷಛଇΛద༻͠ͳ͍ͱ
͖ͷղฦۚʢୈ24ʣֹͱಉֹͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
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	 ୈ�1	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特則のʮがΜによる保
険料の払込໔除ʯの開
始期（ୈ5�）

ୈ57ʢ͜ͷಛଇͷ։࢝
ఆʹΑΓɺ͜ͷಛଇͷنʣͷظ
ʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯ
ʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛଇ্ͷ
Λ։࢝͢Δ࣌ʢຊଇͷ։
͔ΒͦͷΛؚΊͯ91࢝
ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 がΜෆ୲保期間
ʢୈ̏ʣ͔ΒͦͷΛܖ
ؚΊͯ̑Λܦա͢Δ·Ͱͷ
Λ͍͍·͢ɻؒظ

߲ ༰

ᾈ� લ࣌ʢୈ16ʣͷࠂ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
࣌ʢୈ16ʣͷࠂ͕
͔Β͜ͷಛଇͷʮ͕Μ
ʹΑΔอݥྉͷࠐ໔
আʯͷ։ظ࢝ʢୈ
57ʣ １ˎͷલ·Ͱʹ
͕Μͱஅ֬ఆ͞Εͯ
͍ͨͱ͖

อܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

̏ɽ͜ͷಛଇͷอݥྉʹ͍ͭͯɺ࣍ͷᾇʹఆΊΔֹ͔ۚΒᾈʹఆΊΔֹۚΛࠩ͠Ҿ͍
ֹͨۚΛอܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

ᾇ� ͢Ͱʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉͷֹ
ᾈ� ͢Ͱʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛଇΛద༻͠ͳ͔ͬͨ߹ͷอݥ
ྉΛద༻ֹͯۚͨ͠͠ࢉܭ

̐ɽຊͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ·ͨୈ19ʢॏ
େࣄ༝ʹΑΔղআʣʹఆΊΔ͜ͷอܖݥͷղআͷཁ݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺࣾɺ
ͦͷنఆʹΑΓ͜ͷಛଇΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	第��条	 	 ͜のಛଇのʮ͕ΜʹΑΔอݥྉのࠐ໔আʯの責任開始期લの
͕Μஅ֬ఆの߹のಛผऔѻ͍

̍ɽୈ60ʢ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝લͷ͕Μͷ
அ֬ఆʹΑΔແޮʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷͯ͢ʹ֘͢Δ߹Ͱɺอݥ
ఆ͢Δಛผऔѻ͍Λద༻͠ɺ͜نʹͱ͖ɺຊͷ̎ɽ͕ͨͬ͋ٻऀ͔Βܖ
ͷಛଇΛແޮͱ͠·ͤΜɻ

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺຊଇͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ16ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ16ʣ
ͷ͔࣌Β͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57
ʣ １ˎલʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᾈ� ݥΛอ࣮ࣄΜͱஅ֬ఆ͞Ε͍͕͕ͯͨऀݥલʹඃอ࣌ʢୈ16ʣͷࠂ
ͷ͕ͯ͢Βͳ͔ͬͨͱ͖ऀݥऀ͓Αͼඃอܖ

̎ɽಛผऔѻ͍ͷ༰ɺ࣍ͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ58ʢอݥྉͷࠐ໔আʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͕Μෆ୲อؒظ ２ˎதʹ
அ֬ఆ͞Ε͕ͨΜʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛଇΛద༻͠·ͤΜɻ

ᾈ� ୈ58ʢอݥྉͷࠐ໔আʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺຊଇͷܖక݁ͷࡍͷ
ʹΒ͜ͷಛଇͷʮ͕Μ͔࣌ʢୈ16ʣͷࠂલ·ͨ࣌ʢୈ16ʣͷࠂ
ΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ʢୈ57ʣ １ˎલʹஅ֬ఆ͞Ε͍ͯ
͕ͨΜ͕ੜͨ͡ଁثͱಉҰछྨͷଁثʢผද22˒ʣʹੜ͕ͨ͡Μʹ͍ͭͯɺ
͕Μෆ୲อؒظ Ͱ͜ͷಛଇΛద༻͠·ͤΜɻޙաܦˎ２

˒ผද22ʢ1�116ࢀরʣ

	第��条	 	 ͜のಛଇのऔফ͠

อܖݥऀɺୈ56ʹΑΔ͜ͷಛଇͷద༻ޙɺ͜ͷಛଇͷద༻ΛऔΓফ͢
͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	第��条	 	 ղฦ金

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอܖݥͷղฦֹۚɺ͜ͷಛଇΛద༻͠ͳ͍ͱ
͖ͷղฦۚʢୈ24ʣֹͱಉֹͱ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのಡସ͑

͜ͷಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 契約（ୈ３）のԠ
อؒظݥதͷܖʢୈ̏ʣ
ʹରԠ͢ΔΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ
ʢୈ̏ʣͷԠ͕ͳܖ
͍݄ͷ߹ʹɺͦͷ݄ͷ
ͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ11ʢ݄ظࠐத·ͨ༛༧ؒظதʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹ͷऔѻ͍ʣ
Λ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ11ɹ݄ظࠐத·ͨ༛༧ؒظதʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹ͷऔѻ͍
̍ɽอݥྉ͕݄ظࠐʢୈ̕ʣͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎͷલ·Ͱ
ʹ͍ࠐ·Εɺ͔ͭɺͦͷ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ
ࣾɺͦͷ͍ࠐ·ΕͨอݥྉΛอܖݥऀʢڅۚΛࢧ͏ͱ͖ͦ
ͷडऔਓʣʹ͍͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷอܖݥ͕ফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾈ� อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ58ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖

̎ɽอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷܖʢୈ̏ʣͷԠ １ˎ

Ҏޙ༛༧ؒظຬྃʢୈ̕ʣ·Ͱʹɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ·
ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ58ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓Γऔ
Γѻ͍·͢

߲ ༰

ᾇ� ͏ͱࢧۚΛڅ
͖

ະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻͨ ͩ͠ɺ
ࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอ
ࠐऀɺະܖݥྉʹෆ͢Δͱ͖ɺอݥ
อݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ
·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ
ͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

ᾈ� อݥྉͷࠐΈΛ
໔আ͢Δͱ͖

อܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬ
ྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷ
ະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺ
อݥྉͷࠐΈΛ໔আ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ୈ16ʢࠂٛʣͷ̎ɽΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̐ʣ·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ58ʣͷൃੜͷՄੑʹؔ͢
Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺͦͷॻ໘Ͱ
಄Ͱ࣭ޱ͕ࢣఆͨ͠ҩࢦ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࠂ
߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠
·͢ɻ

ᾉ� ୈ17ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̎ɽ͓Αͼ̏ɽΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ
͑·͢ɻ
̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ
58ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ໔আࠐྉͷݥ͍อࢧۚͷڅ
ᾈ� ͢ͰʹڅۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ
ᾉ� ͢ͰʹอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͍ͯͨ͠ͱ͖ɺ໔আ͠ͳ͔ͬͨͷ
ͱͯͦ͠ͷอݥྉͷࠐΈΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ·ͨอ
Αʹ࣮ࣄҼͱͳͬͨݪ༝ʢୈ58ʣͷൃੜ͕ղআͷࣄ໔আࠐྉͷݥ
Βͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓ͕ূ໌͠
ͨͨ͠ͱ͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍·ͨอݥྉͷࠐ໔আΛ͍ߦ
·͢ɻ

ᾊ� ୈ18ʢࠂٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʣͷ̍ɽʵᾋΛ࣍ͷͱ͓
ΓಡΈସ͑·͢ɻ

ᾋ� ։࢝ʢୈ̏ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹڅۚͷࢧ
ࣄ༝ʢୈ̐ʣ·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ58ʣ͕ੜ͡
ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

ᾋ� ୈ19ʢॏେࣄ༝ʹΑΔղআʣͷ̍ɽɺ̎ɽ͓Αͼิઆ໌Λ࣍ͷͱ͓Γಡ
Έସ͑·͢ɻ
̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷอܖݥΛকདྷ
ղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͔ͯͬʹ

約

款
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金
͜ͷอܖݥͷڅۚ·ͨอ
໔আΛ͍͍·͢ɻࠐྉͷݥ

ˎ２	 給付金
ຊͷ̍ɽʵᾊͷΈʹ֘ͨ͠
߹Ͱɺຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃ͔
Βᶇ·Ͱʹ֘ͨ͠ͷ͕څۚ
ͷडऔਓͷΈͰ͋Γɺͦͷڅ
ۚͷडऔਓ͕څۚͷҰ෦ͷड
औਓͰ͋Δͱ͖ɺڅۚͷ͏
ͪɺͦͷडऔਓʹࢧΘΕΔ
ۚΛ͍͍·͢ɻڅ͖

	 ୈ25	 	 ิઆ໌

ˎ１	 消滅
อܖݥͷҰ෦͕ফ໓͢Δͱ͖
ɺͦ ͷফ໓͢Δ෦ͱ͠·͢ɻ

ˎ２	 保険料の未ܦաに૬͢
る返ؐ金

อݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ
̕ʣ͕ͷ߹Ͱɺࣾͷ
ఆΊΔํ๏ʹΑΓͨ͠ࢉܭอݥ
ྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ
Λ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺ͔݄̍ະ
ຬͷΓࣺͯ·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀɺඃอऀݥʢࢮڅۚͷ߹ඃอऀݥΛআ͖·͢ɻʣ
·ͨڅۚͷडऔਓ͕څۚ １ˎΛऔ͢Δత͘͠ଞਓʹڅ
ۚ １ˎΛऔͤ͞ΔతͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ
͖

ᾈ� ۚڅ １ˎͷٻʹؔ͠ɺڅۚ １ˎͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ
·͢ɻʣ͕͋ͬͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹
ͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ੍ݥஶ͘͠աେͰ͋ͬͯɺอֹ͕ܭ
͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓ͕ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘
͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠
ͳ͍ऀΛؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞ
ͷࣾձతྗʢҎԼʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘
͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢Δ
ͳͲͷؔ༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ·ͨڅۚͷडऔਓ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ
͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹ
ؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠
ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ͨ·ऀݥऀɺඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
ଓܧΛܖݥۚͷडऔਓʹର͢Δ৴པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷอڅ
͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ͜ͷอܖݥʹՃ͞Ε͍ͯΔಛ·ͨଞͷอܖݥ͕ॏେ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ

ᶄ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷ
อऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อܖݥ·ͨܖࡁڞ͕ॏେࣄ༝ʹ
ΑΓղআ͞Εͨͱ͖

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ
58ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝͕ੜ͔ͨ࣌͡Β
ղআ·Ͱͷؒʹɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ·ͨอݥྉͷࠐ໔আ
ݥ͍·ͨอࢧۚͷڅ༝ʢୈ58ʣ͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺͦͷࣄ
ྉͷࠐ໔আʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ۚڅ ２ˎͷࢧอݥྉͷࠐ໔আ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹڅۚ ２ˎΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ
ᾉ� ͢ͰʹอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͍ͯͨ͠ͱ͖ɺ໔আ͠ͳ͔ͬͨͷ
ͱͯͦ͠ͷอݥྉͷࠐΈΛ͠ٻ·͢ɻ

ᾌ� ୈ25ʢอݥྉͷະܦաʹ૬͢ΔฦؐۚʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ25ɹอݥྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ
͜ͷอܖݥ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͯ͠ফ໓ １ˎ͠ ͨ߹ɺอݥྉͷࠐ
Έ͕໔আʢୈ58ʣ͞Εͨ߹·ͨୈ60ʢ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑ
Δอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։࢝ͷ࣌લͷ͕Μஅ֬ఆʹΑΔແޮʣͷ
̎ɽʵᾇʵᶄʹ֘ͨ͠߹Ͱɺอݥྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ ２ˎ

͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀʹ͜ΕΛࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺࢮڅۚΛ
͍·͢ɻࢧʹ͏ͱ͖ͦͷडऔਓࢧ

ᾇ� ࠐྉݥ༝ʢୈ̐ʣʹ֘ͨ͠ͱ͖·ͨอࣄࢧۚͷڅࢮ
Λऀݥҙʹඃอނऀ͕ܖݥͨ͠ͱ͖ʢอࢮ͕ऀݥதʹඃอؒظ
ͤͨ͞߹আ͖·͢ɻʣࢮ

ᾈ� ༝ʢୈ19ʣʹΑΓ͜ͷอࣄٛҧʢୈ17ʣ·ͨॏେࠂ
͕ղআ͞Εͨͱ͖ܖݥ

ᾉ� ʢୈ21ʣ·ͨղʢୈ22ʣ͞Εͨͱֹ͖ݮ

ᾍ� ୈ40ʢޮ࣌ʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ40ɹޮ࣌
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金
͜ͷอܖݥͷڅۚ·ͨอ
໔আΛ͍͍·͢ɻࠐྉͷݥ

ˎ２	 給付金
ຊͷ̍ɽʵᾊͷΈʹ֘ͨ͠
߹Ͱɺຊͷ̍ɽʵᾊʵᶃ͔
Βᶇ·Ͱʹ֘ͨ͠ͷ͕څۚ
ͷडऔਓͷΈͰ͋Γɺͦͷڅ
ۚͷडऔਓ͕څۚͷҰ෦ͷड
औਓͰ͋Δͱ͖ɺڅۚͷ͏
ͪɺͦͷडऔਓʹࢧΘΕΔ
ۚΛ͍͍·͢ɻڅ͖

	 ୈ25	 	 ิઆ໌

ˎ１	 消滅
อܖݥͷҰ෦͕ফ໓͢Δͱ͖
ɺͦ ͷফ໓͢Δ෦ͱ͠·͢ɻ

ˎ２	 保険料の未ܦաに૬͢
る返ؐ金

อݥྉͷํࠐ๏ʢճʣʢୈ
̕ʣ͕ͷ߹Ͱɺࣾͷ
ఆΊΔํ๏ʹΑΓͨ͠ࢉܭอݥ
ྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ
Λ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺ͔݄̍ະ
ຬͷΓࣺͯ·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀɺඃอऀݥʢࢮڅۚͷ߹ඃอऀݥΛআ͖·͢ɻʣ
·ͨڅۚͷडऔਓ͕څۚ １ˎΛऔ͢Δత͘͠ଞਓʹڅ
ۚ １ˎΛऔͤ͞ΔతͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ
͖

ᾈ� ۚڅ １ˎͷٻʹؔ͠ɺڅۚ １ˎͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ
·͢ɻʣ͕͋ͬͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹
ͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ੍ݥஶ͘͠աେͰ͋ͬͯɺอֹ͕ܭ
͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓ͕ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘
͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠
ͳ͍ऀΛؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞ
ͷࣾձతྗʢҎԼʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘
͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢Δ
ͳͲͷؔ༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ·ͨڅۚͷडऔਓ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ
͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹ
ؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠
ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ͨ·ऀݥऀɺඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
ଓܧΛܖݥۚͷडऔਓʹର͢Δ৴པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷอڅ
͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ͜ͷอܖݥʹՃ͞Ε͍ͯΔಛ·ͨଞͷอܖݥ͕ॏେ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ

ᶄ� อܖݥऀɺඃอऀݥ·ͨڅۚͷडऔਓͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷ
อऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อܖݥ·ͨܖࡁڞ͕ॏେࣄ༝ʹ
ΑΓղআ͞Εͨͱ͖

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ʢୈ
58ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷอܖݥΛղআ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝͕ੜ͔ͨ࣌͡Β
ղআ·Ͱͷؒʹɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̐ʣ·ͨอݥྉͷࠐ໔আ
ݥ͍·ͨอࢧۚͷڅ༝ʢୈ58ʣ͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺͦͷࣄ
ྉͷࠐ໔আʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ۚڅ ２ˎͷࢧอݥྉͷࠐ໔আ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹڅۚ ２ˎΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ
ᾉ� ͢ͰʹอݥྉͷࠐΈΛ໔আ͍ͯͨ͠ͱ͖ɺ໔আ͠ͳ͔ͬͨͷ
ͱͯͦ͠ͷอݥྉͷࠐΈΛ͠ٻ·͢ɻ

ᾌ� ୈ25ʢอݥྉͷະܦաʹ૬͢ΔฦؐۚʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ25ɹอݥྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ
͜ͷอܖݥ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͯ͠ফ໓ １ˎ͠ ͨ߹ɺอݥྉͷࠐ
Έ͕໔আʢୈ58ʣ͞Εͨ߹·ͨୈ60ʢ͜ͷಛଇͷʮ͕ΜʹΑ
Δอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։࢝ͷ࣌લͷ͕Μஅ֬ఆʹΑΔແޮʣͷ
̎ɽʵᾇʵᶄʹ֘ͨ͠߹Ͱɺอݥྉͷະܦաʹ૬͢Δฦؐۚ ２ˎ

͕͋Δͱ͖ɺอܖݥऀʹ͜ΕΛࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺࢮڅۚΛ
͍·͢ɻࢧʹ͏ͱ͖ͦͷडऔਓࢧ

ᾇ� ࠐྉݥ༝ʢୈ̐ʣʹ֘ͨ͠ͱ͖·ͨอࣄࢧۚͷڅࢮ
Λऀݥҙʹඃอނऀ͕ܖݥͨ͠ͱ͖ʢอࢮ͕ऀݥதʹඃอؒظ
ͤͨ͞߹আ͖·͢ɻʣࢮ

ᾈ� ༝ʢୈ19ʣʹΑΓ͜ͷอࣄٛҧʢୈ17ʣ·ͨॏେࠂ
͕ղআ͞Εͨͱ͖ܖݥ

ᾉ� ʢୈ21ʣ·ͨղʢୈ22ʣ͞Εͨͱֹ͖ݮ

ᾍ� ୈ40ʢޮ࣌ʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ40ɹޮ࣌

	 ୈ41	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金の受取人
ۚͷडऔਓ͕̎ਓҎ্͍Δڅ
ͱ͖ɺͦͷදऀͱ͠·͢ɻ

໔আʢୈࠐྉͷݥۚʢୈ̐ʣɺղฦۚʢୈ24ʣ·ͨอڅ
58ʣΛ͢ٻΔݖརɺͦͷ͕ऀݖٻɺͦͷݖརΛߦͰ͖ΔΑ
͏ʹͳ͔ͬͨ࣌Β̏Ҏʹ͕ٻͳ͍߹ʹফ໓͠·͢ɻ

ᾎ� ୈ41ʢࡋॴʣΛ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ୈ41ɹࡋॴ
̍ɽ͜ͷอܖݥʹ͓͚Δڅۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺࣾͷຊ
ࣾͷॴࡏ·ͨڅۚͷडऔਓ １ˎͷॴࡏΛ͢Δߴࡋॴʢຊ
ிͱ͠·͢ɻʣͷॴࡏΛ͢ΔํࡋॴΛ߹ҙʹΑΔࡋॴ
ͱ͠·͢ɻ

̎ɽ�͜ ͷอܖݥʹ͓͚Δอݥྉͷࠐ໔আͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯ
ɺຊͷ̍ɽͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ຊଇのنఆの४༻

͜ͷಛଇʹಛผͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺຊଇͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

約

款

109

医
療
保
険（
無
解
約
返
戻
金
型
）（
２
０
２
２
）普
通
保
険
約
款



ผද１	 ೖӃ
ʮೖӃʯͱɺҩࢣʢ̍ʣʹΑΔྍ࣏ʢ̎ʣ͕ඞཁͰ͋Γɺ͔ ͭࣗͰͷྍ࣏ʢ̎ʣ͕ࠔͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴʢผ
ද̏ʣʹೖΓɺৗʹҩࢣʢ̍ʣͷཧԼʹ͓͍ͯྍ࣏ʢ̎ʣʹઐ೦͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ४ɺҩ
ֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬తɺ߹ཧతͳೖӃʹݶΓ·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾉͳͲೖӃڅۚͷࢧରͱͳΔೖӃʹ֘͠
·ͤΜɻ

ᾇɹඒ༰ܗͷͨΊͷೖӃ
ᾈɹਖ਼ৗสͷͨΊͷೖӃ
ᾉɹྍ࣏ॲஔΛΘͳ͍ਓؒυοΫࠪݕͷͨΊͷೖӃ


̍ɽࢶ࢛�ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ
̎ɽॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़ΛؚΈ·͢ɻ

ผද２	 ରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

ޠ༺ ఆٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣ�ຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣ�ඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ�࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ·ͨ
ᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓਲ͍
ͳΒͼʹٌծɾׇ

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑɾ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦɺແॏྗڥͷظࡏɺڥతݪҼʹΑΔ૽Ի࿐͓ΑͼৼಈʹΑΔͷ
10ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ

ผද３	 පӃ·ͨ療ॴ
ʮපӃ·ͨྍॴʯͱɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢ΔྍॴʢೖӃڅۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺ
ज़ॴʹऩ༰͞Εͨͱ͖ɺͦࢪ๏ʹఆΊΔࢣज़Λड͚ΔͨΊɺॊಓ෮ࢪؔ͠ʹଧͨ·࠳ɺӓɺ೧ંࠎΔ͚͓ʹࢶ࢛
ͷࢪज़ॴΛؚΈ·͢ɻʣ

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δҩྍࢪઃ
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ผද１	 ೖӃ
ʮೖӃʯͱɺҩࢣʢ̍ʣʹΑΔྍ࣏ʢ̎ʣ͕ඞཁͰ͋Γɺ͔ ͭࣗͰͷྍ࣏ʢ̎ʣ͕ࠔͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴʢผ
ද̏ʣʹೖΓɺৗʹҩࢣʢ̍ʣͷཧԼʹ͓͍ͯྍ࣏ʢ̎ʣʹઐ೦͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ४ɺҩ
ֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬తɺ߹ཧతͳೖӃʹݶΓ·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾉͳͲೖӃڅۚͷࢧରͱͳΔೖӃʹ֘͠
·ͤΜɻ

ᾇɹඒ༰ܗͷͨΊͷೖӃ
ᾈɹਖ਼ৗสͷͨΊͷೖӃ
ᾉɹྍ࣏ॲஔΛΘͳ͍ਓؒυοΫࠪݕͷͨΊͷೖӃ


̍ɽࢶ࢛�ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ
̎ɽॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़ΛؚΈ·͢ɻ

ผද２	 ରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

ޠ༺ ఆٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣ�ຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣ�ඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ�࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ·ͨ
ᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓਲ͍
ͳΒͼʹٌծɾׇ

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑɾ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦɺແॏྗڥͷظࡏɺڥతݪҼʹΑΔ૽Ի࿐͓ΑͼৼಈʹΑΔͷ
10ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ

ผද３	 පӃ·ͨ療ॴ
ʮපӃ·ͨྍॴʯͱɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢ΔྍॴʢೖӃڅۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺ
ज़ॴʹऩ༰͞Εͨͱ͖ɺͦࢪ๏ʹఆΊΔࢣज़Λड͚ΔͨΊɺॊಓ෮ࢪؔ͠ʹଧͨ·࠳ɺӓɺ೧ંࠎΔ͚͓ʹࢶ࢛
ͷࢪज़ॴΛؚΈ·͢ɻʣ

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δҩྍࢪઃ

ผද４	 手ज़
ʮखज़ʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴʢผද̏ʣʹೖΓɺҩࢣͷ
ཧԼʹ͓͍ͯɺྍ࣏Λͷతͱͯ͠ɺث۩Λ༻͍ੜମʹ։ɺআɺఠग़ɺআ͓ڈΑͼͦΕʹ४ͣΔૢ࡞ΛՃ͑Δ͜ͱΛ
͍͍·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾎͳͲखज़څۚͷࢧର·ͨಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আͷରͱͳΔखज़ʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢ࣋ଓతߢڳυϨφʔδɺܦൽతΤλϊʔϧೖྍ๏ͳͲʣɺࠪݕɺਆܦϒϩοΫ
ᾈ� அɾࠪݕʢੜݕɾෲࠪݕڸߢɾଁثઠͳͲʣͷͨΊͷखज़ʢʣ
ᾉ� ඒ༰্ܗͷखज़
ᾊ� ෆΛతͱ͢Δखज़
ᾋ� ਖ਼ৗสʹ͓͚Δखज़
ᾌ� ਓ৷தઈखज़ʢʣ
ᾍ� আखज़ɺΠϯϓϥϯτͳͲʣʢʣࣃՊखज़ʢࣃ͏ʹྍ࣏Պࣃ
ᾎ� ۶ંҟৗʹର͢Δڲྗࢹਖ਼खज़


ҩՊྍใुදʢखज़Λड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣͰखज़ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺखज़څ
ۚͷࢧର·ͨಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আͷରͱͳΔखज़ʹ֘͠·͢ɻ

ผද５	 ެత医療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ

ผද６	 医Պ療ใुද
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂఆΊΒΕ͍ͯΔҩՊ
ྍใुදΛ͍͍·͢ɻ

ผද７	 Պ療ใुදࣃ
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂఆΊΒΕ͍ͯΔࣃՊ
ྍใुදΛ͍͍·͢ɻ

ผද８	 ઌਐ医療
2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺฏ18݄̕12ްੜ࿑ಇলࣔࠂୈ495߸ʮް
ੜ࿑ಇେਉͷఆΊΔධՁྍཆ͓Αͼબఆྍཆʯͷنఆʹ͖ͮجɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍʢઌਐҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ
͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͠ͳ͍පӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷઌਐҩྍͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺ2020݄̍̕Ҏ߱ɺखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺҩՊྍใुදʢผද̒ʣʹखज़ྉɺ
༌݂ྉ·ͨ์ࣹઢྍ࣏ྉͷࢉఆରͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔखज़·ͨ์ࣹઢྍ࣏আ͖·͢ɻͳ͓ɺஅɺଌఆɺݧࢼɺղੳɺ
ධՁ͓ΑͼࡧݕΛओͨΔతͱͨ͠ྍߦҝͳΒͼʹࣹɺణɺༀࡎ༩ͳͲؚΈ·ͤΜɻ

ผද９	 ݂ࡉװ๔Ҡ২ज़のఆ義
݂ࡉװ๔Ҡ২ज़ͱɺ৫ͷػʹো͕͋Δऀʹରͯ͠৫ͷػͷճ෮·ͨ༩Λతͱ݂ͯ͠ࡉװ๔Λ༌͢Δ͜
ͱΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺҠ২ज़ώτ͔ΒώτͷಉछҠ২ʹݶΔͷͱ͠ɺҟछҠ২ؚΈ·ͤΜɻ

ผද10	 ݂ࡉװ๔࠾取手ज़のఆ義
݂ࡉװ๔࠾औखज़ͱɺ৫ͷػʹো͕͋Δऀʹର݂ͯ͠ࡉװ๔ΛҠ২͢Δ͜ͱΛతͱ݂ͯ͠ࡉװ๔Λ࠾औʢࠎ
·ͨধ݂͔Βͷ࠾औʹݶΔͷͱ͠ɺᢌଳ݂͔Βͷ࠾औআ͖·͢ɻʣ͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺ݂ࡉװ๔ͷఏऀڙ
ͱड༰ऀ͕ಉҰਓͱͳΔࣗՈҠ২আ͖·͢ɻ

ผද11	 ඇి์ࣹઢのఆ義
ඇి์ࣹઢͱɺ࣭Λి͢ΔྗΛͨͳ͍ి࣓ʢϚΠΫϩɺϥδΦɺՄޫࢹઢͳͲʣ͓ΑͼԻΛ͍͍·͢ɻ
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ผද12	 ์ࣹઢ࣏療給付金の支払ରとなる療ߦҝ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮྍߦҝʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ
·ͨྍॴʢผද̏ʣʹೖΓɺҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯɺྍ࣏Λͷతͱ͢Δ์ࣹઢরࣹ·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍߦҝΛ
͍͍·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾋͳͲ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢޫઢྍ๏ɾൽෘϨʔβʔরࣹྍ๏ͳͲʣ
ᾈ� ʢΤοΫεઢஅͳͲʣࠪݕ
ᾉ� ݂ӷরࣹ
ᾊ� ์ࣹੑԽ߹ͷ༩ʹΑΔরࣹʢ༻ྍ๏ͳͲʣʢʣ
ᾋ� ͏์ࣹઢরࣹʢʣʹྍ࣏Պࣃ


ҩՊྍใुදʢྍߦҝΛड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣͰ์ࣹઢྍ࣏ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·͢ɻ

ผද13	 がΜ
̍ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜ
ʮѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜʯͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺ
ྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏཁ̞̘̙ʵ10ʢ2013
൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ྨ߲ ຊྨίʔυج

ͼҺ಄ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴߢޱ৶ɺޱ
ফԽثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼثଁߢڳͼٴثٵݺ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼࠎͼؔઅೈٴࠎ
ൽෘͷࠇ৭जٴͼͦͷଞͷൽෘͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
தൽٴͼೈ෦৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ೕͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ঁੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
உੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ਛ࿏ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼܥܦͼͦͷଞͷதਆٴɺ؟
ͼͦͷଞͷൻથͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴঢ়થߕ
෦Ґෆ໌֬ɺଓൃ෦Ґٴͼ෦Ґෆ໌ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼɺൃݪͱ͞ࡌهΕͨຢਪఆ͞Εͨͷ
ಠཱͨ͠ʢੑൃݪʣଟ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
্ൽ৽ੜʻजᙾʼ
ਅਖ਼݂૿ٿՃʻଟ݂ʼ�
�܈ީܗҟࠎ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷੑঢ়ෆৄຢෆ໌ͷͦͷଞͷ৽ੜʻजᙾ ʢ̓%47ʣͷ͏ͪɺ
ɹຫੑࠎ૿৩ੑ࣬ױ�
ɹຊଶੑʢग़݂ੑʣ݂খ൘݂�
ɹࠎઢҡ
ɹຫੑੑٿࢎന݂ප<૿ٿࢎՃީ܈>
ʢ/87ʣͷ͏ͪɺܗʢ෦ʣͷҟܱٶࢠ
ɹߴܱٶࢠʢ෦ʣͷҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ$*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
ͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/89ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7"*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
֎ӄٴͼձӄͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/90ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴ֎ӄҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ

$00�$14
$15�$26
$30�$39
$40�$41
$43�$44
$45�$49
$50

$51�$58
$60�$63
$64�$68
$69�$72
$73�$75
$76�$80
$81�$96
$97

%00�%07Ŋ %09
%45
%46

%47�1
%47�3
%47�4
%47�5

/87�2

/89�2

/90�2

̎ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷఆٛ
̍ɽʹఆΊΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷ͏ͪɺ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕̐ɽʹఆΊΔѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ

̏ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆ
ѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻͨͩ͠ɺපཧ৫ֶతߦ͕ࠪݕΘΕ
ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺͦͷߦ͕ࠪݕΘΕͳ͔ͬͨཧ༝͓Αͼը૾ॴݟͳͲଞͷॴݟʹΑΔஅ֬ఆͷࠜ໌͕ڌΒ͔Ͱ͋Δͱ͖
ɺͦͷஅ֬ఆɻ

ᾈ� ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻ
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ผද12	 ์ࣹઢ࣏療給付金の支払ରとなる療ߦҝ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮྍߦҝʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ
·ͨྍॴʢผද̏ʣʹೖΓɺҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯɺྍ࣏Λͷతͱ͢Δ์ࣹઢরࣹ·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍߦҝΛ
͍͍·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾋͳͲ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢޫઢྍ๏ɾൽෘϨʔβʔরࣹྍ๏ͳͲʣ
ᾈ� ʢΤοΫεઢஅͳͲʣࠪݕ
ᾉ� ݂ӷরࣹ
ᾊ� ์ࣹੑԽ߹ͷ༩ʹΑΔরࣹʢ༻ྍ๏ͳͲʣʢʣ
ᾋ� ͏์ࣹઢরࣹʢʣʹྍ࣏Պࣃ


ҩՊྍใुදʢྍߦҝΛड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣͰ์ࣹઢྍ࣏ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺ
์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔྍߦҝʹ֘͠·͢ɻ

ผද13	 がΜ
̍ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜ
ʮѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜʯͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺ
ྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏཁ̞̘̙ʵ10ʢ2013
൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ྨ߲ ຊྨίʔυج

ͼҺ಄ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴߢޱ৶ɺޱ
ফԽثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼثଁߢڳͼٴثٵݺ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼࠎͼؔઅೈٴࠎ
ൽෘͷࠇ৭जٴͼͦͷଞͷൽෘͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
தൽٴͼೈ෦৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ೕͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ঁੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
உੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ਛ࿏ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼܥܦͼͦͷଞͷதਆٴɺ؟
ͼͦͷଞͷൻથͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴঢ়થߕ
෦Ґෆ໌֬ɺଓൃ෦Ґٴͼ෦Ґෆ໌ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼɺൃݪͱ͞ࡌهΕͨຢਪఆ͞Εͨͷ
ಠཱͨ͠ʢੑൃݪʣଟ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
্ൽ৽ੜʻजᙾʼ
ਅਖ਼݂૿ٿՃʻଟ݂ʼ�
�܈ީܗҟࠎ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷੑঢ়ෆৄຢෆ໌ͷͦͷଞͷ৽ੜʻजᙾ ʢ̓%47ʣͷ͏ͪɺ
ɹຫੑࠎ૿৩ੑ࣬ױ�
ɹຊଶੑʢग़݂ੑʣ݂খ൘݂�
ɹࠎઢҡ
ɹຫੑੑٿࢎന݂ප<૿ٿࢎՃީ܈>
ʢ/87ʣͷ͏ͪɺܗʢ෦ʣͷҟܱٶࢠ
ɹߴܱٶࢠʢ෦ʣͷҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ$*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
ͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/89ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7"*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
֎ӄٴͼձӄͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/90ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴ֎ӄҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ

$00�$14
$15�$26
$30�$39
$40�$41
$43�$44
$45�$49
$50

$51�$58
$60�$63
$64�$68
$69�$72
$73�$75
$76�$80
$81�$96
$97

%00�%07Ŋ %09
%45
%46

%47�1
%47�3
%47�4
%47�5

/87�2

/89�2

/90�2

̎ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷఆٛ
̍ɽʹఆΊΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷ͏ͪɺ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕̐ɽʹఆΊΔѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ

̏ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆ
ѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻͨͩ͠ɺපཧ৫ֶతߦ͕ࠪݕΘΕ
ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺͦͷߦ͕ࠪݕΘΕͳ͔ͬͨཧ༝͓Αͼը૾ॴݟͳͲଞͷॴݟʹΑΔஅ֬ఆͷࠜ໌͕ڌΒ͔Ͱ͋Δͱ͖
ɺͦͷஅ֬ఆɻ

ᾈ� ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻ

̐ɽ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ
৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕ѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘͢Δͷͱɺް ੜ࿑ಇলࡦ౷ׅฤʮ࣬ࡍࠃපྨɹजᙾ ʢֶ̣
̘̘मʣୈ3�1൛ʯʹ͞ࡌهΕͨܗଶͷੑঢ়ίʔυதɺ৽ੜͷੑঢ়Λද͢ୈܻ̑ίʔυ͕࣍ͷͷΛ͍͍·͢ɻ

ୈܻ̑ੑঢ়ίʔυ൪߸

ʗ̎ʝʝʝ্ൽ؞
ɹɹɹɹɹɹ্ൽ
ɹɹɹɹɹɹඇਁ५ੑ
ɹɹɹɹɹɹඇ৵ऻੑ
ʗ̏ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦Ґ
ʗ̒ʝʝʝѱੑɺసҠ෦Ґ
ɹɹɹɹɹɹѱੑɺଓൃ෦Ґ
ʗ̕ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦ҐຢసҠ෦Ґͷผෆৄ


ɺʮ͕ΜʯʹؚΊ·͢ɻܗҟߴ෦ɺɺ͓Αͼ֎ӄͷܱٶࢠ

ผද14	 ৺࣬ױおよび݂ױ࣬
৺͓࣬ױΑͼ݂ױ࣬ͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ
༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔ
ͷͱ͠·͢ɻ

࣬ප໊ ྨ߲ ຊྨίʔυج

ᾇ ৺࣬ױ

ຫੑϦϚνੑ৺࣬ױ ᶗ05ʵᶗ09
ױ৺࣬ੑ݂ڏ ᶗ20ʵᶗ25
ഏੑ৺࣬ٴױͼഏ॥ױ࣬ ᶗ26ʵᶗ28
ͦͷଞͷܕͷ৺࣬ױ ᶗ30ʵᶗ52

ᾈ ݂ױ࣬

݂ױ࣬ ᶗ60ʵᶗ69
ͦͷଞͷಈ຺ᚅٴͼղʢᶗ72ʣͷ͏ͪɺ
ɹܱಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ ᶗ72�0
ɹͦͷଞͷ࣮࣭֎ಈ຺ʢఈಈ຺ɺܱಈ຺ɺࠎಈ຺ʣͷಈ຺ᚅ
ɹٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ

ᶗ72�5

ɹࠎಈ຺ͷಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ ᶗ72�6

ผද15	 開಄ज़ɺ開ڳज़ɺ開ෲज़のఆ義

खज़໊ खज़ͷఆٛ

։಄ज़
ʹର͢Δྍ࣏Λͷతͱͨ͠ɺ։಄ʢઠ಄ΛؚΈ·͢ɻʣΛ͏खज़ʢʣΛ͍͍·͢ɻ
ɹੜݕɺݧࢼ։಄ज़͓Αͼ݂ΧςʔςϧʹΑΔखज़আ͖·͢ɻ

։ڳज़
ૢʹߢڳບɺഏଁɺ৺ଁɺԣִບɺॎִಎɺ৯ಓखज़ڳखज़ɺڳΛ։͘खज़Ͱ͋ͬͯɺߢڳ
ΘΕΔखज़ΛؚΈ·͢ɻߦʹԼڸߢڳखज़ʢʣΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺ͏ߦʹࡍΛՃ͑Δ࡞
ɹੜݕɺݧࢼ։ڳज़͓Αͼ݂ΧςʔςϧʹΑΔखज़আ͖·͢ɻ

։ෲज़

ෲนΛ։͠ɺෲߢΛ։͘खज़Ͱ͋ͬͯɺңɺेೋࢦɺখɺେɺ؊ଁ͓Αͼಓɺᢄଁɺᡮଁɺ
ཛ͓Αͼٶࢠखज़ෲߢʹૢ࡞ΛՃ͑Δ͏ߦʹࡍखज़ʢʣΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺෲڸߢԼʹߦ
ΘΕΔखज़ΛؚΈ·͢ɻ
ɹੜݕɺݧࢼ։ෲज़͓Αͼ݂ΧςʔςϧʹΑΔखज़আ͖·͢ɻ
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ผද1�	 ৺ɾ݂ױ࣬および݂ױ࣬
̏େ࣬පೖӃԆಛଇͷରͱͳΔ৺ɾ݂͓ױ࣬Αͼ݂ױ࣬ͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨ
ྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏ
ཁ̞̘̙�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

࣬ප໊ ྨ߲ ຊྨίʔυج

ᾇ� ৺ɾ݂ױ࣬

ຫੑϦϚνੑ৺࣬ױ
ױ৺࣬ੑ݂ڏ
ഏੑ৺࣬ٴױͼഏ॥ױ࣬
ͦͷଞͷܕͷ৺࣬ױ
॥ܥثͷॲஔޙোɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢᶗ97ʣͷ͏ͪɺ
ɹ৺ʢଁʣ։ޙީ܈
ɹ৺ଁखज़ʹଓൃ͢Δͦͷଞͷػো

ᶗ05ʵᶗ09
ᶗ20ʵᶗ25
ᶗ26ʵᶗ28
ᶗ30ʵᶗ52

ᶗ97�0
ᶗ97�1

ᾈ� ݂ױ࣬

݂ױ࣬
ͦͷଞͷಈ຺ᚅٴͼղʢᶗ72ʣͷ͏ͪɺ
ɹܱಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹ�ͦ ͷଞͷ࣮࣭֎ಈ຺ʢఈಈ຺ɺܱಈ຺ɺࠎಈ຺ʣͷಈ຺ᚅٴ
ͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹࠎಈ຺ͷಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ

ᶗ60ʵᶗ69

ᶗ72�0
ᶗ72�5

ᶗ72�6

ผද1�	 ৺ɾ݂ױ࣬ɺ݂ױ࣬ɺਛ࣬ױɺᢄ࣬ױɺ؊࣬ױɺපɺおよび݂ߴѹੑ࣬ױ
̔େ࣬පೖӃԆಛଇͷରͱͳΔ৺ɾ݂ױ࣬ɺ݂ױ࣬ɺਛ࣬ױɺᢄ࣬ױɺ؊࣬ױɺපɺ͓Αͼ݂ߴѹੑ࣬ױͱɺ
ฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ
ʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻڌྨఏཁ̞̘̙�10ʢ2013൛ʣ४ܭҼͷ౷ࢮͼٴใ෦ฤʮ࣬පɺইܭ౷

࣬ප໊ ྨ߲ ຊྨίʔυج

ᾇ� ৺ɾ݂ױ࣬

ຫੑϦϚνੑ৺࣬ױ
ױ৺࣬ੑ݂ڏ
ഏੑ৺࣬ٴױͼഏ॥ױ࣬
ͦͷଞͷܕͷ৺࣬ױ
॥ܥثͷॲஔޙোɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢᶗ97ʣͷ͏ͪɺ
ɹ৺ʢଁʣ։ޙީ܈
ɹ৺ଁखज़ʹଓൃ͢Δͦͷଞͷػো

ᶗ05ʵᶗ09
ᶗ20ʵᶗ25
ᶗ26ʵᶗ28
ᶗ30ʵᶗ52

ᶗ97�0
ᶗ97�1

ᾈ� ݂ױ࣬

݂ױ࣬
ͦͷଞͷಈ຺ᚅٴͼղʢᶗ72ʣͷ͏ͪɺ
ɹܱಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹ�ͦ ͷଞͷ࣮࣭֎ಈ຺ʢఈಈ຺ɺܱಈ຺ɺࠎಈ຺ʣͷಈ຺ᚅٴ
ͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹࠎಈ຺ͷಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ

ᶗ60ʵᶗ69

ᶗ72�0
ᶗ72�5

ᶗ72�6

ᾉ� ਛ࣬ױ
ױମ࣬ٿࢳ
ਛױ࣭ؒੑ࣬ࡉ
ਛෆશ

̣00ʵ̣08
̣10ʵ̣16
̣17ʵ̣19

ᾊ� ᢄ࣬ױ
ᢄԌੑٸ
ͦͷଞͷᢄ࣬ױ

̠85
̠86

ᾋ� ױ࣬؊

Πϧεੑ؊Ԍ
ױ࣬؊
৯ಓ੩຺ᚅ�
ͦͷଞͷ෦Ґͷ੩຺ᚅʢᶗ86ʣͷ͏ͪɺ�
ɹң੩຺ᚅ

̗15ʵ̗19
̠70ʵ̠77
ᶗ85

ᶗ86�4
ᾌ� ප ප ̚10ʵ̚14

ᾍ� ױѹੑ݂࣬ߴ
ױѹੑ݂࣬ߴ
େಈ຺ᚅٴͼղ

ᶗ10ʵᶗ15
ᶗ71
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ผද1�	 ৺ɾ݂ױ࣬および݂ױ࣬
̏େ࣬පೖӃԆಛଇͷରͱͳΔ৺ɾ݂͓ױ࣬Αͼ݂ױ࣬ͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨ
ྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏ
ཁ̞̘̙�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

࣬ප໊ ྨ߲ ຊྨίʔυج

ᾇ� ৺ɾ݂ױ࣬

ຫੑϦϚνੑ৺࣬ױ
ױ৺࣬ੑ݂ڏ
ഏੑ৺࣬ٴױͼഏ॥ױ࣬
ͦͷଞͷܕͷ৺࣬ױ
॥ܥثͷॲஔޙোɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢᶗ97ʣͷ͏ͪɺ
ɹ৺ʢଁʣ։ޙީ܈
ɹ৺ଁखज़ʹଓൃ͢Δͦͷଞͷػো

ᶗ05ʵᶗ09
ᶗ20ʵᶗ25
ᶗ26ʵᶗ28
ᶗ30ʵᶗ52

ᶗ97�0
ᶗ97�1

ᾈ� ݂ױ࣬

݂ױ࣬
ͦͷଞͷಈ຺ᚅٴͼղʢᶗ72ʣͷ͏ͪɺ
ɹܱಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹ�ͦ ͷଞͷ࣮࣭֎ಈ຺ʢఈಈ຺ɺܱಈ຺ɺࠎಈ຺ʣͷಈ຺ᚅٴ
ͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹࠎಈ຺ͷಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ

ᶗ60ʵᶗ69

ᶗ72�0
ᶗ72�5

ᶗ72�6

ผද1�	 ৺ɾ݂ױ࣬ɺ݂ױ࣬ɺਛ࣬ױɺᢄ࣬ױɺ؊࣬ױɺපɺおよび݂ߴѹੑ࣬ױ
̔େ࣬පೖӃԆಛଇͷରͱͳΔ৺ɾ݂ױ࣬ɺ݂ױ࣬ɺਛ࣬ױɺᢄ࣬ױɺ؊࣬ױɺපɺ͓Αͼ݂ߴѹੑ࣬ױͱɺ
ฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ
ʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻڌྨఏཁ̞̘̙�10ʢ2013൛ʣ४ܭҼͷ౷ࢮͼٴใ෦ฤʮ࣬පɺইܭ౷

࣬ප໊ ྨ߲ ຊྨίʔυج

ᾇ� ৺ɾ݂ױ࣬

ຫੑϦϚνੑ৺࣬ױ
ױ৺࣬ੑ݂ڏ
ഏੑ৺࣬ٴױͼഏ॥ױ࣬
ͦͷଞͷܕͷ৺࣬ױ
॥ܥثͷॲஔޙোɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢᶗ97ʣͷ͏ͪɺ
ɹ৺ʢଁʣ։ޙީ܈
ɹ৺ଁखज़ʹଓൃ͢Δͦͷଞͷػো

ᶗ05ʵᶗ09
ᶗ20ʵᶗ25
ᶗ26ʵᶗ28
ᶗ30ʵᶗ52

ᶗ97�0
ᶗ97�1

ᾈ� ݂ױ࣬

݂ױ࣬
ͦͷଞͷಈ຺ᚅٴͼղʢᶗ72ʣͷ͏ͪɺ
ɹܱಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹ�ͦ ͷଞͷ࣮࣭֎ಈ຺ʢఈಈ຺ɺܱಈ຺ɺࠎಈ຺ʣͷಈ຺ᚅٴ
ͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ
ɹࠎಈ຺ͷಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ

ᶗ60ʵᶗ69

ᶗ72�0
ᶗ72�5

ᶗ72�6

ᾉ� ਛ࣬ױ
ױମ࣬ٿࢳ
ਛױ࣭ؒੑ࣬ࡉ
ਛෆશ

̣00ʵ̣08
̣10ʵ̣16
̣17ʵ̣19

ᾊ� ᢄ࣬ױ
ᢄԌੑٸ
ͦͷଞͷᢄ࣬ױ

̠85
̠86

ᾋ� ױ࣬؊

Πϧεੑ؊Ԍ
ױ࣬؊
৯ಓ੩຺ᚅ�
ͦͷଞͷ෦Ґͷ੩຺ᚅʢᶗ86ʣͷ͏ͪɺ�
ɹң੩຺ᚅ

̗15ʵ̗19
̠70ʵ̠77
ᶗ85

ᶗ86�4
ᾌ� ප ප ̚10ʵ̚14

ᾍ� ױѹੑ݂࣬ߴ
ױѹੑ݂࣬ߴ
େಈ຺ᚅٴͼղ

ᶗ10ʵᶗ15
ᶗ71

ผද1�	 පӃ·ͨ療ॴ
ʮපӃ·ͨྍॴʯͱɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇɹҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢Δྍॴʢࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·
ͨଧʹؔ͠ࢪज़Λड͚ΔͨΊɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔࢪज़ॴʹऩ༰͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢪज़ॴΛؚΈ·͢ɻʣ

ᾈɹᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δҩྍࢪઃ

ผද1�	 手ज़
৺࣬ױɺ݂ױ࣬ʹΑΔอݥྉࠐ໔আͷରͱͳΔखज़
։಄ज़ɺ։ڳज़ɺ։ෲज़ɺϑΝΠόʔείʔϓखज़·݂ͨΧςʔςϧखज़Λ͍͍·͢ɻٵҾɺઠͳͲͷॲஔ͓Αͼਆܦϒ
ϩοΫআ͖·͢ɻ

ผද20	 ೖӃ
ʮೖӃʯͱɺҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴʢผද18ʣʹೖΓɺৗʹҩ
తɺ߹ཧతͳೖ؍ͷҩֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ٬࣌ઐ೦͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃʹྍ࣏͍͓ͯʹͷཧԼࢣ
ӃʹݶΓ·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾉͳͲಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আͷࢧରͱͳΔೖӃʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇɹඒ༰ܗͷͨΊͷೖӃ
ᾈɹਖ਼ৗสͷͨΊͷೖӃ
ᾉɹྍ࣏ॲஔΛΘͳ͍ਓؒυοΫࠪݕͷͨΊͷೖӃ


̍ɽࢶ࢛�ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ
̎ɽॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़ΛؚΈ·͢ɻ

ผද21	 ৷およびส等
ฏ27݄̎13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨྨ߲தͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ
౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯͷ৷ɺสٴͼ͡࢈ΐ͘ʻ᧘ʼʢ000�099ʣ
ʢʣʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯͷ৷ɺสٴͼ͡࢈ΐ
͘ʻ᧘ʼʢ000�099ʣͷ͏ͪɺҎԼʹΑΔͷಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আͷରͱͳΔ࣬පʹؚΈ·͢ɻ

ྨ߲ ຊྨίʔυج

৷ɺสٴͼ͡࢈ΐ͘ʻ᧘ʼʹ߹ซ͢Δطଘͷ݂ߴѹʢʣ
ຫੑ݂ߴѹʢʣʹՃॏ͔ͨ͠ࢠΜʻᚉʼલ
ओͱͯ͠৷ʹؔ࿈͢Δͦͷଞͷମোʢ020�029ʣத
ɹ৷தͷපʢ024ʣͷ͏ͪ
ɹطଘͷ̍ܕʻΠϯεϦϯґଘʼප
ɹطଘͷ̎ܕʻΠϯεϦϯඇґଘʼප
ɹطଘͷපɺৄࡉෆ໌

010
011

024�0
024�1
024�3

約

款
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ผද22	 ಉҰछྨのଁث
Լදͷ̍ɽʙ 19�ɺ29�͓Αͼ32� ʙ 41�ʹଐ͢ΔଁثɺͦΕͧΕଁ໊͕ثҟͳΔ߹·ͨଁ͕ثෳ͋Δ߹Ͱ͋ͬͯɺ
͜ΕΛಉҰछྨͷଁثͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ಉҰछྨͷଁث

̍ɽٿ؟ɾٿ؟ଐثʢ؟ᛐɺ݁ບɺྦثɺ͓ے؟Αͼ؟ᜰ৫ΛؚΉŇʣ
̎ɽඓʢ෭ඓߢΛؚΉɻʣ
̏ɽࣖʢࣖɾத͓ࣖΑͼ֎ࣖΛؚΉŇʣɾೕ༷ಥى
̐ɽߢޱɾࣃɾઉɾֺԼથɾࣖԼથɾઉԼથ
̑ɽߕঢ়થ
̒ɽҺ಄ʢፏ౧ΛؚΉŇʣɾ಄
̓ɽഏଁɾڳບɾؾɾࢧؾ
̔ɽңɾेೋࢦ
̕ɽ؊ଁɾ೯ɾ
10ɽᢄଁ
11ɽʢ༷ಥىΛؚΉɻʣ
12ɽେɾখ
13ɽɾᡗ
14ɽਛଁɾ
15ɽᡦɾಓ
16ɽલཱથ
17ɽᛅؙɾ෭ᛅؙ
18ɽೕʢೕથΛؚΉɻʣ
19ɽٶࢠʢ൫ΛؚΉɻʣɾཛɾཛ
29ɽൽෘʢ಄ൽ͓Αͼޱ৶ΛؚΉɻʣ
32ɽ৯ಓ
33ɽڳથɾ৺ଁɾॎִ
34ɽࠎɾؔઅɾؔઅೈࠎ
35ɽ݂৫ɾϦϯύ৫ʢ݂ӷɾࠎɾᡮଁɾϦϯύઅΛؚΉɻʣ
36ɽধਆܦɾࣗਆܥܦ
37ɽޙෲບɾෲບ
38ɽ݁߹৫ɾൽԼ৫ɾೈ෦৫ʢ݂ɾೈࠎɾےɾϦϯύΛؚΉɻʣ
39ɽບɾɾਆܦɾ
40ɽ෭ਛ
41ɽ̍ɽʙ 19ɽɺ29ɽ͓Αͼ32ɽʙ 40ɽҎ֎ͷଁثʢͨͩ͠ɺଁ໊͕ثಉҰͷͷʹݶΔɻʣ

ผද23	 給付金の支払いおよび保険料の払込໔除の請求にඞཁ

߲ ඞཁॻྨ

̍ɽೖӃڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔೖӃͨ͠පӃ·ͨྍॴͷೖӃূ໌ॻ
ᾉ� ೖӃڅۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ೖӃڅۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ෆྀͷނࣄʢผද̎ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̎ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ͓Αͼࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ

ᾌ� ೖӃڅۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̎ɽखज़څۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔखज़Λड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷखज़ূ໌ॻ
ᾉ� खज़څۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� खज़څۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� खज़څۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̏ɽ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷ์ࣹઢূྍ࣏
໌ॻ

ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̐ɽࢮڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ҩࢣͷࢮஅॻ·ͨݕҊॻ
ᾉ� ඃอऀݥͷॅຽථɺށ੶౽ຊɺށ੶ঞຊͷ͍ͣΕ͔
ᾊ� ੶ঞຊށ੶౽ຊ·ͨށۚͷडऔਓͷڅࢮ
ᾋ� ۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻڅࢮ
ᾌ� ۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨڅࢮ

̑ɽอݥྉͷࠐ໔আ

ᾇ� ࣾॴఆͷٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻɺ͕ΜΛݪҼͱ͢Δͱ͖͞Βʹɺපཧ৫ݕ
ࠪใࠂॻ

ᾉ� อܖݥऀຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� அΛʹࢣఆͨ͠ҩࢦͱɺ·͕ͨࣾ͜͏ߦͷ֬ೝΛ࣮ࣄ໔আͷஅʹ͋ͨͬͯɺࠐྉͷݥ͍·ͨอࢧۚͷڅ
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ผද22	 ಉҰछྨのଁث
Լදͷ̍ɽʙ 19�ɺ29�͓Αͼ32� ʙ 41�ʹଐ͢ΔଁثɺͦΕͧΕଁ໊͕ثҟͳΔ߹·ͨଁ͕ثෳ͋Δ߹Ͱ͋ͬͯɺ
͜ΕΛಉҰछྨͷଁثͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ಉҰछྨͷଁث

̍ɽٿ؟ɾٿ؟ଐثʢ؟ᛐɺ݁ບɺྦثɺ͓ے؟Αͼ؟ᜰ৫ΛؚΉŇʣ
̎ɽඓʢ෭ඓߢΛؚΉɻʣ
̏ɽࣖʢࣖɾத͓ࣖΑͼ֎ࣖΛؚΉŇʣɾೕ༷ಥى
̐ɽߢޱɾࣃɾઉɾֺԼથɾࣖԼથɾઉԼથ
̑ɽߕঢ়થ
̒ɽҺ಄ʢፏ౧ΛؚΉŇʣɾ಄
̓ɽഏଁɾڳບɾؾɾࢧؾ
̔ɽңɾेೋࢦ
̕ɽ؊ଁɾ೯ɾ
10ɽᢄଁ
11ɽʢ༷ಥىΛؚΉɻʣ
12ɽେɾখ
13ɽɾᡗ
14ɽਛଁɾ
15ɽᡦɾಓ
16ɽલཱથ
17ɽᛅؙɾ෭ᛅؙ
18ɽೕʢೕથΛؚΉɻʣ
19ɽٶࢠʢ൫ΛؚΉɻʣɾཛɾཛ
29ɽൽෘʢ಄ൽ͓Αͼޱ৶ΛؚΉɻʣ
32ɽ৯ಓ
33ɽڳથɾ৺ଁɾॎִ
34ɽࠎɾؔઅɾؔઅೈࠎ
35ɽ݂৫ɾϦϯύ৫ʢ݂ӷɾࠎɾᡮଁɾϦϯύઅΛؚΉɻʣ
36ɽধਆܦɾࣗਆܥܦ
37ɽޙෲບɾෲບ
38ɽ݁߹৫ɾൽԼ৫ɾೈ෦৫ʢ݂ɾೈࠎɾےɾϦϯύΛؚΉɻʣ
39ɽບɾɾਆܦɾ
40ɽ෭ਛ
41ɽ̍ɽʙ 19ɽɺ29ɽ͓Αͼ32ɽʙ 40ɽҎ֎ͷଁثʢͨͩ͠ɺଁ໊͕ثಉҰͷͷʹݶΔɻʣ

ผද23	 給付金の支払いおよび保険料の払込໔除の請求にඞཁ

߲ ඞཁॻྨ

̍ɽೖӃڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔೖӃͨ͠පӃ·ͨྍॴͷೖӃূ໌ॻ
ᾉ� ೖӃڅۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ೖӃڅۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ෆྀͷނࣄʢผද̎ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̎ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ͓Αͼࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ

ᾌ� ೖӃڅۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̎ɽखज़څۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔखज़Λड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷखज़ূ໌ॻ
ᾉ� खज़څۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� खज़څۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� खज़څۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̏ɽ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷ์ࣹઢূྍ࣏
໌ॻ

ᾉ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ์ࣹઢڅྍ࣏ۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

̐ɽࢮڅۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ҩࢣͷࢮஅॻ·ͨݕҊॻ
ᾉ� ඃอऀݥͷॅຽථɺށ੶౽ຊɺށ੶ঞຊͷ͍ͣΕ͔
ᾊ� ੶ঞຊށ੶౽ຊ·ͨށۚͷडऔਓͷڅࢮ
ᾋ� ۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻڅࢮ
ᾌ� ۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨڅࢮ

̑ɽอݥྉͷࠐ໔আ

ᾇ� ࣾॴఆͷٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻɺ͕ΜΛݪҼͱ͢Δͱ͖͞Βʹɺපཧ৫ݕ
ࠪใࠂॻ

ᾉ� อܖݥऀຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� அΛʹࢣఆͨ͠ҩࢦͱɺ·͕ͨࣾ͜͏ߦͷ֬ೝΛ࣮ࣄ໔আͷஅʹ͋ͨͬͯɺࠐྉͷݥ͍·ͨอࢧۚͷڅ
ΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻߦ
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ผද̏� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧٻʹඞཁͳॻྨʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

入院一時金特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 一時金の支払いについて
� ୈ̎� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 一時金の支払請求手続について
� ୈ̐� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 内容の変更について
� ୈøú� ೖӃҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 解約等について
� ୈøû� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøý� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 その他
� ୈøþ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 特則について
� ୈù÷� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอ�

໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ͷಛଇʜʜࠐྉݥ
� ୈùø� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద�

༻͞Ε͍ͯΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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入院一時金特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 一時金の支払いについて
� ୈ̎� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 一時金の支払請求手続について
� ୈ̐� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 内容の変更について
� ୈøú� ೖӃҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 解約等について
� ୈøû� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøý� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 その他
� ୈøþ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 特則について
� ୈù÷� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอ�

໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ͷಛଇʜʜࠐྉݥ
� ୈùø� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద�

༻͞Ε͍ͯΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ２	 ই
ಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ １ˎ

Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷނࣄʢผද
̎˒ʣΛͷݪҼͱ͢Δই
Λ͍͍·͢ɻ

ˎ３	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥ̖ʹΑΔྍཆ
ͷڅͷରͱͳΔҟৗสΛ
ؚΈɺༀґଘؚ̗Έ·ͤΜɻ
ͳ͓ɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ １ˎҎޙʹੜͨ͡ʮෆྀͷ
ʢผද̎˒ʣҎ֎ͷ֎Ҽʯނࣄ
ΛͷݪҼͱ͢Δইʹ͍ͭ
ͯɺ࣬පͱΈͳͯ͠औΓѻ͍

入院一時金特約
ʢ࣮ࢪɹ2022�5�2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ೖӃʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ೖӃҰۚ࣌
λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷಛɺҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖʢҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻʣʹՃ

͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ16ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 一時金の支払いについて

	 第２条	 	 入院一時金の支払い

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓ΓɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝͕ੜ͡
ͨͱ͖ɺೖӃҰۚ࣌Λͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ໔ࣄ༝ʢୈ̏ʣ
ʹ֘͢Δͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧΛۚ࣌༝ʢೖӃҰࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

入
院
一
時
金

ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹ࣍ͷ͢
ͯΛຬͨ͢ೖӃʢผද̍˒ʣʢҎԼʮೖӃʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣΛ։ͨ࢝͠ͱ͖
ᾇ� ͷ͍ͣΕ͔Λຬͨ͢ೖӃ࣍
ᶃ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ １ˎ

Ҏޙʹੜͨ͡ই２ˎΛͷݪҼͱ
ͯ͠ओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃ

ᶄ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ １ˎ

Ҏޙʹੜͨ࣬͡පˎ３ΛͷݪҼͱ
ͯ͠ओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃ

ᾈ� පӃ·ͨྍॴ ４ˎͷೖӃ

̍ճͷೖӃʹ͖ͭɺ
ೖӃҰֹۚ࣌

主
契
約
の
入
院
給
付
金
受
取
人

̎ɽೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

特

約
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入
院
一
時
金
特
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·͢ɻ
̖ɿ࣍�ͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ
๏ʹͮ͘جҩྍอ੍ݥ
Λ͍͍·͢ɻ
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹
๏

ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ʹͷҩྍͷ֬อऀྸߴ
ؔ͢Δ๏

̗ɿ	ฏ2�݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛1��2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

ˎ４	 ප院·ͨྍॴ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ
͋ΔපӃ·ͨྍॴ̖

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δ
ҩྍࢪઃ

̖ɿ	ࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻࢪ

ˎ５	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣ １ˎ

࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։نʹ
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ６	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ１લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΓೖӃΛͨ͠ͱ͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ １ˎҎޙͷ࣬ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
ᶃ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ５͔Βͦͷ

ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠
߹

ᶄ� ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ᶅ� ͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ １ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚ͨ
͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ６ʹ͓͍ͯҟ
ৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺͦ
ͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨඃ
อ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ͜
ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ１Ҏޙͷ࣬
ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧݶ ᶃ� ओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘΕΔ̍ճͷೖӃʹ
͖ͭ̍ճͱ͠·͢ɻ

ᶄ� ௨50ͯ͠ࢉճͱ͠·͢ɻ
ᾉ� ओܖͷই２ˎʹΑΔ
ೖӃڅ͓ۚΑͼ࣬
පˎ３ʹΑΔೖӃڅۚ
ͷࢧࣄ༝ʹॏෳͯ͠
֘ͨ͠ͱ͖

༝ʹॏෳͯ֘ͨ͠͠ೖӃʹରͯ͠ɺೖӃҰࣄࢧ
͍·͢ɻࢧΛ̍ճͷΈۚ࣌

ᾊ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝
͕ੜ͡ɺࢧ͏͖ೖ
ӃҰ͕͋ۚ࣌Δ߹Ͱɺ
ͦͷࢧલʹඃอऀݥ
ͨ͠ͱ͖ࢮ͕

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
ͮجʹఆنͷݥΛී௨อۚ࣌͏͖ೖӃҰࢧ
͖ೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�125ࢀরʣɺผද̎ʢ1�125ࢀরʣ

	 第̏条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺೖӃ
Ұۚ࣌Λࢧ͍·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡ೖӃҰۚ࣌ΛࢧΘͳ͍߹ʣ

入
院
一
時
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ
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·͢ɻ
̖ɿ࣍�ͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ
๏ʹͮ͘جҩྍอ੍ݥ
Λ͍͍·͢ɻ
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹
๏

ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ʹͷҩྍͷ֬อऀྸߴ
ؔ͢Δ๏

̗ɿ	ฏ2�݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛1��2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

ˎ４	 ප院·ͨྍॴ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ
͋ΔපӃ·ͨྍॴ̖

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δ
ҩྍࢪઃ

̖ɿ	ࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻࢪ

ˎ５	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣ １ˎ

࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։نʹ
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ６	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ１લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΓೖӃΛͨ͠ͱ͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ １ˎҎޙͷ࣬ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
ᶃ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ５͔Βͦͷ

ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠
߹

ᶄ� ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ １ˎҎޙͷ࣬පˎ３ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ᶅ� ͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ １ˎલʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚ͨ
͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ６ʹ͓͍ͯҟ
ৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺͦ
ͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨඃ
อ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ͜
ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ１Ҏޙͷ࣬
ප ３ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧݶ ᶃ� ओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘΕΔ̍ճͷೖӃʹ
͖ͭ̍ճͱ͠·͢ɻ

ᶄ� ௨50ͯ͠ࢉճͱ͠·͢ɻ
ᾉ� ओܖͷই２ˎʹΑΔ
ೖӃڅ͓ۚΑͼ࣬
පˎ３ʹΑΔೖӃڅۚ
ͷࢧࣄ༝ʹॏෳͯ͠
֘ͨ͠ͱ͖

༝ʹॏෳͯ֘ͨ͠͠ೖӃʹରͯ͠ɺೖӃҰࣄࢧ
͍·͢ɻࢧΛ̍ճͷΈۚ࣌

ᾊ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝
͕ੜ͡ɺࢧ͏͖ೖ
ӃҰ͕͋ۚ࣌Δ߹Ͱɺ
ͦͷࢧલʹඃอऀݥ
ͨ͠ͱ͖ࢮ͕

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
ͮجʹఆنͷݥΛී௨อۚ࣌͏͖ೖӃҰࢧ
͖ೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�125ࢀরʣɺผද̎ʢ1�125ࢀরʣ

	 第̏条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺೖӃ
Ұۚ࣌Λࢧ͍·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡ೖӃҰۚ࣌ΛࢧΘͳ͍߹ʣ

入
院
一
時
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯೖӃҰۚ࣌ͷࢧ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺೖӃҰۚ࣌ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ
͍·͢ɻ

	̏ 	 一時金の支払請求手続について

	 第̐条	 	 入院一時金の支払ٻखଓ

̍ɽೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผ
ද̏˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

˒ผද̏ʢ1�126ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
14ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜࣄࢧͷۚ࣌ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔೖӃҰؒظ༛༧ޙ
ͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ೖӃҰۚ࣌Λࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 อݥྉの払ࠐΈ͕ͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓͢Δͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ
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	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

	̓ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
ͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭ
ͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ
಄Ͱ࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢ͰʹೖӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕ղআ
ͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอͨ͠໌ূ͕ऀݥ
ͱ͖ɺࣾɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎ҎʹೖӃҰ࣌
ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
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	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

	̓ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
ͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭ
ͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ
಄Ͱ࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢ͰʹೖӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕ղআ
ͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอͨ͠໌ূ͕ऀݥ
ͱ͖ɺࣾɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎ҎʹೖӃҰ࣌
ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥҰۚ࣌Λऔ͢Δత͘͠ଞਓʹҰۚ࣌Λ
টகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖ނࣄऔͤ͞ΔతͰ

ᾈ� Ұۚ࣌ͷٻʹؔ͠ɺҰۚ࣌ͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔ΔҰֹۚ࣌ͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺೖӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷ
ಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝͕ੜ
༝͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺͦͷೖࣄࢧͷۚ࣌Βղআ·ͰͷؒʹɺೖӃҰ͔࣌ͨ͡
ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢ͰʹೖӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̔ 	 内容の変更について

	第��条	 	 入院一時金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺೖӃҰ࣌
ֹۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺޙֹݮͷೖӃҰֹ͕ۚ࣌ࣾ
ͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽೖӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌Εͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ14ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ೖӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹Λ
ؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	̕ 	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ
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	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ͕௨ࢉͷࢧݶʹୡͨ͠ͱ͖
ͨͩ͠ɺओܖʹ̏େ࣬පೖӃԆಛଇ·ͨ̔େ࣬පೖӃԆಛଇ͕ద༻
͞Ε͍ͯΔ߹Λআ͖·͢ɻ

ᾉ� ओܖ͕ᾇ·ͨᾈҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾊ� ͜ͷಛʹΑΔೖӃҰۚ࣌ͷࢧճ͕௨50ͯ͠ࢉճʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚ΔೖӃҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී௨อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約͕Ճ͞Εͨओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕
ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻
͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞
Εͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕ద༻͞ΕͯいΔ߹の
特ଇ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹ
ओܖʹ͜ͷಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
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	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ͕௨ࢉͷࢧݶʹୡͨ͠ͱ͖
ͨͩ͠ɺओܖʹ̏େ࣬පೖӃԆಛଇ·ͨ̔େ࣬පೖӃԆಛଇ͕ద༻
͞Ε͍ͯΔ߹Λআ͖·͢ɻ

ᾉ� ओܖ͕ᾇ·ͨᾈҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾊ� ͜ͷಛʹΑΔೖӃҰۚ࣌ͷࢧճ͕௨50ͯ͠ࢉճʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚ΔೖӃҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී௨อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約͕Ճ͞Εͨओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕
ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻
͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞
Εͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕ద༻͞ΕͯいΔ߹の
特ଇ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹ
ओܖʹ͜ͷಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ

ผද１	 入院
ೖӃڅۚͷࢧରͱͳΔʮೖӃʯͱɺҩࢣʢ̍ʣʹΑΔྍ࣏ʢ̎ʣ͕ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷྍ࣏ʢ̎ʣ͕ࠔ
ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴʢ̏ʣʹೖΓɺৗʹҩࢣʢ̍ʣͷཧԼʹ͓͍ͯྍ࣏ʢ̎ʣʹઐ೦͢Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨ
ͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬తɺ߹ཧతͳೖӃʹݶΓ·͢ɻͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾉͳͲೖӃҰۚ࣌ͷ
ରͱͳΔೖӃʹ֘͠·ͤΜɻࢧ

ᾇ� ඒ༰ܗͷͨΊͷೖӃ
ᾈ� ਖ਼ৗสͷͨΊͷೖӃ
ᾉ� ͷͨΊͷೖӃࠪݕॲஔΛΘͳ͍ਓؒυοΫྍ࣏


̍ɽࢶ࢛�ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ
̎ɽॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़ΛؚΈ·͢ɻ
̏ɽʮපӃ·ͨྍॴʯͱɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢Δྍॴʢࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻʣࢪज़ॴʹऩ༰͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢪ๏ʹఆΊΔࢣज़Λड͚ΔͨΊɺॊಓ෮ࢪؔ͠ʹଧͨ·࠳

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δҩྍࢪઃ

ผද２	 ରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

ޠ༺ ఆٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣ�ຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣ�ඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ�࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ·ͨ
ᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓਲ͍
ͳΒͼʹٌծɾׇ

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑɾ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦ
10ɽॲܐ

ද２ɹ	ରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ
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ผද３	 入院一時金の支払請求にඞཁなॻྨ

߲ ඞཁॻྨ

ೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔೖӃͨ͠පӃ·ͨྍॴͷೖӃূ໌ॻ
ᾉ� ೖӃҰۚ࣌ͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ೖӃҰۚ࣌ͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ෆྀͷނࣄʢผද̎ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄͰ͋Δ͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ
͓Αͼࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ

ᾌ� ೖӃҰۚ࣌ͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� ೖӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ͷஅʹ͋ͨͬͯɺ࣮ࣄͷ֬ೝΛ͜͏ߦͱɺ·͕ͨࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹஅΛߦΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ
·͢ɻ
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ผද̍� ௨Ӄʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̎� ରͱͳΔෆྀͷނࣄʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̏� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧٻʹඞཁͳॻྨʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

通院一時金特約（2022）目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 一時金の支払いについて
� ୈ̎� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 一時金の支払請求手続について
� ୈ̐� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 内容の変更について
� ୈøú� ௨ӃҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 解約等について
� ୈøû� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøý� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 その他
� ୈøþ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 特則について
� ୈù÷� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอ�

໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ͷಛଇʜʜࠐྉݥ
� ୈùø� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద�

༻͞Ε͍ͯΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ই
ಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ

Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷނࣄʢผද
̎˒ʣΛͷݪҼͱ͢Δই
Λ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ３	 ප院·ͨྍॴ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ
͋ΔපӃ·ͨྍॴ̖

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δ
ҩྍࢪઃ

̖ɿ	ࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻࢪ

ˎ４	 ୀ院
ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽʵᾇʵ
ᶃ·ͨຊͷ̍ɽʵᾈʵᶃʹ
ఆ͢ΔೖӃΛ̎ճҎ্ͨ͠ن
߹Ͱɺओܖͷී௨อݥͷ
ఆʹΑΓ̍ճͷೖӃͱΈͳ͞ن
ΕΔͱ͖ɺ࠷ऴͷೖӃ̖ͷୀ
ӃΛຊͷ̍ɽʵᾇʵᶅ·ͨ
ຊͷ̍ɽʵᾈʵᶅͷୀӃ
ͱΈͳ͠·͢ɻ
̖ɿ	ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ
͕ɺओܖͷී௨อݥ
ʹఆΊΔ̍ճͷೖӃʹ
͍ͭͯͷࢧݶʹୡ
ͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͩೖ
ӃΛ͍͍·͢ɻ

通院一時金特約（2022）
ʢ࣮ࢪɹ2022�5�2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ௨Ӄʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ௨ӃҰۚ࣌
λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷಛɺҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖʢҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻʣʹՃ

͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ16ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 一時金の支払いについて

	 第２条	 	 通院一時金の支払い

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝͕ੜ͡
ͨͱ͖ɺ௨ӃҰۚ࣌Λͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ໔ࣄ༝ʢୈ̏ʣ
ʹ֘͢Δͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧΛۚ࣌༝ʢ௨ӃҰࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

通
院
一
時
金

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᾇ� ই １ˎʹ ΑΔ௨ӃҰۚ࣌
ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹ࣍
ͷͯ͢Λຬͨ͢௨Ӄʢผද̍˒ʣʢҎԼʮ௨
Ӄʯͱ͍͍·͢ɻʣΛ։ͨ࢝͠ͱ͖
ᶃ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２

Ҏޙʹੜͨ͡ই １ˎΛͷݪҼͱ
ͯ͠ओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃΛ͠ɺͦͷೖӃͷͷݪҼ
ͱͳͬͨই １ˎͷྍ࣏Λͷత
ͱ͢Δ௨Ӄ

ᶄ� පӃ·ͨྍॴ ３ˎͷ௨Ӄ
ᶅ� ᶃʹఆΊΔೖӃͷୀӃˎ４ͷཌҎ
ؒظʢҎԼʮ௨Ӄؒظ180ͷޙ ５ˎʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣʹ͓͚Δ௨Ӄ

̍ճͷ௨Ӄؒظ ５ˎ

ʹ͖ͭɺ
௨ӃҰֹۚ࣌

主
契
約
の
入
院
給
付
金
受
取
人
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	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ই
ಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ

Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷނࣄʢผද
̎˒ʣΛͷݪҼͱ͢Δই
Λ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ３	 ප院·ͨྍॴ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ
͋ΔපӃ·ͨྍॴ̖

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δ
ҩྍࢪઃ

̖ɿ	ࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻࢪ

ˎ４	 ୀ院
ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽʵᾇʵ
ᶃ·ͨຊͷ̍ɽʵᾈʵᶃʹ
ఆ͢ΔೖӃΛ̎ճҎ্ͨ͠ن
߹Ͱɺओܖͷී௨อݥͷ
ఆʹΑΓ̍ճͷೖӃͱΈͳ͞ن
ΕΔͱ͖ɺ࠷ऴͷೖӃ̖ͷୀ
ӃΛຊͷ̍ɽʵᾇʵᶅ·ͨ
ຊͷ̍ɽʵᾈʵᶅͷୀӃ
ͱΈͳ͠·͢ɻ
̖ɿ	ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ
͕ɺओܖͷී௨อݥ
ʹఆΊΔ̍ճͷೖӃʹ
͍ͭͯͷࢧݶʹୡ
ͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͩೖ
ӃΛ͍͍·͢ɻ

通院一時金特約（2022）
ʢ࣮ࢪɹ2022�5�2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ௨Ӄʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ௨ӃҰۚ࣌
λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷಛɺҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖʢҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻʣʹՃ

͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ16ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 一時金の支払いについて

	 第２条	 	 通院一時金の支払い

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝͕ੜ͡
ͨͱ͖ɺ௨ӃҰۚ࣌Λͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ໔ࣄ༝ʢୈ̏ʣ
ʹ֘͢Δͱ͖ࢧ͍·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧΛۚ࣌༝ʢ௨ӃҰࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

通
院
一
時
金

ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖
ᾇ� ই １ˎʹ ΑΔ௨ӃҰۚ࣌
ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹ࣍
ͷͯ͢Λຬͨ͢௨Ӄʢผද̍˒ʣʢҎԼʮ௨
Ӄʯͱ͍͍·͢ɻʣΛ։ͨ࢝͠ͱ͖
ᶃ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２

Ҏޙʹੜͨ͡ই １ˎΛͷݪҼͱ
ͯ͠ओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃΛ͠ɺͦͷೖӃͷͷݪҼ
ͱͳͬͨই １ˎͷྍ࣏Λͷత
ͱ͢Δ௨Ӄ

ᶄ� පӃ·ͨྍॴ ３ˎͷ௨Ӄ
ᶅ� ᶃʹఆΊΔೖӃͷୀӃˎ４ͷཌҎ
ؒظʢҎԼʮ௨Ӄؒظ180ͷޙ ５ˎʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣʹ͓͚Δ௨Ӄ

̍ճͷ௨Ӄؒظ ５ˎ

ʹ͖ͭɺ
௨ӃҰֹۚ࣌

主
契
約
の
入
院
給
付
金
受
取
人

ˎ５	 通院期間
ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽʵᾇʵ
ᶃ·ͨຊͷ̍ɽʵᾈʵᶃʹ
ఆ͢ΔೖӃΛ̎ճҎ্ͨ͠ن
߹Ͱɺओܖͷී௨อݥͷ
ఆʹΑΓ̍ճͷೖӃͱΈͳ͞ن
ΕΔͱ͖ɺ࠷ॳͷೖӃͷୀӃ
ޙɺ࠷ऴͷೖӃ̖ͷೖӃ·
Ͱͷؒظʹ͍ͭͯ௨Ӄؒظͱ
Έͳ͠ɺͦΕΒͷ௨Ӄؒظͱ࠷
ऴͷೖӃ̖ͷୀӃ ６ˎͷཌҎ
Λ̍ճͷ௨Ӄؒظ180ͷޙ
ͱ͠·͢ɻؒظ
̖ɿ	ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ
͕ɺओܖͷී௨อݥ
ʹఆΊΔ̍ճͷೖӃʹ
͍ͭͯͷࢧݶʹୡ
ͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͩೖ
ӃΛ͍͍·͢ɻ

ˎ６	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥ̖ʹΑΔྍཆ
ͷڅͷରͱͳΔҟৗสΛ
ؚΈɺༀґଘؚ̗Έ·ͤΜɻ
ͳ͓ɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ʮෆྀ
ͷނࣄʢผද̎˒ʣҎ֎ͷ֎Ҽʯ
ΛͷݪҼͱ͢Δইʹ͍ͭ
ͯɺ࣬පͱΈͳͯ͠औΓѻ͍
·͢ɻ
̖ɿ	࣍ͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ
๏ʹͮ͘جҩྍอ੍ݥ
Λ͍͍·͢ɻ
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹
๏

ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ʹͷҩྍͷ֬อऀྸߴ
ؔ͢Δ๏

̗ɿ	ฏ2�݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸�
̛11�2ɺ̛12�2ɺ̛13�2ɺ
̛14�2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛1��2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ

ˎ７	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

͏߹ʣࢧΛۚ࣌༝ʢ௨ӃҰࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

通
院
一
時
金

ᾈ� ࣬ප ６ˎʹΑΔ௨ӃҰۚ࣌
ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹ࣍
ͷͯ͢Λຬͨ͢௨ӃΛ։ͨ࢝͠ͱ͖
ᶃ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２

Ҏޙʹੜͨ࣬͡පˎ６ΛͷݪҼͱ
ͯ͠ओܖͷೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃΛ͠ɺͦͷೖӃͷͷݪҼ
ͱͳͬͨ࣬පˎ６ͷྍ࣏Λͷత
ͱ͢Δ௨Ӄ

ᶄ� පӃ·ͨྍॴ ３ˎͷ௨Ӄ
ᶅ� ᶃʹఆΊΔೖӃͷୀӃˎ４ͷཌҎ
ؒظʢҎԼʮ௨Ӄؒظ180ͷޙ ５ˎʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣʹ͓͚Δ௨Ӄ

̍ճͷ௨Ӄؒظ ５ˎ

ʹ͖ͭɺ
௨ӃҰֹۚ࣌

主
契
約
の
入
院
給
付
金
受
取
人

̎ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΓೖӃΛͨ͠ͱ͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ ２ˎҎޙͷ࣬ප ６ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
ᶃ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ７͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹೖӃΛ։ͨ࢝͠
߹

ᶄ� ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පˎ６ʹΑΔͷͱΈͳ͠·
ͤΜɻ

ᶅ� ͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ８ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬
ප ６ˎʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧݶ ᶃ� ̍ճͷ௨Ӄؒظ ５ˎʹ͍ͭͯ̍ճͱ͠·͢ɻ
ᶄ� ௨50ͯ͠ࢉճͱ͠·͢ɻ

ᾉ� ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽ
ʵᾇʵᶃʹنఆ͢Δೖ
Ӄͷ։࣌࢝·ͨೖӃ
தʹɺͦͷೖӃ։࢝ͷ
ͷݪҼͱͳͬͨই
１Ҏ֎ʹ࣬පˎ６Λซˎ
ൃ͍ͯͨ͠ͱ͖

ͦͷ࣬පˎ６ʹ͍ͭͯɺೖӃͷඞཁੑ͕͋Δ߹ˎ９

ʹɺͦͷ࣬පˎ６ͷྍ࣏Λͷతͱ͢Δ௨Ӄ
࣬පˎ６ʹΑΔ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʹఆΊΔ௨
ӃʹؚΊ·͢ɻ

ᾊ� ඃอ͕ऀݥɺຊͷ̍ɽ
ʵᾈʵᶄʹنఆ͢Δೖ
Ӄͷ։࣌࢝·ͨೖӃ
தʹɺͦͷೖӃ։࢝ͷ
ͷݪҼͱͳͬͨ࣬
පˎ６Ҏ֎ʹই１ˎΛซ
ൃ͍ͯͨ͠ͱ͖

ͦͷই １ˎʹ͍ͭͯɺೖӃͷඞཁੑ͕͋Δ߹ˎ９

ʹɺͦͷই １ˎͷྍ࣏Λͷతͱ͢Δ௨Ӄ
ই １ˎʹΑΔ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʹఆΊΔ௨Ӄ
ʹؚΊ·͢ɻ

特

約

129

通
院
一
時
金
特
約（
２
０
２
２
）



ˎ８	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ˎ９	 ೖ院のඞཁੑが͋る߹
ҩ̖ࢣʹΑΔ͕̗ྍ࣏ඞཁͰ͋
Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕̗ྍ࣏
ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴ ３ˎ

ʹೖΓɺৗʹҩ̖ࢣͷཧԼʹ
ઐ೦͢Δ߹Λʹ̗ྍ࣏͍͓ͯ
͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩ
ֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ
·Γݶʹ߹తɺ߹ཧతͳ؍٬
͢ɻ
̖ɿ	ࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ

̗ɿ	ॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़Λؚ
Έ·͢ɻ

ˎ10	 Ҽݪૣ͘ੜͨ͡通院の࠷
ຊͷ̍ɽʵᾇʵᶃ·ͨຊ
ͷ̍ɽʵᾈʵᶃʹنఆ͢ΔೖӃ
Λ։ͨ࢝͠ʹݪҼ͕ੜͨ͡
ͷͱͯ͠ఆ͠·͢ɻ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾋ� ඃอ͕ऀݥɺओܖͷ
ೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃʹ௨ӃҰۚ࣌
ͷࢧࣄ༝ʹ֘͢Δ
௨ӃΛͨ͠ͱ͖

ͦͷೖӃͷ௨Ӄʹର͢Δ௨ӃҰۚ࣌ࢧ͍·ͤ
Μɻ

ᾌ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷ
ʹ̎ճҎ্ͷ௨ӃΛ͠
ͨͱ͖

̍ճͷ௨ӃΛͨ͠ͷͱΈͳ͠ɺ௨ӃҰۚ࣌ॏෳ
ҼʹΑݪ͍·ͤΜɻ͜ͷ߹ɺ̎ͭҎ্ͷࢧͯ͠
Γ௨Ӄͨ͠ͱ͖ɺ࠷ૣ͘ੜͨ͡௨ӃͷݪҼˎ10

ʹΑΓ௨Ӄͨ͠ͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻᾍ� ඃอ͕ऀݥɺ̎ͭҎ্
ͷࣄ༝ͷྍ࣏Λతͱ
͢Δ̍ճͷ௨ӃΛͨ͠
ͱ͖

ᾎ� ඃอऀݥͷೖӃதʹओ
ࢧۚͷڅͷೖӃܖ
͕௨ࢉͷࢧݶ
ʹୡͯ͠ɺ͜ͷ
ಛ͕ফ໓ͨ͠ͱ͖

ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ͕௨ࢉͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͰܧଓͨ͠ೖӃͷୀӃޙͷ௨Ӄ
ɺ௨Ӄ５ˎؒظதͷ௨ӃͱΈͳͯ͠ɺຊͷ̍ɽ
ͷنఆΛద༻͠·͢ɻ

ᾏ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝
͕ੜ͡ɺࢧ͏͖௨
ӃҰ͕͋ۚ࣌Δ߹Ͱɺ
ͦͷࢧલʹඃอऀݥ
ͨ͠ͱ͖ࢮ͕

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
ͮجʹఆنͷݥΛී௨อۚ࣌͏͖௨ӃҰࢧ
͖ೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�135ࢀরʣɺผද̎ʢ1�135ࢀরʣ

	 第̏条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺ௨Ӄ
Ұۚ࣌Λࢧ͍·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡௨ӃҰۚ࣌ΛࢧΘͳ͍߹ʣ

通
院
一
時
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺ௨ӃҰۚ࣌ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ
͍·͢ɻ
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ˎ８	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ˎ９	 ೖ院のඞཁੑが͋る߹
ҩ̖ࢣʹΑΔ͕̗ྍ࣏ඞཁͰ͋
Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕̗ྍ࣏
ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴ ３ˎ

ʹೖΓɺৗʹҩ̖ࢣͷཧԼʹ
ઐ೦͢Δ߹Λʹ̗ྍ࣏͍͓ͯ
͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩ
ֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ
·Γݶʹ߹తɺ߹ཧతͳ؍٬
͢ɻ
̖ɿ	ࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ
೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠
ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔ
ॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ

̗ɿ	ॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़Λؚ
Έ·͢ɻ

ˎ10	 Ҽݪૣ͘ੜͨ͡通院の࠷
ຊͷ̍ɽʵᾇʵᶃ·ͨຊ
ͷ̍ɽʵᾈʵᶃʹنఆ͢ΔೖӃ
Λ։ͨ࢝͠ʹݪҼ͕ੜͨ͡
ͷͱͯ͠ఆ͠·͢ɻ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾋ� ඃอ͕ऀݥɺओܖͷ
ೖӃڅ͕ۚࢧΘΕ
ΔೖӃʹ௨ӃҰۚ࣌
ͷࢧࣄ༝ʹ֘͢Δ
௨ӃΛͨ͠ͱ͖

ͦͷೖӃͷ௨Ӄʹର͢Δ௨ӃҰۚ࣌ࢧ͍·ͤ
Μɻ

ᾌ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷ
ʹ̎ճҎ্ͷ௨ӃΛ͠
ͨͱ͖

̍ճͷ௨ӃΛͨ͠ͷͱΈͳ͠ɺ௨ӃҰۚ࣌ॏෳ
ҼʹΑݪ͍·ͤΜɻ͜ͷ߹ɺ̎ͭҎ্ͷࢧͯ͠
Γ௨Ӄͨ͠ͱ͖ɺ࠷ૣ͘ੜͨ͡௨ӃͷݪҼˎ10

ʹΑΓ௨Ӄͨ͠ͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻᾍ� ඃอ͕ऀݥɺ̎ͭҎ্
ͷࣄ༝ͷྍ࣏Λతͱ
͢Δ̍ճͷ௨ӃΛͨ͠
ͱ͖

ᾎ� ඃอऀݥͷೖӃதʹओ
ࢧۚͷڅͷೖӃܖ
͕௨ࢉͷࢧݶ
ʹୡͯ͠ɺ͜ͷ
ಛ͕ফ໓ͨ͠ͱ͖

ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ͕௨ࢉͷࢧݶ
ʹୡͨ͠ΛؚΜͰܧଓͨ͠ೖӃͷୀӃޙͷ௨Ӄ
ɺ௨Ӄ５ˎؒظதͷ௨ӃͱΈͳͯ͠ɺຊͷ̍ɽ
ͷنఆΛద༻͠·͢ɻ

ᾏ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝
͕ੜ͡ɺࢧ͏͖௨
ӃҰ͕͋ۚ࣌Δ߹Ͱɺ
ͦͷࢧલʹඃอऀݥ
ͨ͠ͱ͖ࢮ͕

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
ͮجʹఆنͷݥΛී௨อۚ࣌͏͖௨ӃҰࢧ
͖ೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�135ࢀরʣɺผද̎ʢ1�135ࢀরʣ

	 第̏条	 	 ໔責ࣄ༝

̍ɽࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡ɺ࣍ͷ໔ࣄ༝ʹ֘͢Δͱ͖ɺࣾɺ௨Ӄ
Ұۚ࣌Λࢧ͍·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡௨ӃҰۚ࣌ΛࢧΘͳ͍߹ʣ

通
院
一
時
金

ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ

ᾏ� ɺՐ·ͨ
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖ࣄ

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺ௨ӃҰۚ࣌ͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ
͍·͢ɻ

	̏ 	 一時金の支払請求手続について

	 第̐条	 	 通院一時金の支払ٻखଓ

̍ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผ
ද̏˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

˒ผද̏ʢ1�136ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
14ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜࣄࢧͷۚ࣌ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ௨ӃҰؒظ༛༧ޙ
ͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 อݥྉの払ࠐΈ͕ͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓͢Δͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	̓ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ

特

約
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	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
ͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭ
ͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ
಄Ͱ࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕ղআ
ͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอͨ͠໌ূ͕ऀݥ
ͱ͖ɺࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ௨ӃҰ࣌
ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
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	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
ͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭ
ͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ
಄Ͱ࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·
͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕ղআ
ͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอͨ͠໌ূ͕ऀݥ
ͱ͖ɺࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ௨ӃҰ࣌
ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥҰۚ࣌Λऔ͢Δత͘͠ଞਓʹҰۚ࣌Λ
টகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖ނࣄऔͤ͞ΔతͰ

ᾈ� Ұۚ࣌ͷٻʹؔ͠ɺҰۚ࣌ͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔ΔҰֹۚ࣌ͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷ
ಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝͕ੜ
༝͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺͦͷ௨ࣄࢧͷۚ࣌Βղআ·Ͱͷؒʹɺ௨ӃҰ͔࣌ͨ͡
ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ௨ӃҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̔ 	 内容の変更について

	第��条	 	 通院一時金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ௨ӃҰ࣌
ֹۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺޙֹݮͷ௨ӃҰֹ͕ۚ࣌ࣾ
ͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽ௨ӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌Εͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ14ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ௨ӃҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹Λ
ؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	̕ 	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ
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	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ͕௨ࢉͷࢧݶʹୡͨ͠ͱ͖
ͨͩ͠ɺओܖʹ̏େ࣬පೖӃԆಛଇ·ͨ̔େ࣬පೖӃԆಛଇ͕ద༻
͞Ε͍ͯΔ߹Λআ͖·͢ɻ

ᾉ� ओܖ͕ᾇ·ͨᾈҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾊ� ͜ͷಛʹΑΔ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧճ͕௨50ͯ͠ࢉճʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ௨ӃҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී通อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約͕Ճ͞Εͨओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕
ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻
͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞
Εͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕ద༻͞ΕͯいΔ߹の
特ଇ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹ
ओܖʹ͜ͷಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
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	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖͷೖӃڅۚͷࢧ͕௨ࢉͷࢧݶʹୡͨ͠ͱ͖
ͨͩ͠ɺओܖʹ̏େ࣬පೖӃԆಛଇ·ͨ̔େ࣬පೖӃԆಛଇ͕ద༻
͞Ε͍ͯΔ߹Λআ͖·͢ɻ

ᾉ� ओܖ͕ᾇ·ͨᾈҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾊ� ͜ͷಛʹΑΔ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧճ͕௨50ͯ͠ࢉճʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ௨ӃҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී通อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約͕Ճ͞Εͨओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕
ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻
͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞
Εͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕ద༻͞ΕͯいΔ߹の
特ଇ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹ
ओܖʹ͜ͷಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ

ผද１	 通院
ҩ̖ࢣʹΑΔ͕̗ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ͭࣗͰͷࠔ͕̗ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴ̘ʹ͓͍ͯɺҩ̖ࢣʹΑΔ̗ྍ࣏ΛೖӃ
ʹΑΒͳ͍Ͱड͚Δ͜ͱΛ͍͍· ʢ͢ԟΛؚΈ·͢ʣɻͨ ͩ͠ɺฏৗͷੜ׆͘͠ۀʹै͢ࣄΔ͜ͱʹࢧো͕ͳ͍ఔʹ࣏ͬ
తɺ߹ཧతͱೝΊΒΕͳ͍௨ӃΛআ͖·͢ɻ؍ͷҩֶతਫ४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ٬࣌Ҏ߱ͷ௨Ӄɺ·ͨ௨Ӄ࣌ͨ
̖ɿ	ࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧࠳·ͨଧʹؔͯ͠ɺॊಓ෮ࢣ๏ʹఆΊΔॊಓ෮ࢣΛؚΈ·͢ɻ
̗ɿ	ॊಓ෮ࢣʹΑΔࢪज़ΛؚΈ·͢ɻ
̘ɿ	ʮපӃ·ͨྍॴʯͱɺ࣍ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢Δྍॴʢࢶ࢛ʹ͓͚Δંࠎɺӓɺ೧
ज़ॴΛؚΈ·͢ɻʣࢪज़ॴʹऩ༰͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢪ๏ʹఆΊΔࢣज़Λड͚ΔͨΊɺॊಓ෮ࢪؔ͠ʹଧͨ·࠳

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δҩྍࢪઃ

ผද２	 ରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

ޠ༺ ఆٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣ�ຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣ�ඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ�࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ·ͨ
ᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓਲ͍
ͳΒͼʹٌծɾׇ

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑɾ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦ
10ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ
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ผද３	 通院一時金の支払請求にඞཁなॻྨ

߲ ඞཁॻྨ

௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔ௨Ӄͨ͠පӃ·ͨྍॴͷ௨Ӄূ໌ॻ
ᾉ� ௨ӃҰۚ࣌ͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾊ� ௨ӃҰۚ࣌ͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾋ� ෆྀͷނࣄʢผද̎ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄͰ͋Δ͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ
͓Αͼࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ

ᾌ� ௨ӃҰۚ࣌ͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� ௨ӃҰۚ࣌ͷࢧ͍ͷஅʹ͋ͨͬͯɺ࣮ࣄͷ֬ೝΛ͜͏ߦͱɺ·͕ͨࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹஅΛߦΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ
·͢ɻ
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ผද̍� ͕Μ
� ̍ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ̎ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷఆٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ̏ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ̐ɽ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̎� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮ͕߅Μྍ࣏ࡎʯʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̏� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮ์ࣹઢྍ࣏ʯʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̐� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮࣗ༝ྍ͕߅Μྍ࣏ࡎʯʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̑� ॲํʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̒� ެతҩྍอ੍ݥʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̓� ҩՊྍใुදʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̔� Պྍใुදʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࣃ
ผද̕� පӃ·ͨྍॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද10� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧٻʹඞཁͳॻྨʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

がん治療特約（2022）目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 がん治療給付金の支払いについて
� ୈ̎� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 がん治療給付金の支払請求手続について
� ୈ̏� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̐� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̑� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̒� ݄ظࠐͷओܖͷܖཱͷԠҎ�

�༝͕ੜͨ͡ࣄࢧʹຬྃ·Ͱؒظ༛༧ޙ
߹ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̓� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 無効について
� ୈ̔� ͜ͷಛͷ։ظ࢝લͷ͕Μஅ֬ఆʹ�

ΑΔແޮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 内容の変更について
� ୈøú� ͕Μڅྍֹ࣏݄ۚͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 解約等について
� ୈøû� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøý� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 その他
� ୈøþ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøÿ� ๏ྩͷվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝ͷมߋʜʜʜʜ
� ୈøĀ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈù÷� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	12	 特則について
� ୈùø� ͜ͷಛΛҩྍอݥʢແղฦۚܕʣ�

ʢ2022ʣܖʹՃ͢Δ߹ͷಛଇ�ʜʜʜʜ
� ୈùù� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอ�

�໔আಛࠐྉݥ໔আಛଇɺ͕Μอࠐྉݥ
ଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద�
༻͞ΕΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

� ୈùú� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇɺ�
͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอ�
�໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ͷࠐྉݥ
ಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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がん治療特約（2022）
ʢ࣮ࢪɹ2022�5�2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ͕ΜʹΑΔॴఆͷ͕߅Μྍ࣏ࡎɺࣗ༝ྍ͕߅Μྍ࣏ࡎ·ͨ์ࣹઢྍ࣏ʹର͢Δอؒظݥऴ
ͷอো

ۚͷछྨڅ ͕Μڅྍ࣏ۚ
λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷಛɺಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥʢແղฦۚܕʣܖ·ͨҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣ

ʯͱ͍͍·͢ɻʣʹՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻܖʢҎԼʮओܖ
·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ16ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷอؒظݥ։͔ظ࢝ΒͦͷΛ
ؚΊͯ91

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚͔ͨ࣌ΒͦͷΛؚΊͯ91


ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औ͔ͬͨ࣌ΒͦͷΛؚΊ
ͯ91

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 がん治療給付金の支払いについて

	 第２条	 	 がん治療給付金の支払い

̍ɽࣾ࣍ͷදɺຊͷ̎ɽ͓Αͼຊͷ̏ɽͷنఆͷͱ͓Γɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷ
͍·͢ɻࢧʹۚΛͦͷडऔਓڅྍ࣏༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͕Μࣄࢧ

138



	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ２	 がんの治療Λ目త
͕Μͷൃ࠶༧ͷͨΊͷྍ࣏
ʢྫɿೕ͕ΜʹΑΔೕআޙ
ͷ͕Μͷൃ࠶༧ͷͨΊͷϗϧ
Ϟϯྍ๏ༀʹΑΔྍ࣏ʣͱஅ
͞ΕΔྍ࣏֘͠·͢ɻ

ˎ３	 治療Λड͚ͨ
ͷᾇ͔ΒᾈΛ͍͍·͢ɻ࣍
ᾇ� ࣗ༝ͨ·ྍ࣏ࡎΜ͕߅
ͷͱ͖ɺྍ࣏ࡎΜ͕߅ྍ
ҩ͕ࢣࣹʹΑΔ͕߅Μࡎ
ͷ༩Λͨͬߦ·ͨҩ
ͷॲํʢผදࡎΜ͕߅͕ࢣ
̑˒ʣΛͨͬߦʢҩࢣͷ
ॲํͤΜͷަʹΑΓڅࢧ
Λड͚͕ͨ߅ΜࡎʹΑΔ࣏
ྍʹ͍ͭͯɺͦͷༀظ
ؒʹ͔͔ΘΒͣɺͦͷॲํ
ͤΜͷަͷͱ͠·͢ɻʣ

ᾈ� ์ࣹઢྍ࣏ͷͱ͖ɺ์ࣹ
ઢরࣹʢެతҩྍอ੍ݥ
ʢผද̒˒ʣʹͮ͘جҩ
Պྍใुදʢผද
̓˒ʣʹ͓͍ͯɺҰ࿈ͷ࣏
ྍաఔʹ࿈ଓͯ͠ड͚ͨ
߹Ͱ์ࣹઢྍ࣏ྉ͕̍ճ
ͷΈࢉఆ͞ΕΔ์ࣹઢྍ࣏
ͷͱ͖ɺ์ࣹઢরࣹ։࢝
ʣ

༝ࣄࢧ
ʢ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͏߹ʣ

ֹۚ डऔਓ

が
ん
治
療
給
付
金

͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ １ˎલʹผද
̍˒ʹఆΊΔ͕ΜʢҎԼʮ͕Μʯͱ͍͍·͢ɻʣ
ͱஅ֬ఆʢผද̍˒ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·
͢ɻҎԼಉ͡ɻʣ͞ Εͨ͜ͱͷͳ͍ඃอ͕ऀݥɺ
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ １ˎҎޙอݥ
Λతྍ࣏தʹஅ֬ఆ͞Ε͕ͨΜͷؒظ ２ˎ

ͱͯ͠ɺ։ظ࢝ʢୈ̍ʣ １ˎҎޙอظݥ
ؒதʹҎԼͷ͍ͣΕ͔ͷྍ࣏Λड͚ͨͱ͖
ᾇ� ผද̎˒ʹఆΊΔ͕߅Μྍ࣏ࡎʢҎԼʮ߅
͕Μྍ࣏ࡎʯͱ͍͍·͢ɻʣ

ᾈ� ผද̏˒ʹఆΊΔ์ࣹઢྍ࣏ʢҎԼʮ์ࣹ
ઢྍ࣏ʯͱ͍͍·͢ɻʣ

ᾉ� ผද̐˒ʹఆΊΔࣗ༝ྍ͕߅Μྍ࣏ࡎ
ʢҎԼʮࣗ༝ྍ͕߅Μྍ࣏ࡎʯͱ͍͍·
͢ɻʣ

ᾇ·ͨᾈͷͱ͖
ɺ͕Μڅྍ࣏ۚ
Λྍ࣏ΘΕΔࢧ͕
ड͚ͨ ３ˎͷଐ͢Δ
݄ʢ݄ͷॳ͔Β
·Ͱͱ͠·͢ɻҎ
Լಉ͡ʣ͝ͱʹɺ
͕Μڅྍֹ࣏݄ۚ

ᾉͷͱ͖ɺ͕Μ࣏
ΘΕࢧ͕ۚڅྍ
Δྍ࣏Λड͚ͨ ３ˎ

ͷଐ͢Δ݄͝ͱʹɺ
͕Μڅྍֹ࣏݄ۚ
ʷ̎ͷֹۚ

主
契
約
の
特
定
疾
病
一
時
金
受
取
人

̎ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷ݄
ʹɺຊ̍ɽʵᾇʹఆ
ΊΔ͕Μڅྍ࣏ۚͷ
༝ʹ֘͢Δෳࣄࢧ
ͷ͕߅Μྍ࣏ࡎΛड
͚ͨͱ͖

ͦͷ݄ͷ࠷ॳʹड͚͕ͨ߅Μྍ࣏ࡎʹରͯ͠ͷΈ͕
Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͍ɺॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷ݄
ʹɺຊͷ̍ɽʵᾈʹ
ఆΊΔ͕Μڅྍ࣏ۚ
ͷࢧࣄ༝ʹ֘͢Δ
ෳͷ์ࣹઢྍ࣏Λड
͚ͨͱ͖

ͦͷ݄ͷ࠷ॳʹड͚ͨ์ࣹઢྍ࣏ʹରͯ͠ͷΈ͕Μ
͍·ͤΜɻࢧ͍ɺॏෳͯ͠ࢧۚΛڅྍ࣏

ᾉ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷ݄
ʹɺຊ̍ɽʵᾉʹఆ
ΊΔ͕Μڅྍ࣏ۚͷ
༝ʹ֘͢Δෳࣄࢧ
ͷࣗ༝ྍ͕߅Μࡎ
Λड͚ͨͱ͖ྍ࣏

ͦͷ݄ͷ࠷ॳʹड͚ͨࣗ༝ྍ͕߅Μྍ࣏ࡎʹର͠
ͯͷΈ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͍ɺॏෳͯ͠ࢧ͍·
ͤΜɻ

ᾊ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷ݄
ʹɺຊͷ̍ɽʹఆΊ
Δ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ
ࣄ༝ʹ֘͢Δ͕߅
Μྍ࣏ࡎɺ์ࣹઢྍ࣏
͓Αͼࣗ༝ྍ͕߅Μ
Λड͚ͨͱ͖ྍ࣏ࡎ

ྍ࣏ࡎΜ͕߅ɺࣗ༝ྍྍ࣏ɺ์ࣹઢྍ࣏ࡎΜ͕߅
ͦΕͧΕʹରͯ͠ɺ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͍·͢ɻ

ᾋ� ຊͷ̍ɽʵᾉʹఆΊ
Δࣗ༝ྍ͕߅Μࡎʹ
ΑΔ͕Μڅྍ࣏ۚͷ
ݶճͷࢧ

௨24ͯ͠ࢉճͱ͠·͢ɻ

ᾌ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ
ݶ

௨2ͯ͠ࢉ000ສԁΛݶͱ͠·͢ɻ

ᾍ� ͕Μڅྍ࣏͕ۚࢧ
ΘΕΔྍ࣏Λड͚ͨ
ˎ３ͷଐ͢Δ݄தʹ͕
Μڅྍֹ࣏݄͕ۚݮ
ֹ͞Εͨͱ͖

ͦͷྍ࣏Λड͚ͨˎ３ࡏݱͷ͕Μڅྍֹ࣏݄ۚ
Λద༻͠·͢ɻ
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͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ͕ΜʹΑΔॴఆͷ͕߅Μྍ࣏ࡎɺࣗ༝ྍ͕߅Μྍ࣏ࡎ·ͨ์ࣹઢྍ࣏ʹର͢Δอؒظݥऴ
ͷอো

ۚͷछྨڅ ͕Μڅྍ࣏ۚ
λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷಛɺಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥʢແղฦۚܕʣܖ·ͨҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣ

ʯͱ͍͍·͢ɻʣʹՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻܖʢҎԼʮओܖ
·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ16ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷอؒظݥ։͔ظ࢝ΒͦͷΛ
ؚΊͯ91

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚͔ͨ࣌ΒͦͷΛؚΊͯ91


ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औ͔ͬͨ࣌ΒͦͷΛؚΊ
ͯ91

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 がん治療給付金の支払いについて

	 第２条	 	 がん治療給付金の支払い

̍ɽࣾ࣍ͷදɺຊͷ̎ɽ͓Αͼຊͷ̏ɽͷنఆͷͱ͓Γɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷ
͍·͢ɻࢧʹۚΛͦͷडऔਓڅྍ࣏༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͕Μࣄࢧ
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߲ ༰

ᾎ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ
͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖͕Μڅྍ࣏͕ۚ͋
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ओܖͷಛఆ࣬පҰۚ࣌डऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹ
ɺࢧ͏͖͕Μڅྍ࣏ۚΛී௨อݥͷن
ఆʹ͖ͮجಛఆ࣬පҰۚ࣌Λड͚औΔ͖ऀʹࢧ
͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�146ࢀরʣɺผද̎ʢ1�147ࢀরʣɺผද̏ʢ1�147ࢀরʣɺผද̐ʢ1�148ࢀরʣɺ
ผද̑ʢ1�148ࢀরʣɺผද̒ʢ1�148ࢀরʣɺผද̓ʢ1�149ࢀরʣ

	̏ 	 がん治療給付金の支払請求手続について

	 第̏条	 	 がん治療給付金の支払ٻखଓ

̍ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอݥ
ऀɺ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨ
ʢผද10˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠
·͢ɻ

˒ผද10ʢ1�149ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̐条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑ
ͼอݥྉؒظࠐͷऴظͱಉҰͱ͠·͢ɻ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̑条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̐ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
14ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̒条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約ཱのԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·
Ͱʹ支払ࣄ༝がੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣࣄࢧۚͷڅྍ࣏ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ͕Μؒظ༛༧ޙ
͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺձࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ
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	 ୈ８	 	 ิઆ໌

ˎ１	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̓条	 	 อݥྉの払ࠐΈがͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌
ʹকདྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	̓ 	 無効について

	 第̔条	 	 ͜の特約の責任開始期લのがんஅ֬ఆʹΑΔແޮ

̍ɽඃอ͕͜ऀݥͷಛͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ̕ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ̕ʣͷ
ʢୈ̍ʣظ࢝Β͜ͷಛͷ։͔࣌ １ˎલʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε͍ͯͨ߹ʹ
ɺอܖݥऀ͓Αͼඃอ͕ऀݥɺͦͷ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨ߹ɺΒͳ͔ͬͨ
߹ͷ͍ͣΕʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛແޮͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ʹɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨ͜ͷಛͷอݥྉ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� લ࣌ʢୈ̕ʣͷࠂ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᶃ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷͯ͢
͕Βͳ͔ͬͨͱ͖ɺอܖݥऀʹ͍͠
·͢ɻ

ᶄ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷ͍ͣΕ
͔̍ਓͰ͍ͬͯͨͱ͖ɺ͍͠·ͤΜɻ

ᾈ� લ࣌ʢୈ̕ʣͷࠂ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
͕ɺࠂʢୈ̕ʣͷ
Β͜ͷಛͷ͔࣌
։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ１ͷ
લ·Ͱʹ͕Μͱஅ
֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

อܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

̏ɽຊͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ·ͨୈ12ʢॏ
େࣄ༝ʹΑΔղআʣʹఆΊΔ͜ͷಛͷղআͷཁ݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺࣾɺͦ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	̔ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ
̎ʣͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ
͍ͭͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣ
͢Δ͜ͱΛඞཁͱࠂ಄ʹΑΓޱʹࢣɺͦͷҩ͍ͯͭʹ߲ࣄ಄Ͱ࣭ͨ͠ޱ͕
͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓձ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹ
ΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ

߲ ༰

ᾎ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ
͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖͕Μڅྍ࣏͕ۚ͋
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ओܖͷಛఆ࣬පҰۚ࣌डऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹ
ɺࢧ͏͖͕Μڅྍ࣏ۚΛී௨อݥͷن
ఆʹ͖ͮجಛఆ࣬පҰۚ࣌Λड͚औΔ͖ऀʹࢧ
͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�146ࢀরʣɺผද̎ʢ1�147ࢀরʣɺผද̏ʢ1�147ࢀরʣɺผද̐ʢ1�148ࢀরʣɺ
ผද̑ʢ1�148ࢀরʣɺผද̒ʢ1�148ࢀরʣɺผද̓ʢ1�149ࢀরʣ

	̏ 	 がん治療給付金の支払請求手続について

	 第̏条	 	 がん治療給付金の支払ٻखଓ

̍ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอݥ
ऀɺ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨ
ʢผද10˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠
·͢ɻ

˒ผද10ʢ1�149ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̐条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑ
ͼอݥྉؒظࠐͷऴظͱಉҰͱ͠·͢ɻ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̑条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̐ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
14ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̒条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約ཱのԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·
Ͱʹ支払ࣄ༝がੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣࣄࢧۚͷڅྍ࣏ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ͕Μؒظ༛༧ޙ
͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺձࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ
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	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

͍·͢ɻ

ᾇ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕
ղআͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอ໌ূ͕ऀݥ
ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআがͰ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ࣄࢧۚͷڅྍ࣏ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ͕Μ͔࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣΛड͚ͨ࣌
ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ·ͨอݥྉΛड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
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ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕͕ऀݥΜڅྍ࣏ۚΛऔ͢Δత͘͠ଞਓʹ
͕Μڅྍ࣏ۚΛऔͤ͞ΔతͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ
͖

ᾈ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷٻʹؔ͠ɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛ
ؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝
͕ੜ͔ͨ࣌͡Βղআ·Ͱͷؒʹɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡
͍ͨͱ͖ɺͦͷ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̕ 	 内容の変更について

	第��条	 	 がん治療給付金ֹ݄のֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͕͔ͯͬΜڅྍ࣏
ֹ݄ۚΛֹ͢ݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺޙֹݮͷ͕Μڅྍ࣏ۚ
ֹ݄͕ࣾͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽ͕Μڅྍֹֹ࣏݄͕ۚ͞ݮΕͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ14ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ͕Μڅྍֹֹ࣏݄͕ۚ͞ݮΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	��	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

͍·͢ɻ

ᾇ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ͕Μڅྍ࣏ۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕
ղআͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอ໌ূ͕ऀݥ
ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআがͰ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ࣄࢧۚͷڅྍ࣏ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ͕Μ͔࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣΛड͚ͨ࣌
ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ·ͨอݥྉΛड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 変更
͔ʹߋ༝ʢୈ̎ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δओܖͷܖ
ͷԠʢ୯ҐʣΛ͍͍
·͢ɻ

ˎ２	 ҩ療ٕज़·ͨҩ療ڥの
変Խ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾉ� 0002ͯ͠ࢉ͕ۚ௨څྍ࣏ΘΕ͕ͨΜࢧສԁʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏支払ࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷࣄ༝͕ɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹӨڹΛٴ΅͢ͱ͖ɺओிͷ
ೝՄΛಘͯɺมߋ １ˎ͔ Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม
Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ͢ߋ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱʹอ
Λ௨͠·͢ɻࢫऀʹͦͷܖݥ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷಛΛղʢୈ14ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ͕Μڅྍ࣏ۚʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී௨อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約Λҩ療อݥʢແղ約ฦ金ܕʣʢ����ʣܖ約ʹ付Ճ͢
Δ߹の特ଇ

͜ͷಛΛҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖʹՃ͢Δ߹ɺ࣍ͷͱ͓
ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ᾇ� ୈ̍ͷ̍ɽʵᾇதɺʮओܖͷอؒظݥ։ظ࢝ʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷ
։ظ࢝ʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

ᾈ� ୈ̎ͷ̍ɽதɺʮओܖͷಛఆ࣬පҰۚ࣌डऔਓʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷ
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ೖӃڅۚडऔਓʯͱಡΈସ͑·͢ɻ
ᾉ� ୈ̎ͷ̎ɽதɺʮओܖͷಛఆ࣬පҰۚ࣌डऔਓʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷ
ೖӃڅۚडऔਓʯͱɺʮಛఆ࣬පҰۚ࣌Λड͚औΔ͖ऀʯͱ͋ΔͷΛʮೖ
ӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

	第��条	 	 ͜の特約が付Ճ͞Εͨओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇɺ
がんอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇが
ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇɺ͕Μอݥྉࠐ໔
আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇɺ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ
̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇɺ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอݥ
ྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞Εͨͱ͖ɺ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇɺがんอݥྉ払ࠐ໔আ特
ଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇがద༻͞ΕͯいΔ߹の
特ଇ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇɺ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬ප
อݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹओܖʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ

	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 変更
͔ʹߋ༝ʢୈ̎ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δओܖͷܖ
ͷԠʢ୯ҐʣΛ͍͍
·͢ɻ

ˎ２	 ҩ療ٕज़·ͨҩ療ڥの
変Խ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾉ� 0002ͯ͠ࢉ͕ۚ௨څྍ࣏ΘΕ͕ͨΜࢧສԁʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏支払ࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷࣄ༝͕ɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹӨڹΛٴ΅͢ͱ͖ɺओிͷ
ೝՄΛಘͯɺมߋ １ˎ͔ Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม
Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ͢ߋ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱʹอ
Λ௨͠·͢ɻࢫऀʹͦͷܖݥ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷಛΛղʢୈ14ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ͕Μڅྍ࣏ۚʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී௨อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約Λҩ療อݥʢແղ約ฦ金ܕʣʢ����ʣܖ約ʹ付Ճ͢
Δ߹の特ଇ

͜ͷಛΛҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖʹՃ͢Δ߹ɺ࣍ͷͱ͓
ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ᾇ� ୈ̍ͷ̍ɽʵᾇதɺʮओܖͷอؒظݥ։ظ࢝ʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷ
։ظ࢝ʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

ᾈ� ୈ̎ͷ̍ɽதɺʮओܖͷಛఆ࣬පҰۚ࣌डऔਓʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷ
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ผද１	 がん
̍ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜ
͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕ
ͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭ
ྨఏཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ྨ߲ ຊྨίʔυج

ͼҺ಄ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴߢޱ৶ɺޱ
ফԽثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼثଁߢڳͼٴثٵݺ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼࠎͼؔઅೈٴࠎ
ൽෘͷࠇ৭जٴͼͦͷଞͷൽෘͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
தൽٴͼೈ෦৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ೕͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ঁੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
உੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ਛ࿏ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼܥܦͼͦͷଞͷதਆٴɺ؟
ͼͦͷଞͷൻથͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴঢ়થߕ
෦Ґෆ໌֬ɺଓൃ෦Ґٴͼ෦Ґෆ໌ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼɺൃݪͱ͞ࡌهΕͨຢਪఆ͞Ε
ͨͷ
ಠཱͨ͠ʢੑൃݪʣଟ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
্ൽ৽ੜʻजᙾʼ
ਅਖ਼݂૿ٿՃʻଟ݂ʼ�
�܈ީܗҟࠎ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷੑঢ়ෆৄຢෆ໌ͷͦͷଞͷ৽ੜʻजᙾʼʢ%47ʣ
ͷ͏ͪ
ɹຫੑࠎ૿৩ੑ࣬ױ�
ɹຊଶੑʢग़݂ੑʣ݂খ൘݂�
ɹࠎઢҡ
ɹຫੑੑٿࢎന݂ප<૿ٿࢎՃީ܈>
ʢ/87ʣͷ͏ͪɺܗʢ෦ʣͷҟܱٶࢠ
ɹߴܱٶࢠʢ෦ʣͷҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ$*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
ͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/89ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7"*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
֎ӄٴͼձӄͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/90ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴ֎ӄҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ

$00�$14
$15�$26
$30�$39
$40�$41
$43�$44
$45�$49
$50

$51�$58
$60�$63
$64�$68
$69�$72
$73�$75
$76�$80
$81�$96

$97
%00�%09
%45
%46

%47�1
%47�3
%47�4
%47�5

/87�2

/89�2

/90�2

̎ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷఆٛ
̍ɽʹఆΊΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷ͏ͪɺ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕̐ɽʹఆΊΔѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ

̏ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆ
ѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻͨͩ͠ɺපཧ৫ֶతߦ͕ࠪݕΘΕ
ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺͦͷߦ͕ࠪݕΘΕͳ͔ͬͨཧ༝͓Αͼը૾ॴݟͳͲଞͷॴݟʹΑΔஅ֬ఆͷࠜ໌͕ڌΒ͔Ͱ͋Δͱ͖
ɺͦͷஅ֬ఆɻ

ᾈ� ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻ

̐ɽ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ
৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕ѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘͢Δͷͱɺް ੜ࿑ಇলࡦ౷ׅฤʮ࣬ࡍࠃපྨɹजᙾ ʢֶ̣
̘̘मʣୈ3�1൛ʯʹ͞ࡌهΕͨܗଶͷੑঢ়ίʔυதɺ৽ੜͷੑঢ়Λද͢ୈܻ̑ίʔυ͕࣍ͷͷΛ͍͍·͢ɻ
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ୈܻ̑ੑঢ়ίʔυ൪߸

ʗ̎ʝʝʝ্ൽ؞
ɹɹɹɹɹɹ্ൽ
ɹɹɹɹɹɹඇਁ५ੑ
ɹɹɹɹɹɹඇ৵ऻੑ
ʗ̏ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦Ґ
ʗ̒ʝʝʝѱੑɺసҠ෦Ґ
ɹɹɹɹɹɹѱੑɺଓൃ෦Ґ
ʗ̕ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦ҐຢసҠ෦Ґͷผෆৄ


ɺʮ͕ΜʯʹؚΊ·͢ɻܗҟߴ෦ɺɺ͓Αͼ֎ӄͷܱٶࢠ

ผද２	 がん治療給付金の支払ରとなるʮ߅がんࡎ治療ʯ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋ΓɺҩࢣͷཧԼͰߦΘΕΔ࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ྍ࣏Λ͍͍·͢ɻ
ᾇɹ࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ҩༀͷ༩·ͨॲํʢผද̑ʣ
ᶃɹ༩·ͨॲํΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺඃอ͕ऀݥஅ֬ఆ͞Ε͕ͨΜʹର͢Δޮ·ͨޮՌ͕ްੜ࿑ಇେਉʹΑΓ
ೝΊΒΕͨҩༀɻ

ᶄɹ͕Μࡉ๔ͷফ໓ɺഁյ·ͨൃҭ͘͠૿৩ͷ੍Λతͱͯ͠༻͞Εͨҩༀɻ
ᶅɹੈքอ݈ؔػͷղྍ࣏Խֶྨ๏ʹΑΔҩༀྨͷ͏̡ͪ01ɺ̡02ɺ̡03ɺ̡04ɺ̫10ʹྨ͞ΕΔҩༀɻ
ͨͩ͠ɺҎԼʹྨ͞Εͳ͍ҩༀͰɺҎԼʹྨ͞ΕΔҩༀͱಉͷޮ·ͨޮՌΛ༗͢Δ߹Ͱɺ͕ࣾೝ
ΊΔͱ͖ɺҎԼʹྨ͞ΕΔҩༀͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ղྍ࣏Խֶྨ๏ʹΑΔҩༀྨ

ѱੑजᙾༀ߅�01̡
̡02�ൻྍ๏ʢϗϧϞϯྍ๏ʢʣʣ
̡03�໔Ӹො׆ༀ
̡04�໔Ӹ੍ༀ
ҩༀੑࣹ์༺ྍ࣏�10̫

ᾈɹᾇͷ༩·ͨॲํʢผද̑ʣʹ͍ͭͯɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹͮ͘جҩՊྍใुදʢผද̓ʣ·ͨࣃՊ
ྍใुදʢผද̔ʣͰༀࡎྉ·ͨॲํͤΜྉ͕ࢉఆ͞Ε͍ͯΔ͜ͱʢҩՊྍใुදɺࣃՊྍใुද·
ͨްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔஅ܈ྨදʹΑΓࢉఆ͞ΕΔྍใुʹɺༀࡎྉ·ͨॲํͤΜྉʹ૬͢Δඅ༻ؚ͕·
ΕΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ


ϗϧϞϯྍ๏ͱɺ͕Μࡉ๔ͷൃҭɾ૿৩Λ્͢ࢭΔͨΊʹɺ͕Μࡉ๔ͷൃҭɾ૿৩Λଅਐ͢ΔϗϧϞϯͱ፰͢߅ΔଞͷϗϧϞ
ϯΛ༩ͨ͠ΓɺϗϧϞϯͷੜ࡞༻Λݮऑͤ͞ΔༀࡎΛ༩ͨ͠Γ͢Δྍ๏ͷ͏ͪɺʮ̡02ɽൻྍ๏ʢϗϧϞϯྍ๏ʣʯ
ʹྨ͞ΕΔ͕߅ΜࡎʹΑΔྍ࣏๏Λ͍͍·͢ɻ

ผද３	 がん治療給付金の支払ରとなるʮ์ࣹઢ治療ʯ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ͔ ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨΊɺපӃ·ͨྍॴʢผද̕ʣʹೖΓɺҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯɺ
͕Μͷྍ࣏Λతͱͯ͠ߦΘΕɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹͮ͘جҩՊྍใुදʢผද̓ʣͰ์ࣹઢྍ࣏ྉͷࢉఆର
ͱͯ͠ྻ͞ڍΕ͍ͯΔ์ࣹઢরࣹ·ͨԹྍ๏ʹΑΔྍߦҝΛ͍͍·͢ɻ
ͳ͓ɺ࣍ͷᾇ͔ΒᾊͳͲɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮ์ࣹઢྍ࣏ʯʹ֘͠·ͤΜɻ

ᾇ� ॲஔʢޫઢྍ๏ɾൽෘϨʔβʔরࣹྍ๏ͳͲʣ
ᾈ� ʢΤοΫεઢஅͳͲʣࠪݕ
ᾉ� ݂ӷরࣹ
ᾊ� ͏์ࣹઢরࣹʢʣʹྍ࣏Պࣃ


ެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹͮ͘جҩՊྍใुදʢྍߦҝΛड͚ͨ࣌ʹ͓͚ΔҩՊྍใुදʹݶΓ·͢ɻʣ
Ͱ์ࣹઢྍ࣏ྉ͕ࢉఆ͞ΕΔ߹ʹɺ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔ์ࣹઢྍ࣏ʹ֘͠·͢ɻ

ผද１	 がん
̍ɽ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜ
͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕ
ͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭ
ྨఏཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ྨ߲ ຊྨίʔυج

ͼҺ಄ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴߢޱ৶ɺޱ
ফԽثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼثଁߢڳͼٴثٵݺ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼࠎͼؔઅೈٴࠎ
ൽෘͷࠇ৭जٴͼͦͷଞͷൽෘͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
தൽٴͼೈ෦৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ೕͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ঁੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
உੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ਛ࿏ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼܥܦͼͦͷଞͷதਆٴɺ؟
ͼͦͷଞͷൻથͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴঢ়થߕ
෦Ґෆ໌֬ɺଓൃ෦Ґٴͼ෦Ґෆ໌ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼɺൃݪͱ͞ࡌهΕͨຢਪఆ͞Ε
ͨͷ
ಠཱͨ͠ʢੑൃݪʣଟ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
্ൽ৽ੜʻजᙾʼ
ਅਖ਼݂૿ٿՃʻଟ݂ʼ�
�܈ީܗҟࠎ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷੑঢ়ෆৄຢෆ໌ͷͦͷଞͷ৽ੜʻजᙾʼʢ%47ʣ
ͷ͏ͪ
ɹຫੑࠎ૿৩ੑ࣬ױ�
ɹຊଶੑʢग़݂ੑʣ݂খ൘݂�
ɹࠎઢҡ
ɹຫੑੑٿࢎന݂ප<૿ٿࢎՃީ܈>
ʢ/87ʣͷ͏ͪɺܗʢ෦ʣͷҟܱٶࢠ
ɹߴܱٶࢠʢ෦ʣͷҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ$*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
ͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/89ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7"*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
֎ӄٴͼձӄͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/90ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴ֎ӄҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ

$00�$14
$15�$26
$30�$39
$40�$41
$43�$44
$45�$49
$50

$51�$58
$60�$63
$64�$68
$69�$72
$73�$75
$76�$80
$81�$96

$97
%00�%09
%45
%46

%47�1
%47�3
%47�4
%47�5

/87�2

/89�2

/90�2

̎ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷఆٛ
̍ɽʹఆΊΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷ͏ͪɺ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕̐ɽʹఆΊΔѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ

̏ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆ
ѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻͨͩ͠ɺපཧ৫ֶతߦ͕ࠪݕΘΕ
ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺͦͷߦ͕ࠪݕΘΕͳ͔ͬͨཧ༝͓Αͼը૾ॴݟͳͲଞͷॴݟʹΑΔஅ֬ఆͷࠜ໌͕ڌΒ͔Ͱ͋Δͱ͖
ɺͦͷஅ֬ఆɻ

ᾈ� ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻ

̐ɽ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ
৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕ѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘͢Δͷͱɺް ੜ࿑ಇলࡦ౷ׅฤʮ࣬ࡍࠃපྨɹजᙾ ʢֶ̣
̘̘मʣୈ3�1൛ʯʹ͞ࡌهΕͨܗଶͷੑঢ়ίʔυதɺ৽ੜͷੑঢ়Λද͢ୈܻ̑ίʔυ͕࣍ͷͷΛ͍͍·͢ɻ
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ผද４	 がん治療給付金の支払ରとなるʮࣗ༝療߅がんࡎ治療ʯ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋ΓɺҩࢣͷཧԼͰߦΘΕΔ࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ҩༀΛ༻͍͕ͨ߅Μྍ࣏ࡎͷ༩·ͨॲํʢผ
ද̑ʣΛྍ࣏͏ߦΛ͍͍·͢ɻ
ᾇ� ͕Μࡉ๔ͷফ໓ɺഁյ·ͨൃҭ͘͠૿৩ͷ੍Λతͱͯ͠༻͞Εͨҩༀɻ
ᾈ� ੈքอ݈ؔػͷղྍ࣏Խֶྨ๏ʹΑΔҩༀྨͷ͏̡ͪ01ɺ̡02ɺ̡03ɺ̡04ɺ̫10ʹྨ͞ΕΔҩༀɻͨͩ
͠ɺҎԼʹྨ͞Εͳ͍ҩༀͰɺҎԼʹྨ͞ΕΔҩༀͱಉͷޮ·ͨޮՌΛ༗͢Δ߹Ͱɺ͕ࣾೝΊΔͱ͖
ɺҎԼʹྨ͞ΕΔҩༀͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ղྍ࣏Խֶྨ๏ʹΑΔҩༀྨ

ѱੑजᙾༀ߅�01̡
̡02�ൻྍ๏ʢϗϧϞϯྍ๏ʢ̍ʣʣ
̡03�໔Ӹො׆ༀ
̡04�໔Ӹ੍ༀ
ҩༀੑࣹ์༺ྍ࣏�10̫

ᾉ� ҩༀΛ༻͍͕ͨ߅Μྍ࣏ࡎͷ༩·ͨॲํʢผද̑ʣΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺҎԼͷ͍ͣΕ͔Λຬͨ͢ҩༀɻ
ᶃɹެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚Δઌਐҩྍʢ̎ʣʹΑΔྍཆͱͯ͠༻͞Εͨҩༀ
ᶄɹެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚Δऀױਃग़ྍཆ੍ʢ̏ʣʹΑΔྍཆͱͯ͠༻͞Εͨҩༀ
ᶅɹԤถͰঝೝ͞Εͨҩༀʢ̐ʣͷ͏ͪɺ֘ঝೝʹ͓͍ͯඃอ͕ऀݥஅ֬ఆ͞Ε͕ͨΜͷྍ࣏ʹର͢Δޮ·ͨ
ޮՌ͕ೝΊΒΕͨҩༀ
ͨͩ͠ɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚ΔධՁྍཆͷରͱͳΔݧ࣏ʢපӃ·ͨྍॴʹΑͬͯఆΊΒΕͨ֘
ΕͨҩༀΛআ͖·͢ɻ͞༺͍͓ͯʹΓ·͢ɻʣݶʹ߹ͷෛ୲ֹ͕̌ͱͳΔऀݥΔඃอ͔͔ʹݧ࣏

ʢ̍ʣɹϗϧϞϯྍ๏
ϗϧϞϯྍ๏ͱɺ͕Μࡉ๔ͷൃҭɾ૿৩Λ્͢ࢭΔͨΊʹɺ͕Μࡉ๔ͷൃҭɾ૿৩Λଅਐ͢ΔϗϧϞϯͱ፰͢߅ΔଞͷϗϧϞ
ϯΛ༩ͨ͠ΓɺϗϧϞϯͷੜ࡞༻Λݮऑͤ͞ΔༀࡎΛ༩ͨ͠Γ͢Δྍ๏ͷ͏ͪɺʮ̡02ɽൻྍ๏ʢϗϧϞϯྍ๏ʣʯ
ʹྨ͞ΕΔ͕߅ΜࡎʹΑΔྍ࣏๏Λ͍͍·͢ɻ

ʢ̎ʣɹઌਐҩྍ
ྍཆΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺผද̒ͷ๏ʹఆΊΔධՁྍཆͷ͏ͪɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍͱͯ͠ߦΘΕΔͷʢઌਐ
ҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶΓ·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻ

ʢ̏ʣɹऀױਃग़ྍཆ੍
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔऀױਃग़ྍཆʢްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·
ͨྍॴͰ͋ͬͯɺ֘ྍཆΛదʹ࣮ࢪͰ͖Δͷͱͯ͠ްੜ࿑ಇେਉʹݸผʹೝΊΒΕͨͷʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶ
Γ·͢ɻʣͷ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺྍཆΛड͚ͨࡏݱɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚ΔྍཆͷڅͷରͱͳΔྍ
ཆΛআ͖·͢ɻ

ʢ̐ʣɹԤถͰঝೝ͞Εͨҩༀ
ʮԤถͰঝೝ͞ΕͨҩༀʯͱɺҎԼͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δҩༀͷ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ
Ξɽถࠃ৯ҩༀہʢ'%"ʣ͕/FX�.PMFDVMBS� &OUJUZʢ/.&ʣ%SVH� BOE�/FX�#JPMPHJD"QQSPWBMT·ͨ/FX�
.PMFDVMBS�&OUJUZ�BOE�/FX�5IFSBQFVUJD�#JPMPHJDBM�1SPEVDU�"QQSPWBMTͷ֤ͷϦετʹͨ͠ࡌܝҩༀ

ΠɽԤभҩༀிʢ&."ʣ͕/FX�"DUJWF�4VCTUBODFͱͯ͠ঝೝͨ͠ҩༀ

ผද５	 ॲํ
ॲํɺॲํͤΜͷަΛड͚ɺͦͷॲํͤΜʹͮ͘جҩༀͷڅࢧΛड͚͍ͯΔ߹ʹݶΓ·͢ɻ

ผද６	 ެతҩ療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ
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ผද４	 がん治療給付金の支払ରとなるʮࣗ༝療߅がんࡎ治療ʯ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋ΓɺҩࢣͷཧԼͰߦΘΕΔ࣍ͷͯ͢Λຬͨ͢ҩༀΛ༻͍͕ͨ߅Μྍ࣏ࡎͷ༩·ͨॲํʢผ
ද̑ʣΛྍ࣏͏ߦΛ͍͍·͢ɻ
ᾇ� ͕Μࡉ๔ͷফ໓ɺഁյ·ͨൃҭ͘͠૿৩ͷ੍Λతͱͯ͠༻͞Εͨҩༀɻ
ᾈ� ੈքอ݈ؔػͷղྍ࣏Խֶྨ๏ʹΑΔҩༀྨͷ͏̡ͪ01ɺ̡02ɺ̡03ɺ̡04ɺ̫10ʹྨ͞ΕΔҩༀɻͨͩ
͠ɺҎԼʹྨ͞Εͳ͍ҩༀͰɺҎԼʹྨ͞ΕΔҩༀͱಉͷޮ·ͨޮՌΛ༗͢Δ߹Ͱɺ͕ࣾೝΊΔͱ͖
ɺҎԼʹྨ͞ΕΔҩༀͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ղྍ࣏Խֶྨ๏ʹΑΔҩༀྨ

ѱੑजᙾༀ߅�01̡
̡02�ൻྍ๏ʢϗϧϞϯྍ๏ʢ̍ʣʣ
̡03�໔Ӹො׆ༀ
̡04�໔Ӹ੍ༀ
ҩༀੑࣹ์༺ྍ࣏�10̫

ᾉ� ҩༀΛ༻͍͕ͨ߅Μྍ࣏ࡎͷ༩·ͨॲํʢผද̑ʣΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺҎԼͷ͍ͣΕ͔Λຬͨ͢ҩༀɻ
ᶃɹެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚Δઌਐҩྍʢ̎ʣʹΑΔྍཆͱͯ͠༻͞Εͨҩༀ
ᶄɹެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚Δऀױਃग़ྍཆ੍ʢ̏ʣʹΑΔྍཆͱͯ͠༻͞Εͨҩༀ
ᶅɹԤถͰঝೝ͞Εͨҩༀʢ̐ʣͷ͏ͪɺ֘ঝೝʹ͓͍ͯඃอ͕ऀݥஅ֬ఆ͞Ε͕ͨΜͷྍ࣏ʹର͢Δޮ·ͨ
ޮՌ͕ೝΊΒΕͨҩༀ
ͨͩ͠ɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚ΔධՁྍཆͷରͱͳΔݧ࣏ʢපӃ·ͨྍॴʹΑͬͯఆΊΒΕͨ֘
ΕͨҩༀΛআ͖·͢ɻ͞༺͍͓ͯʹΓ·͢ɻʣݶʹ߹ͷෛ୲ֹ͕̌ͱͳΔऀݥΔඃอ͔͔ʹݧ࣏

ʢ̍ʣɹϗϧϞϯྍ๏
ϗϧϞϯྍ๏ͱɺ͕Μࡉ๔ͷൃҭɾ૿৩Λ્͢ࢭΔͨΊʹɺ͕Μࡉ๔ͷൃҭɾ૿৩Λଅਐ͢ΔϗϧϞϯͱ፰͢߅ΔଞͷϗϧϞ
ϯΛ༩ͨ͠ΓɺϗϧϞϯͷੜ࡞༻Λݮऑͤ͞ΔༀࡎΛ༩ͨ͠Γ͢Δྍ๏ͷ͏ͪɺʮ̡02ɽൻྍ๏ʢϗϧϞϯྍ๏ʣʯ
ʹྨ͞ΕΔ͕߅ΜࡎʹΑΔྍ࣏๏Λ͍͍·͢ɻ

ʢ̎ʣɹઌਐҩྍ
ྍཆΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺผද̒ͷ๏ʹఆΊΔධՁྍཆͷ͏ͪɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍͱͯ͠ߦΘΕΔͷʢઌਐ
ҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶΓ·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻ

ʢ̏ʣɹऀױਃग़ྍཆ੍
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔऀױਃग़ྍཆʢްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·
ͨྍॴͰ͋ͬͯɺ֘ྍཆΛదʹ࣮ࢪͰ͖Δͷͱͯ͠ްੜ࿑ಇେਉʹݸผʹೝΊΒΕͨͷʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶ
Γ·͢ɻʣͷ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺྍཆΛड͚ͨࡏݱɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̒ʣʹ͓͚ΔྍཆͷڅͷରͱͳΔྍ
ཆΛআ͖·͢ɻ

ʢ̐ʣɹԤถͰঝೝ͞Εͨҩༀ
ʮԤถͰঝೝ͞ΕͨҩༀʯͱɺҎԼͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δҩༀͷ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ
Ξɽถࠃ৯ҩༀہʢ'%"ʣ͕/FX�.PMFDVMBS� &OUJUZʢ/.&ʣ%SVH� BOE�/FX�#JPMPHJD"QQSPWBMT·ͨ/FX�
.PMFDVMBS�&OUJUZ�BOE�/FX�5IFSBQFVUJD�#JPMPHJDBM�1SPEVDU�"QQSPWBMTͷ֤ͷϦετʹͨ͠ࡌܝҩༀ

ΠɽԤभҩༀிʢ&."ʣ͕/FX�"DUJWF�4VCTUBODFͱͯ͠ঝೝͨ͠ҩༀ

ผද５	 ॲํ
ॲํɺॲํͤΜͷަΛड͚ɺͦͷॲํͤΜʹͮ͘جҩༀͷڅࢧΛड͚͍ͯΔ߹ʹݶΓ·͢ɻ

ผද６	 ެతҩ療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ

ผද７	 ҩՊ療ใुද
͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮ͕߅Μྍ࣏ࡎʯʹ͓͍ͯɺ͕߅Μྍ࣏ࡎΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂ
ఆΊΒΕ͍ͯΔҩՊྍใुදΛ͍͍·͢ɻ͕Μྍ࣏ۚͷࢧରͱͳΔʮ์ࣹઢྍ࣏ʯʹ͓͍ͯɺ2020݄̍̕
Ҏ߱ɺ์ࣹઢྍ࣏Λड͚ͨ࣌·Ͱͷؒʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল͖ͮجʹࣔࠂఆΊΒΕ͍ͯΔҩՊྍใुදΛ͍͍·͢ɻ

ผද８	 Պ療ใुදࣃ
ՊྍใुදΛ͍͍·͢ɻࣃఆΊΒΕ͍ͯΔ͖ͮجʹࣔࠂʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇল࣌Λड͚ͨྍ࣏ࡎΜ͕߅

ผද９	 පӃ·ͨ療ॴ
ͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͷͱ͠·͢ɻ࣍
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢Δྍॴ
ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δҩྍࢪઃ

ผද10	 がん治療給付金の支払請求にඞཁなॻྨ

߲ ඞཁॻྨ

͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻɺපཧ৫ࠪݕใࠂॻ
ᾉ� อݥҩྍؔػ·ͨอݥༀ͢ߦൃ͕ہΔྍ໌ࡉॻʢௐࡉ໌ࡎॻΛؚΈ·͢ɻʣ
ᾊ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾋ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾌ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

ᶃ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᶄ� ͕Μڅྍ࣏ۚͷࢧ͍ͷஅʹ͋ͨͬͯɺ࣮ࣄͷ֬ೝΛ͜͏ߦͱɺ·͕ͨࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹஅΛߦΘͤΔ͜ͱ͕
͋Γ·͢ɻ
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ผද̍ɹ͕Μ
ɹɹɹɹ̍ɽ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ɹɹɹɹ̎ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷఆٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ɹɹɹɹ̏ɽѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ɹɹɹɹ̐ɽ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̎ɹ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧٻʹඞཁͳॻྨ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

がん診断一時金特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 がん診断一時金の支払いについて
� ୈ̎� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 がん診断一時金の支払請求手続について
� ୈ̏� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 	保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̐� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̑� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̒� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̓� ಛͷอݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ�

໓ʢະফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 無効について
� ୈ̔� ͜ͷಛͷ։࢝ͷ࣌લͷ͕Μஅ֬ఆ�

ʹΑΔແޮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

８	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 内容の変更について
� ୈøú� ͕ΜஅҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 解約等について
� ୈøû� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøý� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 その他
� ୈøþ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	12	 特則について
� ୈù÷� ͜ͷಛΛҩྍอݥʢແղฦۚܕʣܖ�

·ͨҩྍอݥʢແղฦۚܕʣ
ʢ����ʣܖʹՃ͢Δ߹ͷಛଇ�ʜʜʜʜ

� ୈùø� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹ͕Μอݥྉ�
ࠐ໔আಛଇɺ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛ�
ଇ·ͨಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద�
༻͞ΕΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

� ୈùù� ओܖʹ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇɺ̓େ࣬�
පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨಛఆ࣬පอݥ�
ྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ͷಛ�
ଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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ͷࢧࣄ༝֘ͷ̍ޙͷԠʯ
Ҏޙɺ͕Μͷྍ࣏Λͷతˎ２ͱ
͢Δ௨Ӄˎ４Λͨ͠ͱ͖ɻ͜ͷ߹ɺ
ͦͷԠҎޙɺ࠷ॳʹʮ௨Ӄˎ４Λ
ͨ͠ʯʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Εͨ
ͷͱ͠·͢ɻ

̍ճʹ͖ͭ
͕ΜஅҰֹۚ࣌

主
契
約
の
が
ん
治
療
サ
ポ
ー
ト
給
付
金
受
取
人

̎ɽ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹຊ
ͷ̍ɽʹఆΊΔ͕Μ
அҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝
ʹෳ֘ͨ͠ͱ͖

͕ΜஅҰۚ࣌Λॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ

ᾈ� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ
͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖͕ΜஅҰ͕͋ۚ࣌
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ओܖͷ͕Μྍ࣏αϙʔτڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥ
ͷ߹ʹɺࢧ͏͖͕ΜஅҰۚ࣌Λී௨อݥ
ͷنఆʹ͕͖ͮجΜྍ࣏αϙʔτڅۚΛड͚
औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�158ࢀরʣ

	̏ 	 がん診断一時金の支払請求手続について

	 第̏条	 	 がん診断一時金の支払ٻखଓ

̍ɽ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอݥ
ऀɺ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨ
ʢผද̎˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠
·͢ɻ

˒ผද̎ʢ1�159ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̐条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̑条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̐ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
14ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̒条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝がੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣࣄࢧͷۚ࣌ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ͕ΜஅҰؒظ༛༧ޙ
͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ͕ΜஅҰۚ࣌Λࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̓条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈがͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

� 	̓ 無効について

	 第̔条	 	 ͜の特約の責任開始の時લのがん診断֬ఆʹΑΔແޮ

̍ɽඃอ͕͜ऀݥͷಛͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ̕ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ̕ʣͷ

特

約
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	 ୈ８	 	 ิઆ໌

ˎ１	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ʢୈ̍ʣظ࢝Β͜ͷಛͷ։͔࣌ １ˎલʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε͍ͯͨ߹ʹ
ɺอܖݥऀ͓Αͼඃอ͕ऀݥɺͦͷ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨ߹ɺΒͳ͔ͬͨ
߹ͷ͍ͣΕʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛແޮͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ʹɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨ͜ͷಛͷอݥྉ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᾇ� લ࣌ʢୈ̕ʣͷࠂ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᶃ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷͯ͢
͕Βͳ͔ͬͨͱ͖ɺอܖݥऀʹ͍͠
·͢ɻ

ᶄ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷ͍ͣΕ
͔̍ਓͰ͍ͬͯͨͱ͖ɺ͍͠·ͤΜɻ

ᾈ� લ࣌ʢୈ̕ʣͷࠂ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
͕ɺࠂʢୈ̕ʣͷ
Β͜ͷಛͷ͔࣌
։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ１ͷ
લ·Ͱʹ͕Μͱஅ
֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

อܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

̏ɽຊͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ·ͨୈ1�ʢॏ
େࣄ༝ʹΑΔղআʣʹఆΊΔ͜ͷಛͷղআͷཁ݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺࣾɺͦ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	̔ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ
̎ʣͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ
͍ͭͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣ
͢Δ͜ͱΛඞཁͱࠂ಄ʹΑΓޱʹࢣɺͦͷҩ͍ͯͭʹ߲ࣄ಄Ͱ࣭ͨ͠ޱ͕
͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹ
ΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ͕ΜஅҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕
ղআͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอ໌ূ͕ऀݥ
ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹
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	 ୈ８	 	 ิઆ໌

ˎ１	 特約の開始期（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ʢୈ̍ʣظ࢝Β͜ͷಛͷ։͔࣌ １ˎલʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε͍ͯͨ߹ʹ
ɺอܖݥऀ͓Αͼඃอ͕ऀݥɺͦͷ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨ߹ɺΒͳ͔ͬͨ
߹ͷ͍ͣΕʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛແޮͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷ߹ʹɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨ͜ͷಛͷอݥྉ࣍ͷ
ͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ɹ ɹ༰

ᾇ� લ࣌ʢୈ̕ʣͷࠂ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᶃ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷͯ͢
͕Βͳ͔ͬͨͱ͖ɺอܖݥऀʹ͍͠
·͢ɻ

ᶄ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷ͍ͣΕ
͔̍ਓͰ͍ͬͯͨͱ͖ɺ͍͠·ͤΜɻ

ᾈ� લ࣌ʢୈ̕ʣͷࠂ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
͕ɺࠂʢୈ̕ʣͷ
Β͜ͷಛͷ͔࣌
։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ１ͷ
લ·Ͱʹ͕Μͱஅ
֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

อܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

̏ɽຊͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ·ͨୈ1�ʢॏ
େࣄ༝ʹΑΔղআʣʹఆΊΔ͜ͷಛͷղআͷཁ݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺࣾɺͦ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	̔ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ
̎ʣͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ
͍ͭͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣ
͢Δ͜ͱΛඞཁͱࠂ಄ʹΑΓޱʹࢣɺͦͷҩ͍ͯͭʹ߲ࣄ಄Ͱ࣭ͨ͠ޱ͕
͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹ
ΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ͕ΜஅҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕
ղআͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอ໌ূ͕ऀݥ
ͨ͠ͱ͖ɺࣾɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআがͰ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ࣄࢧͷۚ࣌ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ͕ΜஅҰ͔࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣΛड͚ͨ࣌
ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ·ͨอݥྉΛड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕͕ऀݥΜஅҰۚ࣌Λऔ͢Δత͘͠ଞਓʹ
͕ΜஅҰۚ࣌Λऔͤ͞ΔతͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ
͖

ᾈ� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷٻʹؔ͠ɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛ
ؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔ΔҰֹۚ࣌ͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝
͕ੜ͔ͨ࣌͡Βղআ·Ͱͷؒʹɺ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͯ͡
͍ͨͱ͖ɺͦͷ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

特

約

155

が
ん
診
断
一
時
金
特
約



ᾇ� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ͕ΜஅҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̕ 	 内容の変更について

	第��条	 	 がん診断一時金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͕͔ͯͬΜஅҰ
ֹۚ࣌ͷ͕ΜஅҰޙֹݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺֹ͢ݮΛֹۚ࣌
͕ࣾͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽ͕ΜஅҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌Εͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ14ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ͕ΜஅҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	��	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ͕ΜஅҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥ
ͷࡋॴͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ
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ᾇ� ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ͕ΜஅҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ1�ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̕ 	 内容の変更について

	第��条	 	 がん診断一時金ֹのֹݮ

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͕͔ͯͬΜஅҰ
ֹۚ࣌ͷ͕ΜஅҰޙֹݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺֹ͢ݮΛֹۚ࣌
͕ࣾͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽ͕ΜஅҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌Εͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ14ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ͕ΜஅҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	��	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ͕ΜஅҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥ
ͷࡋॴͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ී௨อݥ約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約Λҩྍอݥʢແղ約ฦ金ܕʣܖ約·ͨҩྍอݥʢແ
ղ約ฦ金ܕʣʢ����ʣܖ約ʹՃ͢Δ߹の特ଇ

͜ͷಛΛҩྍอݥʢແղฦۚܕʣܖ·ͨҩྍอݥʢແղฦۚܕʣ
ʢ����ʣܖʹՃ͢Δ߹ɺ࣍ͷͱ͓ΓಡΈସ͑·͢ɻ
ᾇ� ୈ̍ͷ̍ɽʵᾇதɺʮओܖͷอؒظݥ։ظ࢝ʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷ
։ظ࢝ʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

ᾈ� ୈ̎ͷ̍ɽதɺʮओܖͷ͕Μྍ࣏αϙʔτڅۚडऔਓʯͱ͋ΔͷΛʮओ
ۚडऔਓʯͱಡΈସ͑·͢ɻڅͷೖӃܖ

ᾉ� ୈ̎ͷ̎ɽதɺʮओܖͷ͕Μྍ࣏αϙʔτڅۚडऔਓʯͱ͋ΔͷΛʮओ
ۚΛड͚औΔ͖ऀʯڅαϙʔτྍ࣏ۚडऔਓʯͱɺʮ͕ΜڅͷೖӃܖ
ͱ͋ΔͷΛʮೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

	第��条	 	 ͜の特約がՃ͞Εͨओܖ約ʹがんอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇɺ̓େ
࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ·ͨ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇが
ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇɺ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔
আಛଇ·ͨಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛʹ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇɺ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ
ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻͠·͢ɻ

ᾈ� ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇɺ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨಛఆ࣬පอݥ
ྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞Εͨͱ͖ɺ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹがんอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇɺ̓େ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特
ଇ·ͨ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇがద༻͞ΕͯいΔ߹の
特ଇ

ओܖʹ͕Μอݥྉࠐ໔আಛଇɺ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨಛఆ࣬ප
อݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹओܖʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
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ผද１ɹがん
̍ɽ͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜ
͕ΜஅҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͱɺฏ�7�݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕ
ͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭ
ྨఏཁ*$%�1�ʢ��13൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ྨ߲ ຊྨίʔυج

ͼҺ಄ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴߢޱ৶ɺޱ
ফԽثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼثଁߢڳͼٴثٵݺ
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼࠎͼؔઅೈٴࠎ
ൽෘͷࠇ৭जٴͼͦͷଞͷൽෘͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
தൽٴͼೈ෦৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ೕͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ঁੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
உੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ਛ࿏ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
ͷ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼܥܦͼͦͷଞͷதਆٴɺ؟
ͼͦͷଞͷൻથͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴঢ়થߕ
෦Ґෆ໌֬ɺଓൃ෦Ґٴͼ෦Ґෆ໌ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼɺൃݪͱ͞ࡌهΕͨຢਪఆ͞Ε
ͨͷ
ಠཱͨ͠ʢੑൃݪʣଟ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ
্ൽ৽ੜʻजᙾʼ
ਅਖ਼݂૿ٿՃʻଟ݂ʼ�
�܈ީܗҟࠎ
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷੑঢ়ෆৄຢෆ໌ͷͦͷଞͷ৽ੜʻजᙾʼʢ%47ʣ
ͷ͏ͪɺ
ɹຫੑࠎ૿৩ੑ࣬ױ�
ɹຊଶੑʢग़݂ੑʣ݂খ൘݂�
ɹࠎઢҡ
ɹຫੑੑٿࢎന݂පʦ૿ٿࢎՃީ܈ʧ
ʢ/87ʣͷ͏ͪɺܗʢ෦ʣͷҟܱٶࢠ
ɹߴܱٶࢠʢ෦ʣͷҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ$*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
ͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/89ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7"*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ
֎ӄٴͼձӄͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/9�ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴ֎ӄҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ

$���$14
$15�$�6
$3��$39
$4��$41
$43�$44
$45�$49
$5�

$51�$58
$6��$63
$64�$68
$69�$7�
$73�$75
$76�$8�
$81�$96

$97
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３大疾病一時金特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷอؒظݥ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̎� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 ３大疾病一時金の支払いについて
� ୈ̏� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 ３大疾病一時金の支払請求手続について
� ୈ̐� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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� ୈøø� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøù� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøú� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøû� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 内容の変更について
� ୈøü� ̏େ࣬පҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 解約等について
� ୈøý� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøþ� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøÿ� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 その他
� ୈøĀ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈù÷� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈùø� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	12	 特則について
� ୈùù� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹ�

ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ�
߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

� ୈùú� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద�
༻͞Ε͍ͯΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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	３	 ３大疾病一時金の支払請求手続について
� ୈ̐� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧٻखଓʜʜʜʜʜʜʜ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 	保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 無効について
� ୈ̕� ͜ͷಛͷ͕Μڅͷ։ظ࢝લͷ͕Μ�

அ֬ఆʹΑΔແޮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈø÷� ͜ͷಛͷ͕Μڅͷ։ظ࢝લͷ͕Μ�

அ֬ఆͷ߹ͷಛผऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 告知義務と解除について
� ୈøø� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøù� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøú� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøû� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 内容の変更について
� ୈøü� ̏େ࣬පҰֹۚ࣌ͷֹݮʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 解約等について
� ୈøý� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøþ� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøÿ� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	11	 その他
� ୈøĀ� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈù÷� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈùø� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	12	 特則について
� ୈùù� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹ�

ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ�
߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

� ୈùú� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద�
༻͞Ε͍ͯΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特約の保険期間開始
（ୈ１）͔ΒそのΛؚ
Ίて�1目

͜ͷಛͷʮ͕Μڅʯͷ
։ظ࢝ͱ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 この特約の保険期間開始期	
（ୈ１）

͜ͷಛͷʮ৺࣬ױͷڅʯͷ
։ظ࢝·ͨʮ݂ױ࣬
ͷڅʯͷ։ظ࢝ͱ͍͍·
͢ɻ

３大疾病一時金特約
ʢ࣮ࢪɹ2022�5�2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ̏େ࣬පʹΑΔॴఆͷঢ়ଶɾೖӃɾखज़ʹର͢Δอؒظݥऴͷอো
ۚͷछྨڅ ̏େ࣬පҰۚ࣌
λΠϓ ແ
උߟ ͜ͷಛɺҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖʢҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻʣʹՃ

͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ18ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の保険期間開始期

̍ɽ�͜ ͷಛͷอؒظݥ։ظ࢝ɺ࣍ͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

ঝͷظ࣌ อؒظݥ։ظ࢝

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ11ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽ�ຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δอؒظݥ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷอؒظݥ։࢝ͱ͠
·͢ɻ

̏ɽ�ओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	 第２条	 	 特約の責任開始期

͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ

ͷछྨڅ ։ظ࢝

ᾇ� ผද̍˒ʹఆΊΔ͕ΜʢҎԼʮ͕Μʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣΛͷݪҼͱ͢Δ
̏େ࣬පҰۚ࣌ʢҎԼʮ͕Μڅʯ
ͱ͍͍·͢ɻʣ

͜ͷಛͷอؒظݥ։࢝ʢୈ̍ʣ
͔ΒͦͷΛؚΊͯ91 １ˎ�

ᾈ� ผද̎˒ʹఆΊΔ৺࣬ױʢҎԼʮ৺
Ҽݪʯͱ͍͍·͢ɻʣΛͷױ࣬
ͱ͢Δ̏େ࣬පҰۚ࣌ʢҎԼʮ৺
ʯͱ͍͍·͢ɻʣڅͷױ࣬

͜ͷಛͷอؒظݥ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣ ２ˎ

ᾉ� ผද̎˒ʹఆΊΔ݂ױ࣬ʢҎԼ
ʮ݂ױ࣬ʯͱ͍͍·͢ɻʣΛ
ͷݪҼͱ͢Δ̏େ࣬පҰ࣌ ʢۚҎ
Լʮ݂ױ࣬ͷڅʯͱ͍͍·
͢ɻʣ

͜ͷಛͷอؒظݥ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣ ２ˎ

˒ผද̍ʢ1�171ࢀরʣɺผද̎ʢ1�172ࢀরʣ
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	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特約のʮがΜڅʯの
開始期（ୈ２）

ୈ̎ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ͭʹʯڅఆʹΑΓɺʮ͕Μن
͍͕ͯࣾ͜ͷಛ্ͷΛ
։࢝͢Δ࣌ʢ͜ͷಛͷอظݥ
ؒ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ
91ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 がΜのྍ࣏Λの目త
͕Μͷൃ࠶༧ͷͨΊͷྍ࣏
ʢྫɿೕ͕ΜʹΑΔೕআޙ
ͷ͕Μͷൃ࠶༧ͷͨΊͷϗϧ
Ϟϯྍ๏ༀʹΑΔྍ࣏ʣͱஅ
͞ΕΔྍ࣏֘͠·ͤΜɻ

ˎ３	 ೖӃ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ
͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨ
ΊɺපӃ·ͨྍॴˎ６ʹೖ
ΓɺৗʹҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯ
·ઐ೦͢Δ͜ͱΛ͍͍ʹྍ࣏
͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ
४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬
తɺ߹ཧతͳೖӃʹݶΓ·͢ɻ

ˎ４	 ௨Ӄ
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ
පӃ·ͨྍॴˎ６ʢͨͩ͠ɺ
ઃΛ༗͠ͳ͍ࢪΛऩ༰͢Δऀױ
ྍॴΛؚΈ·͢ɻʣʹ͓͍ͯɺ
֎དྷʹΑΓɺ͕Μͷྍ࣏Λ
ͷతˎ２ͱ͢Δʮༀɺखज़ɺ
์ࣹઢྍ࣏ɺͦͷଞͷྍ࣏ʯΛ
ड͚Δ͜ͱΛ͍͍·͢ʢԟΛ
ؚΈ·͢ʣɻྍ࣏ΛΘͳ͍ݕ
ࠪ·ͨྍ࣏ΛΘͳ͍ༀࡎɾ
ೖ͘͠डऔΓߪྉͷࡐྍ࣏
ͷΈͷ߹֘͠·ͤΜɻ

	̎ 	 ３大疾病一時金の支払いについて

	 第̏条	 	 ̏େ࣬පҰۚ࣌のࢧ͍

̍ɽ�ࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝͕
ੜͨ͡ͱ͖ɺ̏େ࣬පҰۚ࣌Λͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻ

༝ࣄࢧ
ʢ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͏߹ʣ
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ඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖

1ճʹ͖ͭɺ
̏େ࣬පҰֹۚ࣌
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約
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入
院
給
付
金
受
取
人

ᾇ� ͕Μ
ᶃ� ͕ΜʹΑΔ̍ճͷ̏େ࣬පҰۚ࣌
͜ͷಛͷʮ͕Μڅʯͷ։࢝
ʢୈ̎ʣˎ１લʹ͕Μͱஅ֬ఆʢผظ
ද̍˒ʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓ·͢ɻҎ
Լಉ͡ɻʣ͞Εͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
͕ɺ͜ͷಛͷʮ͕Μڅʯͷ
։ظ࢝ʢୈ̎ʣˎ１Ҏޙอؒظݥதʹɺ
͕Μͱஅ֬ఆ͞Εͨͱ͖

ᶄ� ͕ΜʹΑΔ̎ճҎޙͷ̏େ࣬පҰ
ۚ࣌
͕ΜʹΑΔ̏େ࣬පҰࢧ͕ۚ࣌Θ
Εͨʮ࠷ऴͷࢧࣄ༝֘ͷ̍
ɺ͕Μͱஅ֬ఆޙͷԠʯҎޙ
͞Εͨͱ͖
ͳ͓ɺ͜ͷಛͷʮ͕Μڅʯͷ
։ظ࢝ʢୈ̎ʣҎޙอؒظݥத
ʹஅ֬ఆ͞Ε͕ͨΜ͕࣏༊·ͨ
ͷ͍ͣΕ࣍ղঢ়ଶʹͳ͘ɺ͔ͭɺ
͔ʹ֘ͨ͠߹ɺ͕Μͱஅ֬ఆ
͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ
Ξɽ͕ΜʹΑΔ̏େ࣬පҰࢧ͕ۚ࣌
ΘΕͨʮ࠷ऴͷࢧࣄ༝֘
ͷ̍ޙͷԠʯʹɺ͕Μ
ͷྍ࣏Λͷతˎ２ͱ͢Δܧ
ଓೖӃˎ３தͷͱ͖ɻ͜ͷ߹ɺ
ͦͷԠʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞
Εͨͱͷ͠·͢ɻ

Πɽ͕ΜʹΑΔ̏େ࣬පҰࢧ͕ۚ࣌
ΘΕͨʮ࠷ऴͷࢧࣄ༝֘
ͷ̍ޙͷԠʯҎޙɺ͕
Μͷྍ࣏Λͷతˎ２ͱ͢Δ
ೖӃˎ３Λ։ͨ࢝͠ͱ͖ɻ͜ͷ
߹ɺʮೖӃ ３ˎΛ։ͨ࢝͠ʯʹ͕
Μͱஅ֬ఆ͞Εͨͷͱ͠·
͢ɻ

ɽ͕ΜʹΑΔ̏େ࣬පҰࢧ͕ۚ࣌
ΘΕͨʮ࠷ऴͷࢧࣄ༝֘
ͷ̍ޙͷԠʯҎޙɺ͕
Μͷྍ࣏Λͷతˎ２ͱ͢Δ
௨Ӄˎ４Λͨ͠ͱ͖ɻ͜ͷ߹ɺ
ͦͷԠҎޙɺ࠷ॳʹʮ௨
Ӄˎ４Λͨ͠ʯʹ͕Μͱஅ֬
ఆ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ
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	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特約のʮがΜڅʯの
開始期（ୈ２）
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	̎ 	 ３大疾病一時金の支払いについて
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ͷ̍ޙͷԠʯҎޙɺ͕
Μͷྍ࣏Λͷతˎ２ͱ͢Δ
௨Ӄˎ４Λͨ͠ͱ͖ɻ͜ͷ߹ɺ
ͦͷԠҎޙɺ࠷ॳʹʮ௨
Ӄˎ４Λͨ͠ʯʹ͕Μͱஅ֬
ఆ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ５	 この特約のʮ৺疾ױのڅʯ
の開始期（ୈ２）

ୈ̎ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ʯڅͷױఆʹΑΓɺʮ৺࣬ن
ʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛ্ͷ
Λ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·͢ɻ

ˎ６	 病Ӄ·ͨྍॴ
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δͷͱ͠·͢ɻ
ᾇ� ҩྍ๏ʹఆΊΔຊࠃʹ
͋ΔපӃ·ͨऀױΛೖӃ
ͤ͞ΔͨΊͷࢪઃΛ༗͢Δ
ྍॴ

ᾈ� ᾇͱಉͷຊࠃ֎ʹ͋Δ
ҩྍࢪઃ

ˎ７	 ೖӃが１
ೖӃͱୀӃ͕ಉҰͷͰ͋
Δ߹Λ͍͍ɺೖӃجຊྉͷࢧ
͍ͷ༗ແͳͲΛߟࢀʹͯ͠
͕ࣾஅ͠·͢ɻ

༝ࣄࢧ
ʢ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͏߹ʣ

ֹۚ डऔਓ

３
大
疾
病
一
時
金

ᾈ� ৺࣬ױ
ᶃ� ৺࣬ױʹΑΔ̍ճͷ̏େ࣬පҰ࣌
ۚ
͜ͷಛͷʮ৺࣬ױͷڅʯͷ
։ظ࢝ʢୈ̎ʣˎ５Ҏޙอؒظݥதʹɺ
ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖࣍
Ξɽ৺࣬ױΛൃපͨ͠߹Ͱɺ࣍ͷ
ͯ͢Λຬͨ͢ೖӃˎ３Λ։࢝͠
ͨͱ͖
❞� ৺࣬ױͷྍ࣏Λͷత
ͱ͢ΔೖӃ

❟� පӃ·ͨྍॴˎ６ͷೖ
Ӄ

❠� ೖӃ͕̍ˎ７Ҏ্ͷೖ
Ӄ

Πɽ৺࣬ױͷྍ࣏Λͷతͱ͠
ͯखज़ʢผද̏˒ʣΛड͚ͨͱ͖

ᶄ� ৺࣬ױʹΑΔ̎ճҎޙͷ̏େ࣬ප
Ұۚ࣌
ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖࣍
Ξɽ৺࣬ױʹΑΔ̏େ࣬පҰ͕ۚ࣌
༝֘ࣄࢧऴͷ࠷ΘΕͨʮࢧ
ͷ̍ޙͷԠʯҎޙɺ
ຊ1ɽʵᾈ�ʵᶃΞɽ·ͨΠɽ
ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖

Πɽ৺࣬ױʹΑΔ̏େ࣬පҰ͕ۚ࣌
༝֘ࣄࢧऴͷ࠷ΘΕͨʮࢧ
ͷ̍ޙͷԠʯʹɺ৺
Λͷతͱ͢Δྍ࣏ͷױ࣬
ଓೖӃܧ ３ˎதͷͱ͖

1ճʹ͖ͭɺ
̏େ࣬පҰֹۚ࣌

主
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約
の
入
院
給
付
金
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	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ８	 この特約のʮ݂疾ױの
ʯの開始期（ୈ２څ
）

ୈ̎ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
څͷױఆʹΑΓɺʮ݂࣬ن
ʯʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛ্
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ９	 ೖӃのඞཁੑが͋る߹
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ
͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨ
ΊɺපӃ·ͨྍॴˎ６ʹೖ
ΓɺৗʹҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯ
·ઐ೦͢Δ߹Λ͍͍ʹྍ࣏
͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ
४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬
తɺ߹ཧతͳ߹ʹݶΓ·͢ɻ

༝ࣄࢧ
ʢ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͏߹ʣ

ֹۚ डऔਓ

３
大
疾
病
一
時
金

ᾉ� ݂ױ࣬
ᶃ� ݂ױ࣬ʹΑΔ̍ճͷ̏େ࣬ප
Ұۚ࣌
͜ͷಛͷʮ݂ױ࣬ͷڅʯͷ
։ظ࢝ʢୈ̎ʣˎ８Ҏޙอظݥ
ؒதʹɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ
͖
Ξɽ݂ױ࣬Λൃපͨ͠߹Ͱ࣍
ͷͯ͢Λຬͨ͢ೖӃˎ３Λ։࢝
ͨ͠ͱ͖
❞� ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷ
తͱ͢ΔೖӃ

❟� පӃ·ͨྍॴˎ６ͷೖ
Ӄ

❠� ೖӃ͕̍ˎ７Ҏ্ͷೖ
Ӄ

Πɽ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷత
ͱͯ͠खज़ʢผද̏˒ʣΛड͚ͨ
ͱ͖

ᶄ� ݂ױ࣬ʹΑΔ̎ճҎޙͷ̏େ
࣬පҰۚ࣌
ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖࣍
Ξɽ݂ױ࣬ʹΑΔ̏େ࣬පҰ࣌
ࣄࢧऴͷ࠷ΘΕͨʮࢧ͕ۚ
༝֘ͷ̍ޙͷԠʯҎ
·ɺຊ1ɽʵᾉʵᶃͷΞɽޙ
ͨΠɽͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠
ͱ͖

Πɽ݂ױ࣬ʹΑΔ̏େ࣬පҰ࣌
ࣄࢧऴͷ࠷ΘΕͨʮࢧ͕ۚ
༝֘ͷ̍ޙͷԠʯʹɺ
݂ױ࣬ʹΑΔྍ࣏Λͷ
తͱ͢ΔܧଓೖӃ ３ˎதͷͱ͖

1ճʹ͖ͭɺ
̏େ࣬පҰֹۚ࣌

主
契
約
の
入
院
給
付
金
受
取
人

̎ɽ�̏ େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ৺࣬ױ
݂͘͠ױ࣬Ҏ֎
ͷ࣬ප·ͨইͷ࣏
ྍΛͷݪҼͱ͢Δ
ೖӃதʹɺ৺࣬ױ·ͨ
݂ױ࣬ͷྍ࣏Λ
։ͨ࢝͠ͱ͖

৺࣬ױ·݂ͨױ࣬ʹ͍ͭͯೖӃͷඞཁੑ͕͋
Δ߹ˎ９ʹɺͦͷྍ࣏Λ։ͨ࢝͠ʹɺ৺࣬ױ
·݂ͨױ࣬ͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃΛ
։ͨ࢝͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹʮ͕
Μڅʯͷࢧࣄ༝ʹ
ෳ֘ͨ͠ͱ͖

̏େ࣬පҰۚ࣌Λॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ

ᾉ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹʮ৺
ࣄࢧʯͷڅͷױ࣬
༝ʹෳ֘ͨ͠ͱ͖

̏େ࣬පҰۚ࣌Λॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ

ᾊ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹʮ
ࢧʯͷڅͷױ݂࣬
ࣄ༝ʹෳ֘ͨ͠
ͱ͖

̏େ࣬පҰۚ࣌Λॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ
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	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ８	 この特約のʮ݂疾ױの
ʯの開始期（ୈ２څ
）

ୈ̎ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
څͷױఆʹΑΓɺʮ݂࣬ن
ʯʹ͍͕ͭͯࣾ͜ͷಛ্
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ

ˎ９	 ೖӃのඞཁੑが͋る߹
ҩࢣʹΑΔ͕ྍ࣏ඞཁͰ͋Γɺ
͔ͭࣗͰͷࠔ͕ྍ࣏ͳͨ
ΊɺපӃ·ͨྍॴˎ６ʹೖ
ΓɺৗʹҩࢣͷཧԼʹ͓͍ͯ
·ઐ೦͢Δ߹Λ͍͍ʹྍ࣏
͢ɻͨͩ͠ɺೖӃ࣌ͷҩֶతਫ
४ɺҩֶతৗࣝʹরΒ͠ɺ؍٬
తɺ߹ཧతͳ߹ʹݶΓ·͢ɻ

༝ࣄࢧ
ʢ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͏߹ʣ

ֹۚ डऔਓ

３
大
疾
病
一
時
金

ᾉ� ݂ױ࣬
ᶃ� ݂ױ࣬ʹΑΔ̍ճͷ̏େ࣬ප
Ұۚ࣌
͜ͷಛͷʮ݂ױ࣬ͷڅʯͷ
։ظ࢝ʢୈ̎ʣˎ８Ҏޙอظݥ
ؒதʹɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ
͖
Ξɽ݂ױ࣬Λൃපͨ͠߹Ͱ࣍
ͷͯ͢Λຬͨ͢ೖӃˎ３Λ։࢝
ͨ͠ͱ͖
❞� ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷ
తͱ͢ΔೖӃ

❟� පӃ·ͨྍॴˎ６ͷೖ
Ӄ

❠� ೖӃ͕̍ˎ７Ҏ্ͷೖ
Ӄ

Πɽ݂ױ࣬ͷྍ࣏Λͷత
ͱͯ͠खज़ʢผද̏˒ʣΛड͚ͨ
ͱ͖

ᶄ� ݂ױ࣬ʹΑΔ̎ճҎޙͷ̏େ
࣬පҰۚ࣌
ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖࣍
Ξɽ݂ױ࣬ʹΑΔ̏େ࣬පҰ࣌
ࣄࢧऴͷ࠷ΘΕͨʮࢧ͕ۚ
༝֘ͷ̍ޙͷԠʯҎ
·ɺຊ1ɽʵᾉʵᶃͷΞɽޙ
ͨΠɽͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠
ͱ͖

Πɽ݂ױ࣬ʹΑΔ̏େ࣬පҰ࣌
ࣄࢧऴͷ࠷ΘΕͨʮࢧ͕ۚ
༝֘ͷ̍ޙͷԠʯʹɺ
݂ױ࣬ʹΑΔྍ࣏Λͷ
తͱ͢ΔܧଓೖӃ ３ˎதͷͱ͖

1ճʹ͖ͭɺ
̏େ࣬පҰֹۚ࣌

主
契
約
の
入
院
給
付
金
受
取
人

̎ɽ�̏ େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ৺࣬ױ
݂͘͠ױ࣬Ҏ֎
ͷ࣬ප·ͨইͷ࣏
ྍΛͷݪҼͱ͢Δ
ೖӃதʹɺ৺࣬ױ·ͨ
݂ױ࣬ͷྍ࣏Λ
։ͨ࢝͠ͱ͖

৺࣬ױ·݂ͨױ࣬ʹ͍ͭͯೖӃͷඞཁੑ͕͋
Δ߹ˎ９ʹɺͦͷྍ࣏Λ։ͨ࢝͠ʹɺ৺࣬ױ
·݂ͨױ࣬ͷྍ࣏Λͷతͱ͢ΔೖӃΛ
։ͨ࢝͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹʮ͕
Μڅʯͷࢧࣄ༝ʹ
ෳ֘ͨ͠ͱ͖

̏େ࣬පҰۚ࣌Λॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ

ᾉ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹʮ৺
ࣄࢧʯͷڅͷױ࣬
༝ʹෳ֘ͨ͠ͱ͖

̏େ࣬පҰۚ࣌Λॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ

ᾊ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹʮ
ࢧʯͷڅͷױ݂࣬
ࣄ༝ʹෳ֘ͨ͠
ͱ͖

̏େ࣬පҰۚ࣌Λॏෳͯ͠ࢧ͍·ͤΜɻ

߲ ༰

ᾋ� ඃอ͕ऀݥɺಉ࣌ʹʮ͕
Μڅʯɺʮ৺࣬ױͷڅ
ʯ·ͨʮ݂࣬
༝ࣄࢧʯͷڅͷױ
ʹෳ֘ͨ͠ͱ͖

ʮ͕Μڅʯɺʮ৺࣬ױͷڅʯ·ͨʮ݂ױ࣬
ͷڅʯͦΕͧΕʹ͍ͭͯɺ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ
͍·͢ɻ

ᾌ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷʮ৺࣬ױͷڅʯͷ
։ظ࢝·ͨʮ
ʯͷڅͷױ݂࣬
։ظ࢝ʢୈ̎ʣˎ２

લʹൃපͨ͠৺࣬ױ·
݂ͨױ࣬ΛݪҼ
ͱͯ͠ɺ̏େ࣬පҰ࣌
ۚͷࢧࣄ༝ʹ֘͠
ͨͱ͖

͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹࣾͷঝͨ͠ൣғͰ̏େ
࣬පҰۚ࣌Λࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺࠂٛҧʢୈ
12ʣ͕͋ͬͨͱ͖ɺ͜ͷݶΓͰ͋Γ·ͤΜɻ

ᾍ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ
͏ࢧ༝͕ੜ͡ɺࣄ
͖̏େ࣬පҰ͕͋ۚ࣌
Δ߹Ͱɺͦͷࢧલ
ʹඃอࢮ͕ऀݥͨ͠
ͱ͖

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
ʹఆنͷݥΛී௨อۚ࣌͏͖̏େ࣬පҰࢧ
·͍ࢧʹۚΛड͚औΔ͖ऀڅೖӃ͖ͮج
͢ɻ

˒ผද̍ʢ1�171ࢀরʣɺผද̏ʢ1�172ࢀরʣ

	̏ 	 ３大疾病一時金の支払請求手続について

	 第̐条	 	 ̏େ࣬පҰۚ࣌のࢧٻखଓ

̍ɽ�̏ େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอݥ
ऀɺ͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̎ɽ�̏ େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨ
ʢผද̑˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠
·͢ɻ

˒ผද̑ʢ1�173ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約の保険期間͓Αͼ保険ྉࠐ期間

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約の保険ྉのࠐΈ

̍ɽ�͜ ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ

̎ɽ�ओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
16ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ
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	 ୈ９	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特約のʮがΜڅʯの
開始期（ୈ２）

ୈ̎ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ͭʹʯڅఆʹΑΓɺʮ͕Μن
͍͕ͯࣾ͜ͷಛ্ͷΛ
։࢝͢Δ࣌ʢ͜ͷಛͷอظݥ
ؒ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ
91ʣΛ͍͍·͢ɻ

	 第̓条	 	 ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期間ຬྃ·Ͱʹ
༝͕ੜͨ͡߹のऔѻ͍ࣄࢧ

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̏ʣࣄࢧͷۚ࣌ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ̏େ࣬පҰؒظ༛༧ޙ
͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̏ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 保険ྉのࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌
ʹকདྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	̓ 	 無効について

	 第̕条	 	 ͜の特約の͕Μڅの責任開始期લの͕Μஅ֬ఆʹΑΔແޮ

̍ɽ�ඃอ͕͜ऀݥͷಛͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ11ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ11ʣ
ͷ͔࣌Β͜ͷಛͷʮ͕Μڅʯͷ։ظ࢝ʢୈ̎ʣ １ˎલʹ͕Μͱஅ֬ఆ
͞Ε͍ͯͨ߹ʹɺอܖݥऀ͓Αͼඃอ͕ऀݥɺͦ ͷ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨ߹ɺ
Βͳ͔ͬͨ߹ͷ͍ͣΕʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛແޮͱ͠·͢ɻ

̎ɽ�ຊͷ̍ɽͷ߹ʹɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ࣍ͷͱ͓ΓऔΓ
ѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� લ࣌ʢୈ11ʣͷࠂ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᶃ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷͯ͢
͕Βͳ͔ͬͨͱ͖ɺอܖݥऀʹ͍͠
·͢ɻ

ᶄ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷ͍ͣΕ
͔̍ਓͰ͍ͬͯͨͱ͖ɺ͍͠·ͤΜɻ

ᾈ� લ࣌ʢୈ11ʣͷࠂ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
͕ɺࠂʢୈ11ʣͷ
Β͜ͷಛͷʮ͕͔࣌
Μڅʯͷ։ظ࢝
ʢୈ̎ʣ １ˎͷલ·Ͱ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

อܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

̏ɽ�ຊͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ12ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ·ͨୈ1�ʢॏ
େࣄ༝ʹΑΔղআʣʹఆΊΔ͜ͷಛͷղআͷཁ݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺࣾɺͦ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	第��条	 	 ͜の特約の͕Μڅの責任開始期લの͕Μஅ֬ఆの߹の特
ผऔѻ͍

̍ɽ�ୈ̕ʢ͜ͷಛͷ͕Μڅͷ։ظ࢝લͷ͕Μஅ֬ఆʹΑΔແޮʣͷنఆ
ʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷͯ͢ʹ֘͢Δ߹Ͱɺอܖݥऀ͔Β͕ͨͬ͋ٻͱ͖
ɺຊͷ̎ɽʹنఆ͢Δಛผऔѻ͍Λద༻͠ɺ͜ͷಛΛແޮͱ͠·ͤΜɻ

166



	 ୈ９	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特約のʮがΜڅʯの
開始期（ୈ２）

ୈ̎ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ͭʹʯڅఆʹΑΓɺʮ͕Μن
͍͕ͯࣾ͜ͷಛ্ͷΛ
։࢝͢Δ࣌ʢ͜ͷಛͷอظݥ
ؒ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ
91ʣΛ͍͍·͢ɻ

	 第̓条	 	 ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期間ຬྃ·Ͱʹ
༝͕ੜͨ͡߹のऔѻ͍ࣄࢧ

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̏ʣࣄࢧͷۚ࣌ຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔ̏େ࣬පҰؒظ༛༧ޙ
͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͏ͱ͖ɺະࠐอݥྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯࢧ͍·͢ɻ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̏ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 保険ྉのࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະফ໓ʣ

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌
ʹকདྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	̓ 	 無効について

	 第̕条	 	 ͜の特約の͕Μڅの責任開始期લの͕Μஅ֬ఆʹΑΔແޮ

̍ɽ�ඃอ͕͜ऀݥͷಛͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ11ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ11ʣ
ͷ͔࣌Β͜ͷಛͷʮ͕Μڅʯͷ։ظ࢝ʢୈ̎ʣ １ˎલʹ͕Μͱஅ֬ఆ
͞Ε͍ͯͨ߹ʹɺอܖݥऀ͓Αͼඃอ͕ऀݥɺͦ ͷ࣮ࣄΛ͍ͬͯͨ߹ɺ
Βͳ͔ͬͨ߹ͷ͍ͣΕʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛແޮͱ͠·͢ɻ

̎ɽ�ຊͷ̍ɽͷ߹ʹɺͦΕ·Ͱʹࣾʹ͍ࠐ·Εͨอݥྉ࣍ͷͱ͓ΓऔΓ
ѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� લ࣌ʢୈ11ʣͷࠂ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᶃ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷͯ͢
͕Βͳ͔ͬͨͱ͖ɺอܖݥऀʹ͍͠
·͢ɻ

ᶄ� ͦͷ࣮ࣄΛอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥͷ͍ͣΕ
͔̍ਓͰ͍ͬͯͨͱ͖ɺ͍͠·ͤΜɻ

ᾈ� લ࣌ʢୈ11ʣͷࠂ
ʹ͕Μͱஅ֬ఆ͞Ε
ͨ͜ͱͷͳ͍ඃอऀݥ
͕ɺࠂʢୈ11ʣͷ
Β͜ͷಛͷʮ͕͔࣌
Μڅʯͷ։ظ࢝
ʢୈ̎ʣ １ˎͷલ·Ͱ
ʹඃอ͕͕ऀݥΜͱ
அ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

อܖݥऀʹ͍͠·͢ɻ

̏ɽ�ຊͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ12ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ·ͨୈ1�ʢॏ
େࣄ༝ʹΑΔղআʣʹఆΊΔ͜ͷಛͷղআͷཁ݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺࣾɺͦ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

	第��条	 	 ͜の特約の͕Μڅの責任開始期લの͕Μஅ֬ఆの߹の特
ผऔѻ͍

̍ɽ�ୈ̕ʢ͜ͷಛͷ͕Μڅͷ։ظ࢝લͷ͕Μஅ֬ఆʹΑΔແޮʣͷنఆ
ʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷͯ͢ʹ֘͢Δ߹Ͱɺอܖݥऀ͔Β͕ͨͬ͋ٻͱ͖
ɺຊͷ̎ɽʹنఆ͢Δಛผऔѻ͍Λద༻͠ɺ͜ͷಛΛແޮͱ͠·ͤΜɻ

	 ୈ10	 	 ิઆ໌

ˎ１	 この特約のʮがΜڅʯの
開始期（ୈ２）

ୈ̎ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ͭʹʯڅఆʹΑΓɺʮ͕Μن
͍͕ͯࣾ͜ͷಛ্ͷΛ
։࢝͢Δ࣌ʢ͜ͷಛͷอظݥ
ؒ։͔࢝ΒͦͷΛؚΊͯ
91ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ２	 がΜෆ୲保期間
͜ͷಛͷՃ͔ΒͦͷΛ
ؚΊͯ̑Λܦա͢Δ·Ͱͷ
Λ͍͍·͢ɻؒظ

ˎ３	 ओܖ約のʮがΜによる保険
料の払込໔除ʯの開始
期

ී௨อݥͷنఆʹΑΓɺʮ͕
ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯʹ
͍͕ͭͯࣾओܖ্ͷΛ
։࢝͢Δ࣌ʢอؒظݥ։࢝ͷ
͔ΒͦͷΛؚΊͯ91ʣ
Λ͍͍·͢ɻ

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍͷࠂʢୈ11ʣͷ࣌લ·ͨࠂʢୈ
11ʣͷ͔࣌Β͜ͷಛͷʮ͕Μڅʯͷ։ظ࢝ʢୈ̎ʣ １ˎલʹ͕Μ
ͱஅ֬ఆ͞Ε͍ͯͨͱ͖

ᾈ� ݥΛอ࣮ࣄΜͱஅ֬ఆ͞Ε͍͕͕ͯͨऀݥલʹඃอ࣌ʢୈ11ʣͷࠂ
ͷ͕ͯ͢Βͳ͔ͬͨͱ͖ऀݥऀ͓Αͼඃอܖ

̎ɽ�ಛผऔѻ͍ͷ༰ɺ࣍ͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ̏ʢ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͕Μෆ୲อؒظ ２ˎ

தʹஅ֬ఆ͞Ε͕ͨΜʹ͍ͭͯɺ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͍·ͤΜɻ
ᾈ� ୈ̏ʢ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʣͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ͜ͷಛͷక݁ͷ
Β͜ͷಛͷʮ͕͔࣌ʢୈ11ʣͷࠂલ·ͨ࣌ʢୈ11ʣͷࠂͷࡍ
Μڅʯͷ։ظ࢝ʢୈ̎ʣˎ１લʹஅ֬ఆ͞Ε͍͕ͯͨΜ͕ੜͨ͡ଁث
ͱಉҰछྨͷଁثʢผද̐˒ʣʹੜ͕ͨ͡Μʹ͍ͭͯɺ͕Μෆ୲อؒظ ２ˎ

͍·ͤΜɻࢧΛۚ࣌Ͱ̏େ࣬පҰޙաܦ

̏ɽ�อܖݥऀ͔Βओܖͷʮ͕ΜʹΑΔอݥྉͷࠐ໔আʯͷ։ظ࢝ ３ˎલͷ
͕Μஅ֬ఆͷ߹ͷಛผऔѻ͍ͷ͕ͨͬ͋ٻͱ͖ɺ͜ ͷಛͷʮ͕Μڅʯ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̎ʣ １ˎલͷ͕Μஅ֬ఆͷ߹ͷಛผऔѻ͍ͷ͕ͨͬ͋ٻ
ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

˒ผද̐ʢ1�173ࢀরʣ

	̔ 	 告知義務と解除について

	第��条	 	 ٛࠂ

̍ɽ�ࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂ�ΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ
̏ʣͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ
͍ͭͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣ
͢Δ͜ͱΛඞཁͱࠂ಄ʹΑΓޱʹࢣɺͦͷҩ͍ͯͭʹ߲ࣄ಄Ͱ࣭ͨ͠ޱ͕
͠·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ�͜ ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ11ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ�ࣾɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹ
ΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽ�ຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ͷൃੜ͕ղআͷݪҼ
ͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอܖݥऀ·ͨඃอͨ͠໌ূ͕ऀݥͱ͖
ɺࣾɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂ�ٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ࠂ

̍ɽ�ࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ12ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 この特約の保険期間開始
（ୈ１）

ୈ̍ʢಛͷอؒظݥ։ظ࢝ʣ
ؒظݥఆ͢Δ͜ͷಛͷอنʹ
։࢝Λ͍͍·͢ɻ

ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ11ʢࠂٛʣͷࠂ
Λ͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ11ʢࠂٛʣ
ͷࠂΛ͠ͳ͍͜ͱΛקΊͨͱ͖ɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛ͛ࠂΔ͜ͱΛק
Ίͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷอؒظݥ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ̏େ
࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽ�ຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ11ʢࠂٛʣͷنఆʹ
ΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍
͜ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽ�ࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥҰۚ࣌Λऔ͢Δత͘͠ଞਓʹҰۚ࣌Λ
টகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖ނࣄऔͤ͞ΔతͰ

ᾈ� Ұۚ࣌ͷٻʹؔ͠ɺҰۚ࣌ͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔ΔҰֹۚ࣌ͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷอܖݥΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱ
ಉͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽ�ࣾɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝
͕ੜ͔ͨ࣌͡Βղআ·Ͱͷؒʹɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜͯ͡
͍ͨͱ͖ɺͦͷ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽ�ॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ12ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհऀ
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 この特約の保険期間開始
（ୈ１）

ୈ̍ʢಛͷอؒظݥ։ظ࢝ʣ
ؒظݥఆ͢Δ͜ͷಛͷอنʹ
։࢝Λ͍͍·͢ɻ

ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ11ʢࠂٛʣͷࠂ
Λ͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ11ʢࠂٛʣ
ͷࠂΛ͠ͳ͍͜ͱΛקΊͨͱ͖ɺ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜ͱΛ͛ࠂΔ͜ͱΛק
Ίͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷอؒظݥ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹ̏େ
࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽ�ຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ11ʢࠂٛʣͷنఆʹ
ΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍
͜ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽ�ࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥҰۚ࣌Λऔ͢Δత͘͠ଞਓʹҰۚ࣌Λ
টகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖ނࣄऔͤ͞ΔతͰ

ᾈ� Ұۚ࣌ͷٻʹؔ͠ɺҰۚ࣌ͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ͕͋ͬ
ͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔ΔҰֹۚ࣌ͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷอܖݥΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱ
ಉͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽ�ࣾɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ
͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝
͕ੜ͔ͨ࣌͡Βղআ·Ͱͷؒʹɺ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧࣄ༝ʢୈ̏ʣ͕ੜͯ͡
͍ͨͱ͖ɺͦͷ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ

ᾇ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍͍ߦ·ͤΜɻ
ᾈ� ͢Ͱʹ̏େ࣬පҰۚ࣌Λࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽ�ॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ12ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

	̕ 	 内容の変更について

	第��条	 	 ̏େ࣬පҰֹۚ࣌のֹݮ

̍ɽ�อܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔̏ͯͬେ࣬පҰ
ֹۚ࣌ͷ̏େ࣬පҰޙֹݮΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻͨͩ͠ɺࣾɺֹ͢ݮΛֹۚ࣌
͕ࣾͷఆΊΔݶΛԼճΔֹݮऔΓѻ͍·ͤΜɻ

̎ɽ�̏ େ࣬පҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌Εͨͱ͖ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Λղʢୈ16ʣ͞Εͨͷͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻֹݮ
ᾈ� ̏େ࣬පҰֹ͞ݮֹ͕ۚ࣌ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	��	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽ�อܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛ
ͷղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ�͜ ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ඃอࢮ͕ऀݥͨ͠ͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦۚ

̍ɽ�͜ ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽ�ओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	��	 その他

	第��条	 	 約ऀۚܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥ
ͷࡋॴͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	第��条	 	 ී௨保険約のنఆの४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 ͜の特約͕Ճ͞Εͨओܖ約ʹ特ఆ࣬ප保険ྉࠐ໔আ特ଇ͕
ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ

特

約
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ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻
͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞
Εͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬ප保険ྉࠐ໔আ特ଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹の
特ଇ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹ
ओܖʹ͜ͷಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ
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ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻
͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞
Εͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬ප保険ྉࠐ໔আ特ଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹の
特ଇ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹ
ओܖʹ͜ͷಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·ͤΜɻ

ผද１	 がΜ
̍ɽ�̏ େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜ
̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕ
ͨྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭ
ྨఏཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ྨ߲ ຊྨίʔυج

ͼҺ಄ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴߢޱ৶ɺޱ $00�$1�
ফԽثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $15�$26
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼثଁߢڳͼٴثٵݺ $30�$39
ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼࠎͼؔઅೈٴࠎ $�0�$�1
ൽෘͷࠇ৭जٴͼͦͷଞͷൽෘͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $�3�$��
தൽٴͼೈ෦৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $�5�$�9
ೕͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $50
ঁੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $51�$58
உੑੜ৩ثͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $60�$63
ਛ࿏ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $6��$68
ͷ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼܥܦͼͦͷଞͷதਆٴɺ؟ $69�$72
ͼͦͷଞͷൻથͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼٴঢ়થߕ $73�$75
෦Ґෆ໌֬ɺଓൃ෦Ґٴͼ෦Ґෆ໌ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $76�$80
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼɺൃݪͱ͞ࡌهΕͨຢਪఆ͞Ε
ͨͷ

$81�$96

ಠཱͨ͠ʢੑൃݪʣଟ෦Ґͷѱੑ৽ੜʻजᙾʼ $97
্ൽ৽ੜʻजᙾʼ %00�%09
ਅਖ਼݂૿ٿՃʻଟ݂ʼ� %�5
�܈ީܗҟࠎ %�6
Ϧϯύ৫ɺ݂৫ٴͼؔ࿈৫ͷੑঢ়ෆৄຢෆ໌ͷͦͷଞͷ৽ੜʻजᙾʼʢ%�7ʣ
ͷ͏ͪɺ
ɹຫੑࠎ૿৩ੑ࣬ױ� %�7�1
ɹຊଶੑʢग़݂ੑʣ݂খ൘݂� %�7�3
ɹࠎઢҡ %�7��
ɹຫੑੑٿࢎന݂ප<૿ٿࢎՃީ܈> %�7�5
ʢ/87ʣͷ͏ͪɺܗʢ෦ʣͷҟܱٶࢠ
ɹߴܱٶࢠʢ෦ʣͷҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ$*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ /87�2
ͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/89ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7"*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ /89�2
֎ӄٴͼձӄͷͦͷଞͷඇԌੑোʢ/90ʣͷ͏ͪɺ
ɹߴ֎ӄҟܗɺଞʹྨ͞Εͳ͍ͷʢ7*/̏ͷஅʹݶΔɻʣ /90�2

̎ɽ�ѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷఆٛ
̍ɽʹఆΊΔѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷ͏ͪɺ৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕̐ɽʹఆΊΔѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ

̏ɽ�ѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆ
ѱੑ৽ੜ͓Αͼ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ѱੑ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻͨͩ͠ɺපཧ৫ֶతߦ͕ࠪݕΘΕ
ͳ͔ͬͨ߹Ͱɺͦͷߦ͕ࠪݕΘΕͳ͔ͬͨཧ༝͓Αͼը૾ॴݟͳͲଞͷॴݟʹΑΔஅ֬ఆͷࠜ໌͕ڌΒ͔Ͱ͋Δͱ͖
ɺͦͷஅ֬ఆɻ

ᾈ� ্ൽ৽ੜͷஅ֬ఆɺපཧ৫ֶతॴݟʢੜݕΛؚΈ·͢ɻʣʹΑΔஅ֬ఆɻ

̐ɽ�৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ
৽ੜͷܗଶͷੑঢ়ίʔυ͕ѱੑ·্ͨൽ؞ʹ֘͢Δͷͱɺް ੜ࿑ಇলࡦ౷ׅฤʮ࣬ࡍࠃපྨɹजᙾ ʢֶ̣
̘̘मʣୈ3�1൛ʯʹ͞ࡌهΕͨܗଶͷੑঢ়ίʔυதɺ৽ੜͷੑঢ়Λද͢ୈܻ̑ίʔυ͕࣍ͷͷΛ͍͍·͢ɻ
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ୈܻ̑ੑঢ়ίʔυ൪߸

ʗ̎ʝʝʝ্ൽ؞
ɹɹɹɹɹɹ্ൽ
ɹɹɹɹɹɹඇਁ५ੑ
ɹɹɹɹɹɹඇ৵ऻੑ
ʗ̏ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦Ґ
ʗ̒ʝʝʝѱੑɺసҠ෦Ґ
ɹɹɹɹɹɹѱੑɺଓൃ෦Ґ
ʗ̕ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦ҐຢసҠ෦Ґͷผෆৄ


ɺʮ͕ΜʯʹؚΊ·͢ɻܗҟߴ෦ɺɺ͓Αͼ֎ӄͷܱٶࢠ

ผද２	 ３大疾病一時金の支払ରとなるʮ৺疾ױʯおよびʮ݂疾ױʯ
̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔʮ৺࣬ױʯ͓Αͼʮ݂ױ࣬ʯͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨ
ྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏ
ཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

࣬ප໊ ྨ߲ ຊྨίʔυج

ᾇ ৺࣬ױ

ຫੑϦϚνੑ৺࣬ױ ᶗ05ʵᶗ09
ױ৺࣬ੑ݂ڏ ᶗ20ʵᶗ25
ഏੑ৺࣬ٴױͼഏ॥ױ࣬ ᶗ26ʵᶗ28
ͦͷଞͷܕͷ৺࣬ױ ᶗ30ʵᶗ52

ᾈ ݂ױ࣬

݂ױ࣬ ᶗ60ʵᶗ69
ͦͷଞͷಈ຺ᚅٴͼղʢᶗ72ʣͷ͏ͪɺɹ
ɹܱಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ ᶗ72�0
�ɹͦͷଞͷ࣮࣭֎ಈ຺ʢఈಈ຺ɺܱಈ຺ɺࠎಈ຺ʣͷಈ຺
ɹᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ

ᶗ72�5

ɹࠎಈ຺ͷಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ ᶗ72�6

ผද３	 手ज़
৺͓࣬ױΑͼ݂ױ࣬ʹ͍ͭͯͷ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔखज़
։಄ज़ɺ։ڳज़ɺ։ෲज़ɺϑΝΠόʔείʔϓखज़·݂ͨΧςʔςϧखज़Λ͍͍·͢ɻٵҾɺઠͳͲͷॲஔ͓Αͼਆܦϒ
ϩοΫআ͖·͢ɻ
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ୈܻ̑ੑঢ়ίʔυ൪߸

ʗ̎ʝʝʝ্ൽ؞
ɹɹɹɹɹɹ্ൽ
ɹɹɹɹɹɹඇਁ५ੑ
ɹɹɹɹɹɹඇ৵ऻੑ
ʗ̏ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦Ґ
ʗ̒ʝʝʝѱੑɺసҠ෦Ґ
ɹɹɹɹɹɹѱੑɺଓൃ෦Ґ
ʗ̕ʝʝʝѱੑɺൃݪ෦ҐຢసҠ෦Ґͷผෆৄ


ɺʮ͕ΜʯʹؚΊ·͢ɻܗҟߴ෦ɺɺ͓Αͼ֎ӄͷܱٶࢠ

ผද２	 ３大疾病一時金の支払ରとなるʮ৺疾ױʯおよびʮ݂疾ױʯ
̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔʮ৺࣬ױʯ͓Αͼʮ݂ױ࣬ʯͱɺฏ272݄13૯লࣔࠂୈ35߸ʹఆΊΒΕͨ
ྨ߲தԼهͷͷͱ͠ɺྨ߲ͷ༰ʹ͍ͭͯɺްੜ࿑ಇলେਉ౷ܭใ෦ฤʮ࣬පɺইٴͼࢮҼͷ౷ܭྨఏ
ཁ*$%�10ʢ2013൛ʣ४ڌʯʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

࣬ප໊ ྨ߲ ຊྨίʔυج

ᾇ ৺࣬ױ

ຫੑϦϚνੑ৺࣬ױ ᶗ05ʵᶗ09
ױ৺࣬ੑ݂ڏ ᶗ20ʵᶗ25
ഏੑ৺࣬ٴױͼഏ॥ױ࣬ ᶗ26ʵᶗ28
ͦͷଞͷܕͷ৺࣬ױ ᶗ30ʵᶗ52

ᾈ ݂ױ࣬

݂ױ࣬ ᶗ60ʵᶗ69
ͦͷଞͷಈ຺ᚅٴͼղʢᶗ72ʣͷ͏ͪɺɹ
ɹܱಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ ᶗ72�0
�ɹͦͷଞͷ࣮࣭֎ಈ຺ʢఈಈ຺ɺܱಈ຺ɺࠎಈ຺ʣͷಈ຺
ɹᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ

ᶗ72�5

ɹࠎಈ຺ͷಈ຺ᚅٴͼղʢ಄֖ʹݶΔɻʣ ᶗ72�6

ผද３	 手ज़
৺͓࣬ױΑͼ݂ױ࣬ʹ͍ͭͯͷ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧରͱͳΔखज़
։಄ज़ɺ։ڳज़ɺ։ෲज़ɺϑΝΠόʔείʔϓखज़·݂ͨΧςʔςϧखज़Λ͍͍·͢ɻٵҾɺઠͳͲͷॲஔ͓Αͼਆܦϒ
ϩοΫআ͖·͢ɻ

ผද４	 ಉ一छྨのଁث
Լදͷ̍ɽʙ 19ɽɺ29ɽ͓Αͼ32ɽʙ �1ɽʹଐ͢ΔଁثɺͦΕͧΕଁ໊͕ثҟͳΔ߹·ͨଁ͕ثෳ͋Δ߹Ͱ͋ͬͯ
ɺ͜ΕΛಉҰछྨͷଁثͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ಉҰछྨͷଁث

̍ɽٿ؟ɾٿ؟ଐثʢ؟ᛐɺ݁ບɺྦثɺ͓ے؟Αͼ؟ᜰ৫ΛؚΉŇʣ
̎ɽඓʢ෭ඓߢΛؚΉɻʣ
̏ɽࣖʢࣖɾத͓ࣖΑͼ֎ࣖΛؚΉŇʣɾೕ༷ಥى
̐ɽߢޱɾࣃɾઉɾֺԼથɾࣖԼથɾઉԼથ
̑ɽߕঢ়થ
̒ɽҺ಄ʢፏ౧ΛؚΉŇʣɾ಄
̓ɽഏଁɾڳບɾؾɾࢧؾ
̔ɽңɾेೋࢦ
̕ɽ؊ଁɾ೯ɾ
10ɽᢄଁ
11ɽʢ༷ಥىΛؚΉɻʣ
12ɽେɾখ
13ɽɾᡗ
1�ɽਛଁɾ
15ɽᡦɾಓ
16ɽલཱથ
17ɽᛅؙɾ෭ᛅؙ
18ɽೕʢೕથΛؚΉɻʣ
19ɽٶࢠʢ൫ΛؚΉɻʣɾཛɾཛ
29ɽൽෘʢ಄ൽ͓Αͼޱ৶ΛؚΉɻʣ
32ɽ৯ಓ
33ɽڳથɾ৺ଁɾॎִ
3�ɽࠎɾؔઅɾؔઅೈࠎ
35ɽ݂৫ɾϦϯύ৫ʢ݂ӷɾࠎɾᡮଁɾϦϯύઅΛؚΉɻʣ
36ɽধਆܦɾࣗਆܥܦ
37ɽޙෲບɾෲບ
38ɽ݁߹৫ɾൽԼ৫ɾೈ෦৫ʢ݂ɾೈࠎɾےɾϦϯύΛؚΉɻʣ
39ɽບɾɾਆܦɾ
�0ɽ෭ਛ
�1ɽ̍ɽʙ 19ɽɺ29ɽ͓Αͼ32ɽʙ �0ɽҎ֎ͷଁثʢͨͩ͠ɺଁ໊͕ثಉҰͷͷʹݶΔɻʣ

ผද５	 ３大疾病一時金の支払請求にඞཁなॻྨ

߲ ඞཁॻྨ

̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻɺ͕ΜΛݪҼͱ͢Δͱ͖͞Βʹɺපཧ৫ݕ
ࠪใࠂॻ

ᾉ� ඃอऀݥͷॅຽථɺށ੶౽ຊɺށ੶ঞຊͷ͍ͣΕ͔
ᾊ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷडऔਓͷށ੶౽ຊ·ͨށ੶ঞຊ
ᾋ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾌ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨ

ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͋ͨͬͯɺ࣮ࣄͷ֬ೝΛ͜͏ߦͱɺ·͕ͨࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹஅΛߦΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ·
͢ɻ

ᾉ� ̏େ࣬පҰۚ࣌ͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺඃอऀݥͱडऔਓ͕ಉҰͷͱ͖ɺඃอऀݥͷॅຽථΛলུ͠·͢ɻ
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ผද̍ɹެతҩྍอ੍ݥʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̎ɹઌਐҩྍʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̏ɹऀױਃग़ྍཆ੍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̐ɹରͱͳΔෆྀͷނࣄ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
ผද̑ɹڅۚͷࢧٻʹඞཁͳॻྨ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

先進医療・患者申出療養特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 給付金等の支払いについて
� ୈ̎� ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢧۚͷݟۚɾڅ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 給付金等の支払請求手続について
� ୈ̐� खଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜٻࢧۚͷڅ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈ�� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 	保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣ�� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 解約等について
� ୈøú� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøû� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 その他
� ୈøý� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøþ� ๏ྩͷվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝ͷมߋʜʜʜʜ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 特則について
� ୈù÷� ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥʢແղฦۚܕʣܖ�

ʹՃ͢Δ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈùø� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอ�

�ྉݥ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอࠐྉݥ
໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜࠐ

� ୈùù� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ�
̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε�
͍ͯΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

174

182
182
182
182
183

175

175

175
176

177

177

177

178

178

178
178
179
179

180
180
180

180
180
180
180

181

181

181
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この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	１	 保障の開始について
� ୈ̍� ಛͷ։ظ࢝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 給付金等の支払いについて
� ୈ̎� ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢧۚͷݟۚɾڅ
� ୈ̏� ໔ࣄ༝ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	３	 給付金等の支払請求手続について
� ୈ̐� खଓʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜٻࢧۚͷڅ

	４	 保険期間および保険料払込期間について
� ୈ̑� ಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʜʜʜʜ

	５	 保険料の払込みについて
� ୈ̒� ಛͷอݥྉͷࠐΈ�� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎޙ༛�

༧ؒظຬྃ·Ͱʹࢧࣄ༝͕ੜͨ͡߹�
ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 	保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について
� ୈ̔� อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ�

ফ໓ʣ�� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	７	 告知義務と解除について
� ୈ̕� ٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈø÷� ٛҧʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࠂ
� ୈøø� ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͖ʜʜʜࠂ
� ୈøù� ॏେࣄ༝ʹΑΔղআʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	８	 解約等について
� ୈøú� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøû� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈøü� ղฦۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	９	 その他
� ୈøý� ऀۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜܖ
� ୈøþ� ๏ྩͷվਖ਼ʹ͏ࢧࣄ༝ͷมߋʜʜʜʜ
� ୈøÿ� ॴʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࡋ
� ୈøĀ� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	10	 特則について
� ୈù÷� ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥʢແղฦۚܕʣܖ�

ʹՃ͢Δ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈùø� ͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอ�

�ྉݥ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอࠐྉݥ
໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜࠐ

� ୈùù� ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ�
̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞Ε�
͍ͯΔ߹ͷಛଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 療養
ͷᾇ͔Βᾉͷ͍ͣΕ͔ʹ֘࣍
͢ΔͷΛ͍͍·͢ɻ
ᾇ� �
ᾈ� ༀࡎ·ͨࡐྍ࣏ྉͷڅࢧ�
ᾉ� ॲஔɺखज़ͦͷଞͷྍ࣏�

ˎ２	 特約の開始期（ୈ１）	
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ
ఆʹΑΓɺ͕ࣾ͜ͷಛ্ن
ͷΛ։࢝͢Δ࣌Λ͍͍·
͢ɻ�

ˎ３	 ই
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２Ҏޙʹੜͨ͡ෆྀͷࣄ
Ҽͱݪʢผද̐˒ʣΛͷނ
͢ΔইΛ͍͍·͢ɻ

ˎ４	 ࣬ප
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̍˒ʣ
ʹΑΔྍཆͷڅͷରͱͳΔ
ҟৗสΛؚΈɺༀґଘ̖
ؚΈ·ͤΜɻͳ͓ɺ͜ͷಛͷ
։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙ
ʹੜͨ͡ʮෆྀͷނࣄʢผද
̐˒ʣҎ֎ͷ֎ҼʯΛͷݪ
Ҽͱ͢Δইʹ͍ͭͯɺ࣬ප
ͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ�
̖ɿฏ27݄̎13૯ল
ୈ35߸ʹఆΊΒΕͨࣔࠂ
ྨ߲தͷྨ൪߸̛
11�2ɺ ̛12�2ɺ ̛13�2ɺ
̛1��2ɺ̛15�2ɺ̛16�2ɺ
̛18�2ɺ̛19�2ʹنఆ͞
ΕΔ༰ʹΑΔͷͱ͠ɺ
ༀʹɺϞϧώωɺΞϔ
ϯɺίΧΠϯɺେຑɺਫ਼ਆ
·ༀΛؚΈ֮ݬༀɺܹ
͢ɻ�

先進医療・患者申出療養特約
ʢ࣮ࢪɹ2022�5�2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ઌਐҩྍ·ͨऀױਃग़ྍཆ੍ʹΑΔྍཆʹର͢Δอؒظݥऴͷอো�
ۚͷछྨڅ ᾇ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚ�

ᾈ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆݟۚ�
λΠϓ ແ�
උߟ ͜ͷಛɺҩྍอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖ·ͨಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥʢແղฦ

Γ·͢ɻʣʢҎԼʮओݶʹ߹ׂ߹͕100ˋɺ50ˋ·ͨ25ˋͷڅͷۚ࣌ʢಛఆ࣬පҰܖʣܕۚ
ʯͱ͍͍·͢ɻʣʹՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻܖ
·ͨɺ͜ͷಛʹղฦۚʢୈ15ʣ͋Γ·ͤΜɻ

	１	 保障の開始について

	 第１条	 	 特約の責任開始期

̍ɽ͜ͷಛͷอোɺ࣍ͷ։ظ࢝ʹ։࢝͠·͢ɻ�

ঝͷظ࣌ ։ظ࢝�

ᾇ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷ
ಛΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠
߹

ओܖͷ։ظ࢝

ᾈ� ͕ࣾɺओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛ
ΛՃ͢Δ͜ͱΛঝͨ͠߹

࣌ͷ͍ͣΕ͔͍࣍
ᶃ� ඃอऀݥʹؔ͢Δࠂʢୈ̕ʣ
Λड͚ͨ࣌

ᶄ� ͜ͷಛͷอݥྉʹ૬͢Δֹۚ
Λड͚औͬͨ࣌

̎ɽຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δ։ظ࢝ΛؚΉΛ͜ͷಛͷ։࢝ͱ͠·͢ɻ
̏ɽओܖͷక݁ޙʹɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺͦͷࢫ
Λอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ�

	２	 給付金等の支払いについて

	 第２条	 	 給付金・見舞金の支払い

̍ɽࣾɺ࣍ͷද͓Αͼຊͷ̎ɽͷنఆͷͱ͓Γɺڅۚ·ͨݟۚʢҎԼʮڅ
ۚʯͱ͍͍·͢ɻʣͷࢧࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷࢧࣄ༝ʹରԠͯ͠څ
ۚΛͦͷडऔਓʹࢧ͍·͢ɻͨͩ͠ɺ໔ࣄ༝ʢୈ̏ʣʹ֘͢Δͱ͖
ࢧ͍·ͤΜɻ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ֹۚ डऔਓ
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ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹɺ࣍ͷ
ͯ͢Λຬͨ͢ྍཆ １ˎΛड͚ͨͱ͖
ᾇ� ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙ
ʹੜͨ͡ই ３ˎ·ͨ࣬ප ４ˎΛͷݪ
Ҽͱ͢Δྍཆ

ᾈ� ެతҩྍอ੍ݥʢผද̍˒ʣʹ͓͚ΔҎ
Լͷ͍ͣΕ͔ͷྍཆ
ᶃ� ઌਐҩྍʢผද̎˒ʣʢҎԼɺʮઌਐҩ
ྍʯͱ͍͍·͢ɻʣʹΑΔྍཆ ５ˎ

ᶄ� ਃग़ྍཆ੍ʢผද̏˒ʣʢҎԼɺऀױ
ʮऀױਃग़ྍཆʯͱ͍͍·͢ɻʣʹΑ
Δྍཆ ６ˎ

̍ճͷྍཆʹ͖ͭɺ
ઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔
͔Δඅ༻ ７ˎ·ͨױ
ऀਃग़ྍཆͷٕज़ʹ
͔͔Δඅ༻ ８ˎͱಉֹ
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ˎ５	 先進医療による療養
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δྍཆআ͖·͢ɻ
ᾇ� ઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ
༻ ７ˎ͕ʮ̌ʯͱͳΔྍཆ

ᾈ�ʮްੜ࿑ಇେਉͷఆΊΔઌ
ਐҩྍٴͼऀױਃग़ྍཆฒ
ͼʹࢪઃج४ʯʹ͓͍ͯɺ
Δ͜ͱ͢ࢪՊ̖ͷΈͰ࣮ࣃ
͕ఆΊΒΕ͍ͯΔઌਐҩྍ
ʹΑΔྍཆ

̖ɿࣃՊɺࣃՊߢޱ֎Պɺڲਖ਼
ՊΛ͍͍·͢ɻࣃࣇՊɺখࣃ

ˎ６	 患者申出療養੍による療
養

֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δྍཆআ͖·͢ɻ
ᾇ� ͔͔ʹਃग़ྍཆͷٕज़ऀױ
Δඅ༻ˎ８͕ʮ̌ʯͱͳΔ
ྍཆ

ᾈ�ʮްੜ࿑ಇେਉͷఆΊΔઌ
ਐҩྍٴͼऀױਃग़ྍཆฒ
ͼʹࢪઃج४ʯʹ͓͍ͯɺ
Δ͜ͱ͢ࢪՊ̖ͷΈͰ࣮ࣃ
͕ఆΊΒΕ͍ͯΔઌਐҩྍ
ʹΑΔྍཆ

̖ɿࣃՊɺࣃՊߢޱ֎Պɺڲਖ਼
ՊΛ͍͍·͢ɻࣃࣇՊɺখࣃ

ˎ７	 先進医療のٕज़に͔͔るඅ
༻

ඃอ͕ऀݥड͚ͨઌਐҩྍʹର
͢Δඃอऀݥͷෛ୲ֹͱͯ͠ɺ
පӃ·ͨྍॴʹΑͬͯఆΊ
ΒΕֹͨۚΛ͍͍ɺ࣍ͷᾇ͔Β
ᾋͷඅ༻ͳͲؚΈ·ͤΜɻ
ᾇ� ެతҩྍอ੍ݥʢผද
̍˒ʣͷ๏ʹ͖ͮجอݥ
ͷରͱͳΔඅ༻ʢࣗڅ
ෛ୲ΛؚΈ·͢ɻʣݾ

ᾈ� ઌਐҩྍҎ֎ͷධՁྍཆͷ
ͨΊͷඅ༻

ᾉ� બఆྍཆͷͨΊͷඅ༻
ᾊ� ৯ྍࣄཆͷͨΊͷඅ༻
ᾋ� ੜྍ׆ཆͷͨΊͷඅ༻

ˎ８	 患者申出療養のٕज़に͔͔
るඅ༻

ඃอ͕ऀݥड͚ͨऀױਃग़ྍཆ
ʹର͢Δඃอऀݥͷෛ୲ֹͱ͠
ͯɺපӃ·ͨྍॴʹΑͬͯ
ఆΊΒΕֹͨۚΛ͍͍ɺ࣍ͷᾇ
͔Βᾋͷඅ༻ͳͲؚΈ·ͤ
Μɻ
ᾇ� ެతҩྍอ੍ݥʢผද
̍˒ʣͷ๏ʹ͖ͮجอݥ
ͷରͱͳΔඅ༻ʢࣗڅ
ෛ୲ΛؚΈ·͢ɻʣݾ

ᾈ� ਃग़ྍཆҎ֎ͷධՁྍऀױ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ֹۚ डऔਓ
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金

ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹઌਐҩ
ྍɾऀױਃग़ྍཆڅ͕ۚࢧΘΕΔྍཆ １ˎ

Λड͚ͨͱ͖
̍ճͷྍཆʹ͖ͭɺ
ઌਐҩྍɾऀױਃग़
ྍཆڅۚͷࢧۚ
ֹͷ10ˋ૬ֹ
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̎ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΔྍཆΛड͚ͨͱ
͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ ２ˎҎޙͷ࣬පʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ９͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹྍཆΛड͚ͨ
߹

Πɽ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂ�ʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤ
Μɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬
පʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷই
ಉҰͷ࣬ͨ·３ˎ
පˎ11ΛͷݪҼͱ͠
ͯɺಉҰͷઌਐҩྍ·
ͨऀױਃग़ྍཆʹΑ
ΔྍཆΛෳճʹΘ
ͨͬͯҰ࿈ͷྍཆˎ1�ͱ
ͯ͠ड͚ͨͱ͖

Ұ࿈ͷྍཆˎ1�ͱͯ͠ड͚ͨಉҰͷઌਐҩྍ·ͨ
ਃग़ྍཆʹΑΔෳճͷྍཆΛ̍ճͷྍཆͱΈऀױ
ͳ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺҰ࿈ͷྍཆˎ1�Λ࠷ॳʹड͚
ͨʹͦͷྍཆΛड͚ͨͷͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·
͢ɻ�
ʢʣ�Ұ࿈ͷྍཆˎ1�ͱͯ͠ड͚ͨઌਐҩྍͷٕज़ʹ

͔͔Δඅ༻ ７ˎ·ͨऀױਃग़ྍཆͷٕज़ʹ͔
͔Δඅ༻ ８ˎͷ૯ֹΛɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔઌ
ਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ ７ˎ·ͨऀױਃग़
ྍཆͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ ８ˎͱ͠·͢ɻ

ᾉ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍ
ཆڅۚͷࢧݶ

௨2ͯ͠ࢉ000ສԁͱ͠·͢ɻ

ᾊ� ༝͕ࣄࢧۚͷڅ
ੜ͡ɺࢧ͏͖څ
͕ۚ͋Δ߹Ͱɺͦ
ͷࢧલʹඃอ͕ऀݥ
ͨ͠ͱ͖ࢮ

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
͖ͮجʹఆنͷݥۚΛී௨อڅ͏͖ࢧ
ೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ
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ˎ５	 先進医療による療養
֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δྍཆআ͖·͢ɻ
ᾇ� ઌਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ
༻ ７ˎ͕ʮ̌ʯͱͳΔྍཆ

ᾈ�ʮްੜ࿑ಇେਉͷఆΊΔઌ
ਐҩྍٴͼऀױਃग़ྍཆฒ
ͼʹࢪઃج४ʯʹ͓͍ͯɺ
Δ͜ͱ͢ࢪՊ̖ͷΈͰ࣮ࣃ
͕ఆΊΒΕ͍ͯΔઌਐҩྍ
ʹΑΔྍཆ

̖ɿࣃՊɺࣃՊߢޱ֎Պɺڲਖ਼
ՊΛ͍͍·͢ɻࣃࣇՊɺখࣃ

ˎ６	 患者申出療養੍による療
養

֘ʹͷᾇ·ͨᾈͷ͍ͣΕ͔࣍
͢Δྍཆআ͖·͢ɻ
ᾇ� ͔͔ʹਃग़ྍཆͷٕज़ऀױ
Δඅ༻ˎ８͕ʮ̌ʯͱͳΔ
ྍཆ

ᾈ�ʮްੜ࿑ಇେਉͷఆΊΔઌ
ਐҩྍٴͼऀױਃग़ྍཆฒ
ͼʹࢪઃج४ʯʹ͓͍ͯɺ
Δ͜ͱ͢ࢪՊ̖ͷΈͰ࣮ࣃ
͕ఆΊΒΕ͍ͯΔઌਐҩྍ
ʹΑΔྍཆ

̖ɿࣃՊɺࣃՊߢޱ֎Պɺڲਖ਼
ՊΛ͍͍·͢ɻࣃࣇՊɺখࣃ

ˎ７	 先進医療のٕज़に͔͔るඅ
༻

ඃอ͕ऀݥड͚ͨઌਐҩྍʹର
͢Δඃอऀݥͷෛ୲ֹͱͯ͠ɺ
පӃ·ͨྍॴʹΑͬͯఆΊ
ΒΕֹͨۚΛ͍͍ɺ࣍ͷᾇ͔Β
ᾋͷඅ༻ͳͲؚΈ·ͤΜɻ
ᾇ� ެతҩྍอ੍ݥʢผද
̍˒ʣͷ๏ʹ͖ͮجอݥ
ͷରͱͳΔඅ༻ʢࣗڅ
ෛ୲ΛؚΈ·͢ɻʣݾ

ᾈ� ઌਐҩྍҎ֎ͷධՁྍཆͷ
ͨΊͷඅ༻

ᾉ� બఆྍཆͷͨΊͷඅ༻
ᾊ� ৯ྍࣄཆͷͨΊͷඅ༻
ᾋ� ੜྍ׆ཆͷͨΊͷඅ༻

ˎ８	 患者申出療養のٕज़に͔͔
るඅ༻

ඃอ͕ऀݥड͚ͨऀױਃग़ྍཆ
ʹର͢Δඃอऀݥͷෛ୲ֹͱ͠
ͯɺපӃ·ͨྍॴʹΑͬͯ
ఆΊΒΕֹͨۚΛ͍͍ɺ࣍ͷᾇ
͔Βᾋͷඅ༻ͳͲؚΈ·ͤ
Μɻ
ᾇ� ެతҩྍอ੍ݥʢผද
̍˒ʣͷ๏ʹ͖ͮجอݥ
ͷରͱͳΔඅ༻ʢࣗڅ
ෛ୲ΛؚΈ·͢ɻʣݾ

ᾈ� ਃग़ྍཆҎ֎ͷධՁྍऀױ

͏߹ʣࢧۚΛڅ༝ʢࣄࢧ ֹۚ डऔਓ

先
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金

ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛͷอؒظݥதʹઌਐҩ
ྍɾऀױਃग़ྍཆڅ͕ۚࢧΘΕΔྍཆ １ˎ

Λड͚ͨͱ͖
̍ճͷྍཆʹ͖ͭɺ
ઌਐҩྍɾऀױਃग़
ྍཆڅۚͷࢧۚ
ֹͷ10ˋ૬ֹ

主
契
約
の
入
院
給
付
金
受
取
人

̎ɽڅۚͷࢧ͍ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

߲ ༰

ᾇ� ඃอ͕ऀݥɺ͜ͷಛ
ͷ։ظ࢝ʢୈ̍
ʣˎ２લʹੜͨ͡ݪҼ
ʹΑΔྍཆΛड͚ͨͱ
͖

ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺ࣍͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣ ２ˎҎޙͷ࣬පʹΑΔͷͱΈͳ͠·͢ɻ
Ξɽ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣˎ９͔Βͦͷ
ΛؚΊͯ̎Λܦաͨ͠ޙʹྍཆΛड͚ͨ
߹

Πɽ͜ͷಛͷՃͷࡍʹɺ͕ࣾɺࠂ�ʢୈ̕ʣ
ʹΑΓ͍ͬͯͨͦͷݪҼʹؔ͢Δجʹ࣮ࣄ
͍ͮͯঝͨ͠߹ɻͨͩ͠ɺ࣮ࣄͷҰ෦͕ࠂ
ʢୈ̕ʣ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱʹΑΓɺͦͷ
Λ͕ࣾਖ਼֬ʹΔ͜ͱ͕Ͱ࣮ࣄҼʹؔ͢Δݪ
͖ͳ͔ͬͨ߹ʹɺ͜ ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬පʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤ
Μɻ

ɽͦͷݪҼʹ͍ͭͯɺ͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ
̍ʣˎ２લʹɺඃอ͕ऀݥҩࢣͷྍΛड͚
ͨ͜ͱ͕ͳ͘ɺ͔ͭɺ݈߁அˎ10ʹ͓͍ͯ
ҟৗͷࢦఠΛड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍߹ɻͨͩ͠ɺ
ͦͷݪҼʹΑΔঢ়ʹ͍ͭͯอܖݥऀ·ͨ
ඃอ͕ऀݥೝࣝ·͍֮ͨࣗͯͨ͠߹ʹɺ
͜ͷಛͷ։ظ࢝ʢୈ̍ʣˎ２Ҏޙͷ࣬
පʹΑΔͷͱΈͳ͠·ͤΜɻ

ᾈ� ඃอ͕ऀݥɺಉҰͷই
ಉҰͷ࣬ͨ·３ˎ
පˎ11ΛͷݪҼͱ͠
ͯɺಉҰͷઌਐҩྍ·
ͨऀױਃग़ྍཆʹΑ
ΔྍཆΛෳճʹΘ
ͨͬͯҰ࿈ͷྍཆˎ1�ͱ
ͯ͠ड͚ͨͱ͖

Ұ࿈ͷྍཆˎ1�ͱͯ͠ड͚ͨಉҰͷઌਐҩྍ·ͨ
ਃग़ྍཆʹΑΔෳճͷྍཆΛ̍ճͷྍཆͱΈऀױ
ͳ͠·͢ɻ͜ͷ߹ɺҰ࿈ͷྍཆˎ1�Λ࠷ॳʹड͚
ͨʹͦͷྍཆΛड͚ͨͷͱΈͳͯ͠औΓѻ͍·
͢ɻ�
ʢʣ�Ұ࿈ͷྍཆˎ1�ͱͯ͠ड͚ͨઌਐҩྍͷٕज़ʹ

͔͔Δඅ༻ ７ˎ·ͨऀױਃग़ྍཆͷٕज़ʹ͔
͔Δඅ༻ ８ˎͷ૯ֹΛɺຊͷ̍ɽʹఆΊΔઌ
ਐҩྍͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ ７ˎ·ͨऀױਃग़
ྍཆͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ ８ˎͱ͠·͢ɻ

ᾉ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍ
ཆڅۚͷࢧݶ

௨2ͯ͠ࢉ000ສԁͱ͠·͢ɻ

ᾊ� ༝͕ࣄࢧۚͷڅ
ੜ͡ɺࢧ͏͖څ
͕ۚ͋Δ߹Ͱɺͦ
ͷࢧલʹඃอ͕ऀݥ
ͨ͠ͱ͖ࢮ

ओܖͷೖӃڅۚडऔਓ͕ඃอऀݥͷ߹ʹɺ
͖ͮجʹఆنͷݥۚΛී௨อڅ͏͖ࢧ
ೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʹࢧ͍·͢ɻ
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ཆͷͨΊͷඅ༻
ᾉ� બఆྍཆͷͨΊͷඅ༻
ᾊ� ৯ྍࣄཆͷͨΊͷඅ༻
ᾋ� ੜྍ׆ཆͷͨΊͷඅ༻

ˎ９	 特約の開始（ୈ１）
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

ˎ10	 அ等߁݈
ఆ߁݈ظஅ·ͨਓؒυοΫ
ɺ݈߁ঢ়ଶΛධՁ͢Δ͜ͱͰ
ཱͯʹݟൃظͷ༧ɾૣױ࣬
Δ͜ͱΛతͱͯ͠͏ߦɾ
Λ͍͍·͢ɻݕɾࠪݕ

ˎ11	 ಉҰの࣬ප
ҩ্ֶີͳؔʹ͋ΔҰ࿈ͷ
࣬පˎ４Λ͍͍·͢ɻʮපͱ
පੑບʯɺʮ؊ߗมͱ৯
ಓ੩຺ᚅʯ·ͨʮڱ৺ͱ৺
ʯͳͲප໊෦Ґ͕ҟͳ࠹ߎے
Δ߹Ͱ͋ͬͯɺҩ্ֶີ
ͳ͕ؔ͋Δͱ͖ɺಉҰͷ࣬
පͱͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ

ˎ1�	 Ұ࿈の療養
ྍཆ։࢝ʹ͋ͨͬͯͷҩࢣʹΑ
Δྍཆʹؔ͢Δܭըʹͮ͘جҰ
࿈ͷྍཆΛ͍͍·͢ɻͳ͓ɺྍ
ཆ։ޙ࢝ʹ৽ͨʹߦΘΕΔ͜ͱ
ͱͳͬͨྍཆɺҰ࿈ͷྍཆʹ
ؚΈ·ͤΜɻ

	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 他֮ॴݟのないの	
ҩ͕ࢣɺࢹɺ৮ը૾அ
ͳͲʹΑΓঢ়Λཪ͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ͳ͍ͷΛ͍͍·͢ɻ

ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ

໔ࣄ༝ʢࢧࣄ༝͕ੜͯ͡ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚɺઌਐҩྍɾ
Θͳ͍߹ʣࢧۚΛݟਃग़ྍཆऀױ
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�ͷ͍ͣΕ͔ʹΑΔͱ͖࣍༝͕ࣄࢧ
ᾇ� อܖݥऀͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ�
ᾈ� ඃอऀݥͷނҙ·ͨॏେͳաࣦ�
ᾉ� ඃอऀݥͷ൜ߦࡑҝ�
ᾊ� ඃอऀݥͷਫ਼ਆোΛݪҼͱ͢Δނࣄ�
ᾋ� ඃอऀݥͷటਲͷঢ়ଶΛݪҼͱ͢Δނࣄ�
ᾌ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔӡస֨ࢿΛͨ࣋ͳ͍Ͱӡస͍ͯ͠Δؒʹੜͨ͡
�ނࣄ

ᾍ� ඃอ͕ऀݥ๏ྩʹఆΊΔञؾଳͼӡస·ͨ͜Εʹ૬͢ΔӡసΛͯ͠
͍Δؒʹੜͨ͡ނࣄ�

ᾎ� ᰍ෦ީ܈ʢ͍ΘΏΔʮΉͪ͏ͪʯʣ·ͨࠊ௧Ͱ͍ͣΕଞ֮ॴݟ
ͷͳ͍ͷ １ˎʢݪҼͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ�

ᾏ� ɺՐ·ͨ�
ᾐ� ઓ૪ͦͷଞͷมཚ�

̎ɽ໔ࣄ༝ʹؔͯ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ�

߲ ༰�

ʮɺՐ·ͨʯ·
ͨʮઓ૪ͦͷଞͷมཚʯ
ʹΑͬͯڅۚͷࢧࣄ
༝͕ੜͨ͡ͱ͖�

ࢉܭͷݥͷ૿Ճ͕อऀݥ༝ʹ֘ͨ͠ඃอࣄࢧ
ͷٴʹૅج΅͢Ө͕ڹগͳ͍ͱ͖ɺͦͷӨڹͷఔ
ʹԠ͡ɺڅۚͷֹۚͷҰ෦·ͨશ෦Λࢧ
͍·͢ɻ�

	̏ 	 給付金等の支払請求手続について

	 第̐条	 	 給付金の支払ٻखଓ	

̍ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺ
͢Έ͔ʹࣾʹ௨͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ�

̎ɽڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷडऔਓɺඞཁॻྨʢผද
̑˒ʣΛ͢Έ͔ʹࣾʹఏग़ͯͦ͠ͷࢧ͍Λ͢ٻΔ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

˒ผද̑ʢ1�183ࢀরʣ

	̐ 	 保険期間および保険料払込期間について

	 第̑条	 	 特約のอݥ期͓ؒΑͼอݥྉ払ࠐ期ؒ

͜ͷಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐͷऴظɺओܖͷอ͓ؒظݥΑͼอ
ͱಉҰͱ͠·͢ɻظͷऴؒظࠐྉݥ

	̑ 	 保険料の払込みについて

	 第̒条	 	 特約のอݥྉの払ࠐΈ	

̍ɽ͜ͷಛͷอݥྉɺୈ̑ʢಛͷอ͓ؒظݥΑͼอݥྉؒظࠐʣͷอݥྉ
ؒظࠐதɺओܖͷอݥྉͱͱʹ͍ࠐΉ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷಛͷ
อݥྉΛલೲ͢Δ߹ಉ༷ͱ͠·͢ɻ�

特

約
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̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
13ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ࣄࢧۚͷڅຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔؒظ༛༧ޙ
ͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ�

ᾇ� ͍·͢ɻࢧྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯݥอࠐ͏ͱ͖ɺະࢧۚΛڅ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ�

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 อݥྉの払ࠐΈ͕ͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ	

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	̓ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
ͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭ
ͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ
಄Ͱ࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ͜
ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷڅ
ᾈ� ͢ͰʹڅۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕ղআͷ
ͱͨ͠໌ূ͕ऀݥऀ·ͨඃอܖݥΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอʹ࣮ࣄҼͱͳͬͨݪ
͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ�

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹�
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹�
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̎ɽओܖͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛ
ɺͦͷอݥྉࠐΈͷ༛༧ؒظຬྃͷཌҎ߱ɺকདྷʹ͔ͯͬղʢୈ
13ʣ͞Εͨͷͱ͠·͢ɻ

	 第̓条	 	 払ࠐ期݄のओܖ約のܖ約のԠҎޙ༛༧期ؒຬྃ·Ͱʹ
支払ࣄ༝͕ੜͨ͡߹のऔѻい

͜ͷಛͷอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍··ɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠҎ
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ࣄࢧۚͷڅຬྃ·Ͱʹɺ͜ͷಛʹΑΔؒظ༛༧ޙ
ͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ�

ᾇ� ͍·͢ɻࢧྉΛࠩ͠Ҿ͍ͯݥอࠐ͏ͱ͖ɺະࢧۚΛڅ
ᾈ� ᾇͷ߹ɺࣾͷࢧ͏ֹ͖͕ۚࠩ͠Ҿ͖͘ະࠐอݥྉʹෆ͢Δͱ
͖ɺอܖݥऀɺະࠐอݥྉΛͦͷ༛༧ؒظຬྃ·Ͱʹ͍ࠐΉ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ͜ͷະࠐอݥྉ͕͍ࠐ·Εͳ͍ͱ͖ɺࣾɺࢧ
ࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜʹΑΓࢧ͏ֹ͖ۚΛࢧ͍·ͤΜɻ�

	̒ 	 保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）について

	 第̔条	 	 อݥྉの払ࠐΈ͕ͳい͜ͱʹΑΔফ໓ʢະ払ফ໓ʣ	

ओܖ͕อݥྉͷࠐΈ͕ͳ͍͜ͱʹΑΓফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛಉ࣌ʹক
དྷʹ͔ͯͬফ໓͠·͢ɻ

	̓ 	 告知義務と解除について

	 第̕条	 	 ٛࠂ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷక݁ͷࡍʹɺอܖݥऀͱඃอऀݥʹରͯ͠ඃอऀݥʹؔ͢
ΔࠂΛॻ໘ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻҎԼಉ͡ͱ͠·͢ɻʣͰٻΊ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࠂΛٻΊΒΕͨอܖݥऀ·ͨඃอऀݥɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ
ͷൃੜͷՄੑʹؔ͢Δॏཁͳ߲ࣄͷ͏ͪॻ໘ͰࠂΛٻΊΒΕ߲ͨࣄʹ͍ͭ
ͯɺͦͷॻ໘Ͱࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻͨͩ͠ɺ͕ࣾࢦఆͨ͠ҩޱ͕ࢣ
಄Ͱ࣭߲ͨ͠ࣄʹ͍ͭͯɺͦͷҩޱʹࢣ಄ʹΑΓࠂ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·
͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআࠂ

̍ɽ͜ͷಛͷక݁ʹ͋ͨͬͯɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺނҙ·ͨॏେͳա
ࣦʹΑͬͯɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑΓ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ
ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͨ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄͳ͔͔ͬͨɺ·ͨ͛ࠂΛ࣮ࣄ
Λকདྷʹ͔ͯͬղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺࠂٛҧʹΑΓ͜
ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷڅ
ᾈ� ͢ͰʹڅۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷൃੜ͕ղআͷ
ͱͨ͠໌ূ͕ऀݥऀ·ͨඃอܖݥΑΒͳ͔ͬͨ͜ͱΛอʹ࣮ࣄҼͱͳͬͨݪ
͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍Λ͍ߦ·͢ɻ

̐ɽࠂٛҧʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺอܖݥऀʹରͯ͠௨
͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ߹ʹɺඃอऀݥʹ௨͠·͢ɻ�

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷॅॴ͘͠ډॴ͕ෆ໌ͷ߹�
ᾈ� ᾇͷ΄͔ɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹�

	 ୈ11	 	 ิઆ໌

ˎ１	 保険ഔհ者	
ࣾͷͨΊʹอܖݥͷక݁ͷ
ഔհΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖ΔऀͰ
͋ͬͯɺࣾͷͨΊʹอܖݥ
ͷక݁ͷཧΛ͜͏ߦͱ͕Ͱ͖
ΔऀΛআ͖·͢ɻ

ˎ２	 特約の開始（ୈ１）	
ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣʹ
࢝ఆ͢Δ͜ͷಛͷ։ن
ʢୈ̍ʣΛ͍͍·͢ɻ

	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金等
͜ͷಛͷڅۚ·ͨݟۚ
Λ͍͍·͢ɻ

	第��条	 	 ٛҧʹΑΔղআ͕Ͱ͖ͳいͱ͖ࠂ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣ
ͷنఆʹΑΓ͜ͷಛΛղআ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷక݁ͷਃࠐΈʹର͕ͯࣾ͠൱ͷܾఆΛࡍ͏ߦɺ͕ࣾղআͷ
Λ͍ͬͯͨͱ͖ɺ·ͨաࣦʹΑͬͯΒͳ͔ͬͨͱ͖࣮ࣄҼͱͳΔݪ

ᾈ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥୈ̕ʢࠂٛʣͷࠂΛ
͢Δ͜ͱΛ͛ͨͱ͖

ᾉ� อݥഔհऀ １ˎ͕ ɺอܖݥऀ·ͨඃอऀݥʹର͠ɺୈ̕ʢࠂٛʣͷ
ΊקΔ͜ͱΛ͛ࠂͰͳ͍͜ͱΛ࣮ࣄΊͨͱ͖ɺ·ͨקΛ͠ͳ͍͜ͱΛࠂ
ͨͱ͖

ᾊ� ͕ࣾղআͷݪҼΛ͔ͬͨΒͦͷΛؚΊ͔݄ͯ̍Ҏʹղআ͠ͳ͔ͬ
ͨͱ͖

ᾋ� ͜ͷಛͷ։࢝ʢୈ̍ʣ ２ˎ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̎Ҏʹڅۚ
ͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͡ͳ͍ͰɺͦͷؒظΛܦաͨ͠ͱ͖

̎ɽຊͷ̍ɽʵᾈ͓Αͼᾉͷ߹ͰɺͦΕͧΕʹنఆ͢Δอݥഔհऀ １ˎͷߦҝ͕ͳ
͔ͬͨͱͯ͠ɺอܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺୈ̕ʢࠂٛʣͷنఆʹΑ
Γ͕ࣾࠂΛٻΊ߲ͨࣄʹ͍ͭͯɺ࣮ࣄΛ͛ࠂͳ͔͔ͬͨ·࣮ͨࣄͰͳ͍͜
ͱΛͨ͛ࠂͱೝΊΒΕΔͱ͖ɺຊͷ̍ɽద༻͠·ͤΜɻ

	第��条	 	 ॏେࣄ༝ʹΑΔղআ

̍ɽࣾɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷॏେࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺ͜ͷಛΛকདྷʹ͔ͯͬղ
আ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨඃอڅ͕ऀݥۚ １ˎΛऔ͢Δత͘͠ଞਓʹڅ
ۚ １ˎΛऔͤ͞ΔతͰނࣄটகʢະΛؚΈ·͢ɻʣΛͨ͠ͱ͖�

ᾈ� ۚڅ １ˎͷٻʹؔ͠ɺڅۚ １ˎͷडऔਓʹߦٗҝʢະΛؚΈ·͢ɻʣ
͕͋ͬͨͱ͖

ᾉ� ଞͷอܖݥͱͷॏෳʹΑͬͯɺඃอऀݥʹ͔͔Δڅֹۚͷ߹ֹ͕ܭஶ
͘͠աେͰ͋ͬͯɺอ੍ݥͷతʹ͢Δঢ়ଶ͕ͨΒ͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋
Δͱ͖

ᾊ� อܖݥऀ·ͨඃอ͕ऀݥɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖�
ᶃ� ྗஂɺྗஂһʢྗஂһͰͳ͘ͳ͔ͬͨΒ̑Λܦա͠ͳ͍ऀΛ
ؚΈ·͢ɻʣɺྗஂ४ߏһɺྗஂؔͦۀاͷଞͷࣾձతྗʢҎ
Լʮࣾձతྗʯͱ͍͍·͢ɻʣʹ֘͢ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶄ� ࣾձతྗʹରͯۚ͠ࢿΛఏ͠ڙɺ·ͨศٓΛڙ༩͢ΔͳͲͷؔ
༩Λ͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶅ� ࣾձతྗΛෆʹར༻͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ
ᶆ� อܖݥऀ͕๏ਓͷ߹ɺࣾձతྗ͕ͦͷ๏ਓͷܦӦΛࢧ͠ɺ·
ͨͦͷ๏ਓͷܦӦʹ࣮࣭తʹؔ༩͍ͯ͠ΔͱೝΊΒΕΔ͜ͱ

ᶇ� ͦͷଞࣾձతྗͱࣾձతʹඇ͞ΕΔ͖ؔΛ༗͍ͯ͠ΔͱೝΊ
ΒΕΔ͜ͱ

ᾋ� ର͢Δ৴ʹऀݥऀ·ͨඃอܖݥ༝ͳͲʹΑΓɺࣾͷอࣄͷᶃɺᶄͷ࣍
པΛଛͳ͍ɺ͔ͭɺ͜ͷಛΛܧଓ͢Δ͜ͱΛظ͑͠ͳ͍ᾇ͔Βᾊͱಉ
ͷࣄ༝͕͋Δͱ͖
ᶃ� ଞͷอܖݥ͕ॏେࣄ༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖
ᶄ� อܖݥऀ·ͨඃอऀݥͷ͍ͣΕ͔͕ଞͷอऀݥͱͷؒͰక݁ͨ͠อ
༝ʹΑΓղআ͞Εͨͱ͖ࣄ͕ॏେܖࡁڞ·ͨܖݥ

̎ɽࣾɺڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣ͕ੜͨ͡ޙͰɺॏେࣄ༝ʹΑΓ͜ͷಛ
Λղআ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷ߹ɺຊͷ̍ɽʹنఆ͢Δॏେࣄ༝͕ੜ͡
༝ʢୈ̎ʣ͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖ɺࣄࢧۚͷڅΒղআ·Ͱͷؒʹɺ͔࣌ͨ
ͦͷڅۚͷࢧ͍ʹ͍ͭͯɺࣾɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� Μɻͤ·͍ߦ͍Λࢧۚͷڅ
ᾈ� ͢ͰʹڅۚΛࢧ͍ͬͯͨͱ͖ɺͦͷฦؐΛ͠ٻ·͢ɻ

̏ɽॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷ௨ʹ͍ͭͯɺୈ10ʢࠂٛҧʹΑΔղআʣͷ̐ɽ
ͷنఆΛ४༻ͯ͠औΓѻ͍·͢ɻ
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 มߋ
͔ʹߋ༝ʢୈ̎ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δओܖͷܖ
ͷԠʢ୯ҐʣΛ͍͍
·͢ɻ

ˎ２	 医療ٕज़·ͨ医療ڥの
มԽ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	̔ 	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬ͜ͷಛͷ
ղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ओܖͷࢮڅۚΛࢧͬͨͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾉ� ͜ͷಛʹΑΔઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚͷࢧֹ͕ۚ௨2ͯ͠ࢉ000
ສԁʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱɺ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	̕ 	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏支払ࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷࣄ
༝͕ɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹӨڹΛٴ΅͢ͱ͖ɺओிͷೝՄΛ
ಘͯɺมߋ １ˎ͔ Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม͢ߋΔ
͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱʹอ
Λ௨͠·͢ɻࢫऀʹͦͷܖݥ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷอܖݥΛղʢୈ13ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 	ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δڅۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී௨อݥ約のنఆの४༻	

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ
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	 ୈ1�	 	 ิઆ໌

ˎ１	 มߋ
͔ʹߋ༝ʢୈ̎ʣͷมࣄࢧ
͔ΔೝՄҎޙɺࣾͷఆΊΔ
ͷޙʹ౸དྷ͢Δओܖͷܖ
ͷԠʢ୯ҐʣΛ͍͍
·͢ɻ

ˎ２	 医療ٕज़·ͨ医療ڥの
มԽ

ެతҩྍอ੍ݥʹΑΒͳ͍࣏
ྍͷঢ়گͷมԽɺҩྍʹؔ͢Δ
ࣾձڥͷมԽΛ͍͍·͢ɻ

	̔ 	 解約等について

	第��条	 	 特約のղ約

̍ɽอܖݥऀɺ͜ͷಛͷอݥྉؒظࠐதʹݶΓɺকདྷʹ͔ͯͬ͜ͷಛͷ
ղΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽ͜ͷಛ͕ղ͞Εͨͱ͖ɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ओܖͷࢮڅۚΛࢧͬͨͱ͖
ᾈ� ओܖ͕ᾇҎ֎ͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖
ᾉ� ͜ͷಛʹΑΔઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚͷࢧֹ͕ۚ௨2ͯ͠ࢉ000
ສԁʹୡͨ͠ͱ͖

	第��条	 	 ղ約ฦ金

̍ɽ͜ͷಛʹղฦۚ͋Γ·ͤΜɻ
̎ɽओܖͷࢮڅۚͷ໔ࣄ༝ʹ֘ͯ͠ओܖͷ४උ͕ۚࢧΘΕΔ߹
Ͱɺ͜ͷಛͷ४උۚࢧ͍·ͤΜɻ

	̕ 	 その他

	第��条	 	 約ऀ金ܖ

͜ͷಛʹର͢Δܖऀۚ͋Γ·ͤΜɻ

	第��条	 	 ๏ྩのվਖ਼ʹ͏支払ࣄ༝のมߋ

̍ɽࣾɺ͜ͷಛͷڅۚͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹ͔͔ΘΔ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷࣄ
༝͕ɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣʹӨڹΛٴ΅͢ͱ͖ɺओிͷೝՄΛ
ಘͯɺมߋ １ˎ͔ Βকདྷʹ͔ͯͬɺ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม͢ߋΔ
͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

ᾇ� ๏ྩͷվਖ਼ʹΑΔެతҩྍอ੍ݥͷվਖ਼
ᾈ� ҩྍٕज़·ͨҩྍڥͷมԽ ２ˎ

̎ɽ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣΛม͢ߋΔͱ͖ɺมߋ １ˎͷ͔݄̎લ·Ͱʹอ
Λ௨͠·͢ɻࢫऀʹͦͷܖݥ

̏ɽຊͷ̎ɽͷ௨Λड͚ͨอܖݥऀɺมߋ １ˎͷ̎िؒલ·Ͱʹ࣍ͷ͍ͣΕ
͔ͷํ๏Λࢦఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛͷࢧࣄ༝ʢୈ̎ʣͷมߋΛঝ͢Δํ๏
ᾈ� มߋ １ˎͷલʹ͜ͷอܖݥΛղʢୈ13ʣ͢Δํ๏

̐ɽຊͷ̏ɽͷࢦఆ͕ͳ͞Εͳ͍··มߋ １ˎ͕ ౸དྷͨ͠ͱ͖ɺอܖݥऀʹΑ
Γຊͷ̏ɽʵᾇͷํ๏Λࢦఆ͞ΕͨͷͱΈͳ͠·͢ɻ

	第��条	 	 	ॴࡋ

͜ͷಛʹ͓͚Δڅۚͷٻʹؔ͢Δૌুʹ͍ͭͯɺී௨อݥͷ
ఆΛ४༻͠·͢ɻنॴͷࡋ

	第��条	 	 ී௨อݥ約のنఆの४༻	

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ

	��	 特則について

	第��条	 	 特ఆ࣬පҰ࣌金อݥʢແղ約ฦ金ܕʣܖ約ʹ付Ճ͢Δ߹の
特ଇ

͜ͷಛΛಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥʢແղฦۚܕʣܖʹՃ͢Δ߹ɺ࣍ͷͱ
͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ୈ̍ʢಛͷ։ظ࢝ʣͷ̍ɽʵᾇதɺʮओܖͷ։ظ࢝ʯͱ͋Δ
ͷΛʮओܖͷอؒظݥ։ظ࢝ʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

ᾈ� ୈ̎ͷ̍ɽதɺʮओܖͷೖӃڅۚडऔਓʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷಛఆ
࣬පҰۚ࣌डऔਓʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

ᾉ� ୈ̎ͷ̎ɽʵᾊதɺʮओܖͷೖӃڅۚडऔਓʯͱ͋ΔͷΛʮओܖͷ
ಛఆ࣬පҰۚ࣌डऔਓʯͱɺʮೖӃڅۚΛड͚औΔ͖ऀʯͱ͋ΔͷΛʮಛ
ఆ࣬පҰۚ࣌Λड͚औΔ͖ऀʯͱಡΈସ͑·͢ɻ

ᾊ� ओܖͷී௨อݥʹఆΊΔ͕Μڅͷ։࢝ͷ࣌લͷ͕Μஅ֬ఆʹ
ΑΔແޮʹؔ͢ΔنఆʹΑΓओܖ͕ແޮͱͳΔͱ͖ɺ͜ͷಛແޮͱ
͠ɺओܖͷอݥྉΛอܖݥऀʹ͍͢ͱ͖ɺࣾɺ͜ͷಛͷอ
ʹ४ͯ͡औΓѻ͍·͢ɻܖྉʹ͍ͭͯओݥ

	第��条	 	 ͜の特約͕付Ճ͞Εͨओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ
·ͨ̓େ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ͕ద༻͞ΕΔ߹の特ଇ

͜ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอݥ
ྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻͞ΕΔ߹ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ

ᾇ� ͜ͷಛʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛ
ଇΛద༻ͨ͠ͱ͖ͷอݥྉΛద༻͠·͢ɻ

ᾈ� ಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇͷنఆʹΑ
ΓओܖͷอݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞Εͨͱ͖ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ
ᶃ� ओܖͷอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝͕ੜͨ͡ͷޙʹ౸དྷ͢Δ͔݄ظࠐ
Βɺ݄ظࠐͷओܖͷܖͷԠ͝ͱʹͦͷอݥྉ͕͍ࠐ·Ε
ͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� อݥྉͷࠐΈ͕໔আ͞ΕͨࢫΛอܖݥऀʹ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ
߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	第��条	 	 ओܖ約ʹ特ఆ࣬පอݥྉ払ࠐ໔আ特ଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉ払
໔আ特ଇ͕ద༻͞ΕͯいΔ߹の特ଇࠐ

ओܖʹಛఆ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ·ͨ̓େ࣬පอݥྉࠐ໔আಛଇ͕ద༻
͞Ε͍ͯΔ߹ɺओܖͷక݁ޙʹओܖʹ͜ͷಛΛՃ͢Δऔѻ͍Λ͍ߦ·
ͤΜɻ

特

約
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ผද１ɹެత医療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� �ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ

ผද２ɹ先進医療
ྍཆΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺผද̍ͷ๏ʹఆΊΔධՁྍཆͷ͏ͪɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍͱͯ͠ߦΘΕΔͷʢઌਐ
ҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶΓ·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻ

ผද３ɹ患者申出療養੍
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̍ʣʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔऀױਃग़ྍཆʢްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·
ͨྍॴͰ͋ͬͯɺ֘ྍཆΛదʹ࣮ࢪͰ͖Δͷͱͯ͠ްੜ࿑ಇେਉʹݸผʹೝΊΒΕͨͷʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶ
Γ·͢ɻʣͷ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺྍཆΛड͚ͨࡏݱɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̍ʣʹ͓͚ΔྍཆͷڅͷରͱͳΔྍ
ཆΛআ͖·͢ɻ

ผද４ɹରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

ޠ༺ ఆٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣ�ຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣ�ඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ�࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ�
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ·ͨ
ᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓਲ͍
ͳΒͼʹٌծɾׇ�

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑŋ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦɺແॏྗڥͷظࡏɺڥతݪҼʹΑΔ૽Ի࿐͓ΑͼৼಈʹΑΔͷ
10ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ
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ผද１ɹެత医療保険੍
Λ͍͍·͢ɻ੍ݥҩྍอͮ͘جʹͷᾇ͔Βᾍͷ͍ͣΕ͔ͷ๏࣍
ᾇ� ๏ݥอ߁݈
ᾈ� ๏ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ᾉ� ߹๏ࡁڞՈެһࠃ
ᾊ� ํެһࡁڞ߹๏
ᾋ� ๏ࡁڞ৬һڭߍֶཱࢲ
ᾌ� ધһอݥ๏
ᾍ� �ͷҩྍͷ֬อʹؔ͢Δ๏ऀྸߴ

ผද２ɹ先進医療
ྍཆΛड͚ͨ࣌ʹ͓͍ͯɺผද̍ͷ๏ʹఆΊΔධՁྍཆͷ͏ͪɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔઌਐҩྍͱͯ͠ߦΘΕΔͷʢઌਐ
ҩྍ͝ͱʹްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·ͨྍॴʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶΓ·͢ɻʣΛ͍͍·͢ɻ

ผද３ɹ患者申出療養੍
ެతҩྍอ੍ݥʢผද̍ʣʹ͓͍ͯɺްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔऀױਃग़ྍཆʢްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹద߹͢ΔපӃ·
ͨྍॴͰ͋ͬͯɺ֘ྍཆΛదʹ࣮ࢪͰ͖Δͷͱͯ͠ްੜ࿑ಇେਉʹݸผʹೝΊΒΕͨͷʹ͓͍ͯߦΘΕΔͷʹݶ
Γ·͢ɻʣͷ͜ͱΛ͍͍·͢ɻͨͩ͠ɺྍཆΛड͚ͨࡏݱɺެతҩྍอ੍ݥʢผද̍ʣʹ͓͚ΔྍཆͷڅͷରͱͳΔྍ
ཆΛআ͖·͢ɻ

ผද４ɹରとなるෆྀのނࣄ
ରͱͳΔෆྀͷނࣄͱɺൃۮ͔ܹͭٸతͳ֎དྷͷނࣄͱ͠ɺܹٸɺ͓ൃۮΑͼ֎དྷͷఆٛද̍ʹΑΔͷͱ͠·͢ɻ

ද１

ޠ༺ ఆٛ

ܹٸ
తִؒͷͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻؒ࣌ա͕తͰɺܦͷൃੜ·ͰͷΒই͔ނࣄ
ʢʣ�ຫੑɺ෮ੑ·ͨ࣋ଓੑͷ͍ڧͷ֘͠·ͤΜɻ

ൃۮ
Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͍͍·͢ɻݟͱͬͯ༧ʹऀݥͷൃੜ͕ඃอΑΔইʹނࣄͷൃੜ·ͨނࣄ
ʢʣ�ඃอऀݥͷނҙʹͱͮ͘ͷɺ͓Αͼނҙ͔͔ൃۮෆ໌ͳͷ֘͠·ͤΜɻ

֎དྷ

Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͢༺࡞ͷମͷ֎෦͔Βऀݥඃอ͕ނࣄ
ʢʣ�࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼʹΑΔͷ֘͠·ͤΜɻ·ͨɺ࣬ප·ͨମ࣭తͳཁҼΛ༗͢Δ

ऀ͕ܰඍͳ֎ҼʹΑΓൃ͠·ͨͦͷঢ়͕૿ѱͨ͠ͱ͖ɺͦͷܰඍͳ֎ҼʹΑΔͷ
֘͠·ͤΜɻ

ɹ࣍ͷ̍ɽ͔Β10ɽରͱͳΔෆྀͷނࣄʹ֘͠·ͤΜɻ
̍ɽҩྍߦҝɺҩༀͷ༻͓Αͼॲஔͷ͏ͪɺ࣬පͷஅɺྍ࣏Λతͱͨ͠ͷ�
̎ɽుͷٵೖɾᅞԼʹΑΔؾಓด࠹ɾଉ
̏ɽ࣬පʹΑΔٵݺোɺᅞԼো͘͠ਫ਼ਆ͓Αͼߦಈͷোɾਆܦোͷঢ়ଶʹ͋Δऀͷ৯ɾͦͷଞͷମͷٵೖ·ͨ
ᅞԼʹΑΔؾಓด࠹·ͨଉ

̐ɽೖཋதͷనਫ
̑ɽதʢࣹපɾࣹපʣɺߴѹɾѹ͓ΑͼؾѹͷมԽʹΑΔͷʢࢁߴපɾજਫපɾજവපΛؚΈ·͢ɻʣɺΓਲ͍
ͳΒͼʹٌծɾׇ�

̒ɽ֎༻ༀ·ͨༀ৮ʹΑΔΞϨϧΪʔɺൽෘԌ
̓ɽચࡎɺ༉͓ࢷΑͼάϦʔεɺ༹ͦࡎͷଞͷԽֶ࣭ʹΑΔ৮ൽෘԌ
̔ɽੑەࡉ৯தಟͳΒͼʹΞϨϧΪʔੑŋ৯ӤੑɾதಟੑͷңԌ͓ΑͼେԌ
̕ɽաͷମߦɺແॏྗڥͷظࡏɺڥతݪҼʹΑΔ૽Ի࿐͓ΑͼৼಈʹΑΔͷ
10ɽॲܐ

ද２ɹରとなるෆྀのނࣄに֘͢る۩ମྫ

͠·͢ɻ֘ʹނࣄɺද̍ͷఆٛΛͯ͢ຬͨ͢߹ʹɺରͱͳΔෆྀͷނࣄͷΑ͏ͳ࣍
ɾަ௨ނࣄ
ɾՐࡂ
ɾసɾམ
ɾւɾͰͷనਫ
ɾམཕɾిײ

ผද５ɹ給付金等の支払ٻʹඞཁͳॻྨ	

߲ ඞཁॻྨ

ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚͷࢧ
͍�

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔྍཆΛड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷஅॻ
ᾉ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ͷࢧग़Λূ໌͢Δॻྨ
ᾊ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾋ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾌ� ෆྀͷނࣄʢผද̐ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̐ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ

ᾍ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆڅۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻ
ྨ

ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆݟۚͷࢧ
͍�

ᾇ� ࣾॴఆͷࢧٻॻ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔྍཆΛड͚ͨපӃ·ͨྍॴͷҩࢣͷஅॻ
ᾉ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆͷٕज़ʹ͔͔Δඅ༻ͷࢧग़Λূ໌͢Δॻྨ
ᾊ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆݟۚͷडऔਓͷށ੶ঞຊ
ᾋ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆݟۚͷडऔਓͷҹؑূ໌ॻ
ᾌ� ෆྀͷނࣄʢผද̐ʣΛݪҼͱ͢Δͱ͖ɺෆྀͷނࣄʢผද̐ʣͰ͋Δ͜ͱΛূ
໌͢Δॻྨ

ᾍ� ઌਐҩྍɾऀױਃग़ྍཆݟۚͷडऔਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻ
ྨ

ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� ·ΘͤΔ͜ͱ͕͋ΓߦஅΛʹࢣఆͨ͠ҩࢦͱɺ·͕ͨࣾ͜͏ߦͷ֬ೝΛ࣮ࣄ͍ͷஅʹ͋ͨͬͯɺࢧۚͷڅ
͢ɻ
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	１	 特約の付加について
� ୈ̍� ಛͷՃʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	２	 給付金等の請求について
� ୈ̎� ಛͷରͱͳΔڅۚʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� खଓ͖�ʜʜٻۚͷڅਓʹΑΔٻఆཧࢦ
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	４	 保険契約等の解除に関する取扱いについて
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௨ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	５	 特約の消滅について
� ୈ̓� ͜ͷಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	６	 その他
� ୈ̔� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

	 ୈ１	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ։࢝
ಛఆ࣬පҰۚ࣌อݥʢແղฦ
ۚܕʣܖɺ͕Μྍ࣏αϙʔ
τอݥʢແղฦۚܕʣܖ
·͕ͨΜྍ࣏αϙʔτอݥ
ʢແղฦۚܕʣʢ����ʣܖ
ͷ߹ʹɺอؒظݥ։࢝
ͱ͠·͢ɻ

	 ୈ２	 	 ิઆ໌

ˎ１	 ඃ保険ऀ͕ड͚取るこͱͱ
ͳる給付金等

ඃอऀݥͱอܖݥऀ͕ಉҰਓ
Ͱ͋Δ߹ͷอܖݥऀ͕ड͚
औΔ͜ͱͱͳΔڅΛؚΈ·
͢ɻ·ͨɺڅͱͱʹࢧΘ
ΕΔۚમΛؚΈ·͢ɻ

指定代理請求特約
ʢ࣮ࢪɹ���1�1��1ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ ఆࢦ͕͋Δͱ͖ʹɺ͋Β͔͡ΊࣄͰ͖ͳ͍ٻۚΛڅ͕ऀݥۚͷडऔਓͱͳΔඃอڅ
͞Εͨࢦఆཧٻਓ͕ඃอऀݥʹΘͬͯڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

උߟ ඃอڅ͕ऀݥۚΛࣗΒٻͰ͖ͳ͍ͱ͕ࣾೝΊͨ߹ʹݶΓɺࢦఆཧٻਓʹΑΔٻ
ΛऔΓѻ͍·͢ɻ

	１	 特約の付加について

	 第１条	 	 特約の付加

̍ɽ͜ͷಛɺओͨΔอܖݥʢҎԼʮओܖʯͱ͍͍·͢ɻʣͷඃอݥ ʢऀҎԼʮඃ
อऀݥʯͱ͍͍·͢ɻʣͷಉҙΛಘͯɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺओܖͷక݁
ͷࡍ·ͨओܖͷక݁ޙɺ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹओܖʹՃ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽʹ͔͔ΘΒͣɺओܖ·ͨओܖʹՃ͞Ε͍ͯΔಛʢ͜ͷಛ
Λআ͖ɺҎԼʮՃಛʯͱ͍͍·͢ɻʣʹɺୈ̎ʢಛͷରͱͳΔڅۚʣ
ʹఆΊΔڅ͕ۚͳ͍ͱ͖ɺ͜ͷಛΛՃ͢Δ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

̏ɽ͜ͷಛΛՃ͢Δͱ͖ɺอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙΛಘͯɺࢦఆཧ
ఆ͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻࢦਓΛ̍ਓٻ

̐ɽ͜ͷಛͷޮྗɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ͷ͔Β։࢝͠·͢ɻ

Ճͷظ࣌ ͜ͷಛͷޮྗ͕։࢝͢Δ

ᾇ� ओܖͷక݁ͷࡍʹ͜ͷಛΛ
Ճͨ͠ͱ͖

ओܖͷ։࢝ １ˎ

ᾈ� ओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛΛՃ
ͨ͠ͱ͖

͕ࣾঝͨ͠

̑ɽओܖͷక݁ޙʹ͜ͷಛΛՃͨ͠ͱ͖ɺࣾɺͦͷࢫΛอܖݥऀʹ௨
ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ͠·͢ɻ

	２	 給付金等の請求について

	 第２条	 	 特約の対象となる給付金等

͜ͷಛͷରͱͳΔڅۚʢҎԼʮڅۚʯͱ͍͍·͢ɻʣɺ͜ͷಛ
͕Ճ͞Εͨओܖ͓ΑͼՃಛʹ͓͚Δ࣍ͷͷͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ඃอ͕ऀݥड͚औΔ͜ͱͱͳΔڅۚ １ˎʢ໊শͷԿΛ͍·ͤΜɻʣ
ᾈ� ඃอऀݥͱอܖݥऀ͕ಉҰਓͰ͋Δ߹ͷอݥྉͷࠐ໔আ

	 第３条	 	 指定代理請求人による給付金等の請求手続き

̍ɽڅۚͷडऔਓͱͳΔඃอ࣍ʹऀݥͷ͍ͣΕ͔ͷࣄ͕͋ΔͨΊɺඃอ͕ऀݥ
ऀݥਓ͕ඃอٻఆཧࢦͰ͖ͳ͍ͱ͕ࣾೝΊͨͱ͖ɺٻۚΛࣗΒڅ
ʹΘͬͯڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ᾇ� ই·ͨ࣬පʹΑΓɺڅۚΛ͢ٻΔҙࢥද͕ࣔͰ͖ͳ͍͜ͱ
ᾈ� Λड͚͍ͯͳ͍͜ͱࠂͷ߹ʹΑΓɺইප໊·ͨ༨໋ͷ্ྍ࣏
ᾉ� ͦͷଞᾇ·ͨᾈʹ४ͨ͡ঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ

̎ɽࢦఆཧٻਓ͕ຊͷ̍ɽͷٻΛ͏ߦ߹ʹɺࢦఆཧٻਓ࣌ٻʹ
͓͍ͯɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ
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	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金等のࢧࣄ༝
อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ΛؚΈ·
͢ɻ

ˎ２	 ਖ਼ͳ理༝ͳ͘その֬ೝΛ
͛ɺ·ͨこΕにԠ͡ͳ
͔ͬͨͱ͖

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔඞཁ
ͳஅʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖Λؚ
Έ·͢ɻ

ɹ

ᾇ� ͷൣғͷऀ࣍
ᶃ� ඃอऀݥͷށ੶্ͷऀۮ
ᶄ� ඃอऀݥͷ݂ܥ
ᶅ� ඃอऀݥͷ̏ͷ݂
ᶆ� ඃอऀݥͱಉ͠ډɺ·ͨඃอऀݥͱੜܭΛҰʹ͍ͯ͠Δඃอऀݥͷ̏
ͷ

ᾈ� ೝͰ͖ɺ͔ͭɺ͕࣮֬ࣄͷൣғͷऀͷ͏ͪɺࣾॴఆͷॻྨʹΑΓͦͷ࣍
ඃอऀݥͷͨΊʹڅۚΛ͢ٻ͖దͳཧ༝͕͋Δͱ͕ࣾೝΊΔऀ
ᶃ� ඃอऀݥͱಉ͠ډɺ·ͨੜܭΛҰʹ͍ͯ͠ΔᾇҎ֎ͷൣғͷऀ
ᶄ� ඃอऀݥͱͷ࢈ࡒཧܖʹΑΓ࢈ࡒཧΛ͍ͯͬߦΔऀ

̏ɽຊͷ̍ɽʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺࢦఆཧٻਓڅ
ۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

ᾇɹඃอऀݥʹ͍ͭͯɺ๏ྩʹఆΊΔཧਓʹɺڅۚͷٻʹؔ͢Δཧݖ
·ͨಉҙ͕ݖ༩͞Ε͍ͯΔొ͕͋هΔͱ͖�

ᾈɹࢦఆཧٻਓ͕ނҙʹڅۚͷࢧࣄ༝ １ˎΛੜͤͨ͡͞ͱ͖�
ᾉɹࢦఆཧٻਓ͕ނҙʹڅۚͷडऔਓΛຊͷ̍ɽʵᾇ͔Βᾉͷঢ়ଶʹ
֘ͤͨ͞ͱ͖

̐ɽࢦఆཧٻਓɺڅۚͷٻΛ͢Δࡍʹɺ࣍ͷͯ͢ͷॻྨΛఏग़͢Δ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ඃอڅ͕ऀݥۚΛٻͰ͖ͳ͍ࣄ͕͋Δ͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ�
ᾈ� ผද˒ʹఆΊΔඞཁॻྨ

̑ɽී௨อݥنʹఆ͢ΔڅۚΛࢧ͏ͨΊͷ֬ೝΛ͏ߦͱ͖ɺࣾɺࢦ
ఆཧٻਓʹ௨͠·͢ɻ

̒ɽී௨อݥنʹఆ͢ΔڅۚΛࢧ͏ͨΊͷ֬ೝʹ͠ࡍɺࢦఆཧٻਓ͕
ਖ਼ͳཧ༝ͳͦ͘ͷ֬ೝΛ͛ɺ·ͨ͜ΕʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖ ２ˎɺࣾɺ
͜ΕʹΑΓͦͷ֬ೝ͕Ԇͨؒ͠ظͷͷΛෛΘͣɺͦͷؒڅۚͷ
Μɻͤ·͍ߦ໔আΛࠐྉͷݥ͍·ͨอࢧ

̓ɽຊͷ̍ɽ͔Β̒ɽͷنఆʹΑΓɺ͕ࣾڅۚΛࢦఆཧٻਓʹࢧͬͨ
ͱ͖ɺͦͷޙॏෳͯͦ͠ͷڅۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·
ͤΜɻ

˒ผදʢ1�188ࢀরʣ

	̏ 	 指定代理請求人の変更等について

	 第̐条	 	 指定代理請求人のม͓ߋよͼ指定のऔফ͠

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙͱࣾͷঝΛಘͯɺࢦఆཧٻਓΛม͢ߋΔ
͜ͱɺ·ͨࢦఆཧٻਓͷࢦఆΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢦఆཧٻਓͷมߋΛ͏ߦͱ͖ɺอܖݥऀɺ
ͦͷࢫΛࣾʹ௨ͯ͠ɺ͔ࣾΒͷ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ
Λड͚Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽͷنఆʹΑΔࢦఆཧٻਓͷมߋΛޙͨͬߦɺมߋ
Λ͏ߦલʹٻՄͳڅ͕ۚ͋ͬͯɺมߋΛ͏ߦલͷࢦఆཧٻਓ
ͦͷڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	̐ 	 保険契約等の解除に関する取扱いについて

	 第̑条	 	 ٛҧによるղআにؔ͢るऔѻ͍ࠂ

ओܖ·ͨՃಛʹఆΊΔࠂٛҧʹΑΔղআͷنఆʹΑͬͯɺ͜ͷಛ
͕Ճ͞Εͨओܖ·ͨՃಛΛղআ͢Δ߹Ͱɺڅۚͷࢧࣄ༝
·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ͷൃੜ͕ղআͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜
ͱΛอܖݥऀɺඃอऀݥɺڅۚͷडऔਓ·ͨࢦఆཧٻਓ͕ূ໌ͨ͠
ͱ͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍·ͨอݥྉͷࠐ໔আΛ͍ߦ·͢ɻ
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	 ୈ３	 	 ิઆ໌

ˎ１	 給付金等のࢧࣄ༝
อݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ΛؚΈ·
͢ɻ

ˎ２	 ਖ਼ͳ理༝ͳ͘その֬ೝΛ
͛ɺ·ͨこΕにԠ͡ͳ
͔ͬͨͱ͖

͕ࣾࢦఆͨ͠ҩࢣʹΑΔඞཁ
ͳஅʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖Λؚ
Έ·͢ɻ

ɹ

ᾇ� ͷൣғͷऀ࣍
ᶃ� ඃอऀݥͷށ੶্ͷऀۮ
ᶄ� ඃอऀݥͷ݂ܥ
ᶅ� ඃอऀݥͷ̏ͷ݂
ᶆ� ඃอऀݥͱಉ͠ډɺ·ͨඃอऀݥͱੜܭΛҰʹ͍ͯ͠Δඃอऀݥͷ̏
ͷ

ᾈ� ೝͰ͖ɺ͔ͭɺ͕࣮֬ࣄͷൣғͷऀͷ͏ͪɺࣾॴఆͷॻྨʹΑΓͦͷ࣍
ඃอऀݥͷͨΊʹڅۚΛ͢ٻ͖దͳཧ༝͕͋Δͱ͕ࣾೝΊΔऀ
ᶃ� ඃอऀݥͱಉ͠ډɺ·ͨੜܭΛҰʹ͍ͯ͠ΔᾇҎ֎ͷൣғͷऀ
ᶄ� ඃอऀݥͱͷ࢈ࡒཧܖʹΑΓ࢈ࡒཧΛ͍ͯͬߦΔऀ

̏ɽຊͷ̍ɽʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺࢦఆཧٻਓڅ
ۚΛ͢ٻΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

ᾇɹඃอऀݥʹ͍ͭͯɺ๏ྩʹఆΊΔཧਓʹɺڅۚͷٻʹؔ͢Δཧݖ
·ͨಉҙ͕ݖ༩͞Ε͍ͯΔొ͕͋هΔͱ͖�

ᾈɹࢦఆཧٻਓ͕ނҙʹڅۚͷࢧࣄ༝ １ˎΛੜͤͨ͡͞ͱ͖�
ᾉɹࢦఆཧٻਓ͕ނҙʹڅۚͷडऔਓΛຊͷ̍ɽʵᾇ͔Βᾉͷঢ়ଶʹ
֘ͤͨ͞ͱ͖

̐ɽࢦఆཧٻਓɺڅۚͷٻΛ͢Δࡍʹɺ࣍ͷͯ͢ͷॻྨΛఏग़͢Δ͜
ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

ᾇ� ඃอڅ͕ऀݥۚΛٻͰ͖ͳ͍ࣄ͕͋Δ͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ�
ᾈ� ผද˒ʹఆΊΔඞཁॻྨ

̑ɽී௨อݥنʹఆ͢ΔڅۚΛࢧ͏ͨΊͷ֬ೝΛ͏ߦͱ͖ɺࣾɺࢦ
ఆཧٻਓʹ௨͠·͢ɻ

̒ɽී௨อݥنʹఆ͢ΔڅۚΛࢧ͏ͨΊͷ֬ೝʹ͠ࡍɺࢦఆཧٻਓ͕
ਖ਼ͳཧ༝ͳͦ͘ͷ֬ೝΛ͛ɺ·ͨ͜ΕʹԠ͡ͳ͔ͬͨͱ͖ ２ˎɺࣾɺ
͜ΕʹΑΓͦͷ֬ೝ͕Ԇͨؒ͠ظͷͷΛෛΘͣɺͦͷؒڅۚͷ
Μɻͤ·͍ߦ໔আΛࠐྉͷݥ͍·ͨอࢧ

̓ɽຊͷ̍ɽ͔Β̒ɽͷنఆʹΑΓɺ͕ࣾڅۚΛࢦఆཧٻਓʹࢧͬͨ
ͱ͖ɺͦͷޙॏෳͯͦ͠ͷڅۚͷٻΛड͚ͯɺࣾ͜ΕΛࢧ͍·
ͤΜɻ

˒ผදʢ1�188ࢀরʣ

	̏ 	 指定代理請求人の変更等について

	 第̐条	 	 指定代理請求人のม͓ߋよͼ指定のऔফ͠

̍ɽอܖݥऀɺඃอऀݥͷಉҙͱࣾͷঝΛಘͯɺࢦఆཧٻਓΛม͢ߋΔ
͜ͱɺ·ͨࢦఆཧٻਓͷࢦఆΛऔΓফ͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΓࢦఆཧٻਓͷมߋΛ͏ߦͱ͖ɺอܖݥऀɺ
ͦͷࢫΛࣾʹ௨ͯ͠ɺ͔ࣾΒͷ௨ʢి࣓తํ๏ʹΑΔ߹ΛؚΈ·͢ɻʣ
Λड͚Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̍ɽ͓Αͼ̎ɽͷنఆʹΑΔࢦఆཧٻਓͷมߋΛޙͨͬߦɺมߋ
Λ͏ߦલʹٻՄͳڅ͕ۚ͋ͬͯɺมߋΛ͏ߦલͷࢦఆཧٻਓ
ͦͷڅۚΛ͢ٻΔ͜ͱͰ͖·ͤΜɻ

	̐ 	 保険契約等の解除に関する取扱いについて

	 第̑条	 	 ٛҧによるղআにؔ͢るऔѻ͍ࠂ

ओܖ·ͨՃಛʹఆΊΔࠂٛҧʹΑΔղআͷنఆʹΑͬͯɺ͜ͷಛ
͕Ճ͞Εͨओܖ·ͨՃಛΛղআ͢Δ߹Ͱɺڅۚͷࢧࣄ༝
·ͨอݥྉͷࠐ໔আࣄ༝ͷൃੜ͕ղআͷݪҼͱͳ࣮ͬͨࣄʹΑΒͳ͔ͬͨ͜
ͱΛอܖݥऀɺඃอऀݥɺڅۚͷडऔਓ·ͨࢦఆཧٻਓ͕ূ໌ͨ͠
ͱ͖ɺࣾɺڅۚͷࢧ͍·ͨอݥྉͷࠐ໔আΛ͍ߦ·͢ɻ

	 第̒条	 	 ༝によるղআの௨ࣄٛҧ·ͨॏେࠂ

ओܖ·ͨՃಛʹఆΊΔࠂٛҧ·ͨॏେࣄ༝ʹΑΔղআͷنఆʹ
Αͬͯɺ͜ ͷಛ͕Ճ͞Εͨओܖ·ͨՃಛΛղআ͢Δͱ͖ɺࣾɺ
อܖݥऀʹରͯ͠௨͠·͢ɻͨͩ͠ɺ࣍ͷ߹ʹɺඃอऀݥɺڅۚͷ
डऔਓ·ͨࢦఆཧٻਓʹ௨͠·͢ɻ

ᾇ� อܖݥऀ·ͨͦͷډॴ͘͠ॅॴ͕ෆ໌ͷ߹
ᾈ� ᾇͷଞɺਖ਼ͳࣄ༝ʹΑͬͯอܖݥऀʹ௨Ͱ͖ͳ͍߹

	̑ 	 特約の消滅について

	 第̓条	 	 ͜の特約のফ໓

ͷ͍ͣΕ͔ͷͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓͠·͢ɻ࣍

ᾇ� ୈ̐ʢࢦఆཧٻਓͷม͓ߋΑͼࢦఆͷऔফ͠ʣͷنఆʹΑΓࢦఆཧ
ٻਓͷࢦఆΛऔΓফͨ͠ͱ͖

ᾈ� ͕ۚͳ͘ͳͬڅΑΓɺ͜ͷಛͷରͱͳΔʹߋۚͷडऔਓͷมڅ
ͨͱ͖

	̒ 	 その他

	 第̔条	 	 ී௨อݥ約のن定の४༻

͜ͷಛʹผஈͷఆΊͷͳ͍߹ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ
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ผදɹ指定代理請求人にΑる給付金等の請求にඞཁͳॻྨ

߲ɹ ඞཁॻྨ

ٻۚͷཧڅ

ᾇ� ී௨อݥ͓Αͼ֤ಛʹఆΊΔڅۚͷٻॻྨ
ᾈ� ࣾॴఆͷ༷ࣜʹΑΔҩࢣͷஅॻ
ᾉ� ඃอऀݥͱࢦఆཧٻਓͱͷށ੶౽ຊ·ͨށ੶ঞຊ
ᾊ� ਓͷҹؑূ໌ॻٻఆཧࢦ
ᾋ� ਓͷॅຽථٻఆཧࢦ
ᾌ� ඃอऀݥ·ͨࢦఆཧٻਓͷ݈߁อݥඃอূऀݥͷࣸ͠
ᾍ� ॻ͓ΑͼܖΔऀͰ͋Δͱ͖ɺ͍ͯͬߦཧΛ࢈ࡒͷऀݥਓ͕ඃอٻఆཧࢦ
Λূ໌͢Δॻྨ࣮ࣄॻͷࣸ͠ͳͲͦͷࠂͷใگཧঢ়࢈ࡒ

ᾎ� ඃอऀݥʹ͍ͭͯɺ๏ྩʹఆΊΔཧਓʹɺڅۚͷٻʹؔ͢Δཧݖ·ͨ
ಉҙ͕ݖ༩͞Ε͍ͯΔొ͕هͳ͍͜ͱΛূ໌͢Δॻྨ

ᾏ� ਓຊਓͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͰ͖Δࣾॴఆͷॻྨٻఆཧࢦ
ᾇ� ࣾɺ্هҎ֎ͷॻྨͷఏग़ΛٻΊɺ·্ͨهͷॻྨͷҰ෦ͷলུΛೝΊΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
ᾈ� அʹࢣఆͨ͠ҩࢦͱɺ·͕ͨࣾ͜͏ߦͷ֬ೝΛ࣮ࣄ໔আͷஅʹ͋ͨͬͯɺࠐྉͷݥ͍·ͨอࢧۚͷڅ
ΛߦΘͤΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
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乗換に関する特約目次

この特約の特色ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̍� ͷఆٛʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜޠ༺
� ୈ̎� ಛͷՃʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̏� લܖͷղͷޮྗʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̐� ܖޙ͕͕Μྍ࣏αϙʔτอݥʢແղ�

ฦۚܕʣʢ2022ʣܖͰɺ͕Μڅͷ�
։ظ࢝લͷ͕Μஅ֬ఆʹΑΓແޮͱ�
ͳͬͨ߹ͷऔѻ͍ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ

� ୈ̑� ಛͷղʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̒� ಛͷফ໓ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
� ୈ̓� ී௨อݥͷنఆͷ४༻ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ
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� ୈ̏� � ิઆ໌

ˎ̍� 乗換ܖޙ約の։࢝
͕Μྍ࣏αϙʔτอݥʢແղ
ฦۚܕʣʢ2022ʣܖͷͱ͖
ɺอؒظݥ։࢝ͱ͠·͢ɻ

乗換に関する特約
ʢ࣮ࢪɹ2022���2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ อܖݥΛผͷ৽͍͠อܖݥʹΓ͑Δͱ͖ʹՃ͢ΔಛͱͳΓ·͢ɻอܖݥऀͷਃग़
ʹΑΓɺඃอऀݥͷಉҙ͓ΑͼࣾͷঝΛಘͯɺܖޙͷओܖΛਃࠐΉͱ͖ʹՃ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

උߟ ܖޙͷਃࠐΛ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹɺલܖɺܖޙͷ։࢝ʢอؒظݥ
։࢝ʣͷલͷऴྃΛͬͯղͷޮྗ͕ੜ͡·͢ɻ

	 第１条	 	 用語の定義

͜ͷಛʹ͓͍ͯ༻͞ΕΔ࣍ͷ༻ޠͷఆٛɺͦ ΕͧΕԼදͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

ޠ༺ ͷఆٛޠ༺

ᾇ� ओܖ ී௨อݥ͞ࡌهʹΕ͍ͯΔओͨΔอܖݥΛ͍
͍·͢ɻ

ᾈ�  ৽ͨͳอܖݥΛక݁͢Δ͜ͱʹΑΓطʹཱͯ͠
͍ΔอܖݥΛফ໓ͤ͞Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͜ͷ
߹ɺ৽ͨͳอܖݥͷอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥɺ
ऀ͓Αͼඃอܖݥͷอܖݥཱ͍ͯ͠Δอʹط
ͱಉҰͰ͋Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻऀݥ

ᾉ� લܖ อܖݥͷʹΑΓফ໓͢Δ͜ͱͱͳΔอܖݥ
Λ͍͍·͢ɻʢՃ͞Εͨಛ͕͋Δͱ͖ͦͷಛ
ΛؚΈ·͢ɻʣ

ᾊ� ܖޙ อܖݥͷʹΑΓ৽ͨʹక݁͞ΕΔอܖݥΛ
͍͍·͢ɻʢ͜ͷಛΛআ͖ɺՃ͞Εͨಛ͕͋
Δͱ͖ͦͷಛΛؚΈ·͢ɻʣ

	 第２条	 	 特約の付加

͜ͷಛɺอܖݥͷΛ͏ߦ߹Ͱɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺඃอऀݥ
ͷಉҙ͓ΑͼࣾͷঝΛಘͯɺܖޙͷओܖΛਃࠐΉͱ͖ʹՃ͠·͢ɻ

	 第３条	 	 乗換前契約の解約の効力

̍ɽલܖͷղɺܖޙͷਃࠐΈΛ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹɺܖޙ
ͷ։࢝ˎ̍ ͷલͷऴྃΛͬͯͦͷޮྗ͕ੜ͡Δͷͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆɺલܖͷղͷޮྗ͕ੜ͡Δલʹɺલܖʹ͍ͭ
ͯফ໓ͷݪҼͱͳΔͦͷଞͷࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷޮྗΛ͛ͳ͍ͷͱ͠
·͢ɻ

̏ɽܖޙͷਃࠐΈΛ͕ࣾঝ͠ɺܖޙཱ͕ͨ͠ޙʹɺอܖݥऀ͕ɺ
ܖޙʹ͍ͭͯɺࣾͷఆΊΔݶظ·ͰʹਃࠐΈͷఫճ·ͨղআΛͨͬߦ
ͱ͖ɺطʹੜͨ͡ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΔલܖͷղͷޮྗΛ͛ͳ͍
ͷͱ͠·͢ɻ

	 第４条	 	 乗換後契約ががん治療サポート保険（無解約返戻金型）（2022）契約で、
がん給付の責任開始期前のがん診断確定により無効となった場合の取扱い

̍ɽܖޙ͕͕Μྍ࣏αϙʔτอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖͰɺޙ
͔ΒͦͷΛؚΊͯ91ʣͷ࢝։ؒظݥʢอظ࢝ͷ։څͷ͕Μܖ
લ·Ͱͷؒʹඃอ͕͕ऀݥΜͱஅ֬ఆ͞Εͨ͜ͱʹΑΓɺܖޙ͕ແޮ
ͱͳΔͱ͖ɺલܖͷղͷٻͳ͔ͬͨͷͱ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ
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ᾇ� લܖʹ͍ͭͯࢧ͏͖อݥྉΛલܖͷอܖݥऀɺࣾͷ
ఆΊΔݶظ·ͰʹࣾͷఆΊΔํ๏ʹΑΓ͍ࠐΉ͜ͱΛཁ͠·͢ɻ

ᾈ� ܖޙͷڅۚͷडऔਓ͕લܖͷڅۚͷडऔਓͱҟͳΔͱ
͖ɺલܖͷڅۚͷडऔਓܖޙͷอؒظݥ։࢝ʹͨ
Δʹܖޙͷڅۚͷडऔਓʹม͞ߋΕͨͷͱ͠·͢ɻ

ᾉ� ʹՃ͞Ε͍ͯΔͱ͖ܖޙ·ͨܖલಛ͕ٻఆཧࢦ
ͷͱ͓ΓऔΓѻ͍·͢ɻ࣍ʹͨΔ͔Β࢝։ؒظݥͷอܖޙ
ᶃ� લܖ͓Αͼܖޙͷํʹࢦఆཧٻಛ͕Ճ͞Ε͓ͯ
Γɺલܖͷࢦఆཧٻਓͱܖޙͷࢦఆཧٻਓ͕ҟͳ
Δͱ͖ɺલܖͷࢦఆཧٻਓܖޙͷࢦఆཧٻਓ
ʹม͞ߋΕͨͷͱ͠·͢ɻ

ᶄ� લܖʹࢦఆཧٻಛ͕Ճ͞Ε͓ͯΒͣɺܖޙʹࢦఆ
ཧٻಛ͕Ճ͞Ε͍ͯΔͱ͖ɺલܖʹࢦఆཧٻಛ
ΛՃ͠ɺࢦఆཧٻਓܖޙͷࢦఆཧٻਓͱ͠·͢ɻ

ᶅ� લܖʹࢦఆཧٻಛ͕Ճ͞Ε͍ͯΔ߹Ͱɺܖޙʹ
ఆཧࢦͷܖલಛ͕Ճ͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͖ɺٻఆཧࢦ
ಛফ໓͞Εͨͷͱ͠·͢ɻٻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘͢Δͱ͖ɺલܖɺ
ܖޙͷอؒظݥ։࢝ͷલʹফ໓ͨ͠ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

ᾇ� લܖͷอܖݥऀ͕ຊͷ̍ɽʵᾇͷنఆʹΑΓ͍ࠐΉֹ͖ۚΛ
͕ࣾఆΊΔݶظ·ͰʹࣾͷఆΊΔํ๏ʹΑΓࣾʹ͍ࠐ·ͳ͔ͬͨͱ
͖

ᾈ� ܖޙͷओͷॏେࣄ༝ʹΑΔղআʹؔ͢ΔنఆʹΑΓɺܖޙ
ʹ͍ͭͯղআͷݪҼͱͳΔࣄ༝͕ੜ͍ͯͨ͡ͱ͖

ᾉ� ܖޙͷओͷෆ๏औಘతʹΑΔແޮʹؔ͢ΔنఆʹΑΓɺޙ
͕ແޮͱͳΔͱ͖ܖ

ᾊ� ܖޙͷओͷٗʹΑΔऔফʹؔ͢ΔنఆʹΑΓɺܖޙͷక
͕݁औΓফ͞ΕΔͱ͖

̏ɽ͜ͷಛʹΑΔอܖݥͷޙʹܖޙͱඃอऀݥΛಉҰͱ͢Δଞͷอݥ
͍͓ʹʢՃ͞Εͨಛ͕͋Δͱ͖ͦͷಛΛؚΈ·͢ɻҎԼɺຊ߲ܖ ʮͯଞ
ͷอܖݥʯͱ͍͍·͢ɻʣ͕క݁͞Εͨ߹Ͱɺຊͷ̍ɽͷنఆʹ͕ͨͬ͠
ͯલܖͷղͷ͕ٻͳ͔ͬͨͷͱͳΔͱ͖ɺલܖͱଞͷอݥ
ֹۚ·ͨಛΛؚΈ·͢ɻʣڅɺֹۚݥֹۚʢอڅͨ͠ࢉ߹ͱΛܖ
͕ࣾͷఆΊΔݶΛ͑ͳ͍͜ͱͱ͠·͢ɻ

	 第̑条	 	 特約の解約

͜ͷಛͷΈͷղऔѻ͍·ͤΜɻ

	 第̒条	 	 特約のফ໓

̍ɽܖޙ͕ղͦͷଞͷࣄ༝ʹΑͬͯফ໓ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛফ໓ͨ͠
ͷͱΈͳ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɺୈ̐ͷ̍�ͷنఆʹΑΓɺલܖͷղ
ͷޮྗ͕ੜ͡ͳ͍͜ͱͱͳΔ߹ʹʢલܖ͕Μڅͷ։ظ࢝લͷ
͕Μஅ֬ఆʹΑΓແޮͱͳͬͨͱ͖Λআ͖·͢ɻʣɺ͜ͷಛɺͦͷޮྗΛࣦ
Θͳ͍ͷͱ͠·͢ɻ

̏ɽຊͷ̎ɽʹ֘ͨ͠ͱ͖ɺ͜ͷಛɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘ͨ͠ͱ͖ʹফ໓
͠·͢ɻ

ᾇ� ୈ̐ͷ̍ɽͷنఆ͕ద༻͞ΕΔ߹ʹʢୈ̐ͷ̎ɽʹ֘͢Δͱ͖Λ
আ͖·͢ɻʣɺୈ̐ͷ̍ɽʵᾇͷنఆʹΑΓɺલܖͷະࠐอݥྉ
͕લܖͷอܖݥऀ͔Β͍ࠐ·Εͨͱ͖

ᾈ� ୈ̐ͷ̎ɽͷنఆ͕ద༻͞ΕΔ߹ʹɺͦͷنఆʹΑΓɺલܖ͕
ফ໓͢Δ͜ͱͱͳͬͨͱ͖

� ୈ̏� � ิઆ໌

ˎ̍� 乗換ܖޙ約の։࢝
͕Μྍ࣏αϙʔτอݥʢແղ
ฦۚܕʣʢ2022ʣܖͷͱ͖
ɺอؒظݥ։࢝ͱ͠·͢ɻ

乗換に関する特約
ʢ࣮ࢪɹ2022���2ʣ

͜ͷಛͷಛ৭

తɾ༰ อܖݥΛผͷ৽͍͠อܖݥʹΓ͑Δͱ͖ʹՃ͢ΔಛͱͳΓ·͢ɻอܖݥऀͷਃग़
ʹΑΓɺඃอऀݥͷಉҙ͓ΑͼࣾͷঝΛಘͯɺܖޙͷओܖΛਃࠐΉͱ͖ʹՃ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

උߟ ܖޙͷਃࠐΛ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹɺલܖɺܖޙͷ։࢝ʢอؒظݥ
։࢝ʣͷલͷऴྃΛͬͯղͷޮྗ͕ੜ͡·͢ɻ

	 第１条	 	 用語の定義

͜ͷಛʹ͓͍ͯ༻͞ΕΔ࣍ͷ༻ޠͷఆٛɺͦ ΕͧΕԼදͷͱ͓Γͱ͠·͢ɻ

ޠ༺ ͷఆٛޠ༺

ᾇ� ओܖ ී௨อݥ͞ࡌهʹΕ͍ͯΔओͨΔอܖݥΛ͍
͍·͢ɻ

ᾈ�  ৽ͨͳอܖݥΛక݁͢Δ͜ͱʹΑΓطʹཱͯ͠
͍ΔอܖݥΛফ໓ͤ͞Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻ͜ͷ
߹ɺ৽ͨͳอܖݥͷอܖݥऀ͓Αͼඃอऀݥɺ
ऀ͓Αͼඃอܖݥͷอܖݥཱ͍ͯ͠Δอʹط
ͱಉҰͰ͋Δ͜ͱΛඞཁͱ͠·͢ɻऀݥ

ᾉ� લܖ อܖݥͷʹΑΓফ໓͢Δ͜ͱͱͳΔอܖݥ
Λ͍͍·͢ɻʢՃ͞Εͨಛ͕͋Δͱ͖ͦͷಛ
ΛؚΈ·͢ɻʣ

ᾊ� ܖޙ อܖݥͷʹΑΓ৽ͨʹక݁͞ΕΔอܖݥΛ
͍͍·͢ɻʢ͜ͷಛΛআ͖ɺՃ͞Εͨಛ͕͋
Δͱ͖ͦͷಛΛؚΈ·͢ɻʣ

	 第２条	 	 特約の付加

͜ͷಛɺอܖݥͷΛ͏ߦ߹Ͱɺอܖݥऀͷਃग़ʹΑΓɺඃอऀݥ
ͷಉҙ͓ΑͼࣾͷঝΛಘͯɺܖޙͷओܖΛਃࠐΉͱ͖ʹՃ͠·͢ɻ

	 第３条	 	 乗換前契約の解約の効力

̍ɽલܖͷղɺܖޙͷਃࠐΈΛ͕ࣾঝͨ͠ͱ͖ʹɺܖޙ
ͷ։࢝ˎ̍ ͷલͷऴྃΛͬͯͦͷޮྗ͕ੜ͡Δͷͱ͠·͢ɻ

̎ɽຊͷ̍ɽͷنఆɺલܖͷղͷޮྗ͕ੜ͡Δલʹɺલܖʹ͍ͭ
ͯফ໓ͷݪҼͱͳΔͦͷଞͷࣄ༝͕ੜͨ͡ͱ͖ɺͦͷޮྗΛ͛ͳ͍ͷͱ͠
·͢ɻ

̏ɽܖޙͷਃࠐΈΛ͕ࣾঝ͠ɺܖޙཱ͕ͨ͠ޙʹɺอܖݥऀ͕ɺ
ܖޙʹ͍ͭͯɺࣾͷఆΊΔݶظ·ͰʹਃࠐΈͷఫճ·ͨղআΛͨͬߦ
ͱ͖ɺطʹੜͨ͡ຊͷ̍ɽͷنఆʹΑΔલܖͷղͷޮྗΛ͛ͳ͍
ͷͱ͠·͢ɻ

	 第４条	 	 乗換後契約ががん治療サポート保険（無解約返戻金型）（2022）契約で、
がん給付の責任開始期前のがん診断確定により無効となった場合の取扱い

̍ɽܖޙ͕͕Μྍ࣏αϙʔτอݥʢແղฦۚܕʣʢ2022ʣܖͰɺޙ
͔ΒͦͷΛؚΊͯ91ʣͷ࢝։ؒظݥʢอظ࢝ͷ։څͷ͕Μܖ
લ·Ͱͷؒʹඃอ͕͕ऀݥΜͱஅ֬ఆ͞Εͨ͜ͱʹΑΓɺܖޙ͕ແޮ
ͱͳΔͱ͖ɺલܖͷղͷٻͳ͔ͬͨͷͱ͠ɺ࣍ͷͱ͓ΓऔΓѻ
͍·͢ɻ
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	 第̓条	 	 ී௨保険約のن定の४用

͜ͷಛʹผஈͷఆΊ͕ͳ͍ͱ͖ɺී௨อݥͷنఆΛ४༻͠·͢ɻ
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口座振替特約
（実施　2021.10.1）

	 第１条	 	 特約の付加

１．この特約は、保険契約者から申出があり、かつ、当社が承諾したときに付加しま
す。

２．この特約を付加するときは、次のすべての条件を満たすことを必要とします。

⑴	 保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が当社の指定
する金融機関等（以下「取扱金融機関」といいます。）に設置してあること

⑵	 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当社の口座へ保険料の口座
振替を委託すること

	 第２条	 	 契約日

１．この特約による取扱いを行う保険契約では、普通保険約款の規定にかかわらず、
普通保険約款に規定する責任開始期＊１を含む月の翌月１日を契約日とします。契
約年齢、保険期間および保険料払込期間は契約日を基準として計算します。

２．本条の１．の規定にかかわらず、普通保険約款に規定する責任開始期＊１からその
月の末日までの間に、給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた
ときは、普通保険約款に規定する責任開始期＊１を含む日を契約日とします。この
場合、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は契約日を基準として再計算し
ます。

３．本条の２．の場合、保険料に超過分があるときは、当社は超過分を保険契約者に
払い戻します。保険料に不足分があるときは、保険契約者は不足分を当社に払い
込むことを要します。ただし、支払うべき給付金等があるときは、当社は給付金
等から不足分を差し引きます。

４．本条の１．の規定にかかわらず、保険契約者から申出があり、かつ当社がこれを
承諾した場合、契約日は責任開始日＊２とし、契約年齢、保険期間および保険料
払込期間はその日を基準として計算します。

	 第３条	 	 保険料率

この特約による取扱いを行う月払契約の保険料率は、基準保険料率とします。

	 第４条	 	 保険料の払込み

１．第２回以後の保険料は、払込期月中の当社の定めた日（その日が取扱金融機関の
休業日に該当するときは翌営業日とし、以下「振替日」といいます。）に指定口
座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることにより払い込むことを必要と
します。

２．本条の１．に規定する保険料は、振替日をもって、払込みのあった日とします。
３．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約
者は、当社に対しその振替順序を指定できません。

４．この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証は発行しません。	

	 第５条	 	 保険料の口座振替が不能の場合の取扱い

１．	振替日における指定口座の残高が払い込むべき保険料の金額に満たなかったた
め、第４条（保険料の払込み）の１．の規定による保険料の払込みが行われなかっ
たときは、次のとおり取り扱います。

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始期
とします。

＊2	 責任開始日
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始日
とします。
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⑴	 年払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に保険料の口座振替
を行います。その払込期月の１か月後の振替日に保険料の口座振替が行われ
なかったときは、その払込期月の２か月後の振替日に保険料の口座振替を行
います。その払込期月の２か月後の振替日に保険料の口座振替が行われな
かったときは、その払込期月の３か月後の振替日に保険料の口座振替を行い
ます。

⑵	 月払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に２か月分の保険料
の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振替日に保険料の口座振
替が行われなかったときは、その払込期月の２か月後の振替日に３か月分の
保険料の口座振替を行います。その払込期月の２か月後の振替日に保険料の
口座振替が行われなかったときは、その払込期月の３か月後の振替日に４か
月分の保険料の口座振替を行います。

ᾉ	 本条の１．ʵ⑵において、２か月分の保険料を口座振替すべきときに指定口
座の残高が２か月分の保険料相当額に満たない場合には、１か月分の保険料
の口座振替を行い、払込期月が過͗た保険料について払込みがあったものと
します。３か月分の保険料を口座振替すべきときに指定口座の残高が３か月
分の保険料相当額に満たない場合には、２か月分または１か月分の保険料の
口座振替を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料について払込みがあっ
たものとします。４か月分の保険料を口座振替すべきときに指定口座の残高
が４か月分の保険料相当額に満たない場合には、３か月分、２か月分または
１か月分の保険料の口座振替を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料に
ついて払込みがあったものとします。

２．本条の１．の場合、その保険料の口座振替が不のときは、保険契約者は、普通
保険約款に規定する༛༧期間満ྃ日までにະ払込保険料を当社の本社または当社
の指定した場ॴに払い込むことを必要とします。

	 第̒条	 	 ߋఆ口座のมࢦ

１．保険契約者が指定口座を同一の取扱金融機関のଞの口座にมߋするときは、保険
契約者は、あらかじめそのࢫを当社およびその取扱金融機関に申し出ることを必
要とします。

２．保険契約者が指定口座をଞの取扱金融機関の口座にมߋするときは、保険契約者
は、あらかじめそのࢫを当社およびมߋ後の取扱金融機関に申し出ることを必要
とします。

３．取扱金融機関が保険料の口座振替を中ࢭしたときは、当社は、そのࢫを保険契約
者に通します。この場合、保険契約者は、指定口座をଞの取扱金融機関にมߋ
することを必要とします。

	 第̓条	 	 振替日のมߋ

当社および取扱金融機関の事により、当社は、কདྷにかって振替日をมߋす
ることがあります。この場合、当社は、そのࢫをあらかじめ保険契約者に通し
ます。

	 第̔条	 	 保険料のલೲ

この特約による保険料の払込みについて、普通保険約款の保険料のલೲに関する
規定はద༻しません。
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	 第��条	 	 補足説明

＊１	 第１ճอݥྉ
第１回保険料相当額を含みま
す。

	 第̕条	 	 特約のফ໓

１．次のいずれかに該当したときは、この特約はফ໓します。

⑴	 第１条（特約の付加）の２．に規定する条件に該当しな͘なったとき
⑵	 第̒条（指定口座のมߋ）に規定するॾมߋにࡍし、そのมߋखଓが行われ
ないまま保険料の口座振替が不となったとき

ᾉ	 保険契約者が、第̓条（振替日のมߋ）の振替日のมߋを承諾しないとき
ᾊ	 払い込むべき保険料がな͘なったとき
ᾋ	 保険契約者が、保険料の払込ํ๏（ܦ࿏）をこの特約によらないํ๏にมߋ
したとき

２．本条の１．ʵ⑴からᾋの規定によりこの特約がফ໓したときは、普通保険約款の
規定をద༻します

	第��条	 	 ී௨保険約のద༻

この特約に定める事߲以֎は、すべて普通保険約款の規定をద༻します。

	第��条	 	 ։࢝ʹؔ͢Δ特約Λ付加ͤͣʹ第１ճ保険料͔Β口座振替
Λ͏ߦ場合の特ଇ

責任開始に関する特約を付加せずにこの特約を付加し、第１回保険料＊１から口座
振替を行うときは、次の⑴および⑵のとおりಡみ替えます。
⑴	 第４条（保険料の払込み）を次のとおりಡみ替えます。
第４条　保険料の払込み
１．第１回保険料＊１および第２回以後の保険料は、指定口座から保険料
相当額を当社の口座に振り替える日として当社の定めた日（第２回
以後の保険料については、払込期月中の当社の定めた日とし、その
日が取扱金融機関の休業日に該当するときは翌営業日とします。以
下「振替日」といいます。）に指定口座から当社の口座に振り替え
ることにより払い込むことを必要とします。

２．本条の１．の場合、当社は、第１回保険料＊１の振替日をあらかじめ
保険契約者に通します。

３．本条の１．に規定する保険料は、振替日をもって、払込みのあった
日とします。

４．２月末日が取扱金融機関の休業日に該当するために、第１回保険
料＊１の振替日が３月１日となる月払契約の場合で、かつ、その振替
日が責任開始日となる場合には、第２条（契約日）の１．の規定に
かかわらず、その日を契約日とします。

̑．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替えるとき
は、保険契約者は、当社に対しその振替順序を指定できません。

̒．この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証は発
行しません。

⑵	 第̑条（保険料の口座振替が不の場合の取扱い）を次のとおりಡみ替えま
す。
第̑条　保険料の口座振替が不の場合の取扱い
１．振替日に第１回保険料＊１の口座振替が不のときは、保険契約者は、

振替日を含む月の月末までに第１回保険料＊１を当社の本社または
当社の指定した場ॴに払い込むことを要します。この場合、第４条
（保険料の払込み）の３．の規定にかかわらず、保険契約者が第１
回保険料＊１を払い込んだ時をもって、第１回保険料＊１の払込みが
あったものとみなします。

⑴	 年払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に保険料の口座振替
を行います。その払込期月の１か月後の振替日に保険料の口座振替が行われ
なかったときは、その払込期月の２か月後の振替日に保険料の口座振替を行
います。その払込期月の２か月後の振替日に保険料の口座振替が行われな
かったときは、その払込期月の３か月後の振替日に保険料の口座振替を行い
ます。

⑵	 月払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に２か月分の保険料
の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振替日に保険料の口座振
替が行われなかったときは、その払込期月の２か月後の振替日に３か月分の
保険料の口座振替を行います。その払込期月の２か月後の振替日に保険料の
口座振替が行われなかったときは、その払込期月の３か月後の振替日に４か
月分の保険料の口座振替を行います。

ᾉ	 本条の１．ʵ⑵において、２か月分の保険料を口座振替すべきときに指定口
座の残高が２か月分の保険料相当額に満たない場合には、１か月分の保険料
の口座振替を行い、払込期月が過͗た保険料について払込みがあったものと
します。３か月分の保険料を口座振替すべきときに指定口座の残高が３か月
分の保険料相当額に満たない場合には、２か月分または１か月分の保険料の
口座振替を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料について払込みがあっ
たものとします。４か月分の保険料を口座振替すべきときに指定口座の残高
が４か月分の保険料相当額に満たない場合には、３か月分、２か月分または
１か月分の保険料の口座振替を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料に
ついて払込みがあったものとします。

２．本条の１．の場合、その保険料の口座振替が不のときは、保険契約者は、普通
保険約款に規定する༛༧期間満ྃ日までにະ払込保険料を当社の本社または当社
の指定した場ॴに払い込むことを必要とします。

	 第̒条	 	 ߋఆ口座のมࢦ

１．保険契約者が指定口座を同一の取扱金融機関のଞの口座にมߋするときは、保険
契約者は、あらかじめそのࢫを当社およびその取扱金融機関に申し出ることを必
要とします。

２．保険契約者が指定口座をଞの取扱金融機関の口座にมߋするときは、保険契約者
は、あらかじめそのࢫを当社およびมߋ後の取扱金融機関に申し出ることを必要
とします。

３．取扱金融機関が保険料の口座振替を中ࢭしたときは、当社は、そのࢫを保険契約
者に通します。この場合、保険契約者は、指定口座をଞの取扱金融機関にมߋ
することを必要とします。

	 第̓条	 	 振替日のมߋ

当社および取扱金融機関の事により、当社は、কདྷにかって振替日をมߋす
ることがあります。この場合、当社は、そのࢫをあらかじめ保険契約者に通し
ます。

	 第̔条	 	 保険料のલೲ

この特約による保険料の払込みについて、普通保険約款の保険料のલೲに関する
規定はద༻しません。
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	 第�2条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始期
とします。

２．振替日における指定口座の残高が払い込むべき保険料の金額に満た
なかったため、第４条（保険料の払込み）の１．の規定による第２
回以後の保険料の払込みが行われなかったときは、次のとおり取り
扱います。

⑴	 年払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に保険料
の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振替日に保険
料の口座振替が行われなかったときは、その払込期月の２か月後
の振替日に保険料の口座振替を行います。その払込期月の２か月
後の振替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払
込期月の３か月後の振替日に保険料の口座振替を行います。

⑵	 月払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に２か月
分の保険料の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振
替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払込期月
の２か月後の振替日に３か月分の保険料の口座振替を行います。
その払込期月の２か月後の振替日に保険料の口座振替が行われな
かったときは、その払込期月の３か月後の振替日に４か月分の保
険料の口座振替を行います。

ᾉ	 本条の２．ʵ⑵において、２か月分の保険料を口座振替すべきと
きに指定口座の残高が２か月分の保険料相当額に満たない場合に
は、１か月分の保険料の口座振替を行い、払込期月が過͗た保険
料について払込みがあったものとします。３か月分の保険料を口
座振替すべきときに指定口座の残高が３か月分の保険料相当額に
満たない場合には、２か月分または１か月分の保険料の口座振替
を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料について払込みが
あったものとします。４か月分の保険料を口座振替すべきときに
指定口座の残高が４か月分の保険料相当額に満たない場合には、
３か月分、２か月分または１か月分の保険料の口座振替を行い、
い払込期月のものから順に保険料について払込みがあったものݹ
とします。

３．本条の２．の場合、その保険料の口座振替が不のときは、保険契
約者は、普通保険約款に規定する༛༧期間満ྃ日までにະ払込保険
料を当社の本社または当社の指定した場ॴに払い込むことを必要と
します。

４．	２月末日が取扱金融機関の休業日に該当するために、第１回保険
料＊１の振替日が３月１日となる保険契約の場合には、本条の１．の
規定はద༻しません。

	第��条	 	 ։࢝ʹؔ͢Δ特約ͱ͋Θͤͯओ契約ʹ付加͢Δ場合の特ଇ

この特約を責任開始に関する特約とあわせてओ契約に付加する場合、次のとおり
取り扱います。
⑴	 第２条（契約日）を次のとおりಡみ替えます。
第２条　契約日
１．この特約による取扱いを行う保険契約では、責任開始に関する特約
の規定にかかわらず、責任開始に関する特約に規定する責任開始
期＊１を含む月の翌月１日を契約日とします。契約年齢、保険期間お
よび保険料払込期間は契約日を基準として計算します。

２．本条の１．の規定にかかわらず、責任開始に関する特約に規定する
責任開始期＊１からその月の末日までの間に、給付金等の支払事由ま
たは保険料の払込免除事由が生じたときは、責任開始に関する特約
に規定する責任開始期＊１を含む日を契約日とします。この場合、契
約年齢、保険期間および保険料払込期間は契約日を基準として再計
算します。

⑵	 第４条（保険料の払込み）を次のとおりಡみ替えます。
第４条　保険料の払込み
１．第１回保険料および第２回以後の保険料は、払込期間中または払込
期月中の当社の定めた日（その日が取扱金融機関の休業日に該当す
るときは翌営業日とします。以下「振替日」といいます。）に指定
口座から当社の口座に振り替えることにより払い込むことを必要と
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します。
２．本条の１．に規定する保険料は、振替日をもって、払込みのあった
日とします。

３．同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替えるとき
は、保険契約者は、当社に対しその振替順序を指定できません。

４．この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証は発
行しません。

ᾉ	 第̑条（保険料の口座振替が不の場合の取扱い）を次のとおりಡみ替えま
す。
第̑条　保険料の口座振替が不の場合の取扱い
１．振替日における指定口座の残高が払い込むべき保険料の金額に満た
なかったため、第１回保険料の払込みが行われなかったときは、次
のとおり取り扱います。

⑴	 年払契約にあっては、その払込期間の１か月後の振替日に保険料
の口座振替を行います。その払込期間の１か月後の振替日に保険
料の口座振替が行われなかったときは、その払込期間の２か月後
の振替日に保険料の口座振替を行います。その払込期間の２か月
後の振替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払
込期間の３か月後の振替日に保険料の口座振替を行います。

⑵	 月払契約にあっては、その払込期間の１か月後の振替日に２か月
分の保険料の口座振替を行います。その払込期間の１か月後の振
替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払込期間
の２か月後の振替日に３か月分の保険料の口座振替を行います。
その払込期間の２か月後の振替日に保険料の口座振替が行われな
かったときは、その払込期間の３か月後の振替日に４か月分の保
険料の口座振替を行います。

ᾉ	 本条の１．ʵ⑵において、２か月分の保険料を口座振替すべきと
きに指定口座の残高が２か月分の保険料相当額に満たない場合に
は、１か月分の保険料の口座振替を行い、払込期月が過͗た保険
料について払込みがあったものとします。３か月分の保険料を口
座振替すべきときに指定口座の残高が３か月分の保険料相当額に
満たない場合には、２か月分または１か月分の保険料の口座振替
を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料について払込みが
あったものとします。４か月分の保険料を口座振替すべきときに
指定口座の残高が４か月分の保険料相当額に満たない場合には、
３か月分、２か月分または１か月分の保険料の口座振替を行い、
い払込期月のものから順に保険料について払込みがあったものݹ
とします。

	 第�2条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始期
とします。

２．振替日における指定口座の残高が払い込むべき保険料の金額に満た
なかったため、第４条（保険料の払込み）の１．の規定による第２
回以後の保険料の払込みが行われなかったときは、次のとおり取り
扱います。

⑴	 年払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に保険料
の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振替日に保険
料の口座振替が行われなかったときは、その払込期月の２か月後
の振替日に保険料の口座振替を行います。その払込期月の２か月
後の振替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払
込期月の３か月後の振替日に保険料の口座振替を行います。

⑵	 月払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に２か月
分の保険料の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振
替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払込期月
の２か月後の振替日に３か月分の保険料の口座振替を行います。
その払込期月の２か月後の振替日に保険料の口座振替が行われな
かったときは、その払込期月の３か月後の振替日に４か月分の保
険料の口座振替を行います。

ᾉ	 本条の２．ʵ⑵において、２か月分の保険料を口座振替すべきと
きに指定口座の残高が２か月分の保険料相当額に満たない場合に
は、１か月分の保険料の口座振替を行い、払込期月が過͗た保険
料について払込みがあったものとします。３か月分の保険料を口
座振替すべきときに指定口座の残高が３か月分の保険料相当額に
満たない場合には、２か月分または１か月分の保険料の口座振替
を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料について払込みが
あったものとします。４か月分の保険料を口座振替すべきときに
指定口座の残高が４か月分の保険料相当額に満たない場合には、
３か月分、２か月分または１か月分の保険料の口座振替を行い、
い払込期月のものから順に保険料について払込みがあったものݹ
とします。

３．本条の２．の場合、その保険料の口座振替が不のときは、保険契
約者は、普通保険約款に規定する༛༧期間満ྃ日までにະ払込保険
料を当社の本社または当社の指定した場ॴに払い込むことを必要と
します。

４．	２月末日が取扱金融機関の休業日に該当するために、第１回保険
料＊１の振替日が３月１日となる保険契約の場合には、本条の１．の
規定はద༻しません。

	第��条	 	 ։࢝ʹؔ͢Δ特約ͱ͋Θͤͯओ契約ʹ付加͢Δ場合の特ଇ

この特約を責任開始に関する特約とあわせてओ契約に付加する場合、次のとおり
取り扱います。
⑴	 第２条（契約日）を次のとおりಡみ替えます。
第２条　契約日
１．この特約による取扱いを行う保険契約では、責任開始に関する特約
の規定にかかわらず、責任開始に関する特約に規定する責任開始
期＊１を含む月の翌月１日を契約日とします。契約年齢、保険期間お
よび保険料払込期間は契約日を基準として計算します。

２．本条の１．の規定にかかわらず、責任開始に関する特約に規定する
責任開始期＊１からその月の末日までの間に、給付金等の支払事由ま
たは保険料の払込免除事由が生じたときは、責任開始に関する特約
に規定する責任開始期＊１を含む日を契約日とします。この場合、契
約年齢、保険期間および保険料払込期間は契約日を基準として再計
算します。

⑵	 第４条（保険料の払込み）を次のとおりಡみ替えます。
第４条　保険料の払込み
１．第１回保険料および第２回以後の保険料は、払込期間中または払込
期月中の当社の定めた日（その日が取扱金融機関の休業日に該当す
るときは翌営業日とします。以下「振替日」といいます。）に指定
口座から当社の口座に振り替えることにより払い込むことを必要と
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２．振替日における指定口座の残高が払い込むべき保険料の金額に満た
なかったため、第２回以後の保険料の払込みが行われなかったとき
は、次のとおり取り扱います。

⑴	 年払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に保険料
の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振替日に保険
料の口座振替が行われなかったときは、その払込期月の２か月後
の振替日に保険料の口座振替を行います。その払込期月の２か月
後の振替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払
込期月の３か月後の振替日に保険料の口座振替を行います。

⑵	 月払契約にあっては、その払込期月の１か月後の振替日に２か月
分の保険料の口座振替を行います。その払込期月の１か月後の振
替日に保険料の口座振替が行われなかったときは、その払込期月
の２か月後の振替日に３か月分の保険料の口座振替を行います。
その払込期月の２か月後の振替日に保険料の口座振替が行われな
かったときは、その払込期月の３か月後の振替日に４か月分の保
険料の口座振替を行います。

ᾉ	 本条の２．ʵ⑵において、２か月分の保険料を口座振替すべきと
きに指定口座の残高が２か月分の保険料相当額に満たない場合に
は、１か月分の保険料の口座振替を行い、払込期月が過͗た保険
料について払込みがあったものとします。３か月分の保険料を口
座振替すべきときに指定口座の残高が３か月分の保険料相当額に
満たない場合には、２か月分または１か月分の保険料の口座振替
を行い、ݹい払込期月のものから順に保険料について払込みが
あったものとします。４か月分の保険料を口座振替すべきときに
指定口座の残高が４か月分の保険料相当額に満たない場合には、
３か月分、２か月分または１か月分の保険料の口座振替を行い、
い払込期月のものから順に保険料について払込みがあったものݹ
とします。

３．本条の１．または２．の場合、その保険料の口座振替が不のとき
は、保険契約者は、責任開始に関する特約または普通保険約款に規
定する༛༧期間満ྃ日までにະ払込保険料を当社の本社または当社
の指定した場ॴに払い込むことを必要とします。
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	 第１条	 	 補足説明

＊１	 取扱カード会社の会員規約
等により指定クレジット
カードを利用できる会員本
人

取扱カード会社の会員規約等に
より指定クレジットカードの使
用が認められている者を含みま
す。

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始期
とします。

＊２	 責任開始日
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始日
とします。

クレジットカード特約
（実施　2021.10.1）

	 第１条	 	 特約の付加

１．この特約は、保険契約者から申出があり、かつ、当社が承諾したときに付加しま
す。

２．この特約を付加するときは、次のすべての条件を満たすことを必要とします。

⑴	 保険契約者の指定するクレジットカード（以下「指定クレジットカード」と
いいます。）が当社の指定するクレジットカード発行会社（以下「取扱カー
ド会社」といいます。）から貸与されたクレジットカードであること

⑵	 保険契約者は、取扱カード会社の会員規約等により指定クレジットカードを
利用できる会員本人＊１と同一人であること

	 第２条	 	 契約日

１．この特約による取扱いを行う保険契約では、普通保険約款の規定にかかわらず、
普通保険約款に規定する責任開始期＊１を含む月の翌月１日を契約日とします。契
約年齢、保険期間および保険料払込期間は契約日を基準として計算します。

２．本条の１．の規定にかかわらず、普通保険約款に規定する責任開始期＊１からその
月の末日までの間に、給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた
ときは、普通保険約款に規定する責任開始期＊１を含む日を契約日とします。この
場合、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は契約日を基準として再計算し
ます。

３．本条の２．の場合、保険料に超過分があるときは、当社は超過分を保険契約者に
払い戻します。保険料に不足分があるときは、保険契約者は不足分を当社に払い
込むことを要します。ただし、支払うべき給付金等があるときは、当社は給付金
等から不足分を差し引きます。

４．本条の１．の規定にかかわらず、保険契約者から申出があり、かつ当社がこれを
承諾した場合、契約日は責任開始日＊２とし、契約年齢、保険期間および保険料
払込期間はその日を基準として計算します。

	 第３条	 	 保険料率

この特約による取扱いを行う月払契約の保険料率は、基準保険料率とします。

	 第４条	 	 保険料の払込み

１．第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下同じ。）を指定クレジットカー
ドにより払い込む場合、当社がクレジットカードの有効性等（指定クレジットカー
ドが有効であり、かつ保険料が指定クレジットカードの利用限度額以下であるこ
とをいいます。以下同じ。）を確認した時をもって第１回保険料の払込みがあっ
たものとみなします。

２．第２回以後の保険料を指定クレジットカードにより払い込む場合、当社が指定ク
レジットカードの有効性等を確認し、取扱カード会社に保険料を請求した時を
もって、保険料の払込みがあったものとみなします。

３．	同一の指定クレジットカードから２件以上の保険契約の保険料を払い込むとき
は、保険契約者は、当社に対しその払込みの順序を指定できません。

４．この特約により払い込まれた保険料については、保険料領収証は発行しません。
５．本条の１．または２．の規定にかかわらず、次のすべてに該当するときは、第１
回保険料または第２回以後の保険料の払込みはなかったものとします。
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⑴	 当社が指定クレジットカード発行会社から第１回保険料または第２回以後の
保険料に相当する金額をड͚取ることができないとき

⑵	 指定クレジットカード発行会社が指定クレジットカードの໊ٛ人（会員規約
等により指定クレジットカードの使用が認められている者を含みます。）か
ら第１回保険料または第２回以後の保険料に相当する金額をड͚取ることが
できないとき

̒．本条の５．の場合、当社は保険契約者に第１回保険料または第２回以後の保険料
の払込みを請求することができます。

	 第̑条	 	 ఆΫϨδοτΧʔυの༗ޮੑ͕֬ೝͰ͖ͳ͍߹のऔѻ͍ࢦ

１．指定クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合には、保険契約者は、
指定クレジットカードをଞのクレジットカードにมߋするか、または当社の取扱
いのൣғでଞの保険料の払込ํ๏（ܦ࿏）にมߋすることを必要とします。

２．本条の１．の場合、保険契約者は、指定クレジットカードをଞのクレジットカー
ドにมߋするか、またはଞの保険料の払込ํ๏（ܦ࿏）にมߋするまでのະ払込
保険料を普通保険約款に規定する༛༧期間満ྃ日までに当社の本社または当社の
指定した場ॴに払い込むことを必要とします。

	 第̒条	 	 ߋఆΫϨδοτΧʔυのมࢦ

１．保険契約者が指定クレジットカードを第１条（特約の付加）の２．の条件を満た
すଞのクレジットカードにมߋするときは、保険契約者は、あらかじめそのࢫを
当社に申し出ることを必要とします。

２．取扱カード会社が保険料の指定クレジットカードによる支払いの取扱いをఀࢭし
たときは、当社は、そのࢫを保険契約者に通します。この場合、保険契約者は、
指定クレジットカードを第１条（特約の付加）の２．の条件を満たすଞのクレジッ
トカードにมߋするか、または当社の取扱いのൣғでଞの保険料の払込ํ๏（ܦ
࿏）にมߋすることを必要とします。

	 第̓条	 	 保険料のલೲ

この特約による保険料の払込みについて、普通保険約款の保険料のલೲにؔする
規定はద用しません。

	 第̔条	 	 特約のফ໓

１．次のいずれかに該当したときは、この特約はফ໓します。

⑴	 第１条（特約の付加）の２．に規定する条件に該当しな͘なったとき
⑵	 第̒条（指定クレジットカードのมߋ）に規定するॾมߋにࡍし、そのมߋ
खଓが行われないまま指定クレジットカードの有効性等の確認ができなかっ
たとき

ᾉ	 払い込むべき保険料がな͘なったとき
ᾊ	 保険契約者が、保険料の払込ํ๏（ܦ࿏）をこの特約によらないํ๏にมߋ
したとき

２．本条の１．ʵ⑴からᾉの規定によりこの特約がফ໓したときは、普通保険約款の
規定をద用します。

	 第̕条	 	 ී௨保険約のద༻

この特約に定める事߲以֎は、すべて普通保険約款の規定をద用します。
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責任開始に関する特約
（実施　2021.10.1）

	 第１条	 	 特約の付加

この特約は、保険契約者から申出があり、かつ、当社が承諾したときに、主たる
保険契約（以下「主契約」といいます。）に付加します。

	 第２条	 	 責任開始期

１．主契約の締結の際に、この特約を主契約に付加するときは、主契約の普通保険約
款の責任開始期＊１の規定にかかわらず、保険契約者が主契約の申込みをした時ま
たは当社が被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時を責任開始期＊１

とし、責任開始期＊１を含む日を責任開始日＊２および契約日とします。なお、主
契約に規定する契約年齢の計算にあたっては、契約日を基準とし、保険期間およ
び保険料払込期間の計算にあたっては、契約日を算入します。

２．特約の中途付加の際にこの特約を付加するときは、中途付加する特約の責任開始
期＊３の規定にかかわらず、保険契約者が特約の申込みをした時または当社が被
保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時＊４を特約の責任開始期＊３とし、
特約の責任開始期＊３を含む日を特約の責任開始日＊５とします。

	 第３条	 	 第１回保険料の払込みおよび猶予期間

１．第１回保険料（特約の中途付加の際にこの特約を付加するときは、中途付加する
特約の第１回保険料に相当する金額とします。以下同じ。）は、第１回保険料の
払込期間中に払い込むことを要します。

２．本条１．の第１回保険料の払込期間は、責任開始日＊１からその日を含めて責任開
始日＊１の属する月の翌月末日までとします。

３．第１回保険料の払込みについては、本条の２．に定める払込期間の翌月１日から
その日を含めて３か月目の末日までの猶予期間があります。

４．第１回保険料が本条の２．に定める払込期間中に払い込まれなかった場合、当社
は保険契約者にその旨、猶予期間および猶予期間満了日までに第１回保険料が払
い込まれないときは保険契約が消滅することを通知（電磁的方法による場合を含
みます。）します。

	 第４条	 	 第１回保険料の払込み前に支払事由等が生じた場合の取扱い

第１回保険料が払い込まれないまま、第１回保険料の猶予期間満了日（第３条）
までに、給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、次の
とおり取り扱います。

⑴	 給付金等を支払うとき
第１回保険料＊１を差し引いて支払います。ただし、当社の支払うべき金額が
差し引くべき第１回保険料＊１に不足するときは、保険契約者は、その猶予期
間満了日までに第１回保険料＊１を払い込むことを要します。第１回保険料＊１

の払込みがないとき、当社は、支払事由の発生により支払うべき給付金等を
支払いません。

⑵	 保険料の払込みを免除するとき
保険契約者は、第１回保険料＊１をその猶予期間満了日までに払い込むことを
要します。第１回保険料＊１が払い込まれないときは、当社は、保険料の払込
みを免除しません。

	 第５条	 	 第１回保険料の払込みがないことによる消滅（未払消滅）

１．第１回保険料の猶予期間満了日までに第１回保険料の払込みがないときは、主契
約およびこれに付加された特約＊１は、猶予期間満了日をもって消滅します。ただ
し、第４条の⑴に該当する場合を除きます。

２．	本条の１．の規定によって主契約およびこれに付加された特約＊１が消滅した場

	 第２条	 	 補足説明

＊１	 責任開始期
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始期
とします。

＊２	 責任開始日
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約
またはがん治療サポート保険
（無解約返戻金型）（2022）契
約の場合には、保険期間開始日
とします。

＊３	 責任開始期
７大疾病初回一時金特約または
３大疾病一時金特約の場合に
は、保険期間開始期とします。

＊４	 保険契約者が特約の申込み
をした時または当社が被保
険者に関する告知を受けた
時のいずれか遅い時

がん治療特約、がん先進医療特
約、がん診断一時金特約、がん
差額ベッド特約、がん治療特約
（2022）またはがん先進医療・
患者申出療養特約の場合には、
保険契約者が特約の申込みをし
た時または当社が被保険者に関
する告知を受けた時のいずれか
遅い時からその日を含めて91
日目とします。

＊５	 責任開始日
７大疾病初回一時金特約または
３大疾病一時金特約の場合に
は、保険期間開始日とします。

	 第３条	 	 補足説明

＊１	 責任開始日
特定疾病一時金保険（無解約返
戻金型）契約、がん治療サポー
ト保険（無解約返戻金型）契約、
がん治療サポート保険（無解約
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合、解約返戻金または責任準උ金の払戻しはありません。

	 第̒条	 	 この特約のղ約

この特約のみの解約は取扱いません。

	 第̓条	 	 第１回保険料の払込み前の保険ܖ約のղ約ฦۚ

第１回保険料の払込みલの主契約およびこれに付加された特約＊１には解約返戻
金はありません。

	 第̔条	 	 第１回保険料の払込み前の保険ܖ約のֹݮ

普通保険約款および特約のݮ額の規定にかかわらず、第１回保険料の払込みલの
主契約およびこれに付加された特約＊１はݮ額できません。

	 第̕条	 	 第１回保険料の払込み前のओܖ約に付加͞Εた特約のղ約

主契約に付加された特約＊１の解約の規定にかかわらず、第１回保険料の払込みલ
に、主契約に付加された特約＊１を解約するときは、主契約と合わせて解約するこ
とをඞ要とし、主契約に付加された特約＊１のみを解約することはできません。

	第��条	 	 ී௨保険約のنఆの४༻

この特約にผஈの定めがないときは、普通保険約款の規定を準༻します。

返戻金型）（2022）契約、７大
疾病初回一時金特約または３大
疾病一時金特約の場合には、保
険期間開始日とします。がん治
療特約、がん先進医療特約、が
ん診断一時金特約、がん差額
ベッド特約、がん治療特約
（2022）またはがん先進医療・
患者申出療養特約の場合には、
保険契約者が特約の申込みをし
た時または当社が被保険者に関
する告知を受けた時のいずれか
遅い時を含む日とします。

	 第４条	 	 補足説明

＊１	 第１ճ保険ྉ
第２回以ޙの保険料について、
主契約の普通保険約款または主
契約に付加された特約の規定に
基ͮいて差し引くべきະ払込保
険料があるときは、第２回以ޙ
の保険料を含みます。

	 第５条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約͓Αͼ͜れにՃ͞
れた特約

特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。

	 第̓条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約͓Αͼ͜れにՃ͞
れた特約

特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。

	 第̔条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約͓Αͼ͜れにՃ͞
れた特約

特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。

	 第̕条	 	 補足説明

＊１	 ओ契約にՃ͞れた特約
特約の中途付加の際に、この特
約を付加したときは、中途付加
した特約とします。
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	 第１条	 	 補足説明

＊１	 当社の定める基準に適合し
ない場合

保険契約者間の公平性を確保す
るため、過去の支払実績等の統
計的な数値により定めた基準に
照らして、標準的な数値に合致
しない場合をいいます。

特別条件特約
（実施　2021.10.1）

	 第１条	 	 この特約の付加

保険契約または特約申込みの際の被保険者の健康状態その他が当社の定める基準
に適合しない場合＊１には、保険契約締結または特約付加の際にこの特約を保険契
約または特約に付加することがあります。

	 第２条	 	 特別条件

この特約の付加により適用する特別条件は、次の⑴から⑶のうち１つまたは２つ
以上の併用とします。
⑴ 割増保険料の払込み
① 当社の定める割増保険料を、普通保険料とともにその払込期間中払い込
むことを必要とします。

② 割増保険料については、解約返戻金または責任準備金の払戻しはありま
せん。

⑵ 給付金等の削減支払い
保険契約の契約日または特約の付加日から当社の定める削減期間中に、被保
険者が保険契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）または特約
の給付金等の支払事由に該当したときは、次のとおり取り扱います。
① 入院日各日に対して支払う入院給付金等を支払うときは、入院日各日に
ついて入院給付金日額に次の表の割合を乗じて得た金額を支払います。

② ①を除く給付金等を支払うときは、給付金等の金額に次の表の割合を乗
じて得た金額を支払います。ただし、造血幹細胞採取手術に該当したこ
とにより手術給付金を支払うときを除きます。

③ ①および②の規定にかかわらず、被保険者が災害または感染症（別表
１★）によって、主約款または特約の給付金等の支払事由に該当したと
きは、給付金等の削減支払いは行いません。

保険年度
削減期間

第１年度 第２年度 第３年度 第４年度 第５年度

１年 5.0割
２年 3.0割 6.0割
３年 2.5割 5.0割 7.5割
４年 2.0割 4.0割 6.0割 8.0割
５年 1.5割 3.0割 4.5割 6.0割 8.0割

⑶ 特定部位または指定疾病についての不担保
① 身体の特定部位または指定疾病（別表２★）のうち、保険契約の締結ま
たは特約の付加の際に、当社が指定した部位または疾病の治療を直接の
目的として、当社の定める期間中に、被保険者が主約款または特約に定
める給付金等の支払事由に該当したときは、これに対応する給付金等は
支払いません。

② ①の規定にかかわらず、被保険者が災害または感染症（別表１★）によっ
て、主約款または特約の給付金等の支払事由に該当したときは、特定部
位または指定疾病についての不担保は行いません。

★別表１（P.204参照）、★別表２（P.204参照）
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ผද１ɹײછ
「感染症」とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

コレラ A00
腸チフス A01.0
パラチフスＡ A01.1
細菌性赤痢 A03
腸管出血性大腸菌感染症 A04.3
ペスト A20
ジフテリア A36
急性灰白髄炎＜ポリオ＞ A80
ラッサ熱 A96.2
クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 A98.0
マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 A98.3
エボラ＜Ebola＞ウイルス病 A98.4
痘瘡 B03
重症急性呼吸器症候群［SARS］ U04
（ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。）

注　新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世
界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。）である感染症をいいます。）は、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第２項、第３項、第４項、第７項第３号または第８項
の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、「感染症」に含めます。

ผද̎ɹಛ定෦Ґ͓Αͼࢦ定࣬පҰཡද

特定部位および指定疾病

１．眼球・眼球付属器（眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む｡）
２．鼻（副鼻腔を含む。）
３．耳（内耳・中耳および外耳を含む｡）・乳様突起
４．口腔・歯・舌・顎下腺・耳下腺・舌下腺
６．咽頭（扁桃を含む｡）・喉頭
７．肺臓・胸膜・気管・気管支
８．胃・十二指腸（この臓器の手術にともなって空腸の手術を受けたときは空腸も含む。）
９．肝臓・胆嚢・胆管 
10．膵臓 
11．盲腸（虫様突起を含む。）
12．大腸・小腸
13．直腸・肛門
14．腎臓・尿管
15．膀胱・尿道 
16．前立腺
18．乳房（乳腺を含む。）
20．頸椎部（当該神経を含む。）
21．胸椎部（当該神経を含む。）
22．腰椎部（当該神経を含む。）
23．右上肢（右肩関節部を含む。）
24．左上肢（左肩関節部を含む。）
25．右下肢（右股関節部を含む。）
26．左下肢（左股関節部を含む。）
27．鼠蹊部（鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る。）
28．鎖骨
29．皮膚（頭皮および口唇を含む。）
31．仙骨部・尾骨部（当該神経を含む。）
32．食道
42．顔面部（口唇裂・顎裂・口蓋裂およびこれらの合併の場合に限る。）
43．上顎骨・下顎骨・顎関節
44．甲状腺・副甲状腺
45．食道・胃・十二指腸
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特定部位および指定疾病

46．食道・胃・小腸（十二指腸、空腸、回腸を含む。）・大腸（盲腸、結腸、直腸を含む。）
47．肝臓（肝内胆管を含む。）
48．胆嚢・胆管（肝内胆管を含まない。）
49．脾臓
50．腎臓・尿管・膀胱・尿道 
51．睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢（陰嚢を含む。）
52．子宮・卵巣・卵管（異常妊娠、異常分娩もしくは異常産褥が生じた場合または帝王切開を受けた場合を含む。）・妊娠糖尿病
53．妊娠子宮（異常妊娠、異常分娩もしくは異常産褥が生じた場合または帝王切開を受けた場合に限る。）・妊娠糖尿病
54．頸椎部・腰椎部（当該神経を含む。）
55．腰椎部・仙骨部（当該神経を含む。）
56．脊椎部（当該神経を含む。）
57．上肢（肩関節部を含む。）
58．下肢（股関節部を含む。）
59．上肢・下肢（肩関節部・股関節部を含む。）
60．痛風（痛風結節、痛風性関節炎、高尿酸血症を含む。）・尿路結石（腎結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石をいう。）
61．末梢動脈疾患

ผද１ɹײછ
「感染症」とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」によるものとします。

分類項目 基本分類コード

コレラ A00
腸チフス A01.0
パラチフスＡ A01.1
細菌性赤痢 A03
腸管出血性大腸菌感染症 A04.3
ペスト A20
ジフテリア A36
急性灰白髄炎＜ポリオ＞ A80
ラッサ熱 A96.2
クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 A98.0
マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 A98.3
エボラ＜Ebola＞ウイルス病 A98.4
痘瘡 B03
重症急性呼吸器症候群［SARS］ U04
（ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。）

注　新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世
界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。）である感染症をいいます。）は、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第２項、第３項、第４項、第７項第３号または第８項
の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、「感染症」に含めます。

ผද̎ɹಛ定෦Ґ͓Αͼࢦ定࣬පҰཡද

特定部位および指定疾病

１．眼球・眼球付属器（眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含む｡）
２．鼻（副鼻腔を含む。）
３．耳（内耳・中耳および外耳を含む｡）・乳様突起
４．口腔・歯・舌・顎下腺・耳下腺・舌下腺
６．咽頭（扁桃を含む｡）・喉頭
７．肺臓・胸膜・気管・気管支
８．胃・十二指腸（この臓器の手術にともなって空腸の手術を受けたときは空腸も含む。）
９．肝臓・胆嚢・胆管 
10．膵臓 
11．盲腸（虫様突起を含む。）
12．大腸・小腸
13．直腸・肛門
14．腎臓・尿管
15．膀胱・尿道 
16．前立腺
18．乳房（乳腺を含む。）
20．頸椎部（当該神経を含む。）
21．胸椎部（当該神経を含む。）
22．腰椎部（当該神経を含む。）
23．右上肢（右肩関節部を含む。）
24．左上肢（左肩関節部を含む。）
25．右下肢（右股関節部を含む。）
26．左下肢（左股関節部を含む。）
27．鼠蹊部（鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限る。）
28．鎖骨
29．皮膚（頭皮および口唇を含む。）
31．仙骨部・尾骨部（当該神経を含む。）
32．食道
42．顔面部（口唇裂・顎裂・口蓋裂およびこれらの合併の場合に限る。）
43．上顎骨・下顎骨・顎関節
44．甲状腺・副甲状腺
45．食道・胃・十二指腸

特

約

205

特
別
条
件
特
約

ผ

ද



電磁的方法による申込みに関する特約
（実施　2021.10.1）

	 第１条	 	 用語の意味

この特約における「電磁的方法」とは、次に定める方法をいいます。

⑴	 当社から保険契約者または被保険者（以下「保険契約者等」といいます。）
に対して通知、表示または意思表示（以下「通知等」といいます。）を行う
場合
①	 当社の使用に係る電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機
器（以下「電子計算機」といいます。）と、保険契約者等の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を
送信し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に
記録する方法

②	 当社の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録された通知等
を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保
険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録する方
法

③	 保険契約者等ファイル（当社の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいま
す。以下同じ。）に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を
通じて保険契約者等の閲覧に供する方法

④	 当社の閲覧ファイル（当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行
うべき事項を記録させるファイルをいいます。）に記録された内容中、
通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供
する方法

⑵	 保険契約者等から当社に対して通知等を行う場合
①	 保険契約者等ファイルに保険契約者等が行う通知等を行うべき事項を記
録する方法

②	 保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続きにした
がって、保険契約者等の使用に係る電子計算機を用いて送信する方法

	 第２条	 	 特約の適用

保険契約者から、電磁的方法により、主たる保険契約および特約（この特約を除
き、以下「保険契約」といいます。）の申込みがあり、かつ、当社がそれを承諾
した場合、保険契約にこの特約を適用します。

	 第３条	 	 電磁的方法による保険契約の申込み

１．保険契約にこの特約を適用する場合、保険契約の申込みについて次のとおり取り
扱います。

⑴	 当社は、保険契約者等に対し、電磁的方法により保険契約の申込みに関する
事項を表示することができます。

⑵	 保険契約者等は、電磁的方法により、⑴により表示された事項を入力し、当
社に送信することができます。

⑶	 当社は、⑵により保険契約者等から送信された事項を受信した場合、保険契
約の申込みがあったものとして取り扱います。この場合、当社は、⑵により
保険契約者等から送信された事項の受信を確認したうえで、電磁的方法によ
り、保険契約の申込みを受けた旨を表示します。

⑷	 当社は、保険契約者等に対し、電磁的方法により保険契約の申込みの諾否を
通知することができます。ただし、電磁的方法による通知が困難な場合には、
その他の方法を用いることがあります。

２．保険契約の申込の際、被保険者は保険契約者本人であることを要します。
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209

約　款 チェック
欄

ご契約の
しおり

約款・
特約

医療保険（無解約返戻金型）（2022）普通保険約款 8ページ 79ページ

特　約
入院一時金特約 18

18

22
23
27
30

ページ 118ページ
通院一時金特約（2022） ページ 127ページ

19がん治療特約（2022） ページ 137ページ
がん診断一時金特約 ページ 150ページ
3大疾病一時金特約 ページ 160ページ
先進医療・患者申出療養特約 ページ 174ページ
指定代理請求特約 ページ 184ページ

32乗換に関する特約 ページ 189ページ

ご契約のとりきめを記載しています。

お申し込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認する際に
ご活用ください。

ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、
知っておいていただきたい事項を記載しています。ご契約のしおり

約　　款

※各約款・特約の支払事由等の詳細については上記該当ページをご確認ください。
※お申込内容等については「保険証券」でもご確認いただけますので、もう一度よく
お確かめください。

この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一
読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
また、ご契約成立後にお送りする「保険証券」とともに大切に保管してご
活用ください。

～ は じ め に ～

本冊子の構成

指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。
●（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAX は不可）・来訪により生命
保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電
話にてお受けしています。　

　（ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
１か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関
として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。

○転居、町名変更、保険証券の紛失、その他ご契約に関する諸手続き（名義
変更、改姓など）の場合には、お手数ですが「お客様サービスセンター」
　　　　　　　　　　　まですみやかにお知らせください。

○ご契約に関するご照会やご通知の際には「保険証券」の証券番号、保険契
　約者と被保険者のお名前およびご住所をお知らせください。
　

○ご契約をお引き受けした際にお送りする「保険証券」およびお受け取りい
ただいた振込金受取書は大切に保管してください。

○諸手続きをされる場合には、お申し出された方が給付金等の受取人、また
は保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご
本人であることを証明する書類（運転免許証、健康保険証等）をご用意く
ださい。

○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、「お客様サービスセンター」
（ ®0120-08-7716）

（ ®0120-08-7716）

までご連絡ください。

なないろ生命からのお願い



この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一読いただき、
内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。
特に● 健康状態などの告知義務について……………………………………… 37ページ

● 保障の責任開始期について …………………………………………… 39ページ
● クーリング・オフ制度（ご契約のお申込みの撤回等）について ……… 41ページ
● 給付金等をお支払いできない場合について …………………………… 45ページ
● 保険料の払込方法について……………………………………………… 56ページ
● 保険料払込みの猶予期間と消滅について……………………………… 58ページ
● 解約・減額と解約返戻金について ……………………………………… 66ページ

などは、ご契約に際して特にご理解いただきたいことがらです。「告知」および「保険
料の払込み」など、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わ
せください。なお、この冊子は、ご契約成立後にお送りする「保険証券」とともに大
切に保管してご活用ください。

〔募集代理店〕 〔引受保険会社〕

受付時間 月曜日～金曜日 9：00～17：00
　　　　 土曜日 9：00～12:00、13:00～17:00
　　　　 （但し、祝日、年末年始を除く）

給付金等のお支払いについて

給付金等のご請求に際し、必要書類の準備に費用が発生する場合は、お客様のご負担となります。

　N-A-21-0055（220210）〔2217010001〕 （2022.3.44,）キカ

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ぜひ、ご一読ください。

説明事項ご確認のお願い

-約款-約款
ご契約のしおりご契約のしおり

®0120-08-7716 

◎なないろ生命ホームページ
　https://www.nanairolife.co.jp/

なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が確認のため、電話や訪問をす
ることがあります。その際には、ご協力くださいますようお願いいたします。この確認制度は生
命保険会社各社が行っています。
●お申込時の契約確認について
ご契約のお申し込みにあたり、後日、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確
認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。
●給付金等のご請求時の確認・照会について
給付金等のお支払いおよび保険料払込免除等のご請求に際して、後日、給付金等をお支
払いするための確認・照会に、保険契約者、被保険者または医療機関・公的機関等を訪問
させていただく場合があります。
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給付金等の適切なお支払いには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますので、
給付金等の支払事由が生じた場合（お支払いの可能性があると思われる場合や、
ご不明な点が生じた場合等も含みます）は、すみやかにお客様サービスセンター
（   ®0120-08-7716）までご連絡ください。   

◯　N-◯　N-　N-◯　N-登　N-◯　N-

5
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